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第 ４ 回 定 例 会 会 議 録 目 次

第１号（１１月２６日）（月曜日）

　　１．開　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．発言の申し出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．会議録署名議員の氏名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５

　　１．会期の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５

　　１．諸般の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５

　　１．報告第５号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７

　　　報告、質疑、表決（承認）

　　１．議案第 57 号～議案第 66 号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８

　　　委員長報告、質疑、討論、表決（認定）

　　１．議案第 70 号～議案第 72 号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１１

　　　説明、質疑

　　　議案第 70 号～議案第 72 号　産業厚生委員会付託

　　１．議案第 73 号～議案第 77 号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５

　　　説明、質疑

　　　議案第 73 号～議案第 77 号　各常任委員会付託

　　１．議案第 78 号・議案第 79 号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１８

　　　説明、休憩、全協、質疑、討論、表決（原案可決）

　　１．議案第 80 号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１９

　　　説明、質疑

　　　議案第 80 号　総務文教委員会付託

　　１．議案第 81 号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２０

　　　説明、質疑

　　　議案第 81 号　各常任委員会付託

　　１．議案第 82 号～議案第 85 号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２３

　　　説明、質疑

　　　議案第 82 号～議案第 85 号　各常任委員会付託

　　１．陳情第 12 号～陳情第 15 号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２５

　　　各常任委員会付託

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２６

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２６

第２号（12 月５日）（水曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２８

― 1  ―



　　１．一般質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２８

　　　川越信男議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２８

　　　　教育問題について

　　　　　（１）「教育」に関する教育長の基本認識について

　　　　　（２）垂水市における教育的課題について

　　　　　（３）教育的課題への対応策について

　　　　　（４）「垂水」に対する思いについて

　　　　公共事業について

　　　　　（１）公共事業の現状について

　　　　　（２）公共事業の今後の展望について

　　　　　　　予算の確保の状況は

　　　　冬場における安心・安全対策について

　　　　　（１）交通事故・火災・インフルエンザ及びノロウイルス等の疾病、家畜伝染病（鳥

　　　　　　　インフルエンザ・口蹄疫）など垂水市における現状は

　　　　　（２）現状を踏まえての対策は

　　　堀内貴志議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３７

　　　　　Ｊアラートの体制の整備について

　　　　　（１）発覚したＪアラートの不具合は、原因は追究され改善されたのか。

　　　　　（２）Ｊアラートが発令されたときの垂水市の対応について、どのように運用される

　　　　　　　か。

　　　　佐多岬が注目されるこの機会に垂水市の観光振興をどのように推進するか。

　　　　　（１）佐多岬が注目されるこの機会をどのように考えているか。

　　　　　（２）大隅半島の玄関口として、どのように観光振興を推進していくか。

　　　　　（３）垂水市と観光協会の関係について

　　　　道の駅たるみずの温泉事業について

　　　　　（１）道の駅たるみずの温泉事業の実情について

　　　　　（２）垂水市が唯一関与している温泉事業ですが、どのように改善していくのか。

　　　感王寺耕造議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４８

　　　　新城南萩ヶ峯の林地（原野）開発について

　　　　　（１）これまでの経緯と申入れ後の対応について

　　　　　（２）市独自の林地（里山）開発条例制定の考えは

　　　　農業振興地域の見直しについて

　　　　　（１）５年に１回の見直しが目安であるが、９年間行なわれていない。その理由と今後

　　　　　　　の見通しは

　　　　固定資産課税台帳の見直しについて

　　　　　（１）固定資産課税台帳の見直しの進捗状況について

　　　　平成 25 年度予算編成について

― 2  ―



　　　　　（１）予算編成についての市長の考え方は

　　　　　（２）枠配分方式・市長の政策枠の２本立てか。

　　　川達志議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６１

　　　　教育問題について

　　　　　（１）保護者と学校、教育委員会の関係について

　　　　道の駅について

　　　　　（１）温浴施設の現況と今後の見通しについて

　　　　過去の事業について

　　　　　（１）負の遺産となりつつある施設の今後の市長の方針と覚悟について

　　　　議事録作成について

　　　　　（１）会議等政策決定の経緯を明らかにすることにより、責任の所在を明確に

　　　　企業農業について

　　　　　（１）新体制になってからの流れについて

　　　徳留邦治議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７２

　　　　交通安全対策について

　　　　　（１）道路整備状況

　　　　　（２）高齢者の運転免許証返納

　　　　防災対策について

　　　　　（１）高齢者対策

　　　　　（２）身障者対策

　　　　財政対策について

　　　　　（１）補助金の見直し

　　　田平輝也議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７８

　　　　メガソーラーについて

　　　　　（１）本市の高峠に設置についての推移と現状は

　　　　　（２）本市にメガソーラー設置申請は、何箇所位か。

　　　　本市の人間ドック対策は

　　　　　（１）垂水中央病院における各人間ドックの内容は

　　　　　（２）本年度の計画に対しての利用状況は

　　　　地域振興計画について

　　　　　（１）各地域振興計画での意見は

　　　川畑三郎議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８４

　　　　教育行政について

　　　　　（１）教育長の教育に対する決意は

　　　　　（２）教育長の同意までの経過について

　　　　　（３）公民館屋上の降灰除去について

　　　　市道、農道整備について

― 3  ―



　　　　　（１）工事進捗状況

　　　　　（２）市民要望の整備について

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９０

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９０

第３号（12 月６日）（木曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９２

　　１．一般質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９２

　　　北方貞明議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９２

　　　　市長公約について

　　　　　（１）自己評価と今後の取組

　　　　観光事業について

　　　　　（１）体験型教育旅行の今後の推進について

　　　　　　ア　民泊受入れ家庭の拡大について

　　　　　　イ　現在の問題点と今後の対策

　　　　　（２）しおかぜ街道（宮脇～浜平）について

　　　　教育関係について

　　　　　（１）現在、図書館の祝日開館５日間の効果は、また、全祝日開館は考えていないの

　　　　　　　か。

　　　　　（２）郷土芸能について

　　　森　正勝議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１０３

　　　　公営住宅等長寿命化計画について

　　　　　（１）本年度、公営住宅等長寿命化計画を策定する予定になっているが、進捗状況は

　　　　地域間格差について

　　　　　（１）中央地区は、路線バスも多く乗合タクシーも利用できますが、牛根地区は、路

　　　　　　　線バスも少なく乗合タクシーもない状況です。この問題の解決策はないのか。

　　　　介護保険の地域支援事業費の行政事務委託料について

　　　　　（１）昨年の決算で、介護保険の地域支援事業費の任意事業費の中で、行政事務委託

　　　　　　　料として 704 万 5,100 円が支給されておりました。この中で、安否確認として

　　　　　　　給食配布の一食に 100 円を上乗せしておりました。この事業の取組に至った経

　　　　　　　過について、説明をお願いします。

　　　池山節夫議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１０７

　　　　防災について

　　　　　（１）Ｊアラートについて

　　　　　（２）防災無線について

　　　　　（３）防災ラジオについて

　　　　　（４）メールの配信について

― 4  ―



　　　　垂水高校振興策について

　　　　　（１）新教育長に見解を伺いたい。

　　　　　（２）過疎計画での予算化と今後の追加策について

　　　　乗合タクシーについて

　　　　　（１）現在の利用状況と市民、高齢者の満足度は

　　　　　（２）今後の課題について

　　　　観光について

　　　　　（１）交流人口増加について

　　　持留良一議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１１７

　　　　来年度予算の考え方について

　　　　　（１）一般財源枠配分方式の課題について

　　　　　　ア　創意工夫等により歳入や事務事業の見直し等が図られるが、改革意欲や予算

　　　　　　　　の硬直化等に課題があると指摘があるが、どうか。

　　　　　　イ　予算制度の改革の方向は

　　　　　（２）子育て・高齢者の支援対策について

　　　　　　ア　予算編成上での基本的な考え方は

　　　　官公需についての中小企業の受注の確保に関する法律について

　　　　　（１）法律の目的と具体化及び自治体の役割（法第７条）

　　　　　　　活気ある商工業の振興（基本計画の目標３）

　　　　　　ア　これまでの本市の取組は

　　　　　　イ　物品購入での市内業者の受注割合は

　　　　　　ウ　物品購入の市内業者優先発注の取組の具体的施策を講じる必要があるのでは

　　　　　　　　ないか。

　　　　　　　（条例等が必要―産業振興条例や公共調達条例）

　　　　子育て支援体制の充実について

　　　　　（１）保育料の負担軽減策への取組の必要性

　　　　　　ア　大隅区域内での状況

　　　　　　イ　「格差」をなくし、経済的にも安心して子育てのできる環境づくりのために

　　　　　　　　保育料の軽減を

　　　　　（２）就学援助の対象の拡大と支給時期の改善

　　　　　　ア　対象の拡大を

　　　　　　　　経済的困窮世帯が増えてきている。現在の認定要件ではカバーできない事態

　　　　　　　　が生まれている。制度の目的からも、事業税、固定資産税又は市民税の減免、

　　　　　　　　国民年金保険料の免除、国保税の減免・徴収猶予、生活福祉資金、これらの

　　　　　　　　世帯も認定要件にすべきではないか。

　　　　　　イ　「認定時期が遅い。」との要望に対しての対策を

　　　　失業者対策について

― 5  ―



　　　　　（１）公的支援による独自の雇用対策を

　　　　　　ア　市内の経済状況

　　　　　　イ　失業者の現況把握にどのように努められたのか。

　　　　　　ウ　市独自の緊急雇用対策の検討を

　　　　垂水高校振興支援策について

　　　　　（１）経済負担の格差の解消と教育の機会均等を図る支援を

　　　　　　ア　新城や牛根等からの交通費（一月）は

　　　　　　イ　経済負担の格差の解消と教育の機会均等を図る上でも通学費の軽減策で条件整備を

　　　　　（２）県へ支援対策の要望について

　　　　　　ア　基本的な認識（高校の存在と県の責任）と具体的な内容は

　　　池之上　誠議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３０

　　　　教育行政について

　　　　　（１）垂水高校について

　　　　　（２）過疎地域自立促進計画の変更について

　　　　　（３）垂水高校支援策の現状

　　　　　（４）入学志願状況及び過去の入学者の状況

　　　　　（５）その他

　　　　総合計画について

　　　　　（１）総合計画の進捗状況について

　　　　　（２）中間見直し作業の進展状況

　　　　　（３）今後の方向性について

　　　　　（４）その他

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４１

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４１

第４号（12 月 14 日）（金曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４４

　　１．諸般の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４４

　　１．議案第 70 号～議案第 77 号、議案第 80 号～議案第 85 号、陳情第 12 号～陳情第 15 号　一

　　　括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４６

　　　委員長報告、質疑、討論、表決

　　　議案第 70 号～議案第 77 号（原案可決）

　　　議案第 80 号～議案第 85 号（原案可決）

　　　陳情第 12 号（不採択）

　　　陳情第 13 号・陳情第 14 号（継続審査）

　　　陳情第 15 号（採択）

　　１．議案第 86 号～議案第 88 号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４９
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　　　説明、休憩、全協、質疑、討論、表決

　　　議案第 86 号～議案第 88 号（原案可決）

　　１．閉　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５３
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平 成 ２４ 年 第 ４ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会

１．会期日程

２．付議事件

件　　　　　　　　　　　名

　議案第５７号　平成２３年度垂水市一般会計歳入歳出決算認定について

　議案第５８号　平成２３年度垂水市国民建国保険特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第５９号　平成２３年度垂水市と畜場特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６０号　平成２３年度垂水市交通災害共済特別会計歳入歳出決算認定について

― 1  ―

月 日 曜 種 別 内　　　　　　　　容

１１・２６ 月 本会議
会期の決定、議案等上程、説明、質疑、討論、

一部表決、一部委員会付託

１１・２７ 火 休　会

１１・２８ 水 〃 （質問通告期限：正午）

１１・２９ 木 〃 　

１１・３０ 金 〃

１２・　１ 土 〃

１２・　２ 日 〃

１２・　３ 月 〃

１２・　４ 火 〃

１２・　５ 水 本会議 一般質問

１２・　６ 木 本会議 一般質問

１２・　７ 金 休　会 委員会 産業厚生委員会（議案審査）

１２・　８ 土 〃

１２・　９ 日 〃

１２・１０ 月 〃 委員会 総務文教委員会（議案審査）

１２・１１ 火 〃

１２・１２ 水 〃

１２・１３ 木 〃 委員会 議会運営委員会

１２・１４ 金 本会議
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、質疑、

討論、一部表決、一部委員会付託　　　



　議案第６１号　平成２３年度垂水市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６２号　平成２３年度垂水市老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６３号　平成２３年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６４号　平成２３年度垂水市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６５号　平成２３年度垂水市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６６号　平成２３年度垂水市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第７０号　垂水市都市下水路条例　案

　議案第７１号　垂水市における高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置

　　　　　　　　 の基準に関する条例　案

　議案第７２号　垂水市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例　案

　議案第７３号　垂水市火災予防条例の一部を改正する条例　案

 議案第７４号　垂水市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例　案

　議案第７５号　垂水市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例の一部を改正する条例　案

　議案第７６号　垂水市都市公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例　案

　議案第７７号　垂水市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例　案

　議案第７８号　鹿児島県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び同組合規約の変更につい

　　　　　　　　 て

　議案第７９号　大隅肝属広域事務組合の共同処理する事務の変更及び同組合規約の変更について

　議案第８０号　垂水市過疎地域自立促進計画の変更について

　議案第８１号　平成２４年度垂水市一般会計補正予算（第４号）案

　議案第８２号　平成２４年度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案

　議案第８３号　平成２４年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第３号）案

　議案第８４号　平成２４年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）案

　議案第８５号　平成２４年度垂水市水道事業会計補正予算（第２号）案

　議案第８６号　垂水市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例　案

　議案第８７号　垂水市議会委員会条例の一部を改正する条例　案

　議案第８８号　垂水市議会会議規則の一部を改正する規則　案

　陳　情

　陳情第１２号　高峠メガソーラーの件（最初の説明）に戻して戴く陳情

　陳情第１３号　垂水市の人口増の陳情

　陳情第１４号　市の財政健全化策についての陳情

 陳情第１５号　猿ケ城温泉後方の開拓跡地の有効活用の陳情
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平 成 ２ ４ 年 第 ４ 回 定 例 会

会 　 　 議 　 　 録

第 １ 日 　 平 成 ２４ 年 １１ 月 ２６ 日



本 会 議 第１号（１１月２６日 ）（ 月 曜 ）

　　出席議員　　１５名

　　　　　　　１番　　川　越　信　男

　　　　　　　２番　　堀　内　貴　志

　　　　　　　４番　　感王寺　耕　造

　　　　　　　５番　　池之上　　　誠

　　　　　　　６番　　堀　添　國　尚

　　　　　　　７番　　田　平　輝　也

　　　　　　　８番　　持　留　良　一

　　　　　　　９番　　北　方　貞　明

　　　　　　 １０番　　池　山　節　夫

　　　　　　 １１番　　森　　　正　勝

　　　　　　 １２番　　川　　達　志

　　　　　　 １３番　　宮　迫　泰　倫

　　　　　　 １４番　　徳　留　邦　治

　　　　　　 １５番　　篠　原　　則

　　　　　　 １６番　　川　畑　三　郎

　　欠席議員　　　１名

　　　　　　　３番　　大　薗　藤　幸

　　地方自治法第１２１条による出席者

　　　市 長　　尾　脇　雅　弥

　　　副 市 長　　寺　地　浩　一

　　　総 務 課 長　　山　口　親　志

　　　企 画 課 長　　倉　岡　孝　昌

　　　財 政 課 長　　北　迫　睦　男

　　　税 務 課 長　　葛　迫　隆　博

　　　市 民 課 長　　野　妻　正　美

　　　市 民 相 談

　　　サービス課長　　中　谷　大　潤

　　　保健福祉課長　　白　木　修　文

　　　生活環境課長　　森　下　利　行

　　　農 林 課 長　　池　松　　　烈

　

　　　水 産 課 長　　岩　元　悦　郎

　　　商工観光課長　　塚　田　光　春

　　　土 木 課 長　　宮　迫　章　二

　　　会 計 課 長　　脇　　　孝　久

　　　水 道 課 長　　川井田　志　郎

　　　監査事務局長　　前木場　強　也

　　　消 防 長　　宮　迫　義　秀

　　　教 育 長　　長　濱　重　光

　　　教育総務課長　　川　畑　千　歳

　　　学校教育課長　　牧　　　浩　寿

　　　社会教育課長　　瀬　角　龍　平

　　議会事務局出席者

　　　事 務 局 長　　礒　脇　正　道 　　　書 記　　篠　原　輝　義

　　　書 記　　有　馬　英　朗
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平成24年11月26日午前10時開会

　　　△開    会

〇議長（宮迫泰倫）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから平成24年第４回垂水

市議会定例会を開会します。

　　　△発言の申し出

〇議長（宮迫泰倫）ここで、教育長から就任

あいさつのための発言の申し出がありましたの

で、これを許可いたします。

〇教育長（長濱重光）皆さんおはようござい

ます。

  このたび11月７日付で教育長に就任いたしま

した長濱重光でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。

  前任の肥後教育長は、郷里の先輩でもござい

ましたので、若いころから御指導いただきまし

て育てていただきました尊敬する先輩でござい

ます。その後任でございますので、責任も重大

でございますけれども、ふるさと垂水の教育振

興充実・発展のために微力ではございますけれ

ども、全力で取り組んでまいりますので、どう

ぞよろしくお願いをいたします。

  私は、新城で生まれ育ちました。実家の目の

前には錦江湾、そして近くには３つの川が流れ、

さらに背後には山がそびえているという自然豊

かな環境のもとで育ちました。特に小さいころ

から魚釣りが好きでございまして、自前の竹竿

でキスを釣ったり、また、川ではウナギやアユ

を釣ったりして過ごしました。また、当時は砂

浜が非常に広かったこともございまして、みん

なで三角ベースをつくって、毎日日が暮れるま

で野球をした楽しい思い出もございます。

  さらにまた、十五夜が近づいてきますと、先

輩たちと山に綱引き用のかずらをとりにいって、

それをもとにしてわらを利用して綱をつくった

思い出もございます。当時を振り返ってみます

と、このようなふるさとでの遊びや体験を通し

まして、子供ながらに生きていくすべや社会性

を身につけることができたような気がいたして

おります。

  また、新城も他の校区と同様にみんなで子供

たちを守り、育てようというよき風土がござい

ました。私も校区の皆さんに温かく見守ってい

ただき、育てていただきました。私は、今でも

このことにつきましては、感謝の気持ちを持ち

続けております。垂水のよき風土であります「人

の子も我が子も地域の子」というこの連綿と続

いているよき伝統を私は先人たちの思いとして

受け継ぎ、このよき風土を生かした教育を進め

てまいりたいというふうに考えております。そ

れは、この教育を進めることによりまして、子

供たちが地域の皆さんに守り、育てられている

ということに気づき、そのことを通してふるさ

とが好きになり、ふるさとを愛し、そしてふる

さとを大切にする。さらには郷土を誇りに思う

子供の醸成につながっていくと考えているから

でございます。

  また、これからの将来の子供たちを育てるに

は、今、求められていますことは、やはり厳し

い社会を生き抜くたくましい力を見につけるこ

とだと思っております。私は、一日も早くこれ

までの垂水市の教育のあり方、そしてそれぞれ

の状況を一日も早く把握し、自分なりに取り組

んでまいる所存でございます。

  垂水市の教育界といたしましては、学力向上

を初め教育施設の充実並びに垂水高校の存続問

題など取り組むべき課題はたくさんございます

けれども、どのことに対しましても真正面から

向き合い、誠心誠意取り組んでまいりますので、

議員の皆様方の御指導、御鞭撻並びに御協力を

何とぞよろしくお願いいたします。

  これからよろしくお願いいたします。

　　　△開    議

〇議長（宮迫泰倫）これより、本日の会議を
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開きます。

  本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△会議録署名議員の指名

〇議長（宮迫泰倫）日程第１、会議録署名議員

の指名を行います。

  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において感王寺耕造議員、池山節夫

議員を指名します。

　　　△会期の決定

〇議長（宮迫泰倫）日程第２、会期の決定を

議題とします。

  去る11月20日議会運営委員会が開催され、協

議がなされた結果、本定例会の会期をお手元の

会期日程表のとおり、本日から12月14日までの

19日間とすることに意見の一致を見ております。

  これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

  よって、会期は、本日から12月14日までの19

日間と決定しました。

　　　△諸般の報告

〇議長（宮迫泰倫）日程第３、諸般の報告を

行います。

  この際、議長の報告を行います。

  監査委員から、平成24年８月分、９月分及び

10月分の出納検査結果報告がありましたので、

写しをお手元に配付しておきましたから御了承

願います。

  また、九州電力からのことしの冬における節

電への協力のお願いの文書をお手元に配付して

おきましたので、お目通しください。

  以上で議長報告を終わります。

　　　［市長尾脇雅弥登壇］

〇市長（尾脇雅弥）皆さんおはようございま

す。

　９月定例議会後の議会に報告すべき主な事項

について御報告を申し上げます。

　例年ですと朝晩の冷え込みとともに桜島から

の降灰の影響を受ける季節となりましたが、今

のところ、日中薄暗くなるほどのドカ灰に見舞

われておりませんで、降灰除去の出動要請を行

ったのは、これまでのところ２回でございます。

　また、本年は複数の台風の接近等もございま

したが、豪雨・台風等によります公共土木施設

災害並びに農業用施設等災害、いずれにおきま

しても被害なしと御報告させていただきます。

　続いて、安心安全対策といたしまして、本年

度現在までの「災害警戒本部」の設置状況でご

ざいますが、人災ゼロ及び空振りでもいいとの

思いで、豪雨・台風接近等によりまして５回設

置しております。

　あわせまして11月13日に「時間の経過ととも

に変化する災害発生の状況を想定して付与し、

状況に応じた情報の収集・処理・伝達等の対応

を机上で行う演習」といたしまして、垂水市災

害図上訓練を危機管理監の指導のもと実施いた

しました。

　災害発生時に極めて重要となる初動の対応能

力等の向上を図るとともに、各対策部の取り組

み及び災害に対する共通の認識を図りました。

　訓練終了後に事後研究会として、全体討議を

行いました。

　今後も安心安全な垂水のまちづくりに努めて

まいります。

　次に、観光関係の主なものについて御報告い

たします。

　11月４日に開催されました産業祭は、天候に

も恵まれ、市内外から約5,000人の方々に御来場

いただき、大盛況のもと無事終了いたしました。

　今年度は、通常のイベントに加え「垂水うま

かグランプリ」を開催し、市内の５事業者の協

力を得まして350食分の食券を販売しましたとこ

ろ、お昼には全て完売し、好評を博したところ

でございます。

　次に、国の雇用対策の重点分野雇用創出事業
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を利用しまして、垂水市の観光ＰＲを図るため

に無料垂水周遊観光バス運行事業を11月17日か

ら来年の３月31日までの主に土・日・祝日と千

本イチョウ祭り期間を対象に運行いたします。

　このバスの運行経路は、桜島港から垂水市の

観光地を周遊し、垂水港を経由し、最後は桜島

港へ到着する経路を設定しております。

　また、新たな観光名所となった「たるみず千

本イチョウ」でございますが、昨年度を教訓に

議会でも御指摘をいただいたところですが、今

年度は、イチョウが見ごろを迎えます土曜・日

曜の渋滞への対策として、12月の２日、８日、

９日の３日間、県道垂水南之郷線沿いの市丸瓦

跡地から千本イチョウまでの約１キロメートル

をシャトルバスによりピストン運行を行い、渋

滞の緩和に努めてまいります。

　次に、教育関係について御報告いたします。

　去る10月22日、第２回垂水高校振興対策協議

会総会が開催され、振興支援策の検証・検討が

行われました。

　今年度大幅に増額された協議会への補助金に

ついては、着実に執行され、各種検定合格など

成果を上げつつあるところでございます。

　加えまして、高校生によるフリーマガジンの

創刊やイベントへの参加・協力、市内小・中・

高連携研究会等が開催されるなど多彩な取り組

みも行っております。

　11月７日に開催されました定例教育委員会で

は、第３回市議会臨時会で教育委員の同意をい

ただきました長濱重光氏が教育長に任命をされ

ました。

　これまでの豊富な経験と知識を生かして、本

市教育行政の発展に尽力していただけるものと

思っております。

　社会教育関係におきましては、11月３日、４

日の両日、第36回垂水市民文化祭が開催されま

した。

　展示部門は、市体育館において３日より２日

間にわたり行われ、16団体の展示に加え、市内

小・中学校の児童生徒の作品の展示がありまし

た。

　舞台部門は４日に文化会館において、市の産

業祭とあわせて開催され、16団体の発表と若草

文学賞の朗読があり、観客数は1,000人を超えて

盛会のうちに終了いたしました。

　次に、毎年多くの皆様より御寄附をいただい

ております「ふるさと納税」について御報告さ

せていただきます。

　今年度11月22日現在、垂水市へ直接の寄附

申し込みは、件数で147件、寄附申込金額は322

万円となっております。

　また、県経由での寄附申し込みにつきまして

は、２件、寄附申込金額は６万円となっており

まして、合計で328万円の寄附申込金額となって

おります。

　財政の厳しい中、非常にありがたいことでご

ざいまして、ふるさと応援基金として積み立て、

今後有効に活用させていただきたいと思ってお

ります。

　次に、本市におけます交通事故の発生状況に

ついて御報告させていただきます。

　10月末日現在、交通事故発生件数は89件、死

亡者なし、負傷者数139名となっております。

　前年同時期と比較いたしますと、発生件数、

死亡者数、負傷者数ともに減少しており、特に

交通死亡事故については、昨年10月17日以来、

１年以上にわたり交通死亡事故が発生しており

ません。

　今後も引き続き、交通事故発生件数の減少を

図るために、鹿屋警察署並びに垂水地区交通安

全協会や地区公民館、関係団体と協力して広報

活動の強化や交通安全運動等の周知徹底に努め、

さらに高齢者や子供たちへの交通安全教育を実

施していきます。

　次に、９月議会後の火災発生状況につきまし

て御報告させていただきます。
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　建物火災が３件、その他火災２件が発生して

おります。

　９月７日、錦江町におきまして、寝室のベッ

ドを焼くぼや火災が発生しております。

　９月18日、市木において住宅１棟全焼、部分

焼２棟、非住家２棟が全焼する火災が発生し、

この火災により、お１人の方がお亡くなりにな

っております。

　10月11日、田神において、倉庫の一部を焼く

ぼや火災が発生しております。

　その他火災は、９月28日、市木において、枯

れ草を焼く火災が発生しております。

　また、10月21日、新城において、枯れ草を焼

く火災が発生をしております。

　次に、主な出張用務について御報告申し上げ

ます。

　10月７日には、岡山市の岡山城にて開催され

ました「宇喜多秀家フェス」に昨年に引き続き

まして、審査員として招待されておりましたの

で、ごあいさつと本市ＰＲも兼ねてお伺いをい

たしました。

　今回は、松ケ崎郷土史研究会４名の方がブー

スを出店されまして、岡山市郷土史研究会の皆

様と活発な交流を行われました。

　また、イベント終了後には、岡山市の副市長

を初め岡山商工会議所会頭並びに役員の方々と

親しく意見交換させていただきました。

　10月12日から13日にかけましては、関西の旅

行代理店等が大阪市で開催します関西方面の大

学を対象としたスポーツ合宿の誘致イベントに

出席いたしまして、春・夏のキャンプ並びに合

宿で垂水市にお越しいただけるようお願いをし

てまいりました。

　今後とも根気強くＰＲや説明に努めて、誘致

につなげてまいりたいと考えております。

　10月20日から21日にかけましては、関西垂水

会出席のため、総勢９名でお伺いいたしました。

　20日の役員会では、夏祭りへの寄附やふるさ

と納税、たるみず大使の活動についてお礼を申

し上げ、新たにお１人の方を「たるみず大使」

に御推薦いただきまして、今後12名で活動をい

ただくことになりました。

　21日の総会では、約160名の参加者の皆様の前

で、本市の現況報告やふるさと納税へのお礼を

させていただき、ふるさと垂水市の近況等をお

知りいただくための広報誌定期購読の御協力な

どをお願いをいたしました。

　11月10日には、平成６年の島津以久公佐土原

入城390周年記念行事よりお付き合いの始まりま

した宮崎市佐土原町の「島津太鼓フェスティバ

ル」に「たるみず飛龍太鼓保存会」の皆様が出

演されましたので、激励と平成26年の410周年の

記念行事の相互協力と連携について、戸敷宮崎

市長とお会いいたしまして意見交換させていた

だきました。

　11月14日から16日にかけましては、全国市長

会評議員会、九州地方国道整備総決起大会、全

国過疎地域自立促進連盟の理事会、総会などへ

出席するため上京いたしました。

　特に15日の「九州国道整備促進協議会中央要

望活動」におきましては、本市の社会基盤の根

幹を成します国道の整備について、政府与党を

初め国土交通省・地元選出の国会議員の皆様に

対しまして、予算の確保と整備推進などの御支

援を引き続きお願いをしてまいりました。

　以上で諸般の報告を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）以上で、市長報告を終わ

ります。

　　　△報告第５号上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第４、報告第５号専

決処分の承認を求めることについて（平成24年

度垂水市一般会計補正予算（第３号））を議題

とします。

報告第５号  専決処分の承認を求めることにつ

　　　いて（平成24年度垂水市一般会計補正予
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　　　算（第３号））

〇議長（宮迫泰倫）報告を求めます。

〇財政課長（北迫睦男）おはようございます。

  報告第５号専決処分の承認を求めることにつ

きまして御説明申し上げます。

  衆議院の解散に伴いまして、衆議院議員選挙

総選挙費の関連経費の出向に急施を要しました

ので、平成24年11月19日に平成24年度垂水市一

般会計補正予算（第３号）を地方自治法第179条

第１項の規定により専決処分し、同条第３項の

規定により御報告を申し上げ、承認を求めよう

とするものでございます。

  補正の理由でございますが、12月16日に実施

されます衆議院議員選挙の準備等関連経費につ

いて予算措置をしたものでございます。

  今回、歳入歳出とも1,118万8,000円を増額い

たしましたので、これによります補正後の歳入

歳出予算額は89億2,304万円になります。

　補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ

の「第１表 歳入歳出予算補正」に掲げてあると

おりであります。

  事項別明細でございますが、まず、歳出から

申し上げます。

  ５ページをお開きください。

  ８目衆議院議員選挙費は、投・開票立会人の

報酬、選挙事務従事職員の時間外手当、選挙事

務に要する消耗品等の物件費、ポスター掲示板

設置の工事請負費等を計上しております。

  また、９目の参議院選挙啓発費は、啓発に関

する事務費でございます。

  これらに対する歳入は、３ページの歳入明細

にお示ししてありますように県支出金の特定財

源を充てて収支の均衡を図っております。

  以上で説明を終わりますが、御承認いたたき

ますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長（宮迫泰倫）ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。

  質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑もないようですので、

これで質疑を終わります。

  お諮りします。

  報告第５号を承認することに御異議ありませ

んか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

  よって、報告第５号は、承認することに決定

しました。

　　　△議案第57号～議案第66号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第５、議案第57号か

ら日程第14、議案第66号までの議案10件を一括

議題とします。

  件名の朗読を省略いたします。

議案第57号  平成23年度垂水市一般会計歳入歳

　　　出決算認定について

議案第58号  平成23年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第59号  平成23年度垂水市と畜場特別会計

　　　歳入歳出決算認定について

議案第60号  平成23年度垂水市交通災害共済特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第61号  平成23年度垂水市地方卸売市場特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第62号  平成23年度垂水市老人保健施設特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第63号  平成23年度垂水市漁業集落排水処

　　　理施設特別会計歳入歳出決算認定につい

　　　て

議案第64号  平成23年度垂水市介護保険特別会

　　　計歳入歳出決算認定について

議案第65号  平成23年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第66号  平成23年度垂水市後期高齢者医療
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　　　特別会計歳入歳出決算認定について

〇議長（宮迫泰倫）ここで、決算特別委員会

委員長の審査報告を求めます。

〇決算特別委員長（持留良一）おはようござ

います。

　それでは、決算特別委員会審査結果報告を行

いたいと思います。

　去る９月25日、平成24年第３回定例会におい

て決算特別委員会に付託となり、閉会中の継続

審査となっておりました平成23年度垂水市一般

会計、国民健康保険特別会計、と畜場特別会計、

交通災害共済特別会計、地方卸売市場特別会計、

老人保健施設特別会計、漁業集落排水処理施設

特別会計、介護保険特別会計、簡易水道事業特

別会計及び後期高齢者医療特別会計の各歳入歳

出決算について、10月29日及び30日の２日間、

決算特別委員会を開き審査いたしましたので、

その結果を報告いたします。

　まず、審査に当たっては、決算の性質に鑑み、

予算が議決の趣旨・目的に沿って適正に執行さ

れ、かつ所期の目的が達成されたかどうかなど

重点に置き、審査をいたしました。

　なお、計数については、監査委員の審査を十

分尊重し、決算報告書、決算意見書に基づいて

審査を進め、各関係課長の説明を受けながら、

予算執行の実績、効果等を確認し、その適否に

ついて審査いたしました。

　最初に一般会計について申し上げます。

　まず、平成23年度決算の評価について、歳入

においては、市税は４年連続下回ったものの、

前年に増税されたたばこ税の伸びにより、市税

全体では前年度と同程度となり、歳出では、徹

底した財政改革の推進により歳出改革を行い、

予算執行でも徹底した無駄を省き、計画的に努

めることができ、積立金も新たに造成するなど

基金の増額が図られました。

　その結果、実質収支額は２億6,744万8,000円

の黒字を計上するなど後年度の財政運営に配慮

した決算とすることができたものと考えられま

す。

　また、特別会計においても健全財政運営に努

められた結果、すべての会計において黒字であ

りました。

　それでは、主な質疑について申し上げます。

　まず、総務課所管においては、災害応急対応

でのＪアラートへの整備委託料のことで、委員

より機能が前回の試験で発揮されなかったが、

改善されたかの質疑があり、会社も社運をかけ

て取り組んでおり、国も県の指導で再度発信訓

練をするということで、問題ないということで

ありました。

　また、退職基金積み立てについては、急な退

職者に対応するために積み、予算編成上組めな

いとき基金を活用していくとのことでありまし

た。

　次に、企画課所管において、廃止路線代替バ

スの運行の問題について、利用状況を把握し、

検討しているのかとの質疑があり、調査は毎年

運行業者から報告されているとのことでした。

　さらに、住民にとっては大切な路線であり、

維持のために継続していかなければならないと

認識をしているということでありました。

　次に、保健福祉課所管において、国保の医療

費抑制対策として、市民課との連携等の必要性

と現状の取り組みについての質疑があり、市民

課で特定健診をやっており、結果が悪かった方

に対して保健指導を実施しているが、新人が２

名いることで連携が取りにくいが、保健師が育

っていくことで連携が組めるとのことでありま

した。

　保険料については、近隣の市町村より幾分高

い現状にあり、転入された親御さんからも指摘

があるが、財源の確保は難しいとの回答があり

ました。

　委員から見直しの必要性についての質疑があ
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り、情報を集めているが、一歩踏み込んだもの

にしていきたいとありました。

　次に、生活環境課の所管において、修理や環

境センターの焼却炉、施設等修理等脱臭設備の

修理、ほかに12件の修繕を行っているとの説明

がありましたが、委員から、入札と随意契約に

ついて質疑があり、専門的な部分とか機械等が

なければ随意契約という形もあるが、極力入札

という形でやっていきたいとのことでありまし

た。

　次に、農林課所管において、議員より随意契

約の妥当性について指摘があり、相見積もりも

取っているものの随意契約の形を取っているの

で、今後、見直しを行っていきたいとのことで

ありました。

　次に、水産課の所管において、藻場の管理問

題について指摘があり、漁協に後の管理は委託

しているが、成果が出るように、また、管理の

点からも努めて現場に出掛けるとのことであり

ました。

　また、管理・規制等については、調査・研究

するとのことでした。

　次に、商工観光課の所管において、高峠公園

の維持・管理での投資効果について指摘があり、

国立公園に編入された効果も生かし、ツツジの

再生や観光誘致に努めていきたいとのことであ

りました。

　また、委託料で電気保安協会への委託と職員

を配置したほうが、市全体としても財政面から

効果的ではないかと指摘があり、市全体で関係

しているので、調査をしていきたいとのことで

ありました。

　次に、消防本部所管において、体制の整備と

連携について指摘があり、救急救命士を２名養

成したことや人員は44名であるが、災害訓練等

を重ね、頑張っているとのことでした。

　さらに、関連機関との連携も必要だとのこと

でありました。

　次に、教育総務課所管において、垂水振興対

策については、振興計画書をつくり上げ、教育

委員会で実行して進めているとのことでした。

本年度の第１次応募状況によると、今の時点で

は余り芳しい結果は出ていないとありましたが、

大きかったのは、市民も含めて地域で支え合う

運動にしていくことで交流も生まれたとの報告

がありました。

　また、空調設備が稼働し始めたことで維持・

管理費が増加傾向にあるが、その把握はどうし

ているのかについての質疑があり、有効にかつ

適切に利用してもらうために毎月報告してもら

い、学校と連携を取りながら進めていきたいと

のことでした。

　次に、学校教育課所管において、経済的理由

による就学困難と認められる90人の生徒の保護

者に対して就学援助費を出しているが、受給条

件に当てはまれば幾らでも出るのかとの質疑が

あり、補助事業ではなくなった関係で、平成23

年度は、小学校経費に実際支出した額の４分の

１も入ってきていないとのことでした。

　次に、歳入について申し上げます。

　まず、税務課所管において、市税の状況につ

いては、市税収入済み額の総計は13億6,327万7

,048円であり、前年度比57万2,480円の増となっ

たとのことでありました。

　また、徴収率は、調定額に対して89.5％であ

り、前年度と同率になっています。これらにつ

いては、管理収納係及び滞納整理室及び市民課

国保係の職員で取り組んだが、目標率の90％を

達成することはできなかったということであり

ました。

　不納欠損については、滞納処分の執行停止に

よる処分が11件の79万9,320円、地方税の消滅時

効による処分1,338件の962万9,002円、合計1,349

件の1,042万8,322円で、前年度と比較して件数

は98件増加、金額で20万5,491円減少していると

のことでした。
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　委員から、軽自動車税の細則について指摘が

あり、死亡の事例や地方税法に基づき即時消滅

ということで不納欠損取り扱いしているとのこ

とでした。

　次に、財政課所管においては、歳入合計は98

億2,400万円余りであったが、前年度に比べて県

支出金や前年度繰越金等が多かったことから、

7,386万2,000円で0.6％の増になったということ

でした。

　委員から、ふるさと応援基金の成果について

の意見があり、平成20、21年は1,000万円を超え

る寄附金があったが、平成22年、23年は1,000万

円を切るようになったとのことでした。また、

人数的にはふえているということでありました。

　また、委員から歳入確保対策について指摘が

あり、受益者負担の見直しや自主財源の確保に

取り組みたいとのことでした。

　次に、特別会計について主なものを報告いた

します。

　国民健康保険特別会計において、委員からレ

セプト点検での費用対効果についての意見があ

り、経験者や資格者を採用し、平成23年度の実

績では1,290万8,885円、件数で976件、効果では

他市と比べても大変大きいとのことでした。

　次に、介護保険特別会計において地域支援事

業では、委員より委託料の安否確認の費用とし

ての給食配布の１食単価に上乗せをすることに

ついての質疑があり、在宅での生活支援の一つ

として、給食を配布するとき安否確認をするが、

その配布する給食は100円を上乗せし、事業所か

らの請求にしての報告もあるとのことでした。

　また、件数については、過去２～３件あった

ということでした。

　以上のような審議を行った結果、本委員会と

しては、一般会計歳入歳出決算及び各特別会計

歳入歳出決算とも適正であると認め、次の要望

を付して認定することとの意見の一致を見まし

た。

　要望事項を申し上げます。

　1．各種事業の費用対効果を検証し、見直しを

含めて検討されたい。

　１．契約のあり方について随意契約が多いこ

とに鑑み、調査の上、検討をされたい。

　１．漁業集落排水処理施設特別会計において、

今後の加入率や国庫補助金等を勘案しながら、

今後の方向性を含めて検討されたい。

　以上で報告を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。

  質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

  これで質疑を終わります。

  これから討論を行います。

  討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）討論なしと認めます。

  これで討論を終わります。

  お諮りします。

　各議案に対する委員長の報告は、認定であり

ます。

  各議案を委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

  よって、議案第57号から議案第66号までの議

案10件は、委員長の報告のとおり決定しました。

      △議案第70号～議案第72号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第15、議案第70号から

日程第17、議案第72号までの議案３件を一括議

題とします。

議案第70号  垂水市都市下水路条例  案

議案第71号  垂水市における高齢者、障害者等

　　　の移動等円滑化のために必要な特定公園

　　　施設の設置の基準に関する条例  案

― 11  ―



議案第72号  垂水市水道の布設工事監督者及び

　　　水道技術管理者に関する条例  案

〇議長（宮迫泰倫）説明を求めます。

〇土木課長（宮迫章二）議案第70号垂水市都

市下水路条例案について御説明申し上げます。

  国の施策により地域の自主性及び自立性を高

めるための改革を総合的に推進するため、地域

の自主性及び自立性を高めるための改革の推進

を図るための関係法律の整備に関する法律第107

条により、下水道法が一部改正され、下水道法

施行令を参酌し、都市下水路の構造及び維持管

理に関する基準が条例事項化されたことに伴い、

新たに制定しようとするものでございます。

  それでは、内容について順を追って説明申し

上げます。

  まず、第１条は、この条例の制定の趣旨を規

定しているところでございます。

  第２条は、本市の都市下水路の名称及び所在

地について規定しているところでございます。

  第３条から第５条までが、今回、条例事項化

された基準でありまして、第３条は、都市下水

路の構造の技術上の基準を、第４条は、工事を

施行するために仮に設けられる都市下水路等に

ついては、第３条の規定を適用しない旨を規定

しているところでございます。

  第５条は、都市下水路の維持管理の技術上の

基準を規定しているところでございます。

  第６条は、市長の許可事項等を規定します行

為の制限等を、第７条は、市長の許可を要しな

い軽微な変更を、第８条は、都市下水路の占用

を、第９条は、占用した都市下水路の原状回復

を、第10条は、占用料の徴収等を、第11条は、

占用料の減免を、第12条は、都市下水路の施設

を損傷したものに対する損傷負担金を、第13条

は、監督処分を規定しているところであります。

  第14条は、この条例の委任に関することとし

まして、この条例の施行に関し、必要な事項は

規則で定めることとしているところでございま

す。

  なお、附則としまして、この条例は、公布の

日から施行しようとするものでございます。

  以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

  続きまして、議案第71号垂水市における高齢

者、障害者等の移動等円滑化のために必要な特

定公園施設の設置の基準に関する条例案につい

て御説明申し上げます。

  国の施策により、地域の自主性及び自立性を

高めるための改革を総合的に推進するため、地

域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律第

162条により、高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律が一部改正され、移動等

円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関

する基準を定める省令を参酌し、移動等円滑化

のために必要な特定公園施設の設置に関する基

準が条例事項化されたことに伴い、新たに制定

しようとするものでございます。

  それでは、内容について順を追って御説明申

し上げます。

  まず、第１条は、この条例の制定の趣旨を規

定しているところでございます。

  第２条は、この条例の用語の意義について、

第３条は、災害等のため一時使用する特定公園

施設の設置については、この条例の第４条から

第13条までの規定によらないことができること

としております。

  第４条の園路及び広場、第５条の屋根付広場、

第６条の休憩所、第７条の駐車場、第８条から

第10条までの便所、第11条の水飲場及び手洗場、

第12条及び第13条の掲示板及び標識の高齢者及

び障害者等の移動等円滑化のために必要な特定

公園施設の設置に関する基準を規定していると

ころでございます。

  第14条に、この条例の委任に関することとし
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まして、この条例の施行に関し、必要な事項は

市長が別に定めるように規定しているところで

ございます。

  なお、附則としまして、この条例は、公布の

日から施行しようとするものでございます。

  以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇水道課長（川井田志郎）議案第72号垂水市

水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関

する条例案について御説明申し上げます。

　地域の自主性及び自立を高めるための改革を

推進するための関係法律の整備に関する法律第

２次一括法第38条により、水道法が一部改正さ

れ、平成24年４月１日より施行されたところで

あります。ただし、平成25年３月31日までの経

過措置となっております。

　このため、水道法施行例を参酌しまして垂水

市水道の布設工事監督者の配置基準、布設工事

監督者の資格基準及び水道技術管理者の資格基

準が条例事項化されたことに伴い、新たにこの

条例を制定しようとするものでございます。

　それでは、説明を申し上げます。

　第１条は、条例の趣旨を規定しており、第２

条には、布設工事監督者を配置する工事につい

て規定しております。

　第３条第１項は、布設工事監督者の資格につ

いてですが、各学校での履修経歴及び実務経験

年数等について第１号から第８号に規定してお

ります。また、第２項において簡易水道事業等

の布設工事監督者の資格基準を規定しておりま

す。

　第４条第１項は、水道技術管理者の資格基準

ですが、各学校での履修経歴及び実務経験年数

等について第１号から第６号に規定しておりま

す。また、第２条において簡易水道事業等の水

道技術管理者の資格基準について規定しており

ます。

　附則として、この条例は、公布の日から施行

するものでございます。

　以上で、議案第72号垂水市水道の布設工事監

督者及び水道技術管理者に関する条例案につい

て説明を終わりますが、御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。

〇議長（宮迫泰倫）これから質疑を行います。

  質疑はありませんか。

〇持留良一議員  70から72でしたね。これに共

通するのは、要するに地域主権改革法及び一括

法との関係で、それぞれ自治体によっても必要

なところは、条例の条例化だとかそういう形で

の法定移譲を行うという中身だろうと思うんで

すが、その基本として、先ほど参酌ということ

で70、71、72についても参酌ということが言わ

れたんですが、条例移譲の仕方は３つあると言

われているんですけれども、１つは、基準に従

い条例化するということと、基準を標準として

条例化するということと、もう一つは、今、言

われましたとおり参酌して条例化するという３

つのパターンがあるというふうに言われている

んですけれども、私が懸念するのは、一般的に

参酌されたということ、実態に合った形でされ

ているかというふうに思うんですが、実際上、

こういう形で法定移譲されて資格者等含めてそ

ういう規定がされたんですけれども、いわゆる

実際実施するに当たり支障はないのかというこ

とと、実際そういうことで支障があれば、当然

民間委託も含めてそういうことを検討をしなき

ゃならないという面が出てくる可能性がなきに

しもあらずだというふうに思うんですが、そう

いう点に２点お聞きしたいんですけれども、い

わゆる参酌をすべきと、参酌して条例化された

と。その一つは、中身ですよね、なぜそういう

参酌というふうになったのかということと、今

後支障を来さない、いわゆる実際上、今、職員

も減らされて、技術者もなかなかという中で、

じゃ、それをどう具体的にやっていくのかとい

う点でいろいろ体制的にも問題があると思うん
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ですよね。そしてあと最終的には民間委託とい

うことも、極端なことを言えば可能性もあるか

というふうに思うんですが、そのあたりはどん

なふうに考えていらっしゃいますか。

　その２点について両課長にお聞きをしたいと

思います。

〇土木課長（宮迫章二）例えば都市下水路条

例案でありますけれども、やはり今現在ある国

の示している基準に基づいてといいますか、そ

れを基準にして条例を定めるというものであり

ます。

〇水道課長（川井田志郎）これまで国が一律

に決定をいたしまして、同自治体に義務づけを

してきた基準、施行等を自治体が条例の制定に

よりみずから決定し、改める条例制定の権限の

拡大と解釈いたしております。

〇持留良一議員　３つの類型があるということ

で、なぜ参酌という形をとったのかということ

だったんですよね。一番一般的に言われている

のは、国の、いろいろ今回、保育所も含めてい

ろいろそういう見直しがあって、自治体によっ

ては自分たちの自治体の実情に合わせて、逆に

言うと引き下げたりとか、いわゆる利用する方々

から言えば、運用上非常に困難を来すような面

も出てくると。そのことによって逆に規制緩和

が進んでいくという問題も指摘もされているん

ですが、そういう中で、いわゆる今後、先ほど

言いましたとおり体制的にも大変厳しいと、当

然事務量もふえるわけですよね。その中で陣容

等は確保していくのかという中で、私の問題と

いうのは、そういう体制も含めてそのあたりが

どうなのか。そのために根本である参酌という

問題をどのように背景としてとらえて、それを

利用されたかということなんですよ。

〇副市長（寺地浩一）私のほうでまとめてお

答えしますが、これは法律の中で、法律に書い

てあるんです。参酌して条例に定めなさいとい

うのは法律に書いてありますので、そのとおり

従ったということであります。

　これは、これまで地方分権一括法ですから、

今まで国のほうで決めていた基準を条例に基づ

いて地方が基準を定めることができますよとい

うことですので、まず、国が定めている基準を

参考にして定めるというのが参酌という言葉な

んですけれども、本市といたしましては、これ

まで国が法律で定めていたその基準を参考にし

てそのまま使いましたよということであります。

ということで、法律に書いてあるので参酌とい

う形でやりましたと。

　あと業務のことをおっしゃいましたけれども、

これは結局基準ですね、例えば都市下水路を定

める場合の技術者の基準とか、あと公園を設置

する場合の施設の基準を定めたわけでありまし

て、これはこれまでも法律で定めてありました

わけでございまして、業務量がふえるというこ

とはないんです。仕事はそのままで、ただ、基

準を法律で定めていたのを条例に変えたという

ことでございますので、これまで以上に仕事が

ふえるということはないかと思いますので、委

託という言葉もございましたけれども、そこら

辺については支障なく行えるものというふうに

考えておるところでございます。

〇持留良一議員　今の参酌というのは、それを

参考にしながら、その自治体に合った形でそれ

を当てはめていくというようなことだというふ

うに理解しているんですよ。

　ただ、そうすると、副市長が言われたのは、

従い条例化したというような形に捉えてもおか

しくはないというふうに思うんですが、それは

またいずれ委員会で議論もしていただきたいと

いうふうに思うんですが、私はその資格の問題

では、当然専門的な人が今後、実際上、今、言

えば問題ないでしょうけれども、今後、そうい

う形で体制を整える意味で専門性をした形の人

たちをここでもしなきゃならないと考えていた

ものですから、そういう意味で、今後、体制が
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整わなければ当然民間委託ということも考えら

れるんじゃないかと、そういうことはないとい

うことでよろしいわけですね。

〇副市長（寺地浩一）技術者はこういう資格

を持っているべきですというのは、これまでも

法律に定めてあったわけです。今度は分権にな

りましたので、それについて地方の実態によっ

て、もし、持つべき基準についてつけ加えると

かそこら辺もできますよということであったん

ですが、これまでやっている中で特に支障がな

かったので、今、法律で定めてある基準を参考

にして定めましたということでありますので、

特に今後新たに何かをしなければならないとい

うことはないかと思います。

〇議長（宮迫泰倫）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

  ただいまの議案３件については、いずれも産

業厚生委員会に付託の上、審査したいと思いま

す。

  これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

  よって、議案第70号から議案第72号までの議

案３件については、いずれも産業厚生委員会に

付託することに決定しました。

      △議案第73号～議案第77号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第18、議案第73号から

日程第22、議案第77号までの議案５件を一括議

題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第73号　垂水市火災予防条例の一部を改正

　　　する条例　案

議案第74号　垂水市重度心身障害者医療費助成

　　　条例の一部を改正する条例　案

議案第75号　垂水市廃棄物の適正処理、減量化、

　　　資源化等に関する条例の一部を改正する

　　　条例　案

議案第76号　垂水市都市公園の設置及び管理に

　　　関する条例の一部を改正する条例　案

議案第77号　垂水市水道事業の設置等に関する

　　　条例の一部を改正する条例　案

〇議長（宮迫泰倫）説明を求めます。

〇消防長（宮迫義秀）議案第73号垂水市火災

予防条例の一部を改正する条例案について御説

明申し上げます。

　今回の改正理由でありますが、対象火気設備

等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等

の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を

定める省令の一部を改正する省令が公布された

ために、電気自動車用の急速充電設備について、

対象火気設備等の対象として追加されたために

急速充電設備を設置する際の位置、構造及び管

理について新たに規定しようとするものであり

ます。

　改正の内容につきましては、お手元の新旧対

照表で御説明いたします。

　なお、改正する箇所をアンダーラインで示し

ております。

　第11条第１項の改正でありますが、同条の次

に新たに１条を加えるための文言の整理でござ

います。

　次に、新たに第11条の２を加える改正であり

ますが、電気を動力源とする自動車等に対する

全出力20キロワット以上50キロワット未満の急

速充電設備に関する位置、構造及び管理に関す

る基準を定めるものでございます。

　第12条の改正につきましては、今回の改正に

よりまして参照条項が変更となったことにより

ます文言の整理でございます。

　附則第１項におきまして、この条例は、公布

の日から施行しようとするものでございます。
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　附則第２項は、この条例の施行の際現に設置

され、又は設置の工事がされている急速充電設

備のうち改正後の垂水市火災予防条例第11条の

２の規定に適合しないものについては、当該規

定は、適用しないこととしております。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇保健福祉課長（白木修文）議案第74号垂水

市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正

する条例案について御説明申し上げます。

　今回の改正の理由でございますが、条例中に

引用されている法律の改正及び条項の整理に伴

い、当該条例の一部を改正しようとするもので

ございます。

　改正の内容について、新旧対照表で御説明い

たします。

　なお、改正箇所をアンダーラインで示してお

ります。

　第２条第２項中「障害者自立支援法」を「障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律」に、「第５条第12項」を「第５

条第11項」に、「第73条の２」を「第78条」に

改めるものでございます。

　附則としまして、この条例は、平成25年４月

１日から施行するものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇生活環境課長（森下利行）議案第75号垂水

市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関す

る条例の一部を改正する条例案について御説明

申し上げます。

　国の施策により、地域の自主性及び自立性を

高めるための改革を総合的に推進するため、地

域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律第

171条により、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律が一部改正され、一般廃棄物処理施設の技術

管理者の資格基準が条例事項化されたことに伴

い、本条例に技術管理者の資格基準を新たに規

定し、また、その他の事項におきまして文言の

整備等を行おうとするものでございます。

　新旧対照表で御説明申し上げます。

　第１条から第16条までの改正規定は、文言の

整理でございます。

　第17条は、現在の一般廃棄物の処理及びその

手数料の取り扱いに合わせ、全部を改正するも

のでございます。

　なお、参考資料でありますこの新旧対照表の

第17条の垂水清掃センターの次に「に」が２つ

重なっておりますので、まことに申しわけあり

ませんが、１つ削除をお願いいたします。

　第18条の改定規定は、文言の整理でございま

す。

　次に、罰則規定と雑則規定の順序を入れかえ

るため、第23条の委任規定を削り、新たに第22

条として同様の内容を規定し、第21条は、文言

の整理をした上で繰り下げ、第21条の２及び第

22条をそれぞれ繰り下げ、第20条の次に新たに

第21条としまして、技術管理者の資格を規定し

ようとするものでございます。

　内容としましては、新旧対照表にありますと

おり、技術士法第２条第１項に規定します技術

士など11の資格基準を規定しようとするもので

ございます。

　別表につきましては、さきに申し上げました

とおり、第17条において一般廃棄物の処理及び

手数料を規定したことから、削ろうとするもの

でございます。

　なお、附則としまして、この条例は、公布の

日から施行しようとするものであります。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇土木課長（宮迫章二）議案第76号垂水市都

市公園の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例案について御説明申し上げます。

　国の施策により、地域の自主性及び自立性を
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高めるための改革を総合的に推進するため、地

域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律第

103条により都市公園法が一部改正され、都市公

園法施行例を参酌し、都市公園の設置基準及び

公園施設の設置基準が条例事項化されたことに

伴い、この条例に都市公園の配置及び規模に関

する技術的基準及び都市公園の公園施設の設置

基準を新たに規定し、また、その他の条項にお

きまして、文言の整理等を行おうとするもので

ございます。

　新旧対照表で御説明申し上げます。

　まず、題名の次に目次を付するものでござい

ます。

　次に、今回、条例事項化されましたものにつ

きまして、第１章の２、都市公園の設置として

１章を加えるものでございます。

　第２条の４につきましては、都市公園の配置

及び規模に関する技術的基準を規定しておりま

して、市の区域内に設置する都市公園、街区内

に居住する者の利用に供することを目的とする

都市公園、近隣に居住する者の利用に供するこ

とを目的とする都市公園、徒歩圏域内に居住す

る者の利用に供することを目的とする都市公園、

市の区域内に居住する者の休息等総合的な利用

に供することを目的とする都市公園、運動の利

用に供することを目的とする都市公園及びそれ

以外の都市公園の配置及び敷地面積を規定して

いるところでございます。

　第２条の５につきましては、都市公園の公園

施設の設置基準を規定しておりまして、都市公

園に公園施設として設けられる建築物である休

養施設、運動施設、教養施設及び備蓄倉庫など

の建築面積の都市公園の敷地面積に対する割合

を定めているところでございます。

　次に、第３条から第13条までの改正規定は、

文言の整理でございます。

　第14条は、新たに規定しました第２条の４及

び第２条の５、公園予定地及び予定公園施設に

準用するための改正でありまして、あわせて引

用している都市公園法の条項を第33条第４項に

改めるものでございます。

　第15条及び第16条の改正規定は、文言の整理

であり、別表第２の改正規定は、別表第２に関

係条名を付すものでございます。

　附則としまして、この条例は、公布の日から

施行しようとするものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇水道課長（川井田志郎）議案第77号垂水市

水道の設置等に関する条例の一部を改正する条

例案について御説明申し上げます。

　今回、改正を必要とする理由でございますが、

垂水市水道事業の設置等に関する条例において、

水道事業者の管理者を置かないこととしており

ましたが、現在、水道事業の管理に即した条文

に改正しようとするものでございます。

　地方公営企業法第８条第２項の規定に基づき、

市長が管理者の権限を行うという規定を加える

ものであります。

　新旧対照表にて御説明申し上げます。

　第３条において、先ほど申しましたように本

市においては、水道事業管理者を置かないもの

の、市長が管理者の権限を行うという規定を加

えるものでございます。

　第６条では、見出し及び条文の文言整理を行

っております。

　第７条では、第３条の改正に伴う条文整備及

び文言整理を行っております。

　附則として、平成25年７月１日から施行する

ものでございます。

　また、附則第２項の垂水市企業職員の給与の

種類及び基準に関する条例から附則第６項の垂

水市行政手続等における情報通信の技術の利用

に関する条例において、垂水市水道事業の設置

等に関する条例を一部改正することに伴う条文
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整備及びその他文言整理を行っております。

　以上で、議案第77号垂水市水道事業の設置等

に関する条例の一部を改正する条例案の説明を

終わりますが、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。

〇議長（宮迫泰倫）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　ただいまの議案５件については、いずれも所

管の各常任委員会に付託の上、審査したいと思

います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第73号から議案第77号までの議

案５件については、いずれも所管の各常任委員

会に付託することに決定しました。

      △議案第78号・議案第79号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第23、議案第78号及び

日程第24、議案第79号の議案２件を一括議題と

します。

　件名の朗読を省略します。

議案第78号　鹿児島県市町村総合事務組合の共

　　　同処理する事務の変更及び同組合規約の

　　　変更について

議案第79号　大隅肝属広域事務組合の共同処理

　　　する事務の変更及び同組合規約の変更に

　　　ついて

〇議長（宮迫泰倫）説明を求めます。

〇総務課長（山口親志）議案第78号鹿児島県

市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更

及び同組合規約の変更について御説明申し上げ

ます。

　提案理由でございますが、本市が加入してお

ります鹿児島県市町村総合事務組合からの協議

依頼に基づきまして上程するものでございます。

　鹿児島県市町村総合事務組合の規定の変更内

容につきましては、平成25年４月１日から同組

合が共同処理する事務のうち、非常勤職員の災

害補償の事務において、新たに西之表市を加え

ることに伴うものでございます。

　鹿児島県市町村総合事務組合規定を改正する

ためには、同組合を組織する全部の自治体と総

合事務組合との協議が必要になることから、本

市においても他の自治体同様に議会の議決を求

めるものでございます。

　御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

　続きまして、議案第79号大隅肝属広域事務組

合の共同処理する事務の変更及び同組合規約の

変更について御説明申し上げます。

　提案理由でございますが、本市が加入してお

ります大隅肝属広域事務組合からの協議依頼に

基づきまして上程するものでございます。

　大隅肝属広域事務組合からの規定の変更内容

につきましては、平成25年４月１日から同組合

が共同処理する事務のうち、災害者自立支援法

の規定に基づく障害程度区分認定審査会の審査

判定業務に関する事務を障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律の規定

に基づく市町村審査会の審査業務に関する事務

に改めるものでございます。

　大隅肝属広域事務組合規定を改正するために

は、同組合を組織する全部の自治体と大隅肝属

広域事務組合との協議が必要になることから、

本市においても他の自治体同様に議会の議決を

求めようとするものでございます。

　御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集願います。
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　　　　　午前11時10分休憩

　　　　　午前11時25分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　先ほど議題としました案件に対し、これから

質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　お諮りします。

　まず、議案第78号について原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第78号は、原案のとおり可決さ

れました。

　次に、議案第79号について原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第79号は、原案のとおり可決さ

れました。

      △議案第80号上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第25、議案第80号垂水

市過疎地域自立促進計画の変更についてを議題

とします。

　説明を求めます。

〇企画課長（倉岡孝昌）議案第80号垂水市過

疎地域自立促進計画の変更について御説明申し

上げます。

　今回の議案は、平成22年９月22日付で当初計

画の議決を得ております垂水市過疎地域自立促

進計画について、その一部を別紙のとおり変更

したいので、過疎地域自立促進特別措置法第６

条第７項の規定に基づき、議会の議決を求めよ

うとするものでございます。

　それでは、変更内容について別紙にて御説明

いたしますので、まず、別紙様式１の垂水市過

疎地域自立促進計画（変更）をごらんください。

　今回は、計画書中の教育の振興の区分に（４）

として過疎地域自立促進特別事業を追加しよう

とするものでございます。

　過疎地域自立促進特別事業の事業内容は、垂

水高校振興対策事業でございます。

　この事業は、垂水高校の存続に向け、市民と

一体となった振興支援策を実施するものでござ

います。

　今回の事業追加に伴い、計画書本文55ページ

に事業内容を記載いたしますとともに、57ペー

ジの事業欄にも追加掲載いたしております。

　事業費等につきましては、裏面の別紙様式２

をごらんください。枠幅の関係で字が小さくな

っており、見にくくございますが、最下段に追

加掲載しております右側、変更後の事業費とし

て総額667万2,000円が予定されているところで

ございます。

　なお、平成23年度は一般財源で対応しており

ますが、平成24年度から本格的に事業が始まり

ますことから、過疎地域自立促進特別事業、い

わゆる過疎ソフト事業として過疎地域自立促進

計画に事業追加するものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇議長（宮迫泰倫）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　ただいまの議案については、総務文教委員会
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に付託の上、審査したいと思います。

　これに御異議はありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第80号は、総務文教委員会に付

託することに決定しました。

      △議案第81号上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第26、議案第81号平成

24年度垂水市一般会計補正予算（第４号）案を

議題とします。

　説明を求めます。

〇財政課長（北迫睦男）議案第81号平成24年

度垂水市一般会計補正予算（第４号）案を御説

明申し上げます。

　補正の内容を説明しました参考資料をお配り

しておりますので、あわせてごらんいただきた

いと思います。

　今回の補正は、国保事業運営安定化負担金、

繰出金、保育所緊急整備事業補助金、振興会要

望に伴う道路維持工事請負費などの増額補正と

人件費の整理や応募がなかったことに伴う介護

基盤緊急整備等特別対策事業などを減額補正し

ようとするものでございます。

　今回、歳入歳出とも8,142万円を減額しますの

で、これによる補正後の歳入歳出予算総額は88

億4,162万円になります。

　補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ

から５ページまでの「第１表歳入歳出予算補正」

に掲げてあるとおりでございます。

　地方債にも補正がありましたので、６ページ

の「第２表地方債の補正」をごらんください。

　変更でございますが、まず、治山事業と急傾

斜地崩壊対策事業は、事業そのものは実施いた

しますが、有利な起債ではないことから、新規

起債発行抑制のため、一般財源充当とし、減額

するものでございます。

　なお、起債の目的欄で、治山事業を「公共事

業等債」としておりますが、誤りでございまし

て、正しくは「一般単独事業債」でございます。

おわびして訂正申し上げます。

　次の現年発生補助災害復旧事業は、宅地内降

灰災害復旧費の増額に伴う分でございます。

　それぞれの事業に伴う起債額を右の欄に示す

限度額に変更し、本年度の借り入れ総額を繰り

越し分を除いて合計額７億7,548万9,000円にし

ようとするものでございます。

　次に、歳出の事項別明細でございますが、主

な事務事業等の補正について御説明いたします。

　まず、17ページをお開きください。

　３款民生費の９目介護保険事業費の負担金、

補助及び交付金は、介護基盤緊急整備等特別対

策事業費でございますが、小規模多機能型居宅

介護施設の公募に応募がなかったことと認知症

対応型共同生活介護施設が計画変更により取り

下げになったことに伴う減額でございます。

　11目国民健康保険事業費の繰出金は、国保会

計への国保事業運営安定化基準超過費用共同費

用負担金に係る繰出金でございます。

　同ページの児童福祉総務費の負担金、補助及

び交付金は、県の安心子ども基金総合対策事業

に伴う保育所緊急整備事業で、新城保育園が行

う施設改修事業に補助するものでございます。

　あけていただきまして、２目児童措置費の負

担金補助及び交付金の多子世帯保育料軽減事業

補助金でございますが、保育所に第３子以降を

入所させる多子世帯の保育料を助成する制度で

ございますが、県が今年度も継続されたことに

伴い、予算措置するもので、県の２分の１補助

事業でございます。

　また、25ページの幼稚園費にも同様の助成制

度がございます。

　次に、19ページになりますが、衛生費の３目

予防費の委託料は、11月１日から予防接種に４

種混合ワクチンが導入されたことに伴い、委託

料が増額になったものでございます。
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　次に、４目環境衛生費の負担金、補助及び交

付金のうち簡易水道施設整備費補助金は、野久

妻集落水道組合施設の改良事業に対する補助金

でございます。

　次に、21ページをお願いいたします。

　農林水産業費の２目林業振興費の負担金、補

助及び交付金の高性能林業機械導入事業補助金

でございますが、県の100％補助事業で、大隅森

林組合の木材運搬車導入に対する補助でござい

ます。

　22ページをお開きください。土木費の１目道

路維持費の工事請負費は、振興会要望に対する

指導維持補修工事費でございます。

　23ページでございますが、中ほどの住宅管理

費の需用費、修繕料は、市営住宅等定住促進住

宅の新規入居準備等に伴う室内修繕の経費でご

ざいます。

　次に、25ページの教育費、３目小学校施設整

備費の工事請負費でございますが、垂水小学校

と松ケ崎小学校の身障者対策として、トイレの

様式化や段差解消、手すり設置等を施工するも

のでございます。

　次に、26ページをお開きください。

　災害復旧費の宅地内降灰災害復旧費の工事請

負費は、事業費の増が見込まれるため、予算措

置するものでございます。

　以上が歳出の主なものでございますが、これ

らに対する歳入は、前に戻っていただきまして、

７ページの事項別明細書の総括表及び９ページ

の歳入明細にも示してありますようにそれぞれ

の事務事業に伴う国県支出金、寄附金、市債な

どの特定財源と財産収入や諸収入等の一般財源

の相殺を行い、収支の均衡を図っているもので

ございます。

　なお、10ページの寄附金につきましては、一

般寄附金として関西垂水会様から、教育寄附金

は兵庫県の中武様から、垂水小学校図書購入費

として賜りました。

　また、民生費寄附金は、東京都の荒井様から

地域ケア体制整備に役立ててほしいと賜ったも

のでございます。

　今回は減額補正となったことから、当初予算

で計上しておりました財政調整基金繰入金の解

消を一部図っております。

　以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。

〇議長（宮迫泰倫）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇池山節夫議員　よくわからないから、保健福

祉課長、聞きますけれども、この小規模多機能

の応募がなかったということは、どういうこと

が原因で、全部わからないんですけれども、ど

ういうことが原因で応募がなかったのか。それ

と応募がないということは何を意味するのか。

漠然とした質問なんだけれども、わかる範囲で

教えてください。

〇保健福祉課長（白木修文）まず、小規模多

機能の公募につきましてですけれども、ある新

城の方が公募の予定をしておりましたけれども、

旧南中跡の隣に有料老人ホームが建設されると

いうことをお聞きになったことに伴いまして公

募を断念したということを少しお聞きしており

ます。

　あと、これがなくなるということは、その地

域に、新城地区だけがそういう小規模多機能の

施設がないものですから、これによって不便を

来す場合もあるかもしれませんけれども、この

公募につきましては、３年間の計画の中で公募

をしておきますので、当然来年もまた公募をし

てまいります。

　以上です。

〇議長（宮迫泰倫）ほかに。

〇持留良一議員　今ののと関連するわけなんで

すけれども、先ほど第５次介護保険事業計画の

中での位置づけだろうというふうに思うんです
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が、やはりここは新城からもいろいろ地域的な

問題で要望も高いということがあったわけなん

ですよね。そうしちゃうとやっぱり改めてこの

計画から見たときに、民間任せでいいのかとい

う部分も当然出てくると思うんですよ。いわゆ

るこれは当然先ほど言いましたとおり事業計画

の中での位置づけです。確かに３年間という猶

予もあるかもしれませんけれども、しかし、実

態として、やはりこういう形でやっていくと、

応募するという事業者というのはなかなか問題

も出てくるかと思うんですよね。そうなってき

たときにその３年間の中で、１つは今のニーズ

に対してどう市としてもこの問題を対処してい

くのかというのが１点。

　もう一つは、やっぱり責任として、本来であ

ればやっぱり市が事業者としてなるべきが私は

ベターだというふうに思うんですが、改めてこ

ういう現状の中で、さまざまな困難が抱えると

いう中で、この問題で責任者である市としては

どんなふうに改めてこういう結果を受けとめて

いるのか。

　この２点についてお聞きしたい。

〇保健福祉課長（白木修文）今のニーズに対

しましてどう対処していくかということでござ

いますけれども、一応現在の小規模多機能に関

しましては、ぎりぎり定員のところは結構多い

ものですから、今の現状を見ますと、今ある施

設である程度はカバーできているとは思ってお

りますけれども、今後は、やはり高齢化に伴い

ましてそういうニーズがふえてくるものと思わ

れますので、これに対してはやっぱり対処して

いかないといけないと思っております。

　あと、こういう施設、公的な機関が対処すべ

きだということでございますけれども、一応私

どもとしましては、やっぱりこれは民間にでき

ることは民間にお任せするほうがいいと思って

おります。

　以上です。

〇持留良一議員　確かに現在の対応としたらそ

ういうのが今、考えられる中身だと思うんです

よね。ところが、これを当然今、環境というの

は非常に厳しさも増してきていますし、そして

一方ではニーズも高いという中で、やはり極端

なことを言えば介護難民という時代が実際上、

今もあると。特にところの関係ではそういう実

態が結構あるというふうに思うんですよね。

　その中で改めて介護保険を具体的に今、実際

応募がなかったということと、今、言われた現

状との中身で、やはり一定の新たな考え方を示

していくのか、それとも計画そのものが当然前

提にはあるわけですけれども、それを具体的に

実行していく中でそういう新たな応募者を出し

ていくという考え方だったんですけれども、し

かし、現状の中でカバーできる部分はやってい

くんだという、できるんじゃないかということ

でしたけれども、しかし、果たしてそれで責任

を果たしていけるのかという点では非常に問題

点が多いと思うんですけれども、逆に影響が、

行政はどうするんだ、いや、それはもう民間に

任してあるから、民間にお願いしてあるんだと

いうそこだけではなかなかとどまれない。行政

として何らかの責任等果たしていかなきゃいけ

ないと思うんです。当然その中の一つには、施

設をどうするかという問題と、もっと積極的に、

ただ、応募を待つだけではなくて市独自として

それをどんなふうに対処して解決していくのか、

そこが次のステップとして見えてくると思うん

ですが、それが何といっても最終的には介護保

険事業計画をきちっと遂行していく市の今、で

きる責任だと思うんですが、そのあたりではど

んなふうにされていくのか。

〇保健福祉課長（白木修文）なかなか難しい

質問でございまして、市内でやっぱり応募がな

いということになりますと、それは当然範囲を

広めていかないといけないということも考えら

れますけれども、ただ、市内のそういう関係業
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者は、どうして市外からそういうのを応募する

かということも一方ありますので、それは非常

に厳しい面もあります。応募がなかったもので

すから、急な対応が今、できておりませんので、

それにつきましては、今後、保健福祉課なり関

係課と協議をしてまいりたいと思っております。

〇議長（宮迫泰倫）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　本案は、所管の各常任委員会に付託の上、審

査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第81号は、所管の各常任委員会

に付託することに決定しました。

      △議案第82号～議案第85号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第27、議案第82号から

日程第30、議案第85号までの議案４件を一括議

題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第82号　平成24年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計補正予算（第２号）案

議案第83号　平成24年度垂水市介護保険特別会

　　　計補正予算（第３号）案

議案第84号　平成24年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計補正予算（第２号）案

議案第83号　平成24年度垂水市水道事業会計補

　　　正予算（第２号）案

〇議長（宮迫泰倫）説明を求めます。

〇市民課長（野妻正美）議案第82号平成24年

度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）案について御説明申し上げます。

　１ページに記載しておりますように、今回補

整額は、歳入歳出とも1,261万5,000円を増額し、

歳入歳出予算の総額を27億6,210万5,000円とす

るものでございます。

　補正の主な理由は、平成24年度における国民

健康保険事業運営安定化基準超過費用額共同負

担金の確定通知に基づく補正であります。

　それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書に

より御説明いたします。

　なお、金額はお示ししてありますので、省略

させていただきます。

　歳出から御説明いたします。５ページをお開

きください。

　１款総務費、２項運営協議会費、１目運営協

議会費は、運営協議会委員の任期満了に伴う委

員の変更と今後の開催回数を見込み補正するも

のでございます。

　次に、２款保険給付費、１項療養諸費、２目

退職被保険者等療養給付費は、退職被保険者の

増加により医療費の増額が見込まれることから、

補正するものでございます。

　次は、歳入について御説明いたします。

　４ページをごらんください。

　10款繰入金、２項他会計繰入金、１目一般会

計繰入金は、平成24年度における国民健康保険

事業運営安定化基準超過費用額共同負担金が確

定したことに伴い、補正するものです。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇保健福祉課長（白木修文）議案第83号平成

24年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第３

号）案について御説明申し上げます。

　今回の補正は、予算額の増減はなく、全体予

算の範囲内で過不足を生じることが見込まれる

費目につきまして組みかえをするものでござい

ます。

　歳出について御説明いたします。

　４ページをお願いします。
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　１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費、11需要費の消耗品費に不足が見込まれるこ

とから、同細節内の印刷製本費から組みかえを

行うものでございます。

　次に、２款保険給付費、２項介護予防サービ

ス等諸費、３目地域密着型介護予防サービス給

付費、19負担金、補助及び交付金の介護予防小

規模多機能型居宅介護費に不足が生じることが

見込まれることから、１項サービス等諸費、３

目地域密着型介護サービス給付費から組みかえ

を行うものでございます。

　次に、３項高額介護サービス等費、２目高額

介護予防サービス費、19負担金、補助及び交付

金の高額介護予防サービス費に不足が生じるこ

とが見込まれることから、１目高額介護サービ

ス費、19負担金、補助及び交付金の高額介護サー

ビス費から組みかえを行うものでございます。

　次に、４項その他諸費、１目審査支払い手数

料、12役務費の手数料に不足が生じることが見

込まれることから、３項高額介護サービス等費、

１目高額介護サービス費、19負担金、補助及び

交付金の高額介護サービス費から組みかえを行

うものでございます。

　次に、５ページをお願いします。

　５項特定入所者介護サービス等費、２目特定

入所者介護予防サービス費、19負担金、補助及

び交付金の特定入所者介護予防サービス費に不

足が生じることが見込まれることから、１目特

定入所者介護サービス費、19負担金、補助及び

交付金から組みかえを行うものでございます。

　次に、６項高額医療合算介護サービス等費、

２目高額医療合算介護予防サービス費、19負担

金、補助及び交付金に不足が生じることが見込

まれることから、４ページの３項高額介護サー

ビス等費、１目高額介護サービス費、19負担金、

補助及び交付金の高額介護サービス費から組み

かえを行うものでございます。

　次に、３款地域支援事業費、２項包括的支援

事業費・任意事業費、２目権利擁護事業費、４

共済費の社会保険料に不足が生じることから、

３目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

費、４共済費及び19負担金、補助及び交付金か

ら組みかえを行うものです。

　次に、４目任意事業費、20扶助費の介護手当

費でございますが、支給対象増による不足を生

じますので、３目包括的・継続的ケアマネジメ

ント支援事業費、19負担金、補助及び交付金か

ら組みかえを行うものでございます。

　次に、４款諸支出金、１項償還金及び還付加

算金、１目第１号被保険者保険料還付金、23償

還金、利子及び割引料の過誤納還付金でござい

ますが、年度内還付ができなかった死亡等によ

る保険料の還付金が不足することが予想されま

すので、４ページの１款総務費、１項総務管理

費、１目一般管理費、25積立金から組みかえを

行うものでございます。

　以上で歳出の説明を終わりますが、歳入につ

きましては、今回の補正が予算の範囲内の歳出

の組みかえでございますので、ございません。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇水道課長（川井田志郎）議案第84号と議案

第85号につきましては、水道課所管でございま

すので、一括して御説明申し上げます。

　議案第84号平成24年度垂水市簡易水道事業特

別会計補正予算（第２号）案について御説明申

し上げます。

　補正の主な理由でございますが、人件費の減

額に伴う一般会計繰入金の減額及び移設補償費

の発生に伴い、補正が必要になったものでござ

います。

　１ページに記載してありますように歳入歳出

それぞれ23万1,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ3,626万7,000円とするものでご

ざいます。

　まず、歳出から御説明申し上げます。
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　５ページをお開きください。

　１款総務費、１目一般管理費でございますが、

２節給料につきましては、職員給与の減額に伴

う補正でございます。

　３節職員手当等につきましては、期末勤勉手

当及び児童手当の減額に伴う補正でございます。

　４節共済費につきましては、共済負担金の確

定に伴う補正でございます。

　15節工事請負費につきましては、国道拡幅工

事に伴う配水管布設がえ工事が見込まれること

から、補正するものでございます。

　次に、歳入でございますが、前のページをご

らんください。

　２款繰入金でございますが、職員２名分の人

件費の減に伴う一般会計繰入金を減額補正する

ものでございます。

　次に、４款諸収入でございますが、１節雑入

につきましては、国道拡幅工事に伴う配水管移

設補償費が見込まれることから、増額補正する

ものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

　続きまして、議案第85号平成24年度垂水市水

道事業会計補正予算（第２号）案について御説

明申し上げます。

　補正の理由でございますが、４月の定期人事

異動に伴う及び公債費負担金の確定により人件

費に変更があったために補正が必要になったも

のでございます。

　１ページでございますが、第２条におきまし

て、収益的収入及び支出について補正を行って

おります。

　補正内容は、営業費用を38万1,000円減額いた

しまして、総額を２億1,679万9,000円とするも

のでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇議長（宮迫泰倫）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　ただいまの議案４件については、いずれも所

管の各常任委員会にそれぞれ付託の上、審査し

たいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第82号から議案第85号までの議

案４件については、いずれも所管の各常任委員

会にそれぞれ付託することに決定しました。

      △陳情第12号～陳情第15号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第31、陳情第12号から

日程第34、陳情第15号までの陳情４件を一括議

題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

陳情第12号　高峠メガソーラーの件（最初の説

　　　明）に戻して戴く陳情

陳情第13号　垂水市の人口増の陳情

陳情第14号　市の財政健全化策についての陳情

陳情第15号　猿ヶ城温泉後方の開拓跡地の有効

　　　活用の陳情

〇議長（宮迫泰倫）お諮りします。

　ただいまの陳情４件については、いずれも所

管の各常任委員会にそれぞれ付託の上、審査し

たいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、陳情第12号から陳情第15号までの陳

情４件については、いずれも所管の各常任委員

会にそれぞれ付託することに決定しました。
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　本日の日程は、以上で全部終了しました。

      △日程報告

〇議長（宮迫泰倫）明27日から12月４日まで

は、議事の都合により、休会とします。

　次の本会議は、12月５日及び６日の午前９時

30分から開き、一般質問を行います。

　質問者は、会議規則第62条第２項の規定によ

り、11月28日の正午までに質問事項を具体的に

文書で議会事務局へ提出願います。

　　　△散　　会

〇議長（宮迫泰倫）本日は、これをもちまし

て散会いたします。

　　　　　午前11時58分散会
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平成24年12月５日午前10時開会

　　　△開　　議

〇議長（宮迫泰倫）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△一般質問

〇議長（宮迫泰倫）日程第１、これより一般

質問を行います。

　質問者は、１回目は登壇して行い、再質問は

質問席からお願いいたします。

　質問回数については、４回までとしますが、

一問一答方式を選択した場合は、１回目は一括

で行い、２回目の質問から１項目につき３回ま

でとします。

　なお、本日の質問時間は、答弁時間を含めて

１時間以内とします。

　また、いずれも初回の発言時間を20分以内に

制限しますので、御協力をお願いいたします。

　それでは、通告に従って順次質問を許可しま

す。

　最初に、１番川越信男議員の質問を許可しま

す。

　　　［川越信男議員登壇］

〇川越信男議員　おはようございます。

　12月に入りまして朝夕冷え込んでまいりまし

た。周囲は衆議院選挙が公示され、にぎやかに

なってきております。私にとって半分の２年目

を迎える平成24年の最終の12月に議長の許可を

いただき、第４回定例会の一般質問の１番目の

大役をいただいたことに感謝し、通告に従いま

して質問をいたしますので、市長、教育長並び

に関係課長の明快な答弁をいただきたいと思い

ます。

　まず、教育長におかれましては、議会開催日

の冒頭であいさつをされましたから、思いは十

分伝わりましたが、私としましても９月議会で

も教育行政について質問をいたしております。

これからの垂水市の発展において、少子化の中、

教育は非常に重要な問題であると思いますこと

から、また、難産の末、新教育長が就任されま

したので、あいさつと重複するかもしれません

が、歓迎を込めて質問いたします。

　教育長は、県の教育行政に長く在職されてお

り、教育現場の経験はおありではありません。

私は、逆に現場体験されていないほうが、率直

に現場指導等を的確にできると思っております。

　教育行政の中で「教育とは」ということにつ

いて考える場面も多々あったと思います。教育

長の教育に関する基本認識について伺います。

　また、その基本認識、基本方針で垂水市の教

育行政を推進されるのか、まず、伺います。

　二番目は、公共事業についてであります。

　公共事業に頼らなければならない建設業者は、

雇用等を含めて垂水市が育成していかなければ

ならない業種であると思います。

　公共事業については、現在のような状況が続

きますと、業者は淘汰されていくと思いますが、

しかしながら、垂水市を今まで支えた部分も多

くあり、災害対応も相当してまいりました。ま

た、これからも災害協定に基づき、協力をいた

だかなければなりません。それらを踏まえて、

垂水市における公共事業の現状とし、ここ数年

の事業費の推移を今年度も含めて伺います。

　また、年度末にかけての予定はどうなってい

るかを課長に伺います。

　３番目として、冬場における安心・安全につ

いて伺います。

　市長の諸般報告と重なる部分はありますが、

再度お聞きいたします。

　私は、冬場の安心・安全について質問いたし

ますのは、これからの事項が、垂水市等を含め

てこの時期に集中することから、現状と対策と
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して質問するわけであります。

　まず、交通事故・火災件数のここ数年の比較

は。また、冬場の発生状況は。

　次に、インフルエンザ及びノロウイルス等の

疾病の発生状況は、例年と比較してどのようで

あるのか。

　家畜伝染病としては、冬場とは限らないです

が、一昨年猛威を振るい、大変な対策を講じら

れました口蹄疫が、何かしら話にも出てこない

ので心配しておりますが、どのような状況なの

か。

　また、鳥インフルエンザの発生状況の推測は

どのような状況なのかを関係課長にお聞きいた

します。

　簡潔な回答をお願いし、１回目の質問といた

します。

〇教育長（長濱重光）川越議員の御質問にお

答えいたします。

　教育に関する私の基本認識についてでござい

ますが、教育とはさまざまな定義がございます

けれども、一般的には、人がこの世に生を受け

てからその生涯を閉じるまで、一歩でも反歩で

も前に進むために学び続けるということ。つま

り日々自己更新していく営みであると考えてお

ります。

　そういう意味では、学校教育においては、子

供たちが生涯を通じていそしむための基礎を学

ばせる必要があり、その発達段階に応じたきめ

細かな教育がなされることによりまして、年齢

が上がるに連れ、意欲的に学ぶ姿勢が徐々に形

成されていくものだと考えております。

　したがいまして、このように子供たちが将来

に向かって前向きに学び続けるための原動力と

なります学ぶ意欲を培うために学校教育の果た

すべき役割は非常に重要であると考えておりま

す。

　私は、教育に携わる者の役割は、激しい変化

が予想されるこれからの社会におきまして、子

供たちに確かな学力と思いやりの心や規範意識

を身につけさせ、健やかでたくましい心身をは

ぐくむこと、すなわち知・徳・体のバランスの

とれた人格の完成を目指すことであると考えて

おります。

　そのためには、子供たちがみずから考え、判

断し、たくましく生き抜いていく力を醸成する

教育を進めることが重要であると認識しており

まして、その実現に向けましては、学校のみな

らず、家庭や地域社会が相互に連携し、実現し

ていく必要がありますことから、これまで以上

に三者の連携を深め、将来を担う子供たち、日

本や世界に羽ばたく子供たちのため、また、垂

水の教育の充実・振興・発展のために全力を傾

注して取り組んでまいる所存でございます。

　以上です。

〇土木課長（宮迫章二）公共事業の現状につ

きましてお答えいたします。

　本市のここ10年間の工事費の推移につきまし

ては、９月議会でも池山議員から御質問がござ

いましたが、そのときに答弁しましたとおり、

平成14年度から平成23年度までの推移を決算書

等から見てみますと、平成17年、18年は大災害

が発生しまして、平成21年、22年度には臨時交

付金などがあった関係で、その翌年度まで工事

費がふえているようでございます。

　しかし、全体的に見ますと、近年、国も「コ

ンクリートから人へ」の政策の中で公共事業が

徐々に減少しているところでございます。

　今年度は新たな交付金事業はなくなりました

が、当初予算で市長政策枠の中で道路改修工事

を盛り込んでおり、６月補正で側溝清掃を計上

し、９月には振興会要望に対応するために追加

補正し、今回も振興会要望に対応するために補

正を提案しているところでございます。

　今後、年度末にかけての予定といたしまして

は、道路改良工事と交通安全施設整備工事、そ

れに道路降灰除去事業の１期、宅地内降灰除去
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事業の１期分を、それと今回提案している道路

維持費が承認されましたら、その分の発注が予

定されるところでございます。

　以上であります。

〇市民相談サービス課長（中谷大潤）川越議

員の冬場における安心・安全対策についての交

通事故の垂水市における現状の御質問にお答え

いたします。

　本市における交通事故の発生につきましては、

ここ数年、わずかではございますが減少傾向に

あります。平成23年中の発生件数は117件、22年

中は128件で11件の減少。本年11月末の発生件数

は96件、昨年11月末は109件で13件の減少となっ

ております。

　幸いにも本年中は今のところ交通死亡事故の

発生はありませんが、議員も御承知のとおり昨

年４件の死亡事故が発生して６名の方が、一昨

年は５件の死亡事故により５名の方のとうとい

命が奪われております。

　次に、冬場の発生状況についてでございます

が、11月から２月までの４カ月について、過去

３年間の統計によりますと、大体30％前後で推

移しておりまして、統計上から見まして、本市

においては、特に冬場、交通事故が多く発生し

ているような状況ではなく、また、どの季節に

多発しているというような特徴もないようでご

ざいます。

〇消防長（宮迫義秀）川越議員の御質問にお

答えいたします。

　垂水市の火災件数でありますが、平成20年度

17件、平成21年度22件、平成22年度９件、平成

23年度10件、平成24年度11月末現在で９件発生

しております。

　５年間の総件数は67件であります。

　21年度までは20件前後の発生でありましたが、

22年度からは10件前後に減少しているところで

あります。

　火災種別では、建物火災31件、車両火災５件、

船舶火災１件、その他火災、枯れ草が燃えた火

災ですけれども30件で、建物火災とその他火災

が61件発生し、全体の約91％を占めているとこ

ろであります。

　冬場、11月から２月末までの発生状況であり

ますが、20年度６件、21年度６件、22年度２件、

23年度３件、24年度１件で、５年間で18件発生

しているところであります。

　また、冬場の発生率は約27％で、建物火災10

件、その他火災７件、車両火災１件発生してい

るところであります。

　以上でございます。

〇保健福祉課長（白木修文）川越議員の御質

問にお答えいたします。

　インフルエンザ及びノロウイルス等の疾病の

発生状況についてでございますが、現段階では、

インフルエンザについてはほとんど発生してお

りませんが、今後は気候的に寒くなることから

増加していくものと予想されます。

　一方、ノロウイルスを主とする感染性胃腸炎

につきましては、大隅地域振興局保健福祉環境

部により情報提供がありました。平成24年11月

12日から11月18日までの第46週報によりますと、

鹿屋保健所管内では、警報基準を超えており、

11月22日には県下に流行発生警報が発令されて

おります。また、全国的にも過去10年間で２番

目に多い水準となっているとのことです。

　市内での発生状況ですが、２カ所の内科の病

院に尋ねたところ、嘔吐下痢症の患者はいるが、

ノロウイルスの患者は今のところ発生していな

いとのことでございます。

〇農林課長（池松　烈）家畜伝染病（鳥イン

フルエンザ・口蹄疫）などの本市におけます現

場について説明させていただきます。

　まず、本市におけます畜種別の飼養戸数、飼

養頭数でございますが、肉用牛部門で64戸で、

繁殖用雌牛863頭、肥育牛549頭です。養豚部門

につきましては、９戸で、飼養頭数は約４万頭
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でございます。また、採卵鶏ブロイラー部門で

は、11戸で採卵鶏約１万6,000羽、種鶏約４万羽、

ブロイラー約165万羽が飼養されております。

　御存じのとおり平成22年から23年にかけまし

て口蹄疫が宮崎で10年ぶりに発生し、４カ月間

に292戸の農家での感染被害がありました。また、

高病原性鳥インフルエンザは、９件で24農場で

の発生があり、本県におきましても出水市で発

生しております。

　そこで、国内での発生を鑑み、平成23年４月

に家畜伝染予防法が改正され、同年10月１日か

ら全面施行されております。

　改正によりまして、家畜などの飼養者の責務

が重くなり、消毒槽の設置、埋却地の確保、県

知事への遵守状況の報告等が義務づけられまし

た。

　このようなことから、巡回時の飼養衛生管理

の遵守状況の確認実施、最新の発生情報等につ

いての周知を図っているところであります。

　しかしながら、国内での正常性は維持されて

いるものの、東南アジアでは継続して発生して

いることから、国内への侵入防止対策の強化が

求められているところであります。

　以上です。

〇川越信男議員　それでは、一問一答方式でお

願いいたします。

　まず、教育長の教育への思いをお聞きしまし

た。前肥後教育長からも引き継ぎを受けておら

れると思いますが、私の全体的認識としまして

は、いじめ等の生徒指導対策、施設の整備及び

垂水高等学校振興対策等がありますが、垂水市

の教育においてどのような課題があると認識さ

れておられますか伺います。

〇教育長（長濱重光）垂水市におきます教育

的課題についてお答えいたします。

　まず、学校教育についてでございますが、再

重要課題は学力向上でございます。また、いじ

め、不登校、問題行動等生徒指導上の課題など

もございます。また、教育施設整備等に関する

課題は、老朽化しております小学校の校舎等の

改修と来年度仕上げの年となります中央中学校

の施設整備でございます。あわせて閉校３中学

校の跡地利用と垂水高校の振興支援がございま

す。

　社会教育関連の主なものにつきましては、本

年度から垂水中央中に導入いたしました垂水学

校応援団の小学校への拡大や、さらに、老朽化

が著しい社会体育施設の改修、柊原貝塚の保護

と活用などの課題がございます。

　以上でございます。

〇川越信男議員　３回目ですが、今、言われま

した垂水市の教育行政における課題についてど

のような対応をすべきか、また、具体的な対応

策があれば、現在の教育長の考えを伺います。

〇教育長（長濱重光）ただいま申し上げまし

た課題への対応策についてお答えいたします。

　教育委員会といたしましては、学力向上を重

要かつ喫緊の課題として受けとめておりまして、

現在次のようなことに取り組んでおります。

　１点目は、各種調査における本市の平均を各

学校に公表し、自校の現状を比較させることで

教職員の現状に対する危機意識を喚起しており

ます。

　また、来年度、本年度見直しました「考える・

わかる力をつける事業」モデルをもとに毎時間

の事業を力をつけるということに視点を置いて

充実させております。

　２点目は、校長研修会及び教頭研修会、教務

主任等研修会、さらには、教職員を対象とした

各種研修会を学力向上を柱にして、それぞれの

研修を関連づけながら充実させております。

　３点目は、家庭学習の手引き書を作成・配布

いたしまして、家庭での学習時間をふやすとと

もにその習慣化を図るなど、各家庭で家庭学習

を充実させるよう各学校に対する指導を行って

いるところでございます。
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　今後は、特に管理職の学力向上に対する意識

の高揚に努め、児童生徒一人一人の学力向上を

図ってまいりたいと考えております。

　次に、いじめ・不登校・問題行動など生徒指

導上の課題についてでございますが、いじめに

つきましては、１件でも多く発見し、１件でも

多く解決するという基本認識のもと、定期的な

アンケートや教育相談、いじめ問題を考える習

慣における取り組み等を通して、児童生徒の実

態把握や心の教育を推進しております。

　また、不登校の解消につきましては、スクー

ルソーシャルワーカーやスクールカウンセラー

によるきめ細かな相談体制を充実させておりま

す。

　問題行動等の未然防止につきましては、警察

等の関係機関と連携を図りながら、積極的な生

徒指導を推進しております。

　今後も学力向上対策やいじめ・不登校などの

課題解決に積極的に取り組んでまいります。

　次に、老朽化しております小学校校舎等の施

設整備につきましては、平成22年度までに耐震

補強工事を完了いたしましたが、校舎の老朽化

が著しいことから、今後、外壁の改修や老朽化

が著しい水之上小体育館の改築及び松ケ崎小学

校外２校のプールの改修、そのほか、屋外運動

場整備などについて年次計画を作成して取り組

んでまいります。

　中央中学校の施設整備につきましては、平成

22年度までに耐震補強工事が完了し、大規模改

造工事につきましては、今年度までに完了し、

平成25年度は屋外運動場の整備、フェンスの設

置やプールの新設、さらには、武道館の新築工

事を行う予定でございまして、中央中学校の整

備の一連の工事は完了することになります。

　閉校の３中学校のうち旧垂水南中学校跡地に

つきましては、企業からの事業提案を受けてお

りますことや、市によります物産館、レストラ

ンの建設計画について関係課で協議中でござい

ます。

　旧牛根中学校及び旧協和中学校につきまして

は、企業等からの事業提案までには至っておら

ず、庁内の行政改革会議がこの地区を対象に行

いましたアンケート調査結果や地域住民の意向、

さらには、牛根地区で策定が進められておりま

す地域振興計画などを踏まえ、全庁体制で取り

組んでまいります。

　垂水高校の振興支援につきましては、垂水高

校は入学者数が減少する中、御案内のとおり当

面は垂水市の支援策等により、地域に貢献し、

地域に支えられる高校を目指すとの答申が、大

隅地域の公立高校の在り方検討委員会から平成

24年３月に出されました。設置者の件や垂水高

校にはさらなる魅力の向上に努めていただくこ

とはもとより、平成23年度に策定いたしました

垂水高等学校振興支援計画書５つの柱、46振興

支援策に基づきまして、関係団体、市民一体と

なった振興支援の取り組みがなされております。

平成25年度はこれを拡大・充実させていく予定

でございます。

　次に、社会教育関係でございますが、垂水学

校応援団事業は、来年度から小学校へも広げる

こととし、地区公民館等の協力をいただきなが

ら展開してまいります。

　また、社会体育施設の改修計画につきまして

は、多大な費用がかかることから、これまで一

部の改修、修繕を施しながら、市民の方々に利

用していただいておりますが、今後、関係課と

協議を重ねながら、長期にわたる計画を作成し

ながら、改修に努めてまいりたいと考えており

ます。

　また、柊原貝塚につきましては、指定に向け

ては、経費的な面から進捗していないのが現状

であります。文化財の保護等活用につきまして

は、市民の皆様の理解と協力が不可欠と考えて

おります。したがいまして、当面は、この遺跡

が国指定級のものであることを市広報紙等さま
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ざまな方法でＰＲに努めてまいりたいと考えて

おります。

　以上でございます。

〇川越信男議員　最後になりますが、今、スター

トされました教育長の考えを全面的にバックア

ップをしてまいります。ぜひ垂水市の教育行政

に邁進していただきたいと思います。

　教育長は垂水市の出身であり、垂水市で暮ら

されるのは久しぶりだと思います。垂水市のた

めに何をやりたいか、また、何ができるかの考

えがあれば、垂水市に対する思いと抱負を伺い、

私の教育長に対する質問を終わりたいと思いま

す。

〇教育長（長濱重光）　垂水に対する私の思

いと抱負についてお答えいたします。

　就任の挨拶でも申し上げましたように私は、

新城で生まれ、育ちました。海や川、そして背

後には山がありまして、自然豊かな土地で思う

存分駆け回り、遊んだ楽しい思い出がたくさん

ございます。

　また、母が10年前まで新城で住んでいたこと

もございまして、夏休みなどには頻繁に実家に

帰省しておりましたので、私の子供たちも同様

に魚釣りをしたり、川魚をとったりして、垂水

の自然の豊かさを知ることができました。

　このように小さいころからの遊びや自然体験

を通して生きるすべや社会性を培うことができ、

ふるさとでの生活は生涯忘れられない思い出で

ありますと同時に育てていただきましたふるさ

との皆さんには感謝の念でいっぱいでございま

す。

　さらに、長年、県教育委員会で教育に携わっ

てまいりましたけれども、垂水の子供たちのス

ポーツ・文化部門での活躍や瀬戸口藤吉翁記念

行進曲コンクール、さらには、和田栄作絵画教

室、市民文化祭や産業祭などでの活気あふれる

活動を見聞きしましたときには、本当にうれし

くてたまりませんでした。

　垂水市には、教育を大事にする風土と人の子

も我が子も地域の子という地域全体で子供たち

を守り育てる伝統的な地域の教育力が連綿と受

け継がれております。

　私は、この先人たちのこの思いを受け継ぎ、

このよき風土を生かした教育を進めてまいりた

いと考えております。

　そのことにより、子供たちが地域の皆さんに

守り育てられていることに気づき、そしてふる

さとを好きになり、ふるさとを愛し、大切に思

う心、さらには、郷土を誇りに思う心の醸成に

つながっていくと確信しているからでございま

す。加えて垂水市には、豊かな自然、歴史や郷

土文化、地域の人材など教育的資源も豊富でご

ざいます。これらの人的・物的資源を有効に活

用し、本市の重点目標でございますふるさと垂

水を愛し、誇りにする子供の育成に努めてまい

ります。

　また、他県におきまして、いじめによりとう

とい命が失われるという悲しい出来事が発生し

ております。このことを通して、人の痛みのわ

かる豊かな心と何事も相手の立場に立って考え、

判断し、行動できる思いやりのある子供の育成

に努めていかなければならないと強く感じてお

ります。

　さらに、市民の皆様方が豊かな人生を築いて

いかれるには、あらゆる機会にあらゆる場所で

学べる環境づくりを一層進めることも大切であ

ると考えております。学力向上を初め取り組む

べき事項も多岐に渡りますが、精神誠意取り組

んでまいる所存でございます。

　以上でございます。

〇川越信男議員　２回目の土木事業についてで

あります。

　先ほど申し上げましたとおり業者育成は市民

生活にも非常に重要であると思います。国にお

いても「コンクリートから人へ」の政策転換を

されており、厳しいのはわかりますが、雇用確
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保、人口流出等の観点から質問しているところ

でございます。

　そこでお聞きします。

　現在予算編成中であると思いますが、来年度

以降の公共事業の予算確保についての考えは。

また、国における交付金事業、景気対策事業等

の情報は。橋梁、市営住宅等の長寿命化計画の

策定をされておられるが、その結果は今の事業

実施にどのように反映されているのか、課長に

伺います。

〇土木課長（宮迫章二）公共事業の今後の展

望につきましてお答えいたします。

　来年度の市単独予算要望につきましては、現

時点では昨年並みの要望をしているところでご

ざいます。

　ただ、現時点では、新年度予算の編成中であ

りますので、要望しているとしか回答できませ

んので、御了承いただきたいと思っているとこ

ろでございます。

　市長政策枠につきましても、公共事業工事が

少なくなっている現在、必要な工事は執行して

いかなければならないと考えておりますので、

要求していく予定でございます。

　国における交付金事業、景気対策事業等につ

きましては、今のところ新たな臨時交付金事業

はありませんが、来年度から道路維持工事や改

良工事を社会資本整備総合交付金事業等の補助

が受けられるように要望しているところでござ

います。

　地元業者育成のためにも今後も有利な事業導

入を図られるように、また、新たな制度にも対

応できるように常に情報収集をしていかなけれ

ばならないと考えているところでございます。

　次に、橋梁及び公営住宅の長寿命化計画策定

後の事業実施にどのように反映されていくのか

との御質問にお答えいたします。

　まず、橋梁長寿命化計画策定でございますが、

従来の橋梁の修繕やかけかえは、損傷が大きく

なってから対策を行う対象療法型で実施してい

ましたが、将来的な財源負担の軽減と同時に道

路交通の安全性確保を図るために、損傷が大き

くなる前に予防的な対策を行う予防保全型への

転換を図り、橋梁寿命を伸ばすことが効果的で

あると考えるところでございます。

　平成21年、22年度より概略点検・詳細点検を

実施いたしまして、平成23、24年度で修繕計画

書を策定し、本年度総体の取りまとめをすると

ころでございます。

　その修繕計画書をもとに修繕や補修が必要な

橋梁につきましては、平成25年度から詳細設計

を行いまして、平成26年度より緊急性の高い橋

梁から優先的に修繕や補修工事を年次的に実施

していく計画でございます。

　続きまして、公営住宅等長寿命化計画でござ

いますが、入居者や入居希望者の公営住宅に対

するニーズや財政状況を考慮しながら、既存の

公営住宅を効率的に活用するため、団地ごとに

大規模改修や建てかえ、用途廃止など具体的な

公営住宅政策の方向性を定め、長寿命化のため

の予防保全的な維持管理を実施しようとするも

のでございます。

　橋梁と同じく本年度は、長寿命化計画を策定

し、平成25年度からその計画書をもとに詳細設

計を行いまして、平成26年度より年次的に実施

していく計画でございます。

　以上でございます。

〇川越信男議員　要望も含めて市長にお聞きし

ますが、地元業者育成の努力も行政の重要な業

務であります。建設業組合とも語る会をされた

とお聞きします。市長調整枠予算があるとお聞

きしますが、ぜひ公共事業への配分を十分検討

していただくことを要望いたしますが、市長の

答弁をお願いいたします。

〇市長（尾脇雅弥）皆さんおはようございま

す。

　川越議員の３回目の質問にお答えをいたしま
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す。

　私の就任以降を振り返りますと、景気の低迷

が続き、また、民主党政権の「コンクリートか

ら人へ」への政策の中で、公共事業が大きく減

少となった状況下でございましたことは、共通

認識としてございます。

　さらに、東日本大震災の影響もありまして、

それ以外の地域への工事の縮減等もございまし

た。また、喜ぶべきことではありますけれども、

本市における豪雨災害もほとんどなく、関連す

る事業もなかった近年であったと思います。

　昨日から衆議院議員選挙も始まっております

けれども、どのような政権になるかわかりませ

んが、地方にとって必要な、とりわけ安心・安

全に関する予算措置をしていただく中で、しっ

かりと連携もしていきたいというふうに思って

おります。

　お尋ねの件に関しましても、先般、組合の方々

との意見交換でも大変厳しい現状の訴えがあり

ました。地元業者の育成をするためには、必要

な公共事業は執行していかなければいけないと

考えておりますので、市長政策枠の中で配慮し

てまいりたいと考えております。

　以上でございます。

〇川越信男議員　ありがとうございました。

　ぜひとも検討をお願いいたします。

　最後に、冬場における安心・安全対策につい

ての２回目でございます。

　関係課長からの現状を答弁いただきましたが、

答弁いただいた現状を踏まえ、冬場に限らない

のもあるかもしれませんが、垂水市における特

徴的な課題、特に留意すべきことなどを考慮し、

どのような対策をしていく必要があると考えて

いるか。または、対策の実施をしていくか、各

課長にお聞きします。

〇市民相談サービス課長（中谷大潤）２回目

の現状を踏まえての対策についての御質問にお

答えいたします。

　１回目でお答えしましたとおり本市における

交通事故の発生は減少していますが、高齢者の

関係する割合が増加傾向にあります。

　その対策としまして、年４回の交通安全運動

の啓発活動や、川越議員に御協力いただいてお

ります毎月20日の交通安全立哨、園児や小・中

学生から高齢者までの年代別の交通安全教室の

開催などさまざまな取り組みを実施していると

ころでございます。

　また、今年度新たな交通安全対策としまして、

９月に垂水高校生による街頭キャンペーンを実

施いたしました。このことについては、来年度

以降も実施することで了解を得ております。

　10月には、協和中学校跡地で自動車学校の協

力のもと、夜間の実技体験に重点を置いた交通

安全ナイトスクールを開催し、地区住民約100名

に参加していただきました。

　11月には、ＪＡＦの協力のもと、中央地区及

び水之上地区の高齢者を対象とした高齢歩行者

事故防止講習会に50名ほど参加していただきま

した。

　また、広報紙10月号で交通事故防止に関する

特集を６ページにわたって掲載していただきま

した。

　今後につきましても垂水幹部派出所や垂水地

区交通安全協会、その他関係する団体、地区住

民と連携を図って、忘年会や新年会など飲酒の

機会が多くなる年末年始を控えての飲酒運転対

策など交通安全指導を徹底し、事故防止に努め

てまいります。

　以上でございます。

〇消防長（宮迫義秀）２回目の現状を踏まえ

ての対策の実施についてお答えいたします。

　消防本部としましては、空気が乾燥し、火災

が発生しやすい時期を迎えるに当たり、広報「た

るみず」11月号で防火対策の特集を大きく掲載

し、市民の皆様に火災予防思想の一層の普及を

図ったところであります。
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　また、秋季全国火災予防運動が11月９日から

15日までの７日間、全国一斉に実施され、当消

防本部も住宅防火対策の推進と特定防火対象物

などにおける防火安全対策の徹底を重点目標に

掲げ、実施したところであります。

　火災予防期間中の取り組みでありますが、市

役所庁舎に懸垂幕、防火看板及び本所、牛根分

遣所にのぼりの設置、車両には火災予防用のマ

グネットシールを貼付し、火災予防を市民へ呼

びかけております。

　また、消防団車両及び防災用無線による市内

全域の予防広報を実施したところであります。

　住宅防火対策の推進でありますが、大型物販

店舗での住宅用火災警報機の設置促進及び聞き

取り調査を２回実施し、市民への設置を周知し

ております。

　また、特定防火対象物、旅館・ホテル、福祉

施設等でございますが、おける防火安全対策で

ありますが、56カ所の立入検査を計画し、防火

管理体制の充実、避難施設及び消防用設備等の

維持・管理の徹底を図ったところであります。

　消防団につきましても年末特別警戒を12月25

日から31日まで７日間、夜７時から朝１時まで

の市内全域、防火広報及び警戒巡視を実施いた

します。

　県内でも住宅火災警報機を設置していたため

に大事に至らなかった奏功事例が年間30件ほど

報告されているところであります。

　本市では、９月に発生しました建物火災でと

うとい命が犠牲になっております。

　住宅火災でこのような悲劇を繰り返すことが

ないように住宅用火災警報機の設置率向上に努

め、今後も住宅防火対策、各事業所の防火安全

対策、消防団員の確保を推進し、地域の火災予

防の充実を図ってまいります。

　今年度は、消防団ポンプ自動車２台の更新や

消防ホースを購入し、消防設備の充実を図った

ところであります。

　これからますます空気が乾燥し、火災の起こ

りやすい季節になりますので、火災予防広報の

実施、たき火などを行う場合の消化準備及び監

視の励行、火気取り扱いにおける注意の徹底な

どを周知させることが、火災を未然に防ぎ、市

民の皆様の安心・安全の確保につながると思っ

ております。

　以上でございます。

〇保健福祉課長（白木修文）川越議員の２回

目の御質問にお答えいたします。

　現状を踏まえてどのような対策の実施をして

いくかという御質問でございますが、予防対策

としまして、既に保育園等につきましては、児

童障害者係より小・中学校につきましては、教

育委員会学校教育課より、一般世帯向けには振

興会の回覧を通じ、介護施設関係につきまして

は介護予防係より、さらに、高齢者に対しまし

ては地域のサロンや元気会を通じてなど関係機

関と連携し、うがい・手洗いの励行の広報・周

知を実施し、蔓延防止に努めております。

　また、小・中学校には、先般、新城出身の前

木場政治様より寄贈いただきましたマスク約２

万枚をインフルエンザ蔓延防止や降灰による健

康被害防止のために配布したところでございま

す。

　なお、65歳以上の高齢者につきましては、例

年どおり１回分のインフルエンザ予防接種費用

の1,500円の補助を実施いたしております。

　以上でございます。

〇農林課長（池松　烈）家畜伝染病（鳥イン

フルエンザ・口蹄疫）などの現状を踏まえての

対策等についてでございますが、侵入防止対策

の強化としまして、飼養者が飼養衛生管理を徹

底することが最も重要であり、地域内での発生

を予防できると考えられます。

　遵守状況につきましては、家畜保健衛生所と

連携しまして年１回の立入検査を実施して、衛

生管理向上の指導及び助言を行っております。
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　また、年数回開催されます防疫対策会議に出

席しまして、地域内での防疫対策についての意

見交換や情報等の共有化、防疫演習に参加して

の発生予防段階から防疫措置までの危機管理意

識の高揚に努めております。

　また、それぞれの情報等につきましては、危

険度に照らし合わせ、農家への情報提供を実施

しております。

　さらに、万が一の発生に備え、初動用の消毒

機材や資材につきましては、備蓄整備しており

ますし、２市４町並びに関係団体で構成されて

おります肝属地区家畜伝染病防衛対策協議会で

は、防疫資材の備蓄、消毒器材の整備・点検等

を行い、非常時に備えて速やかに対応できるよ

う協議しながら防疫対策を講じているところで

ございます。

　今後も発生予防のため、市・地域・県・関係

団体・農家等と緊密な連携を図り、県防疫対策

マニュアル等に基づき、対策の徹底を図ってい

きたいと考えております。

　以上でございます。

〇川越信男議員　ありがとうございました。

　各課の対策で安心・安全な穏やかな垂水市と

して新年を迎えられることを希望いたしまして、

私の質問を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）　次に、２番堀内貴志議

員の質問を許可します。

　　　［堀内貴志議員登壇］

〇堀内貴志議員　おはようございます。垂水の

新しい風、堀内貴志でございます。

　きょうの質問は、私にとって２年目、７回目

の一般質問になりますが、関係各課の皆様にお

かれましては、質問の目的を理解していただき、

垂水のために前向きな御回答をよろしくお願い

いたします。

　さて、先月16日に民主党野田総理により解散

された衆議院は、昨日、公示され、12日間の総

選挙に突入しました。忙しい選挙期間中の今回

の議会開催となりましたが、今月16日には投開

票され、結果が出ます。最大の焦点は、民主党

が政権を維持するのか、それとも自民党が政権

を奪還するのか、政権選択を有権者に問う選挙

になります。

　選挙戦は、民主・自民の２党政党に日本維新

の会などの第３政局が割って入ろうとする構図

ですが、決められない政治から日本の活力を取

り戻すためには、やはり実績のある政党が信用

できるのではないでしょうか。

　日本経済が低迷した中で、エネルギー政策や

社会保障改革、外交問題など課題は山積みにさ

れております。日本再生をどの党に託すのか、

有権者に問われるのは、人気取りの言動や政策、

一時的なムードに流されることのないように実

績のあるしっかりとした党と候補者を選んでほ

しいということです。そして、有権者の皆様に

は、必ず投票に行っていただきたいということ

を切にお願いしまして、本日、質問に入らせて

いただきます。

　それでは、通告に従いまして、本日は大きく

３つの項目について質問をさせていただきます。

　１つ目は、Ｊアラートの体制整備についてお

聞きします。

　津波や地震・武力攻撃などの緊急時の警報を

市町村を通じて住民に知らせる全国瞬時警報シ

ステムいわゆるＪアラートの全国一斉訓練が、

去る９月12日に実施されました。

　そこで、参加した1,725市町村のうち284市町

村で防災行政無線から音声が流れないなどのふ

ぐあいが生じ、県内でも43市町村のうち10市町

村でふぐあいが発覚し、本市垂水もその中に入

っておりました。

　このＪアラートの整備には、多くの国の交付

金が使われているものと思いますが、いざ緊急

時に役に立たなければ、宝の持ち腐れになるも

のと思います。３日前の今月２日の新聞のトッ

プニュースでは、北朝鮮のミサイル予告が大き
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く報道されました。南西諸島に向けての飛行と

も予測されていますが、北朝鮮のミサイル等の

武力攻撃や、あるいは地震・津波などから住民

の身体・生命・財産を守るためのシステムがＪ

アラートではないかと思います。

　そこで、改めてＪアラートはどういう予算で、

どういう目的で整備されているのか。そして全

国の今回の全国一斉訓練で、垂水市の原因は追

及されて、完全に改善されたのか。同じような

ミスは二度と起こらないのかについてお伺いい

たします。

　２つ目は、佐多岬が注目されているこの機会

に垂水市の観光振興をどのように推進するかに

ついてお尋ねします。

　ことしの10月以降、佐多岬が大きく注目され

るようになりました。南大隅町が、いわさきコー

ポレーションが所有する旧佐多岬ロードパーク

の全区間を購入するニュースに始まり、続いて

伊藤知事も「佐多岬一帯の整備について、観光

地としてもともと人気があった場所、ぜひとも

復活させて大隅観光の拠点にしたい」と大隅半

島の活性化につながる意欲的な発言をされてい

ます。

　既に10月の30日から旧佐多岬ロードパークを

町道佐多岬公園線として町道化し、無料となっ

た関係でツーリングなどの観光客がふえている

と聞いています。九州新幹線の開業効果で、鹿

児島市や霧島市、指宿、南薩方面への観光客は

ふえていますが、大隅半島への効果はほとんど

ない状況が続いており、全く九州新幹線の開通

効果に乗りおくれた感じの大隅半島ですが、そ

んな中で、伊藤知事が今回、佐多岬一帯の整備

に意欲を示されております。鹿児島県観光プロ

デューサー奈良迫英光さんの10月22日のコラム

の中で、垂水市を取り上げて、「今垂水市が熱

い～不利性を優位に変える取組～」というタイ

トルで、「垂水島津家」、国旗「日の丸」のふ

るさと、牛根埋没鳥居、「森の駅　たるみず」、

漁業の「餌やり体験」、「千本イチョウ」など

など多く紹介しています。

　そのコラムの最後にも「大隅半島は、長年観

光ルートから外されていましたが、新幹線の時

間短縮効果や、「錦江湾なぎさ街道」の整備、

「大黒イルカランド」のオープン、宇宙衛星「は

やぶさ」の帰還、また、佐多岬公園が11月から

無料になることから大隅地域へ誘客するチャン

スです。今の観光のニーズは、食、体験、交流

など地域の人・生活・文化に触れることを求め

ています。」

　また、垂水は、「道の駅、森の駅、漁港のレ

ストラン、温泉、歴史等をうまく繋ぐことが重

要です。垂水地域は鹿児島市の対岸にあり、ア

クセスも恵まれています。桜島の噴火を優位に

捉えて、年間を通じて交流人口を増やし、地域

の活性化につなげたいものです。」と観光振興

のためのヒントについてネット上で情報発信さ

れています。

　私は、佐多岬は、これから整備が進められて、

機会あるごとにマスコミが報道することは間違

いないと思います。そうすると、大隅半島の玄

関口の垂水市は、観光振興を含め絶好のビジネ

スチャンスだと思っています。

　そこで、佐多岬が注目されるこの機会をどの

ように考えているのか。また、大隅半島の玄関

口として、どのように観光振興を推進していく

のかについてお尋ねをいたします。

　３つ目は、道の駅たるみずの温泉事業の実情

についてお聞きします。

　道の駅たるみずいわゆる湯っ足り館は、指定

管理制度で委託しておりますけれども、唯一垂

水が関与している温泉事業です。

　そこで、温泉の質についていろいろとうわさ

を聞きます。現在の垂水道の駅の温泉の実情に

ついてお尋ねをいたします。

　これで１回目の質問を終わります。

〇総務課長（山口親志）堀内議員の質問にお
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答えいたします。

　議員も言われましたとおりＪアラートは、全

国瞬時警報システムの通称でありまして、津波

を初めとする大規模災害や武力攻撃事態が発生

した際に、国民の保護のために必要な情報を通

信衛星を利用しまして瞬時に地方公共団体に伝

達するとともに、地域衛生通信ネットワークに

接続されました市町村の防災行政無線を自動起

動させ、サイレンや放送によって住民に緊急情

報を伝達するシステムであります。

　そこで、指摘のとおり本年９月12日に全国一

斉の伝達訓練を実施しましたが、本市は、情報

の受信はいたしましたが、防災無線装置への伝

達にふぐあいがありまして、訓練は成功いたし

ませんでした。伝達のためのシステムの設定の

ふぐあいでありました。契約業者に対応をお願

いしまして、10カ所ですが、ふぐあいの生じた

市町村だけの伝達訓練が、10月31日に再試験と

して行われ、本市は、受信・伝達の訓練が自動

的に行われ、成功しております。

　また、Ｊアラートの整備については、国の事

業で、補助金が約550万円で整備をしているとこ

ろであります。

　以上であります。

〇商工観光課長（塚田光春）２番目の佐多岬

が注目されるこの機会をどのように考えるかの

質問についてお答えいたします。

　議員御指摘のとおり佐多岬は、長年にわたり

民間所有のもとで観光に寄与されてまいりまし

たが、本年10月30日、南大隅町が旧佐多岬ロー

ドパーク用地を購入され、佐多岬への立ち入り

が無料化されることになりました。また、鹿児

島県観光課では、平成24年度の重点施策として、

佐多岬公園等の整備のあり方について調査・検

討を行うため、観光整備調査事業を予算化して

いることから、今後の佐多岬観光に一躍担える

ものと考えます。

　そのような中で、大隅半島で本市を含む４市

５町でつくる大隅広域観光開発推進会議と指宿

市が連携し、12月８日から９日に両地域を周遊

するモニターツアーを実施するようにしており

ます。

　このツアーは、新たな観光素材に焦点を当て、

魅力ある観光コースを提案しようとする試みで

あり、初日に鹿児島中央駅を出発し、知覧やフ

ラワーパークなどを経由後、指宿に宿泊します。

２日目は、山川・根占フェリーで大隅半島に渡

り、鹿屋市のばら園、垂水市の千本イチョウを

見学し、道の駅たるみずを経由して桜島フェリー

で鹿児島市へ帰るコース設定になっております

が、今後、佐多岬が観光整備されますと、佐多

岬観光を入れることでますます大隅半島の魅力

アップにつながるものと思います。

　また、市単独としましても、垂水市は大隅の

玄関口でもありますので、佐多岬観光は垂水市

を通らないと行けませんので、魅力ある観光地

づくりが大事でありますことから、北の拠点の

道の駅たるみずの周辺整備、中央の拠点の猿ケ

城渓谷、森の駅の周辺整備、「千本イチョウ」

対策、南の拠点としましては、宮脇公園と一体

となった垂水南中学校跡地を活用した物産館等

の整備計画をしまして、垂水市に滞在していた

だくような観光地づくりを進めてまいりたいと

思います。

　次に、大隅半島の玄関口としてどのように観

光振興を推進していくかという質問でございま

すが、主に教育旅行の推進及び観光地づくり事

業をそれらにかかわる観光誘致・ＰＲに力を注

いでまいりたいと考えています。

　その中で教育旅行の推進につきましては、現

在取り組んでいます県外からの中・高校修学旅

行生の体験型民泊は、鹿児島中央駅から垂水市

は近いため、地の利のよさから、旅行会社や引

率の先生方から好評を得ているところでござい

ます。

　また、垂水市漁協の「カンパチ餌やり体験」
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もほかの市町村にない体験ができることから、

人気を博しておりますので、漁協の「餌やり体

験」と民泊をセットにした料金体系でＰＲをし

てまいりたいと考えています。

　また、観光地づくり事業としましては、先ほ

ど申し上げましたように北の観光拠点として現

在進めております垂水しおかぜ街道景観整備の

中での牛根地区における史跡等を利用した観光

地づくり事業や中央の観光拠点としましては、

猿ケ城森の駅の周辺整備として遊歩道や浸水護

岸などの整備計画をしております。

　次に、南の観光拠点としましては、アコウ並

木がきれいな宮脇公園と一体となった観光地整

備として、垂水南中学校跡地を利用したところ

の物産館などを計画し、集客を図りたいと考え

ております。

　次に、３番目の道の駅の温泉事業についての

質問にお答えいたします。

　まずは、これまでの源泉変化の経緯でござい

ますが、今年度は、平成14年度に温泉ボーリン

グをしてから10年目に当たることから、鹿児島

県の保健所による温泉の成分を調べる定期検査

の年になっておりましたので、７月19日に源泉

を採水し成分分析をしましたところ、８月７日

に成分分析の結果が出まして、塩化ナトリウム、

塩分でございますが、塩分の量が平成14年当時

に比べてふえておりました。ただし、このとき

は無味、味がしないでしたが、８月12日の観察

では海水のような塩味に変わったため、塩化ナ

トリウムの量がふえてきたと思われることから、

塩分による機器への影響等を考慮し、当道の駅

の温泉ボーリング業者とボイラーの機器設置業

者に来ていただき、協議をいたしました。

　しかし、その後も無味の状態になったり塩味

になったり繰り返しておりましたが、９月には、

塩味で水温も27℃まで低下し、９月の灯油使用

量も昨年対比で155％になってきたことから、再

度道の駅の温泉施設整備に関与した業者を集め

て対策会議を実施いたしました。

　協議の結果、源泉泉質の変化の要因は、地中

のことですので、明確な文書での回答はいただ

いておりませんが、昨今の桜島の活発化に伴い

地殻変動をしていることと、年数の経過により

地層の比較的柔らかい層がこすれて、そこから

海水が侵入しているのではないかとのことであ

りました。

　また、ボイラーの機器に与える影響をお聞き

しましたところ、温泉の配管系統が塩分を含ん

でいることで、金属使用の機器、器具、配管類

が腐食し、使用不能になる可能性が高い。しか

も配管にスケールがたまる可能性が高いとの報

告を受けております。

　つきましては、ボイラー機器へ与える影響を

考慮し、10月１日に源泉をとめて、飲料水とし

て使っている井戸水へ切りかえて沸かし湯で対

応しているところでございます。

　しかしながら、井戸水の沸かし湯で今と同じ

営業時間で継続した場合、灯油の使用量がふえ

て経営を続けるのが厳しくなるため、灯油の使

用量を抑えるために温泉浴槽の足し湯の量や足

湯の量を抑えておりますが、これだけでは効果

が小さいことから、指定管理者との協議により

まして、12月１日から平日の温泉の営業時間の

短縮を13時から16時に変更するようにしており

ます。

　なお、温泉成分の変更の表示につきましては、

温浴施設は１階と２階の浴室に入る前の壁に、

それぞれ貼り紙でお知らせし、足湯につきまし

ては、当初成分表が表示してあった看板のとこ

ろに同様に貼付しております。

　以上でございます。

〇堀内貴志議員　ありがとうございます。

　これからは一問一答方式でお願いいたします。

　まず、Ｊアラートの体制の整備についてです

が、原因は追及されて改善されたということで

よろしいわけですね。
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　このＪアラートが発令されたときに、つまり

地震・津波・武力攻撃など緊急の警報を自治体

に速報するシステムですから、今度はこの情報

をいかに迅速に市民に対して伝達して、そして

市民の生命・身体・財産を守るための避難に結

びつけるかということが大きな課題だと思いま

す。

　そこで、Ｊアラートが発令されたときの垂水

市の対応について、現在どのように運用されて

いるのか、つまり市民にＪアラートが発生され

てからどのようなルートで市民に情報が伝達さ

れて、そしてその後、どのように避難誘導に結

びつけられるのかについて御説明をお願いいた

します。

〇総務課長（山口親志）２回目の質問にお答

えします。

　Ｊアラートの発令されてからの対策でありま

すが、Ｊアラートについては、先ほども申し上

げましたとおり国から直接発信されたました情

報は、住民及び行政に同時に伝達されますこと

から、垂水市は、垂水市地域防災計画及び垂水

市国民保護計画に基づきまして対策をとってま

いります。

　地域防災計画等についてもいろんなところで

訓練をしておりますが、そのあたりを参考にし

ながら対策をとってまいらなければならないと

思っております。

　議員も言われましたとおり、発令されました

ら一番最初に行うのは、避難をしていただくこ

とが一番だと思っております。

　以上であります。

〇堀内貴志議員　Ｊアラートが発令されたとき

に住民と行政に同時に伝達ということは、１つ

だけ確認しておきたいのは、これ夜間でも発動

されるということですよね。夜間、職員が不在

時でも自動で警報は発令される。

　だけど、今、Ｊアラートのふぐあいが報道で

出てから初めて市民は、Ｊアラートが垂水市に

もあるんだなということを理解している人も多

いと思うんです。Ｊアラートとは何かというこ

とも市民には知らない人も多くいます。

　今後はまた、Ｊアラート発令に伴う避難訓練

というのも重要になってくると思うんです。そ

ういったところで、今後、このＪアラートに伴

う避難訓練、要は市民の身体・財産・生命、こ

れを守るのが目的です。市民に徹底していかな

ければ、いざというときに市民の動きも悪くな

りますし、そうすると被害がたくさん出るとい

うことになります。だから、訓練をやっぱり計

画する必要があるんではないかなと思いますけ

れども、その点について、計画があるのかどう

かお伺いいたします。

〇総務課長（山口親志）まず、夜間でも発せ

られるかということですが、当然緊急事態が起

きたときには夜間でも発令されます。それと住

民にＪアラートの存在が伝わっていないという

ことですが、Ｊアラートを発信するような事態

が、今のところ国のほうからそのような整備を

してから、整備をしたのが21年度から22年度で

すので、そのあたりから緊急の災害情報等が起

きていないということもあったかと思います。

　それでは、Ｊアラート発信に基づきまして、

このＪアラートに特化した訓練は行わないのか

ということでありますが、確かにＪアラート発

信に伴う訓練としましては、現在のところ実施

しておりませんが、垂水市でも行っております

今後あらゆる災害事項を想定する中で、Ｊアラー

トに対する特化した訓練も必要とはなってくる

とは思います。

　しかしながら、規模にもよりますが、毎年何

らかの訓練も実施しておりますので、Ｊアラー

トに特化した訓練というより、毎年行っている

この訓練で多くの市民の方々が参加できるよう

な体制を検討してまいりたいと思っております。

　あわせませして、今回の質問でもありますと

おり、防災意識の高揚に努めてまいることが、
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まずは対策ではないかと思っておりますので、

そのあたりを検討してまいりたいと思います。

　以上であります。

〇堀内貴志議員　ありがとうございます。

　Ｊアラートに特化する訓練はできないという

ことですけれども、全体の訓練はよくされてお

ります。住民の防災意識というのは高める必要

が、今後、必要ではないかと思いますので、防

災訓練のその都度にＪアラートという言葉もや

はり住民に知らしめる必要があるのではないか

なと思います。そしてこのＪアラートは、多分

防災無線を通じて発令されると思います。

　そこで、私、この質問は３点だけ要望して終

わりにしたいと思いますけれども、その３点の

１つ目です。

　まず、防災無線の整備、Ｊアラートが発令さ

れて防災無線を通じて市民に伝達されるという

わけですから、防災無線の設置を要望した地域

があります。この地域は、今年の当初予算で予

算化されました。しかしながら、数カ月が過ぎ

てもまだ立てられておりません。計画は進んで

いると思いますが、一刻も早く設置できるよう

に努力していただきたいと思います。これまで

に災害が発生しておれば、何で早く防災無線を

設置しなかったんだと。これがあればもっと多

くの人が助かったんだという声が出たと思いま

す。だから、予算がついたのであれば、速やか

に設置の方向で動いていただきたいということ

を要望の１点目です。

　２点目は、防災情報発信メールいわゆる携帯

電話のメール、各電話会社によっては、垂水市

内、電波不通のところも多くあります。特定の

電話会社は言いませんけれども、そういったと

きにその携帯電話を持っている人は情報がもら

えないということもありますので、どこの携帯

電話の会社がどの地域でメールが届かないとい

うところを把握していただいて、ぜひ不感地内

の整備を携帯電話の会社にお願いしたいという

ことが２点目。

　最後の１点目は、やはり防災無線です。聞こ

えない地域がたくさんあります。今後、ＦＭ放

送の受信機を各世帯に配布するという計画もあ

るようですけれども、いずれにしても緊急時に

即座に市民に伝達できるように早急に改善して

ほしいということが３点目です。

　このことについては、後でお話しされる池山

議員の質問の中にも入っておりますので、その

ときにしっかりとした説明が求められると思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

じゃ、この件については、池山議員にしっかり

追及していただきます。

　大きな２つ目に入らせていただきます。

　佐多岬の開発に伴う垂水の観光についてです。

　今、答弁の中で、モニターツアーということ

で、４市５町と指宿で連携を図ってモニターツ

アーを12月８日から計画されておるということ

です。その答弁の中で見ましたら、垂水市は「千

本イチョウ」と道の駅しかない。やっぱり垂水

市はもっと多く史跡がありますので、そういっ

た観光モニターツアーをもっともっと多く垂水

市のほうに入っていただいて、垂水市の滞在時

間を多くしていただきたいというふうに思いま

した。

　あとＰＲです。言葉では「ＰＲします」「情

報発信します」と言います。しかしながら、こ

れは具体的にどうするんだと。問題はここなん

ですよ。「ＰＲします」と文章で書けばこれで

終わります。しかし、実際にはＰＲはされてい

ないんです、垂水市も。道の駅たるみずに「マ

ミーズカフェ」という喫茶店があります。この

「マミーズカフェ」は、フェイスブックやブロ

グで情報発信して、ネット仲間をふやしていま

す。ネット上で知り合った仲間が、垂水方面に

来るときには必ず立ち寄ってくれるそうです。

そして「これからどこかに行きたいけど、どこ

に行けばいいの」と、その「マミーズカフェ」
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の店員に必ず尋ねるそうです。観光客にとって、

これからの大隅半島は未知数だと思います。知

らない史跡や場所や情報がいっぱいあると思っ

ています。

　私は、佐多岬の開発で大隅半島には必ず人が

多くやってくると思います。これはやり方次第

です。そんなときに大隅半島のどこに行けば何

があるんだという教えてくれる情報発信が最も

大切になってくると思います。そんな中でＰＲ

は重要、情報発信は重要になってくるわけです。

　ことしになってから垂水市の観光協会がホー

ムページを立ち上げました。すばらしい情報発

信をして、今、注目されています。アクセス数

も多くなりました。ことしホームページを立ち

上げたばかりですよ。特にこの「千本イチョウ」

の季節に多くアクセスがあるということを聞い

ております。

　垂水観光協会は、ホームページ以外にも産業

祭で「垂水うまかグランプリ」、また「垂水体

験まつり」、こういったパンフをつくって、国

が入っておると思いますけれども、初めてこう

いうパンフレットをつくって垂水を盛り上げて

いる。あと「千本イチョウ」、こういうやつも

つくりました。「千本イチョウ」に伴った「軽

トラック市」も初めてやりました。新しい感覚

でイベントを次々に展開しています。なぜ去年

と違うんだということです。

　ことしは、観光協会の中に観光推進部会と物

産推進部会、組織の会員の中で立ち上げて、そ

こで活発な意見をして活動に結びついていると

いうことです。メンバーは、行政ではなくて会

員独自、つまり民間レベルでできることを一生

懸命取り組んでいるということです。

　しかしながら、一方で、その民間が一生懸命

やっていることに対して行政が支援しているの

かというと、聞こえてくる市民の声は疑問が残

る声ばかりです。

　例えば補正予算、垂水周遊観光バス「しおか

ぜライナー」、これが11月17日から運行されま

したけれども、これのＰＲ、要は情報発信、垂

水のホームページに載ったのは11月30日ですよ。

だから、11月17日からの運行のときには、利用

者は２、３人いないときもあったそうです。も

っと情報発信早くすれば、オープン当時から客

が入ったのではないかなと思っております。

　一昨日、「垂水千本イチョウライトアップ」

で私も家族を連れて見にいきました。すばらし

い景色、すばらしいいいロケーションを見たな

と感動いたしましたけれども、ぜいたくを言わ

せてもらうならば、葉っぱが落ちていました。

落葉は進んでいるという状況です。もっと早く

ライトアップをすれば、もっといいロケーショ

ンが見れたのかなと思います。

　話によりますと、電気会社の電気工事の申し

込みが遅くなっておくれたということも聞いて

おります。そういった中で、市の連携がもっと

もっと入っていただければ、市がもっともっと

リードしていただければ、スムーズにいくので

はないかなというふうに思いました。ホームペー

ジの制作費の関係でも大分おくれがあった。パ

ンフレットの件もいろいろもめごとがあったと

いうふうなことも聞いております。

　少なくとも観光協会は、昨年に比べて新しい

施策を多く取り入れています。しかしながら、

どうも行政とうまく歯車が合っていないような

感じがしてなりません。私がこれを言うのは、

文句に聞こえるかもしれませんけれども、うま

く歯車を合わせて、垂水市の観光振興に連携で

やっていくことによって大きな力が発揮できる

という願いを込めて言っているわけですので、

そういった関係で、垂水市の観光協会と市役所

の関係、今後どうあるべきなのかについて、そ

してどう連携していくのかについてお聞きした

いと思います。

〇商工観光課長（塚田光春）堀内議員の２回

目の質問にお答えいたします。
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　垂水市と観光協会の関係でございますが、昨

年度までは観光協会の仕事は、事務局である商

工観光課のほうで総会の承認をいただき、計画

から実施まで主な部分を担っておりましたが、

今年度からは、観光協会長の提案もありまして、

観光協会を観光部会と物産部会に分けまして、

計画から実施までするということで、観光協会

の総会に提案し、承認され、今年度からは両部

会で事業を計画し、執行をしている状況でござ

います。

　そのような中で、議員御指摘のように観光協

会の両部会とも自分たちで事業を計画し、実施

するのは、初めてのこともあって、予算執行を

指導する中で小さなトラブルもありましたが、

各事業の実施はスムーズにいっているというふ

うに思っております。

　事業の中でも垂水市観光協会ホームページや

「千本イチョウ祭」の企画立案等をしていただ

きまして、民の力で観光ＰＲができたことは、

これまでにないことから、観光協会へ感謝して

いるところでございます。

　つきましては、今後は、観光課と観光協会と

連携しながら、少ない予算の中で、行政ででき

ること、それから民間でできることがあります

ので、連携して観光ＰＲに努めてまいりたいと

いうふうに思います。

　以上でございます。

〇堀内貴志議員　ありがとうございます。

　垂水市の市政も大変忙しいと思います。観光

協会の会議にできるだけ市の方も参加していた

だいて、一緒に検討した上で、どうしようかと、

後でどうだこうだというのではなくて、一緒の

会議でいろいろ話し合うことによって問題点が

即座に解決されまして、そしてスムーズに事が

進むような気がいたします。

　どうか観光協会の会議には、積極的に最初か

ら行政も入っていただいて、民間にしかできな

いこと、行政にしかできないこと、そして民間

の不備な点をしっかりと行政が補うこと、この

ことによって歯車が合い、よい仕事ができるの

だと思います。民間のやっていることですばら

しいこと、しっかりと支援して、そして民間を

育てることも行政の一つの仕事だと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

　そのほかにも牛根の埋没鳥居の関係、民間で

一生懸命やっていることをちょっと紹介してお

きます。

　松ケ崎郷土史研究会、一生懸命に牛根をＰＲ

しています。ことし４月から一般公開された埋

没鳥居は、観光客も少しずつ足を運んでいるよ

うです。そして１週間後には新しい観光スポッ

ト、国旗「日の丸」のふるさと記念碑も完成い

たします。松ケ崎郷土史研究会も国旗日の丸発

祥の碑建立期成会も、そして垂水観光協会も、

また、ＮＰＯ法人「まちづくりたすみず」とい

う組織もございますし、そのほかにも民間で図

書館を立ち上げている方もおられます。多くの

ボランティア団体も目的は、観光振興と垂水の

活性化のため、民間レベルで一生懸命努力して

いるわけです。

　私は、この以前の一般質問の機会にもお話し

しましたけれども、行政として、民間がやって

いることでよいことについてはしっかりと支援

してやる気持ち、これが民間を育てることにも

なりますし、次のステップにつながるものと思

います。ですから、信頼関係を培って、そして

支援していただきたいと思います。そして民間

ともしっかりと連携を強化した上で、佐多岬が

注目されるこの機会を最大のビジネスチャンス

だということで生かしてほしいということをお

願いしまして、最後の質問に入りたいと思いま

す。

　３つ目、道の駅たるみずの温泉事業について

の２回目の質問をさせていただきます。

　源泉に塩分が入って、ボイラー部分に塩分が

入るようになって、使用することによって設備
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に影響が出る。今は温泉を停止して地下水を利

用しているということです。垂水はそもそもキ

ャッチフレーズ「花と渓谷と温泉のまち」です。

垂水が唯一関与している温泉事業が、この道の

駅たるみず「湯っ足り館」であるわけですから、

このキャッチフレーズを生かすためにも現在の

道の駅たるみずの温泉事業、これについては一

刻も早く解決すべき事業だと考えています。今

後どのように完成していくのかについて質問し

ます。

　それと井戸水を利用しているということです

が、利用している人に対して誤解を招くような

表示をしてはいないのか。現在表示がしてある

のかしていないのか、お答え願います。

　もう一つ、12月になって道の駅たるみずの温

泉事業、平日の営業時間を13時から16時に変更

したということですけれども、私はキャッチフ

レーズに温泉が入っている垂水市、温泉事業を

縮小する方向というのは、私は疑問に思います。

この温泉を縮小に至った理由についてもう少し

詳しくお聞きしたいと思います。

〇商工観光課長（塚田光春）堀内議員の道の

駅の温泉事業の２回目の質問についてお答えい

たします。

　道の駅の改善につきましては、やはり一番大

きな問題は燃料費の問題でありまして、これを

改善できれば、経費削減が可能なこと、ボイラー

の寿命が約10年であることなどから、ボイラー

への延命を図る上からも現在調査中の木質バイ

オマスチップボイラーを導入する方向で調査を

しているところでございます。

　また、泉質の変化による機器への影響が懸念

されることから、現在使用しております井戸水

の水質を検査機関で分析中であり、温度や成分

から温泉として認定できれば、今後はこれを使

用していきたいというふうに考えております。

　ただし、この件に関しましては、現在の源泉

の一部活用方法や、さきに述べました木質バイ

オマスチップボイラーとの関連性を調査しなが

ら、より効率の高い方法を採用したいというふ

うに考えております。

　次に、温泉表示につきましては、現在、浴室

内に表示してありますが、貼り紙が濡れますの

で、浴室に入る前の壁に添付したもので、通常、

表示してある場所に変更の表示をすればよいと

判断しまして添付したものですが、議員御指摘

のとおり温泉入り口の見やすいところに添付す

るように指定管理者へ指示していきたいという

ふうに思います。

　次に、温泉の営業時間の短縮につきましては、

やはり灯油の使用料の問題もありますので、温

泉入浴者の動向や灯油使用料削減効果等の様子

を見ながら検討していきたいというふうに思い

ます。

　以上でございます。

〇堀内貴志議員　ありがとうございます。

　改善策は、木質ボイラーなどを利用して最新

の機器で改良していただけるということですの

で、安心したいと思います。

　地下水の利用の表示、これについては、やは

り不親切です。法律的には、温泉施設の中に表

示すればいいということですけれども、これま

での表示は、私も現場に見に行きました。場所、

置いてあるのは、要は料金を払って、脱衣所に

行って、脱衣所に掲げてあったわけですよ。中

に入らないと見えないわけです。表の表示は今

までと変わらないということは、入る人はみん

な温泉だと誤解をします。先入観もあるもので

すから、中に入って脱衣所の標示板を見る人は

どうでしょう、何割おるでしょうか。というこ

とは、みんな温泉だと思って入っているわけで

す。その先入観のもとに入っているわけです。

だから、親切、不親切と言えば不親切です。正

直に話すことが私はいいと思います。このまま

ずっと続くわけではないですので、やはりちょ

っと今の現状を知っていただいて、それで利用
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していただくという方向がベストではないかな

というふうに思いまして、改善されるというこ

とですので納得いたしたいと思います。

　そして平日の稼働時間４時に変えることによ

って、やっぱり燃料代がかさむ、それもわかり

ます。しかしながら、垂水のキャッチフレーズ、

「花と渓谷と温泉のまち」３本柱の一つなんで

す。この１つということは、行政みずからやっ

ぱり積極的に、燃料はかさむかもしれませんけ

れども、維持する必要があると思う。民間には

温泉をやってください、やってくださいという

指導の立場、行政として言えなくなると思いま

す。

　私はこの４時からするこの事業については、

反対の立場です。なぜ。だって、道の駅は日帰

り温泉を売りに出しているわけです。日帰り温

泉というのは、昼間にランチを食べて、温泉に

入って帰っていただく。昼間ランチを食べに来

たけれども、４時からしか温泉は入れません。

市民の人はがっかりします。温泉、昼入れるの

は土・日だけです。それでいいんでしょうか。

昼間温泉を稼働しないことによってレストラン

にも影響が出るのではないかと思いますし、そ

して一番心配なのは客離れです。これ１カ月、

２カ月、３カ月過ぎて、その後復帰したとして

も一回客離れしたお客はもとに戻すということ

は労力と日数、相当かかります。だから、あえ

て私は、時間を縮小するんではなくて、いろん

なことを考えるとやはり、燃料代もかさむかも

しれませんが、例えば客離れ、その客離れを戻

す予算、そういったことを考えると、維持する

必要があるのではないかと思いますので、その

点をもう一度行政の立場で的確な回答をお願い

したいということと、最後には、もう一つ、こ

の温泉事業ですけれども、私は以前、議員にな

って最初の一般質問の中で話して、行政に要望

した事項がございます。

　先ほどから何回も繰り返しますけれども、垂

水のキャッチフレーズ「花と渓谷と温泉のまち」、

私はこの３点を生かすことによって垂水はすご

く活性化できるキーポイントだと思っておりま

す。だから、その一つ、温泉を強く力を入れて

言っているわけですけれども、前回の一般質問

の中で温泉のまちということをイメージづける

ために看板の設置についてお願いをしました。

塚田課長は、そのときに市内の観光案内板に温

泉の場所がわかるように工夫をしていきたいと

いうふうに話されています。あれから１年半の

歳月が過ぎました。車で通過しても垂水は温泉

のまちだというイメージづける看板は私には見

つけることはできません。どのように工夫され

たのか、それについてお伺いしたい。

　なぜこの質問をするかというと、先日、温泉

ソムリエアンバサダー、新しい資格です。その

川原潤一さんという方とお会いしてお話をさせ

ていただきました。その川原さんは、垂水の温

泉は全国レベルで見てもどれも貴重な温泉だと。

温泉を生かしたまちづくりをすれば、指宿・霧

島と並ぶ鹿児島３大温泉地になると絶賛してお

られました。この温泉を生かしたまちづくりを

すれば温泉で人が呼べるとおっしゃいました。

そのためには、まず、垂水美人温泉郷、これは

例えばの文言です。そういった文言で垂水の温

泉をイメージづけさせる看板を数カ所に設置す

ることが必要だということをおっしゃいました。

　垂水のキャッチフレーズの中のまず、温泉を

生かすための看板の設置について、１年半前も

同じ質問をしておりますが、あえてこの場でも

う一度質問させていただきます。

〇商工観光課長（塚田光春）温泉の営業時間

の時間短縮をすることで、当然レストランの影

響、それから客離れを起こすことは、十分私ど

もも承知しておりますが、温泉の改善期間の短

縮は避けられないというふうに思っております。

　もし、温泉時間を短縮しないで通常に営業し

た場合、これまでの灯油代に比べまして、月で
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約50万円、年間にしますと約600万円の増額にな

りますことから、もしこのことが原因で赤字に

なった場合、今回は当初で予想されないトラブ

ルでございますので、市のほうで負担すること

になりますことから、通常の営業時間に戻すの

は極めて厳しいものと思います。

　それから、次に、温泉のまちとしてわかるよ

うに垂水市の観光案内板に温泉の表示をするよ

うな取り組みをされたかという質問についてお

答えします。

　まず、市役所の正面玄関前に垂水市の観光案

内板がありますが、その観光案内板をリニュー

アルしまして、温泉のマークを表示いたしまし

た。

　また、道の駅や宮脇公園のところに最近、県

のほうで立てていただいた看板がありますが、

その看板は写真印刷になっておりますことから、

温泉マークを張りつけることで体裁がよくない

ため、避けたところでございます。

　今後、温泉ＰＲの方法としましては、大隅の

観光ＰＲのために県の大阪事務所等の紹介によ

り、本市へも旅行エージェントが参りますので、

この際に垂水市の温泉のよさをＰＲしたり、教

育旅行の誘致のために関西・中国地方方面へ行

きますので、この際に旅行エージェントに温泉

のＰＲなどをしてまいりたいというふうに思い

ます。

　また、温泉宿泊マップや飲む温泉水マップの

配布、それからホームページ等で温泉のＰＲに

努めていきたいというふうに思います。

　以上でございます。

〇堀内貴志議員　今、課長から消極的な意見を

いただきました。

　避けられない、損失600万円。じゃ、課長、客

離れして客を戻すため、例えばレストランの収

益が落ちる、温泉事業がないから。そうした損

失計算されたんですか。

　そうした損失は、じゃ、どうするんですか。

温泉事業を縮小したことによってレストランの

営業の収入が減る。客離れがする。そしてどん

どんどんどん客が離れていって、最終的には経

営が困難になる。こういうことも予測されるわ

けですよ。ましてやそれで垂水市は、キャッチ

フレーズの中に温泉が入っているわけですよ。

市が関与している道の駅たるみず、温泉を縮小

するんであれば、そのキャッチフレーズから外

してくださいよ。その温泉事業、温泉、そのキ

ャッチフレーズを。そのぐらい私は意気込んで

います。

　でね、ＰＲです。看板を立てられるとおっし

ゃいました。目立ちませんよ、あんな看板では。

　これは黒川温泉の看板ですよ。一目で温泉の

まちとわかりますよ。見てください、一目でわ

かりますよ。

　これは大分県の別府、「温泉カルテ」という

ところのやつをあちこちに張ってあります。「温

泉カルテ」。

　まだありますよ。これ、いろんなところ、垂

水は飲む温泉水とも言われています。これ、飲

む温泉水、飲む場所をつくっておるんですわ、

市町村によっては。このぐらい温泉をＰＲして

おるんですよ。このぐらいしないと温泉のまち

とは言えないわけです。ただ看板に温泉マーク

をつけた、温泉の表示をつけたぐらいでは、温

泉をＰＲしておることにならないと思います。

そこのところをしっかり考えていただいて、今、

結論は出ないと思いますので、しっかり考えて

いただいて、予算のほうをつけていただきたい

なというふうに思います。

　垂水の観光振興、私はこの温泉は一つのキー

ワードだと思っています。まずは垂水市の温泉

をイメージさせる看板、設置することを市長、

財政課長、強く要望しておきます。

　結論は出ないもんですから、参考に聞いてく

ださい。

　先ほども紹介しましたけれども、温泉ソムリ
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エアドバイザー、この温泉ソムリエというのは

全国に4,000人ぐらいおるそうです。私がお会い

したのは、温泉ソムリエアンバサダーと言われ

る方です。温泉ソムリエの中でもランクの上の

資格を持っておられる方だという川原さんです。

　その方は、温泉事業について、今、「維新八

策」というのがどこかの政党から出ていますけ

れども、この人は垂水の温泉にほれ込んで「垂

水温泉八策」という資料をつくっております。

これを見てもらうと垂水の温泉をＰＲできる情

報がいっぱい入っております。こういうのを参

考にしていただいて、やっぱり垂水の温泉を生

かしたまちづくり、これを考えていただければ

なというふうに思います。

　質問をもっとしたいんですけれども、この質

問はこれで終わりにしますが、最後に、ＰＲを

兼ねて、垂水の温泉を知っていただくために、

この方のテレビ放送がきょうの７時から、ＭＢ

Ｃだったですかね、「どんかご」だったですか

ね、あります。垂水市の温泉を紹介されており

ますので、それをしっかり見ていただいて、行

政の方もしっかり見ていただいて、垂水市の温

泉を生かしたまちづくり、それをすることによ

って垂水市はもっともっと観光を誘致できるん

だということを認識していただきたいというこ

とを要望しまして、早いようですけれども、質

問を終わらさせていただきます。

〇議長（宮迫泰倫）市長、今の質問に対して

お答えできますか。（「要望でいいが」「いい

です」等呼ぶ者あり）要望でいいので、質問は

ね。

〇堀内貴志議員　要望でいいです。

〇議長（宮迫泰倫）　はい、わかりました。

それならそういうことで、課長、よろしくお願

いします。

　ここで、暫時休憩します。

　次は、11時30分から再開いたします。

　　　　　午前11時18分休憩

　　　　　午前11時30分開議

〇議長（宮迫泰倫）　休憩前に引き続き会議

を開きます。

　４番感王寺耕造議員の質問を許可します。

　　　［感王寺耕造議員登壇］

〇感王寺耕造議員　皆さんお疲れさまです。お

昼前になりました。傍聴の方々も大分少なくな

りましたけれども、一生懸命努めますので、よ

ろしくお願い申し上げます。

　まず、質問に入ります前に、少しだけ前語り

をさせていただきます。

　12月２日午前８時ごろ、山梨県大月市と甲州

市にまたがる中央自動車線上り線の笹子トンネ

ルで、約130メートルにわたり天井のコンクリー

ト板約330枚、計360トンが崩落。現在死者９名

を数える重大事故が発生いたしております。中

日本高速の担当者によりますと、点検マニュア

ルでは、問題のボルトは、腐食、破損が最も心

配されるため、目視による確認が必要としてお

り、打音検査は手の届く範囲に限られていたと

のことです。

　この点検マニュアルは、国交省の道路政策を

支援しております日本道路協会が求めた道路ト

ンネル維持管理便覧に基づいており、この便覧

でも「検査の目視を主体とする」と定めてあり

ました。

　国交省は、笹子トンネルの保守・点検状況を

調べるとともに、便覧の見直しも検討する方針

とのことです。日本の高速道路・トンネル・国

道・橋梁等のインフラ整備は、高度経済成長１

期以降に張りめぐらされ、近年、長寿命化計画

の国策が端緒についたばかりの時期に起きまし

た今回の悲劇でありました。死亡された皆様の

御冥福をお祈りするとともに、今回の事故の原

因解明を徹底的に図り、老朽化したインフラの

長寿命化計画の前倒しでの事業推進を図ること

が政治の役割であると私は考えます。
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　本市でも国の施策を受け、橋梁、公営住宅等

長寿命化計画が作成されております。市長、市

民の生命を守ることが行政の一番の使命である

と私は考えます。国の予算の動向もありましょ

うが、今回のような事故が本市で起きないよう

に、可能な限り前倒しで長寿命化計画を推進す

るように切にお願いいたします。

　それでは、前語りはこれぐらいにいたしまし

て、議長の許可をいただきましたので、質問に

入らせていただきます。

　市長、担当課長の明確な答弁をお願いいたし

ます。

　まず、新城南萩ケ峰の林地開発について質問

いたします。

　本年６月29日、鹿屋市の不動産業者より農林

課林務係に山林の伐採届約4,900平米が出され、

ソーラーシステムの計画があるとのことでした。

その後、伐採だけにとどまらず、山林原野を含

め、約３ヘクタールの土地造成がなされており

ます。隣接地の所有権者との協議もなく、法面

の崩落及び土石の流出を防ぐに足る擁壁の設置

もなく、表面排水の対策もなされていないずさ

んな工事のため、これまでに北東に位置する内

山地区の田に、また、東南に位置する感王寺集

落の民家にシラスが流出しております。近年の

集中豪雨を考えますと、「このままでは大きな

災害が起こるのでは」と近隣住民の皆様は非常

に心配されております。

　私も６月下旬、住民の方から第一報をいただ

いてから、再三再四現場に足を運び、直接の担

当課である農林課へたび重なる申し入れをして

まいりました。

　しかしながら、工事は継続中で、何らの問題

解決もなされておりません。農林課長、これま

での経緯と申し入れ後の対応、不動産業者との

協議について詳しく説明願います。

　土木課長、本件については、垂水市土木工事

の規制に関する条例及び施行規則による届け出

が必要であり、工事の基準にのっとった施行が

必要であると考えますが、見解を伺います。

　また、鹿児島県土地利用対策要綱第３条に規

定されている知事への土地利用協議書の提出が

必要な案件ではないかと考えますが、これにつ

いても重ねて伺います。

　この点については、企画課長でも農林課長、

土木課長でもどなたでも結構です。

　次に、農業振興地域の見直しについて質問い

たします。

　見直しにつきましては、５年ごとに見直すこ

とになっておりますが、平成14年の見直しから

９年間なされておりません。私はここ３年間、

見直しの早期着手を申し入れしてまいりました。

農林課長、長期にわたり見直しがなされなかっ

た理由と今後の見通しについて質問いたします。

　次に、固定資産台帳の見直しについて質問い

たします。

　本年６月議会で、法務局の登記簿と本市の固

定資産台帳との錯誤を指摘し、抜本的な対策を

求めました。その際の税務課長の答弁では、平

成22年度から２年間かけ、緊急雇用創出事業に

より、２名の臨時職員を雇用し、法務局の登記

簿と本市の手書き台帳の照合を終え、現在、電

算台帳との照合を進めているとのことでした。

その後の進捗状況と面積更正が何件あったのか

説明願います。

　最後に、平成25年度の予算編成について市長

にお伺いいたします。

　24年度と同じく枠配分方式と市長の政策枠と

の２本立てで予算編成なされるのか。また、政

策枠の総額と当初予算の規模はいかほどを考え

ておられるのかお願いいたします。

　また、どのような施策を重点目標に置き、予

算編成なされるのかについてもお伝えください。

　以上で１回目の質問を終わります。

〇農林課長（池松　烈）それでは、新城南萩

ケ峰の森林法第10条の８の規定によります伐採
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及び伐採後の造林の届け出のありました件のこ

れまでの経緯と申し出後の対応について、主な

ものを時系列に私のほうで説明させていただき

ます。

　また、この件に関しましては、さまざまな情

報提供をしていただきまして、非常に感謝申し

上げているところでございます。

　まず、６月29日に届け出があり、全伐採後に

ソーラー施設を検討しているということであり

ました。

　７月２日に伐採予定地の現地確認調査を実施。

伐採に関し支障がないことを確認。決裁後、３

日に伐採による適応通知を発送しております。

　その後８月６日、土砂流出の情報提供を受け、

現地調査を実施。台風10号による雨の影響で、

市道及び農地にシラスが流入していることを確

認しました。まだ現地は一部伐採の中途であり、

また、届け出以外の原野部分を含めた造成工事

も実施しており、届け出者に流出土砂の除去と

土砂流出防止対策の徹底を依頼しました。土木

課には市道の確認作業を依頼したところでござ

います。

　そこで、８月７日、文書にて土砂流出防止の

ための防護堤及び沈砂地等の設置を求めるお願

いをいたしました。

　８月28日には、地域振興局の担当者に請負工

事者への指導を依頼いたしました。

　９月13日に現地確認調査、仮設の沈砂地、土

砂流出防止のための土堤及び市道への土砂流出

防止のための土のうの設置が現場入り口付近に

確認できたところです。その後、届け出者に今

後の工事状況の確認を行い、整地後にソーラー

の設置との報告でした。

　９月16日、台風16号の影響によりまして、民

地への土砂流出の情報があり、現地確認調査を

実施いたしました。届け者に早急な対応を強く

要請。午後５時過ぎに対応終了の連絡を受けま

した。それを受けまして、職員を民家へ派遣。

作業終了を報告するとともに当日だけの避難を

要請、了解を得、避難していただいたところで

す。同じく情報提供者へも同様の報告を行った

ところです。

　９月24日、現地確認調査、土砂流出防止対策

等の確認を行いました。

　９月25日、台風17号接近を受け、届け出者に

土砂流出防止対策等を要請。同日、御承知のと

おり議員にそれまでの経過を報告したところで

ございます。また、同日には、民間の方より地

域振興局へのお願いの連絡もあったとのことで、

本市からも届け出者及び工事請負者への指導を

依頼しました。また、今後のことで、国土利用

計画法の規定に基づく一定面積を超えた賃貸契

約等が発生した場合を想定し、企画課に県への

情報提供をお願いしたところです。

　10月４日、文書にて周辺の人家及び農地等へ

土砂流出や土砂崩壊等の危険が及ばないよう排

水施設の整備等の適正な工事実施のお願いをし

ました。その後、機会を見まして現地確認調査

を実施してきているところであります。

　また、新城地区の地域振興計画の検討会にお

きましても、御存じのとおり適正工事実施の意

見等があったところです。

　今、主なものを時系列に説明いたしましたが、

今回の処理につきましては、伐採届け出の対応

実施のみで、工事等の実施につきましては、適

正な工事実施のお願いという形でしかできませ

んでしたので、関係機関へ規制対象、指導対象

となる根拠法令等に基づいた指導等の実施をお

願いしてきたところですが、それも適合に至る

法令等が見つからないということで、なかなか

しっかりした対応ができないところでありまし

た。

　また、届け者において、その職業柄から、関

係機関で許可の有無の確認をした上で開発許可

が要らないという思いがあるようで、工事実施

に当たっての説明、図面等を求めましても本当
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に簡単な図面と口答による説明が多く、お願い

の徹底ができないところでありました。最近に

なりまして、工事の状況が全面的に広がってき

たのを確認いたしましたので、状況を確認した

ところ、本当に簡単な図面が送付されてきまし

た。それをもとに本課で協議し、改めまして土

木課及び企画課にお願いをしたところでありま

す。

　土木課におきましては、所管の垂水市傾斜地

における土木工事の規制に関する条例に照らし

合わせてみるとのことで、企画課におきまして

は、県の鹿児島県土地利用対策要綱での対応を

県に情報提供していただくとのことで、また、

本課におきましても改めまして大隅地域振興局

の林務担当の方に全体的な中での現況を説明し、

指導等の実施についてお願いをしているところ

であります。

　以上でございます。

〇土木課長（宮迫章二）今、農林課長のほう

から回答がありましたが、土木課といたしまし

ては、垂水市傾斜地における土木工事の規制に

関する条例及び同施行規則に基づき、開発者に

対しまして、土木工事届の提出をさせました。

その中で土工事の基準に従って施行するように

（「提出はいつされたの」と呼ぶ者あり）11月

30日にさせまして、土工事の基準に従って施行

するように資料を渡して指導しているところで

ございます。

　鹿児島県土地利用対策協議につきましては、

これは県の企画部が所管で、市は企画課が窓口

でありますが、関連して土木課のほうでお答え

いたします。

　現在、地域振興局の土木課へ出されましたそ

の申請書一式の写しと現在の写真を添付しまし

て報告はしてあるところでございます。

　以上であります。

〇農林課長（池松　烈）それでは、農業振興

地域の見通しについて。

　５年に１回の見直しが目安であるのに９年間

行われていないことについて、その理由と今後

の見通しについて説明させていただきます。

　農地法に基づきます農地転用許可制度とあわ

せて、優良農地を確保するとともに農業振興施

策を計画的に推進するための農業振興地域の整

備に関する法律の第12条の２に、市町村は、そ

の区域にある農業振興地域について、おおむね

５年ごとに農業振興地域整備計画に関する基礎

調査として、農林水産省令で定めるところによ

り、農用地等の面積、土地利用、農業就業人口

の規模、人口規模、農業生産、その他農林水産

省令で定める事項に関する現況及び将来の見通

しについての調査を行うものとすると規定され

ておりますが、平成14年５月に見直しを行って

から現在に至るまで見直しを行っておりません。

また、今年度におきましても、まことに申しわ

けない話ではありますが、その運びには至らな

いようであります。

　そこで、その理由でありますが、本市におき

ましては、平成４年に見直しを行い、その後、

平成14年５月に見直しを行っております。

　そのような中、行財政改革により、専任の職

員の配置がなくなり、兼任での業務となったこ

とから、さまざまな業務の急を要する業務が優

先され、農業振興地域見直しの業務におきまし

ては、個々の農用地区域の農用地除外の業務が

行うものになってしまいがちになったり、また、

作業を進める中で紙ベースでの字図と現況との

整合に戸惑ったりしているのが現況のようであ

ります。

　そこで、今後の方法論も含めた見直しについ

てでありますが、ただ、本市のいろいろな状況

や農業従事者の高齢化の進行の中で、現況との

整合性を重視する中では、見直しの必要性を感

じ、少しずつではありますが、作業に取りかか

ってきておりましたので、現在、その量的なも

の、質的なものにおきまして方法論を再検討し
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ているところであり、平成25年度中には全体見

直しができたらと考えているところであります。

　以上です。

〇税務課長（葛迫隆博）固定資産課税台帳の

見直しに関する御質問にお答えいたします。

　法務局と税務課にある課税台帳の照合及び更

正作業につきましては、税務課職員が毎月１回、

法務局に異動通知を受け取りに行きます。その

異動通知により、手書き台帳、それから電算台

帳、照合しながら更正を行っているのが現状で

あります。

　しかしながら、いまだに手書き台帳に錯誤が

ありますことから、抜本的な対策として、平成

22年度から２年間かけまして、緊急雇用創出事

業により２名の臨時職員を雇用し、照合作業を

実施したところであります。

　約９万筆ほどでございましたが、まずは法務

局登記簿と手書き台帳の照合を行い、次に電算

台帳の照合を終えたところでございます。その

結果、地籍更正が1,387件であることが判明し、

そのうち還付対象が139筆、新たな課税、すなわ

ち追徴対象が218筆となっております。

　今後の作業として、この357筆の課税更正の方

向性を検討することといたしております。

　以上です。

〇財政課長（北迫睦男）平成25年度の予算編

成につきましては、私のほうから答弁させてい

ただきます。

　平成25年度の予算編成方針につきましては、

１番目に安心・安全な垂水のまちづくり、２番

目に６次産業化と観光振興、３番目に子育て支

援、高齢者対策の３つの重点施策とするととも

に第２次財政改革プログラムに基づきまして、

引き続き行財政改革を進めるとしているところ

でございます。

　お尋ねの予算編成方式でございますが、平成

24年度に実施しました課別枠配分方式と政策調

整枠を今回も採用しております。

　枠配分方式は、その年度に見込まれる一般財

源の予算枠をあらかじめ各課に配分し、各課は、

配分された一般財源の範囲内で予算編成を行う

もので、平成25年度は、人件費や扶助費、複数

年の負担が決まっている委託料、リース料、負

担金などを除いた各課の歳出見込み額から一般

財源が充当される部分のみを配分しております。

　各課への配分額の合計は、平成25年度で見込

まれる一般財源ベースの歳出額61億円余りのう

ち約７億2,000万円となっております。

　また、政策調整枠は、各課職員の創意工夫に

より、元気な垂水づくりを実現できる事業を対

象に課別枠配分の枠外で予算措置するもので、

選考は市長プレゼンテーションにおいて決定す

るものとしております。

　平成24年度予算における政策調整枠の実績と

しましては、垂水高校振興対策事業、農業用水

水源確保対策事業など18件を採択し、事業費ベー

スで約8,000万円、一般財源ベースで約2,400万

円の事業を実施いたしました。この結果は、初

めての試みであったこともあり、満足のいく結

果ではなかったことは事実でございます。

　今年度も市長プレゼンテーションを行い決定

していくことになりますが、積極的な提案を指

示していただいたことで、現在のところ人口増

対策事業、空き家有効活用事業など20件、事業

費で約３億8,000万円、一般財源ベースで5,900

万円程度提案されております。

　元気な垂水づくり事業に向けた予算を計上し

ていきたいと考えているところでございます。

　当初予算規模の御質問でございますが、現在、

予算ヒアリング中で、どの程度の規模になるか

わかりませんが、平成24年度が、当初予算で86

億300万円でございましたので、元気な垂水づく

り事業のため若干伸ばしたいと考えているとこ

ろでございます。

　以上でございます。

〇議長（宮迫泰倫）　ここで、暫時休憩しま
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す。

　次は、１時10分から再開いたします。

　　　　　午前11時53分休憩

　　　　　午後１時10分開議

〇議長（宮迫泰倫）　休憩前に引き続き会議

を開きます。

　４番感王寺耕造議員の質問を続行します。

〇感王寺耕造議員　一問一答方式で進めてまい

ります。

　まず、新城南萩ケ峰の林地開発についてです。

　各課長の答弁をいただきました。感想といた

しまして、大山鳴動してネズミ１匹、あきれ果

てて物も言えません。その理由を今からるる述

べておきます。

　６月29日届け出があってから、私、そのすぐ

後、情報をいただきまして現地に赴き、実際田

んぼに流入していたものですから、すぐその足

で農林課へ出向いた次第でございます。

　その後の経緯は、農林課長のほうからるる述

べられましたけれども、ただ、私、感じるのは、

これもやりました、あれもやりましたと言われ

るんですよね。言われるんですけれども、それ

が問題の解決策に一つもなっていないんですよ、

これは。そうでしょう。

　土木課長、本市の急傾斜地における土木工事

の規制に関する条例、または施行規則、この部

分について届け出義務があると思ったから、私

が質問通告してから11月３日に、３日でしたか

ね、（「30日」と呼ぶ者あり）10月30日ですか

（「11月」と呼ぶ者あり）ごめんなさい、11月

30日にやられたわけですよね。ということは、

これは必要があったということですかね。その

部分のまず確認をさせてください。

　あともう１点、地目に関してちょっと関連し

て質問いたしますけれども、税務課長、お願い

いたします。

　現在、このソーラーシステムについては、さ

まざまな部分でいろんな問題が起きております。

例えば畑地目について、上物をつくってその部

分で電源開発を行う。また、光が入らない生姜

であるとかそういう部分も二重利用するんだと

いう部分が問題になっております。その部分で

地目、地目の変更をどうするのかという問題と

課税上の問題、この部分が問題になっておりま

す。私もこの問題が出ているから、ソーラーシ

ステムについて地目どうなるんだろうというこ

とで、農林課長はまた農業委員会事務局長を兼

務されておりますけれども、そちらのほうにど

うなっているんだと、法務局に問い合わせてく

れという部分で申しました。そしたら、法務局

見解は鹿屋支局のほうではわからんと、上に上

げますということで、地目については一応雑種

地として取り扱えというような指示を受けたと

いうことでございます。この部分の確認が１点

と、もう１点が、課税の問題ですね。固定資産

税の部分、雑種地の部分ですけれども、この部

分を宅地並みに扱うのか、そのあたりについて

まず教えてください。

　以上２点で、まず、２回目の質問を終わりま

す。

〇土木課長（宮迫章二）土木課といたしまし

ては、先ほど農林課長が答弁しましたように簡

単な平面見取り図を11月27日に初めて見せてい

ただきました。それで造成工事をすることを初

めて知った次第でありますが、それであれば、

先ほど回答しましたとおり土木工事の届け出が

必要となるため、開発者に対して工事届を提出

するように求めたところであります。

　現場を見たのは11月29日でありましたが、そ

の見取り図からすれば、想像できないぐらいの

大工事が展開されていたため、現場から再度届

け出の提出を求めたところであります。

　翌日、11月30日に工事届を持ってこられたた

め、関係課と協議をしますので、工事をしばら

くとめてくれと申し入れをしましたが、開発者
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は、今、とめたら、土砂がかえって流出すると

いうことでありましたので、土木工事の基準に

基づいた工事を指示したところであります。

　12月３日に再度現場に行き、施工業者に対し

て開発許可申請の手引きと土木工事の基準にあ

ります資料を渡しまして、工事施行の指示をし

ているところであります。

　以上であります。

〇税務課長（葛迫隆博）林地開発に関する質

問がございました。２点あったと思います。

　まず、１点目の農地でのソーラー設置、これ

は確かに最近では、ソーラーの下で耕作をしな

がらというようなことで研究が進んでいるよう

であります。

　いろいろ見解がございまして、例えば農地転

用を必要とするのかしないのか、あるいは御質

問のございました課税の件も、例えば宅地基準

にするのかあるいは農地基準にするのか、いろ

いろ農水省のほうにも問い合わせがあるようで

ございます。近日中にそれらの見解につきまし

ては、私どものほうに届くものと思っておりま

す。

　それから２点目の地目と課税の件でございま

すが、通常のソーラー設置に関してお答え申し

上げます。

　議員御指摘のように全国各地で今、展開され

ているところでありますが、本年７月に千葉県

のある自治体から、メガソーラー設置に関する

土地の評価について照会がございました。その

後、照会元である千葉県の自治体から８月に集

計表が送付されまして、照会先225市町村のうち

事例のあった61市町村の75事例が掲載されてお

りました。

　その事例によりますと、市街化区域は宅地と

しておりますが、指定のない区域につきまして

は、すべてが雑種地として評価しております。

　また、課税につきましては、宅地の50％から

70％、いわゆる宅地批准でございますが、率の

取り扱いにつきましては、市町村によって違い

がございます。

　御質問の案件につきましては、ソーラーの設

置が具体的になった際に、先ほど申しました事

例を参考に検討を重ね、その上で関係課と協議

により評価を決定することになります。

　以上でございます。

〇感王寺耕造議員　３回目に入ります。

　私はなぜこんなに強く申し上げますかといい

ますと、この土地については、もう20年来から

問題のある土地でございます。20数年前に新城

の地元の方と売買がなされて、鹿屋市の不動産

業者とですね。その後、20年ぐらい前だったと

思いますが、ちょうどまだシラスの採掘がはや

っていた時代、10アール当たり40万円から45万

円もしました。そういう高い時代ですね。シラ

スが出ないかということで無許可で試し掘りし

ているんですよ。試し掘りした後の結果が、新

城小学校の方向に流れてきております。

　それで、これについては、私どもも地元の田

平輝也議員と私、２人しまして、これはもう治

山工事をしていただかなきゃいけないというこ

とで、担当課の耕地係に相談しまして、振興局

のほうにつないでいただきました。

　それで、その折も２人して手分けして地権者

の同意印をいただいて、ずっとお願いした経緯

がございます。昨年、県の部分の予算いただき

まして、現在、治山工事が終了しつつあるんで

すけれども、そういったいわくつきの土地なん

ですよ。農林課長、御承知でしょう。

　それで、私が農業委員会会長をしていたころ、

７～８年前になりますか、８年ぐらい前ですか

ね。そのときもまた何か無許可でやり出して、

その折は全滅の田んぼが、そんな面積は大きく

ないですけれども、４枚か５枚ありました。農

業者は自己の部分で施行でみんなどけたんです

よ。そのときも私は相談しているんです。そう

いう経過があるものですからこういうふうに強
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く言っているんですよ。

　また、この土地につきましては、私が６月末

に情報提供いただきましてからすぐ行った。そ

れで林務の係２人と私、現地へ出向きました。

そのときは確かに一部伐採が残っていたところ

もありましたけれども、もうすべてほとんど伐

採を終わっていると。それで、もう開発の部分

も現在の部分と変わらないような開発を行って

いたんですよ。ですね。

　だから、その時点で関係各課とよく協議して、

県の土地要綱があるわけですから、企画課、ま

たうちの部分の条例や施行規則の部分は土木課、

一緒に集まって庁議を開いて、住民のために、

市民の財産を守るために立ち上がるのがあなた

達の仕事でしょう。まず、庁議を開いたのか。

また、市長は、この問題についてきょうまで認

識はあられたのか、その部分について追及いた

します。

　税務課長のほうについては、一応雑種地の取

り扱いということで了解しました。ただ、課税

については、市街化区域以外は、千葉県の例も

引かれましたけれども、宅地並みの50％か70％

ということでございます。

　実際、正式な申し入れといいますか、建設の

部分も申請が出ておりませんので、ただ、これ

から、いろいろ聞くところによりますと、私、

これ１件だけではございません。ほかも１件は

実際相談を受けているところもありますし、ほ

かの部分でも既に２件ほど、合計３件ほど耳に

しております。

　そういう部分もございますので、他市町村の

動向、あと、ただ、私はやっぱりこの部分につ

いては、宅地以上に、結局事業をやってもうけ

られるシステムに現在なっておりますので、で

きれば50％ではなくて70％ということで希望し

ております。

　この分については、市長とも御相談いただい

て、近々そういう案件もございますので、早急

に検討していただくような形でお願いいたした

いと思います。

〇農林課長（池松　烈）それでは、ただいま

の質問にお答えしたいと思います。

　まずもって、感王寺委員の御報告のあった件

に関しましては、林務のほうの担当者、また、

関係課のほうから情報を得ているところであり

ます。近々になりましては、確かに平成15年12

月に伐採届け出が出ておりまして、シラスの採

取を実施しようとしていたと思います。今あり

ましたように試掘をする時点で市道、農道等に

土砂が流入して、平成15年５月27日に顛末書が

提出されているというような状況でございまし

た。

　私どもも今回一番心配しましたのは、この平

成15年から16年にかけてのこの時点での業者さ

んの対応がやはり気になったものですから、一

番のところは事業を中途で放棄して、予算的な

面で続かなかったりとかいうのがあったときに

新城の地区の方々に大変な迷惑をかけるという

ことが想像されましたので、感王寺議員からも

いろいろと御相談があったたびに関係課、また

県のほうにも再三お願いをしてきたところでは

ございます。

　ただ、県のほうとも再三連絡をとりまして、

また、うちのほうによくいろんな業務の打ち合

わせに見えるんですが、その際にもお願いした

んですけれども、なかなかうちのほうの報告と

いうかお願いが出ていただけないと。ですから、

先ほど報告いたしましたように２回ほどその文

書にてお願いをするという形でしか対応はでき

ませんでした。

　また、それと関係課のほうにつきましては、

その都度、こういう状況があるからお知恵をく

ださいというようなことでお願いはしておった

ところです。

　あと市の全体的な中で会議をしたかというこ

とでございますが、まだこの時点におきまして
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は、とにかくその時期に担当ができるような課

で連絡をしっかりととったほうがいいというこ

と、それから、さきほど申し上げましたとおり

伐採届け出のうちも範囲でございましたので、

とにかく上位法であります森林法の林地開発、

それから今、議員のほうからもありました土地

利用対策の関係、これらを県のほうの地域振興

局の担当の方も土木のほうにも御配慮いただき

たいと、連絡取っていきたい、情報の提供をし

ていただきたいということで再三お願いをして

いたんですけれども、なかなか県のほうも動い

ていただけない状況でございました。

　最近になりまして、先ほどちょっと林地のほ

うの報告もいたしましたが、最近のほうになり

ましてやっと林地係のほうが重い腰を上げてい

ただいたと。で、今、現況の中で私が一番、何

で私なんかが今まで何回かお願いしていたのに

今までだったんですかという話をしたところ、

担当者の方がおっしゃるには、うちの伐採届け

出いきます森林法におきましては4,900幾らで5

,000平米未満と。しかしながら、県の森林法の

ほうで確認すると、現況でいったら２万を超え

るんじゃないかというようなことで、県のほう

では、林地開発の手続をとるようにというよう

な指導をされたみたいです。その際にいろんな

工事の内容、それからそれに附随するたくさん

の資料の提供を求められたようでございます。

　ただ、業者の方は、それだったら、伐採届で

済む程度の開発しかやらないから、もう何もな

いよねというようなことで、県の方々とはその

後、何も連絡をされていないというようなこと

でございまして、いや、それじゃなくって、実

際のところ私どもが情報提供した際に何でもう

ちょっと早く動いていただけなかったんですか

というようなことをお話をしたんですけれども、

とにかく今回はそれを前提に動かしていただく

ということで、今週からやっと現地のほうでう

ちのほうで伐採届が上がっている地番の測量を

自分たちでやらしてくれと。ただ、林地開発に

関して適法であるのかどうであるのかというの

については、もう少し時間をくださいというこ

とで報告があったところであります。

　ただ、確かに頭でおっしゃいましたように問

題の解決策（「時間がないので簡潔にお願いし

ます」と呼ぶ者あり）ということでありますが、

確かにここのところに至っては、もう少し強固

な連絡体制等をとらなかったというのはあるの

かもしれません。

　以上でございます。

〇市長（尾脇雅弥）感王寺議員の私への質問

についてお答えをいたします。

　この案件につきましては、台風16号の後、９

月中旬ごろに農林課からの報告を受けて適切に

対応するように指示はいたしているところでご

ざいます。

　おっしゃったとおり市民の、あるいは県民、

国民の財産を守るというのは行政の最大の役割

であるというふうに認識をしておりますけれど

も、法令に従って、どこがどういった役割を果

たしていくのかということに関しては、今、担

当課長からも話があったような手順を踏んでし

っかりと連携をして、解決に向けて努力してい

ただくように指示をしたいというふうに思って

おります。

〇感王寺耕造議員　最後の質問に入らせていた

だきます。

　まず、質問に入る前に聞いていただきたいん

ですけれども、これは平成17年12月８日、一般

質問でございます。北方貞明議員が質問されて

おります。

　皆様御承知のとおり城山の造成、造成地、あ

そこを造成した折、業者がそのままいなくなっ

てしまったというか、そのまま何もせずにその

まま放置してございました。その分で当時の土

木課長平原さんの答弁ですけれども、この折も

もう住宅のそばまでどんどんどんどんシラスと
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土砂が流出してきていると。応急的に土木課で

土のうを積んで対応していたんですね。

　ただ、抜本的な解決策にならないということ

で、行政代執行法による工事をなさっておりま

す、市がですね。その防災工事、防災用土のう

積み行政代執行により防災工事費を合算すると

約1,500万円になりましたと。施工業者への請求

と返済でありますが、行政代執行法による工事

費は、本年９月に納付命令書を発行しており、

また、納付期限は本年12月27日となっておりま

す。しかしながら、現在までは納付されており

ません。今でも納付されておりません。こうい

う事例があったんですよ。1,500万円の金をどぶ

に捨てたんですよ。今回もこれと一緒のことに

ならなければいいがなという思いを込めて質問

いたしております。

　県の土地利用対策要領、また林地開発につい

ては、企画課のほうできちっと県のほうと協議

して対応していただくということをまず、お願

いしておきます。もうこれは時間がございませ

んので、お願いだけにとどめます。

　ただ、本市の傾斜地における土木工事の規則

に関する条例施行規則については、11月30日で

すか、これまで何で業者に提出しろと指導でき

なかったのか。私は悔やまれてならないんです

よ。私どもの仕事は、議員もそうですけれども、

行政マンも、条例、規則にのっとって粛々と市

民のために仕事をするのが当たり前でしょう。

だから議論させていただいているんですよ、こ

んなに熱くですね。

　この条例によりますと、今回の部分がすべて

当てはまるんですよね。結局、県の土地利用対

策要綱の部分で外れた部分もうちのこの急傾斜

地の傾斜地の部分でカバーできる条例、規則に

きちっとつくっていただいているんですよ。何

でこれをやらなかったのか。

　もう１点は、この部分で表面流水、排水の部

分、また擁壁の部分も工事の基準という部分が

きちっとうたってあります。また、第９条では、

工事計画の変更命令、これもうたってあります

し、それに従わない場合、第11条で勧告、この

部分もあります。また、監督処分として第12条

でうたってあるんですよ。13条、14条、15条で

罰金・過料の部分もきちっとうたってあります。

なぜこの部分をそんなにおくれてやったのか、

横の連帯が悪過ぎるんじゃないか。私、そう感

じるんですよ。

　市長、市長は、いつも申されております。私

もそのとおりだと思いますけれども、できない

ではなくてどうすればできるのか、その部分を

マインドに私は頑張っていくんだということを

おっしゃっております。私もそのとおりだと思

います。この部分をきちっと指示していただい

て、被害が起こらないように対処することをお

願いいたします。お願いじゃなくてその分につ

いて答弁を求めます。

　そしてまたもう１点、あと２点ほどあります

けれども、この問題についてですね。

　こういうような条例施行規則があるのにきち

っと本市が対応できなかったわけですね。そう

しますと、行政責任の問題が私、出てくると思

うんですよ。行政庁の規制権限の不履行による

不法行為ですね、この部分に該当すると私は思

うんです。もしこの部分でこのまま放置してこ

の部分もおくれて出させた、施行規則の部分も

おくれて提出させた。何ら解決できなくて、市

民の田畑・生命・財産、この部分が被害を受け

た場合は、あなたたちは行政責任、不作為の行

政責任という部分で私は訴えられると思うんで

すよね。そのとき私、先頭に立って頑張ります。

その部分についての認識を市長、副市長でも総

務課長でもいいからお願いいたします。

　あともう１点、関連しまして、平成23年４月

ですかね、森林法の改正がございました。これ

によりますと、平成24年４月以降、森林の土地

の所有者、個人、法人を問わず、売買、相続等
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により異動があった場合、登記簿のですね。こ

れ90日以内に届け出をしなさいという部分がう

たってあります。この部分についてホームペー

ジを開いてみますと、農林課の情報として入っ

ているんですが、ただ、この部分についての広

報が足らんと思うんですね。きちっと、だれが

どういう形で今、所有者なのかという部分を数

字として把握していく必要がございますので、

この点について、今、固定資産税課と対応をと

っているのか。また、これからどうやって広報

して把握していくのか。その点について関連し

て質問いたします。

〇市長（尾脇雅弥）先ほどもお答えをいたし

ましたけれども、生命・財産を守るというのは、

行政の最大の役割であるというふうに認識をし

ております。それが市であったり、県であった

り、国の役割であったり、その辺のところは法

令に従ってしっかりと確認をしながら、適切に

対処していくように関係課に指示を出していき

たいというふうに思っております。

〇副市長（寺地浩一）行政の責任と訴訟の関

係のことがございました。

　この件につきましては、そういうような訴訟

ということにならないようにといいますか、市

長からも答弁がありましたけれども、関係課に

指示をし、また、県の関係課のほうの業務もご

ざいますので、そこら辺としっかり連携を取り

ながら、被害が生じてそういう形にならないよ

うにしっかり取り組んでまいりたいというふう

に考えているところでございます。

〇感王寺耕造議員　認識の部分でもうちょっと

はっきりさせていただきたかったんですが、不

作為の行政責任ですね。副市長は一番わかって

いらっしゃると思うんですね。だから、この部

分については、そういったおそれもありますし、

実際これに該当するような行為であったと私は

思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

　次の質問に入らせていただきます。

　農振地域の見直しですね、２回目に入ります。

　５年に１回の見直しがなかなかなされていな

いと。平成14年から９年間なされていないと。

農林課長答弁にもございましたとおり、この法

律については、優良の土地を確保するとともに

農業施策をそこに集中していくという部分、こ

の部分が確かにございます。

　ただ、一方では、現在、市の耕作放棄地、こ

の部分が125ヘクタール超、超えていると。超と

いうことで、またもう一方、９年間もたつと時

代の流れ、また、人の流れ、高齢化ですから、

お亡くなりになって耕作できないとかいろんな

問題が出てくるんですよ。だから、そういう形

で、やっぱり見直しは５年に１回きちっとやっ

ていただかなければ私はいかんと思うんですね。

この部分については、いつもは厳しい財政課が

ことしも予算をつけてくれておりました。だけ

どことしもやらんかった。私、課長、３年間ず

っとお願いしているんですよ。

　なぜかと申しますと、もう周りが荒れ放題に

なっている。だけど、そのままするのは85歳の

おばあちゃんです。忍びないと。85の歳でビー

バーからって草はらいやって、クヌギを植えて

キノコ木にしようと森林組合に相談しているん

だという話を受けましたので、その部分で私は

ずっと３年間お願いしたわけです。

　ただ、この地目変更につきましても、御承知

のとおり農振の部分の見直しがないと農業委員

会の許可証が出ません。そうするとおばあちゃ

んは３年間ずっとからってきたんですよ。あと

１年間またビーバーをからわんないかんとです

よ。

　確かに国、県の権限移譲の部分で職員の方々

の職務という部分の職務量はふえているのは、

私、実際肌で感じております。農業は私の専門

ですから。

　所得保障制度についても、人・農地プランに
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ついても、農地法改正についても、そういう部

分で耕作放棄地の調査についてもものすごく仕

事量がふえている。それは理解しているんです

よ。だったら、その部分を財政課、市長にお願

いして、人員を兼務の部分で今、やっておられ

るということで大変なのであれば、その部分や

っていく必要があると思うんですよ。

　市長、市長にもうお聞きするしかありません

ので、来年度は必ずやらせるんだ、また、住民

の意向を酌んで耕作放棄地を解消するためにも

林業転換の部分を図るためにも人員を配置して

やりますと、その一言をお願いいたします。

〇市長（尾脇雅弥）今の農林課の関連につい

て御意見いただいたわけですけれども、御承知

のとおり定員適正化計画等もありまして、100人

を減らして50人を採用という中での仕事の配置

ということでございます。

　そういった中で、それぞれの課の皆様方と話

をしても、人は減って仕事はふえているという

のが事実であります。１人当たりの非常に負担

というのがふえているという現状は、私も理解

しておりますし、その中でどういった形で効率

的に連携をとりながらやっていくかというのは

課題でありますので、その問題と同時に、先ほ

ど９年間見直しがないということに関しては、

今、おっしゃっていただいたような現状等があ

りますので、その辺のところも作業をしっかり

と実施できるように関係課と連携をして指示を

していきたいというふうに思っております。

〇感王寺耕造議員　やっていただけるという

ことなんですけれども、人員については難しい

という形ですけれども、ただ、やっぱり人員の

部分が足りなかったら、これは人員をかけて行

政の、これは許認可の問題ですからね、市長。

許認可の問題であるわけで、それに関係する部

分の農振見直しなわけですよ。だから、市民の

皆さんもやっぱり意向があるわけですから、も

うここは畑じゃなくて山林化していると、やぼ

になっちょったっと。そういう部分を許可をい

ただいた上でせんないかんわけですよね。だか

ら、その大もとになる部分の見直しは、人をか

けてやっていただきたいと思います。これは要

望にとどめますけれども、この部分について一

応地番のすり合わせは、課長、大体終わってい

ると思うんですね。まだその辺の部分をちょっ

と返事いただきたい部分と、あとこの部分で字

図と現況の違いですね、この部分も理由にある

んだという部分だったんですけれども、これは

地籍が終わらない限り、この字図と現況の部分、

合わないのは当たり前なんですよ。だから、財

政課のほうからそういうような指摘を受けたの

か、その辺も含めてこの部分についてお願いい

たします。

　あともう１点、この問題に関連しまして、平

成18年航空写真を撮っております。その部分に

耕地係の部分が持っている部分なんですけれど

も、字図を落としているんですね。その部分が、

錯誤は当然ありますよ。それで農業委員の指摘

とか云々の部分でやはりその都度直していく、

システムを変更していく方策という部分が私は

ないと思うんですけれども、その部分について

御返答いただきたい。

〇農林課長（池松　烈）ただいまの質問にお

答えしたいと思います。

　まず、字図のほうにつきましては、あらかた

終了は確かにしております。

　ただ、御存じのとおり平成４年、それから平

成14年に策定しました資料につきましては、一

冊型のやつで字が列記がしてあるだけでござい

まして、これを私どもの農林課、農業委員会を

含めまして、また関係課等が利用するに当たり

ましては、その字図とのマッチングというのが

なかなか状況ができなかったというのが今まで

でございました。

　先ほど量的なもの、質的なものも含めてと申

しましたが、ここらあたりで今、御提案があり
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ましたように耕地課のシステムがあります。こ

れの活用を何とか、できれば予算がかからない

方法論とかというのが、今、知恵をいただいて

いるというのが現状でございます。

　それとあと一つ、今までうちの本課、農林課

だけの業務というような考え方を持って職員が

当たっているようでございましたので、やはり

ここは農地に精通されております農業委員の方々

の御協力をお願いしますとともに、かね日ごろ

の農地パトロールとか、年に１回の農地利用状

況調査も実施されておりますので、ここは農業

委員会の了解をいただきましたら、その成果等

との整合もさせていただけたらと考えていると

ころであります。

　以上でございます。

〇感王寺耕造議員　４回目です。もう要望にと

どめますけれども、くどいようですが、80のば

あちゃんが１人でビーバーをかるてずっと難儀

をさせるような思いをさせんでください。25年

度この部分はきちっと終わると。その部分をお

願いして終わります。

　あと次に入ります。固定資産税台帳の見直し

ですね。今さっき税務課長から御答弁いただき

ました。地籍更正が1,387件ですか、そのうち還

付対象が139筆、また追徴対象が218筆というこ

とですね。これは錯誤があったということで補

正するということで、これはこれでしようがな

い問題だと思うんですよ。問題は、先ほどの還

付対象ですね、この部分の139筆、また追徴対象

の218筆、こうありましたけれども、これにつき

まして、還付につきましては最小何年となるの

か。また、追徴、この部分については何年とな

るのか。また、総額合わせて大体いかほどにな

るのか、金額が幾らぐらいになるのか。

　また、今後も、やはり人間のやることですか

ら間違いがございます。コンピューター入力の

際、また手書き台帳の部分の錯誤の部分がやっ

ぱり出てくるんですね。ただ、これは法務局の

部分からおりてくるわけですから、それを正確

に記入していくという部分の努力と、あと錯誤

がないように、例えば今、税の徴収の部分、２

人印鑑要りますね。２人の部分の確認の部分に

なるんだと。このような対策も私は必要だと思

うんですよ。この時点についての見解を税務課

長にお願いいたします。

〇税務課長（葛迫隆博）還付につきましては、

地方税法第18条の３第１項の規定により、その

請求をすることができる日から５年を経過した

ときは、時効により消滅するとあります。

　また、地方税法の規定によりまして、還付不

納となる税額相当額につきましては、地方自治

法第232条の２の規定により、返還金としてさら

に５年が対象となっております。したがいまし

て、還付金、返還金合わせまして最長10年とな

ります。

　次に追徴ですが、地方税法第17条５第５項に

より、法定納期限の翌日から起算して５年を経

過した以降は賦課できないとなっております。

最長５年間となります。

　それから、御指摘のございました電算台帳へ

の照合等による対策でございますが、先ほど申

しましたように毎月１回、務局に納税通知書を

受け取りに、その納税通知書により、課税台帳

と電算台帳の照合、更正作業を終えております。

これまでの錯誤につきましては、２年間ですべ

て終えておりますので、今後は二度と錯誤はな

いように職員ともども頑張ってまいります。

　以上でございます。（「金額はわからないで

すか」と呼ぶ者あり）

　金額は、まだ今、拾い上げをしている段階で

ございまして、これもいろいろ還付対象期間と

かそれぞれ違いがございますので、それらを整

理して課税更正の方向性を決定したいと考えて

おります。

〇感王寺耕造議員　この問題につきましては、

錯誤がないようにするということと、あと還付
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金ですね、この部分については、５年で消滅時

効の部分があるということですね。ただ、やっ

ぱり地方自治法の232条２の規定、返還金として

さらに５年が対象となっていると。最長10年間

これは還付できるわけですよ。これは行政の錯

誤の部分の結果ですので、私は最長10年してい

ただきたいと思います。

　ただ、この部分につきましては、決裁権どこ

にあるのか、私は市長にあると考えているわけ

ですけれども、市長、この部分について、返還

金、５年とすべきなのか、10年とすべきなのか、

今の時点で結構ですからお答えいただきたい。

　あと、私、問題点の部分が、返還は受けるの

はだれでもいいんですよね。追徴の部分は大変

だと思います。間違っていたから払っくれと。

大変だと思います。

　ただ、この部分も税の公平性の部分からもこ

ういう形でありますのでと、ぜひともというこ

とで課長が先頭に立って追徴金はすべてお願い

していくと、１個１個その部分で。これは要望

にとどめます。

　先ほどの部分、市長。

〇市長（尾脇雅弥）感王寺議員の今の件に関

しましては、担当課長がお答えをしましたけれ

ども、担当課等と協議をして決定をしていきた

いというふうに思っております。

〇感王寺耕造議員　次に入ります。

　時間がある限り頑張ります。

　予算編成についてです。枠方式、市長の政策

方式という部分でやられるということで、やっ

ぱり行政の厳しい折、その方法しかないのかな

という部分は了解いたしております。

　ただ、市長、市長のマニフェストに合うよう

な形の政策調整枠という部分で、その部分でヒ

アリングを受けてずっとうっていかれるわけで

すけれども、市長も同じだと思いますけれども、

先ほど３つの重要な案件を申されました。その

部分を担保した上で私、申したいのは、市の経

済がこんだけ冷え込んでいるわけですね。先ほ

どの土木工事の部分では、川越議員の部分で、

善処、前向きな意見をいただきました。

　また、この部分、経済成長を促すためにも所

得保障の部分ですね、

〇議長（宮迫泰倫）済みません、ちょうど時

間になりましたので、今回はここで。

　また次回にお願いします。

〇感王寺耕造議員　あ、そうですか。わかり

ました。またよろしくお願いいたします。

　垂水市が元気になるように祈りまして、私の

質問を終わります。

　どうもありがとうございました。

〇議長（宮迫泰倫）　次に、12番川達志議

員の質問を許可します。

　　　［川達志議員登壇］

〇川達志議員　きのう衆議院選挙が公示にな

りました。３年前、民主党政権は、口当たりの

いいマニフェストを発表して、大勝利をいたし

ましたけれども、そのマニフェストを見て、私

はそのとき、地方のことは全然考えていないな

ということを思いました。

　例えば高速道路無料化ですけれども、垂水で

利用する人はほとんどおりません。さらには、

子ども手当でも、都会には子どもはたくさんい

るんだけれども、垂水にはそんなにはいないよ

な。本当に地方のことを考えているのかなとい

う思いがしております。

　それから、なかなか決められない政治、当然

であります。労働組合を母体とする議員、さら

には自民党から離れていった議員、この方々の

野合の政権だったんだろう。主義主張の違う人

たちが一緒になって政治ができるわけがありま

せん。そういったもろもろに対して厳しい審判

が、今回下るんだろうと思います。

　さらには、こういう世の中にしたのは、はっ

きり申し上げて自民党の責任であります。地方

から水も電気も、そして労働力たる人も、この
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数十年出してまいりました。ところが、考えら

れもしないような「限界集落」という言葉を生

み出した現況は、多分自民党政権にもあるんだ

ろうと思います。この３年半、自民党がどうい

う反省をしたのか。そのことも問われる選挙で

あります。

　私たち国民は、こういう大事な選挙で一番大

事なことは１票の行使であります。垂水市にお

いては、中谷選管事務局長を中心にして回して

いかれるんでしょうけれども、垂水市の選管の

力量が問われているんだろうと思います。ぜひ

投票率アップ大いに期待をして、私の質問に入

らせていただきます。

　まず、教育問題ですけれども、今、マスコミ

でいろいろにぎわしております。子供と子供の

関係、さらには学校と子供の関係だけがクロー

ズアップされておるような気がしてなりません。

保護者と学校、保護者と教育委員会、ここいら

が大分変わってきているんだろうと思います。

私どもの小さいころと比べますと。ここいらに

対する報道もなければ、説明もない。学校教育

課長、垂水市で保護者と学校教委とのトラブル

というのは過去になかったのかどうか。まず、

このことを教えていただきたいと思います。

　道の駅ですけれども、これについては、私は、

赤字になったらどうするんだという質問を時の

財政課長水迫恒美さんに聞いたことがあります。

そうなったら一般財源から補填をするという答

弁をいただいたように記憶をしております。だ

ったら、私はやるなと言ったんです。厳しい財

政状況の中でせっかく建物行政つくったところ

が赤字になって、これを補填してやる必要はな

いだろうということで、厳しい質問をしたこと

を覚えております。しかるに現在、温泉がここ

ががたがたになりました。

　そこで、まず、井戸水を沸かした、このこと

による客の増減はどうなっているのか、温泉入

浴客の。そして、今、灯油代の話も出ておりま

すが、前も私は質問しておりますけれども、競

争入札で決めたらどうかという提案もしており

ます。そのことがなされているのかどうか。あ

わせてキロリットル当たり幾らの単価なのか。

このことをお伺いします。

　３番目の過去の事業についてですけれども、

つい先般、枕崎市の１回生の議員の皆さん方が

垂水市に研修に来られたそうであります。垂水

の財政状況がよくなったから来たんだという話

を聞きまして、私は赤面する思いです。そのと

き思ったのは、まだまだ我々議会がしっかりと

執行部を追及していかなきゃいかんなあとつく

づく思いました。

　なぜならば、負の遺産、私はずっと言ってお

ります。今回は南漁港と境の漁集について特化

して聞きたいと思いますが、何回質問してもな

かなか前向きの答弁が得られていない。

　そこで市長、あなたはこのことについて関係

課にどのような指示をされておるのか。そして

あなたのこの件に対する考え方はどうなのか、

お伺いをいたします。

　それから、議事録の作成ということですけれ

ども、かぶりますけれども、南漁港にしても漁

集にしてもやはり垂水市の政策決定のプロセス

を明らかにしておかないと責任が明確化されな

い。時の市長なり課長さんたちが自分たちの思

惑でそういう事業をされたとするならば大変な

問題であります。これは皆さん方を縛るつもり

もありませんけれども、政策決定のプロセスが

どうあるべきか、このことはつまびらかにする

ことが、今、求められているのではないか。努

めて議事録を作成し、そしてこれを公開をして

いくことによって、より透明性のある現実的な

政策が組まれていくんだろうと思います。

　ぜひこれについては、条例化をしながら進め

ていくべきだろう。もしそれができれば、多分

地方自治体ではそんなに例のないことであり、

多分大きな注目も得られるんじゃないか。そし
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て緊張感のある政治が動いていくのかなという

ふうに思っております。ここら辺について総務

課、それから企画課の見解をお伺いをします。

　５点目の企業農業のことですけれども、私は

このことについても垂水に働く場所をつくるた

めにこれをやろうということをいつも言ってお

ります。もう言ってこれも４～５年にはなりま

す。なかなか前に進まない。農林課長に就任さ

れたときにもそういう話をし、そしてまた、市

長室でもそういう話をしたことを覚えておりま

すけれども、この件の進捗状況はどうなのかと

いうことをお伺いします。

　それと肝付町の話も課長にはしておりますけ

れども、肝付町のそういう農業に対する取り組

み方について、どのような見解をお持ちか。

　以上、１回目の質問を終わります。

〇学校教育課長（牧　浩寿）それでは、川

議員の御質問にお答えいたします。

　学校と保護者、教育委員会との間にトラブル

はなかったかという御質問でございますが、成

長の発達途中の子供たちを抱えている学校でご

ざいますから、子供たちにまつわるさまざまな

問題が学校で起こります。私がこちらに赴任し

てまいりまして８カ月になりますが、その間、

保護者からの学校への問い合わせ、そういった

ものに応じて教育委員会を交えて対応した事例

が１～２件ございます。

　また、昨年度を振り返れば、子供にまつわる

体罰等の問題に対して保護者等を交えたいろい

ろな話し合いを行ってきた経緯はございます。

　ただし、さまざまな子供たちにまつわるそう

いった問題から発生したことにつきまして、教

育委員会並びに学校、誠心誠意保護者に対して

対応し、耳を傾け、その都度解決してまいりま

した。

　以上でございます。

〇商工観光課長（塚田光春）道の駅の温浴施

設についての質問が３点ございましたけれども、

これについてお答えいたします。

　源泉を使わずに井戸水を沸かしている中で、

お客さんの増減はどうかという質問でございま

すけれども、現在に至っては、まだ日数もたっ

ていないことから、特に増減はございません。

　ただ、朝、堀内議員の答弁にもありましたよ

うに、12月１日から温泉の営業時間を短縮する

ことによりまして、今後かなりの減少が見られ

ることというふうに思います。

　それから、灯油の購入についての入札の考え

はないのかということにつきましては、今現在、

市のガソリンから灯油全てなんですけれども、

最低価格に合わせた価格で購入しております。

　それから、灯油の単価につきましては、リッ

トル103円程度だと思います。

　以上でございます。

〇市長（尾脇雅弥）川議員の過去の事業に

ついての御質問にお答えをいたします。

　議員御指摘のとおり課題を抱える市の施設が

あることは私も認識しており、それぞれの施設

について担当課長に対し、経済性、つまり市の

財政的負担の観点から、将来予測を行うとか、

また、施設の有効利用のあり方などを検討・検

証するように指示しているところであります。

　例えば今お話がありました牛根境地区の漁業

集落排水処理施設については、現状において収

支の面でも維持管理や公債費償還などの支出に

対し、高齢世帯等が多く、加入がなかなか進ま

ないことから、使用料収入は少なく、一般会計

からの繰り入れが必要となっている現状でござ

います。

　また、漁業集落排水処理施設については、牛

根境地区の対象全世帯が加入されたとしても、

運営していく上での維持管理等の経費が使用料

等の収入を上回ることが予測され、今後も一般

会計からの繰り入れは続けていかなければいけ

ないと考えているところでございます。

　そこで、担当課である生活環境課には、将来
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にわたっての牛根境地区の自然動態等を勘案し

ての加入率や収支に関することのほか、事業廃

止を行った場合の補助金返還金や公債費償還等

を踏まえまして、どういう判断をすべきなのか

参考にするためのシミュレーションを作成する

よう指示したところであります。

　その結果、少なくとも10年ぐらいは現行のま

ま継続して運営をしていくほうが市の負担が少

ないようでありますので、当面は継続していく

ほうがいいのではないかと考えているところで

あります。

　しかしながら、今回のシミュレーションにお

いては、施設や機械等の設備更新時期について、

施行業者が示した耐久年数を参考に算定が行わ

れておりますので、機械等については、耐用年

数よりも長く持つものもあれば、短い場合もあ

り、常に状況は変化していきますので、今後も

将来にわたってのシミュレーションを行い、常

に検討・検証をするよう指示しているところで

あります。

　次に、垂水南新城港につきましては、昭和58

年に工事着手以来、平成23年３月まで28年間と

いう長い月日をかけて、総事業費14億円を擁し

て完成したところでございます。

　利用状況についてでございますが、泊地につ

きましては、新城地区漁業振興会会員37名であ

る漁船及び遊漁船に割り当てして係留している

ところであります。物揚げ場約3,000平方メート

ルにつきましては、漁船が１トン未満の小型船

であるため、陸に揚げる魚類が少ないのか、実

感としては使用されているものの、全体として

有効活用されているとは言えない状況でありま

す。

　このため、市といたしましても漁獲量をふや

すために鹿児島県の協力のもと、平成25年度に

新城まさかり沖に大型魚礁設置を予定しており

ます。現在は、魚礁設置のため、鹿児島湾地区

水産環境整備調査業務・浅深測量・底質調査・

流況調査を実施しているところでございます。

この関係でしばらく時間を要しますけれども、

大型魚礁が完成し、魚が釣れ始めれば、港も活

気づくのではないかと期待しているところでご

ざいます。

　垂水市漁協につきましては、垂水南新城港の

利用について、垂水市漁協組合長に伺いました

ところ、新城地区公民館との新城沖合養殖漁場

誘致契約書、内容といたしましては、新城地区

海岸における養殖漁業に関する一切の作業は行

わないを遵守するとのことでありまして、港の

利用については、新城地区漁業振興会に委ねる

と判断されているとのことでございましたので、

私といたしましては、その判断を尊重しようと

考えているところでございます。

　ただ、議員のおっしゃる考え方も理解できま

すので、活用方法については、今後も関係機関

との間で適切な機会を捉え、協議していくよう

担当課の水産課に指示しているところでござい

ます。

　以上でございます。

〇企画課長（倉岡孝昌）議事録作成について

の御質問にお答えいたします。

　企画課で所管しております経営会議に関して

お答えいたしますと、経営会議は、本市の行政

経営の基本方針及び重要施策に関する事項を審

議すると規定されており、執行機関としての最

終意思決定者である市長の判断のもととなる政

策等の形成にかかわる機関となっております。

そのこととあわせまして、経営会議の決定事項

でありましても、その実施に当たっては、必ず

起案し、決裁権者の決裁を受けて実施しなけれ

ばならないとなっております。

　一般的に会議録の策定方法としては、１つ目

に、発言のすべてを逐語的に記録。２つ目に、

会議次第のみで一切記録を作成しない。３つ目

に、会議の要点のみを記録した記録のほぼ３通

りがあるようでございますが、経営会議の会議

― 64  ―



録につきましては、同会議の運用マニュアルに

沿って、３番目の要点筆記で運用しております。

　この経営会議においては、政策決定過程の審

議と経営会議としての意思決定の両面があり、

審議の場面におきましては、政策決定執行後の

影響等を勘案しての参加者のあらゆる角度から

の点検や自由な意見交換をしておりますが、審

議の過程にあっては、その内容をすべて記録し、

会議することにより、参加者の自由かつ率直な

意見交換、提案等が疎外されると認めらたりす

るなどの場合があり、このことは垂水市情報公

開条例の解釈及び基準においても不開示情報の

要件の一つとなっております。

　これらのことを要因の一つとして、また、経

営会議の形態を考慮し、経営会議の審議の記録

については、要点のみの記録としておりますが、

経営会議のもう一つの面であります経営会議と

しての意思決定については、決定事項にかかわ

るどのような議論で結論に至ったか、その経過

がわかるように明確に策定いたしております。

　ただし、必要がある場合は、ＩＣレコーダー

等で記録をとることも、さきの第８回経営会議

の意見交換案件にて確認いたしております。

　また、要点筆記をもとにした会結果報告書に

つきましては、情報公開の請求があった場合に

は対応できるようにいたしております。

　以上です。

〇総務課長（山口親志）川議員の会議録に

対する全庁的に統一した取り組みの質問にお答

えいたします。

　私の感想でありますが、各会議の議事録につ

いては、その都度作成して回議してあり、しっ

かり整理されているとは思います。しかしなが

ら、指摘のとおり全庁的に統一した取り組みで

はありません。

　本市においては、会議録の全庁的な統一した

基準ルールはまだ定めておりませんが、県下の

市において策定しているのは、霧島市と南九州

市のみで、条例ではありませんが、いずれも方

針または規定の名称で策定されております。そ

の他の市では、本市同様の取り扱いになってお

ります。

　議員の指摘は非常に重要なことでありますの

で、会議録の全庁的な統一した基準、ルールづ

くりの整備の研究を行ってまいります。

〇農林課長（池松　烈）それでは、企業農業、

新体制になってからの流れについて説明させて

いただきます。

　まず、現在、農地法第２条第３項で規定して

います農業生産法人は、市内に５社あります。

そして企業農業ということで、代表者等の個人

名義の農地、また農業経営基盤強化促進法第18

条第２項で規定します利用権設定で、代表者等

の個人名で借り上げた農地で生産されていると

ころが９社あるところであります。そしてこの

９社のうち１社から本格的に農業生産法人に参

入したいという申し出がありましたので、企業

の農業ということで、農業生産法人への取り組

みという形で、１社の取り組みについて、４月

以降から現在、そして今後について、企業の担

当者の方の了解を得ましたので、私どもがどの

ようにかかわってきたか、新体制になってから

の流れについて説明させていただきます。

　まず、申し出があったのを受けまして、市長

には報告をしたところであります。その中で取

り組みに対しての協力はもちろん、市としての

農業生産法人取り組みへのモデルとして、今後

につながるような体制での取り組みをやってい

ただきたいとの指示がありました。

　その後、企業におきましては、担当の職員の

方を担当にされましたので、その方との協議の

中で進めていくことになりました。

　最初の時点では、本市農業の現況を報告した

り、大まかな企業の目安、方向を説明していた

だいたりしておりました。そのようにしていく

中、本市農業の現況や大まかな企業の目指す方
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向性を重ね合わせるような意見が出てくるよう

になり、担当の方が企業としてどのような方向

性を持って農業生産法人として取り組んでいく

か、また、どうありたいかをまとめられました

ので、市長も交え、代表者の方も含め、意見交

換を実施しました。

　その後は１週間に１回をめどに協議を進めて

いるところでありますが、まずは農地の確保が

大前提ということで、代表者の所有されている

農地はもちろんですが、今後のこと、また企業

のあり方として、利用権設定での農地借り上げ

を実施するようにしました。この利用権設定に

当たりましては、私どもの幾らかのお手伝いも

ありましたが、担当の方の頑張りで農業委員会

の決定をいただかれて、現在は幾種類かの作物

の植えつけも終了されているところであります。

　また、担当の方の誠実な取り組みや法的な根

拠に基づく進め方が共感を呼びまして、借り上

げ農地周辺の方々や人づてに話を聞かれた方々

からも農地借り上げのお願いが届いているとの

ことであります。また、作物管理に当たっての

指導者、アドバイザー紹介のお願いもありまし

たので、地元の精通された方々を紹介したとこ

ろであります。

　現在までの進捗状況としましては、利用権設

定によります農地借り上げだけで遅々として進

まない様相を呈してはいますが、現在作付され

ているものがどれだけの人員を要し、どれだけ

の費用を要するのかなど企業的な観点から取り

組んでいただいているところであります。

　今後についてでありますが、農業生産法人あ

るいは株式会社の創設へ向けての取り組みがあ

ります。

　防災営農対策事業活用での施設園芸への取り

組みも見据えていらっしゃいます。ずっと先に

は、６次化産業の創設も見据えていらっしゃい

ます。また、担当の方は、先進地の農業生産法

人に数回に分けて体験研修にも行っていらっし

ゃいます。そして本市としましては、認定農業

者として人・農地プランの中心経営体として頑

張っていただきたい希望もあります。

　このようなことから、まだまだしっかりした

連携、協力体制を図っていきたいと考えている

ところであります。

　次に、肝付町の早掘りタケノコに関すること

につきまして、わかっている範囲で説明させて

いただきます。

　肝付町では、町産業創出課が中心となって、

タケノコを活用した取り組みが行われています。

平成23年10月からこれまで、大隅地域振興局の

担当者や森林技術総合センターの専門員を迎え

て３回のタケノコ出前セミナーが開催されてお

ります。説明内容は、県内の竹林資源や早掘り

タケノコの生産方法、タケノコの市況、タケノ

コの栽培の経営について、また、肝付町でタケ

ノコの栽培を始めたいという動議づけとなるよ

うに肝付町が早掘りタケノコの最盛期である２

月から３月に気温が、県の名産地でありますさ

つま町よりも平均で 1．５℃、厳冬期につきま

しては３℃近くも高い等の説明がなされている

ところであります。

　このセミナーに出席された方の１人に町内の

建設業者にタケノコ栽培への参入を積極的に進

めている方があり、まずは自分からという意味

で竹林改良を始めた方がいらっしゃいます。こ

の方が肝付町にタケノコ栽培が定着するための

今後のキーマンとなるようです。

　２回目では、今後は、炭窯も整備してグリー

ン・ツーリズムを考えていると話されているよ

うです。

　その後、肝付町がタケノコ生産の６次化産業

に向けた取り組みの一環として、さつま町にお

いてタケノコ生産研修施設を実施。グリーン・

ツーリズムと竹林整備及びタケノコ加工技術体

験研修を受講されております。

　また、肝付町がタケノコ生産加工懇談会も開
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催しており、参加者のいろいろな思いを話され

ているようであります。10月には、肝付町特用

林産物研究会を立ち上げていらっしゃるようで

す。

　大隅地域振興局の担当の方にお話を伺ったの

ですが、町が主体となって、まだグループの域

を出ていないとのことで、これからだとのこと

です。15～16年前までは、ＪＡが主体になって

タケノコ出荷の実績があったとのことですが、

ここに来て、町の仕掛けでグループができ上が

り、今後の方向性ももちろんですが、キーマン

となる方の考え、動きが非常に気になるところ

であります。本市にとりましても、タケノコに

限らず、このグループの今後に注目していきた

いと思います。できればそこに本市の企業農業

の手がかり、将来への進み方が少しでも見つか

ればと考えるところであります。

　以上であります。

〇川達志議員　一問一答でお願いします。

　教育問題ですけれども、私は何でこのことを

申し上げるかと言えば、やはり我々のころの親

と今の親と比べた場合に、世の中も違うし、教

育も違う、全然違う。例えばモンスターペアレ

ントという言葉も、ここいらとのしっかりとし

たコミュニケーションがとれているのかな。

　昔はやはり先生方と地域社会、それから親と

のコミュニケーションがよくとれていたもので

す。今それがないから、やはりこういった問題

が頻繁になって、小さいやつも大きくなる。こ

こいらの努力はされているのかという話なんで

す。

　確かに先生方、仕事の多いことは重々承知を

しておるんだけれども、肝心のところの動きが

なかなかとれていないのかな。

　例えば先生方と教育委員会でもいい、学校で

もいい、先生方とたまには定期的に意見交換を

しながら焼酎でも飲むとか、やはりそういった

一歩踏み込んだことをしていかないと、この問

題は絶対解決しないんだろうと思います。

　なぜかと言いますならば、子供が子供をつく

っているんです、な。昔は家庭があって、じい

ちゃん、ばあちゃんがいて、大家族の中で親の

背中を見て育ったんです。昔のお母さん方とい

うのは、働いて、朝早くから晩遅くまで。洗濯

も洗濯板です。御飯を炊くのもしばからです。

今、全部電気です。子供を構うのが親が忙しい

という理由なんだろうと思います。時間ははる

かにあるわけです。

　だから、そういうことをしっかり認識した上

で親とのコミュニケーションを図る努力をして

いただきたい。このことについては、私も初め

てこういう質問をしておりますので、今後大い

に期待をしたいと思います。そして行動をしっ

かりと見守っていきたいと思います。

　教育長も新しくなられたので、ぜひ親と学校

と教委がうまくいければ、大抵のことは解決す

るんだろうと思いますので、ここが根っこだと

私は思います。ぜひこういうことを動きをして

いただきたいと思います。

　学校教育課長、一言見解を。

〇学校教育課長（牧　浩寿）ありがとうござ

います。

　今、御指摘がありましたように保護者の教育

力の低下というのも一つの要因にはなっている

かと思います。

　子供を見ますと、今、学力向上・不登校・い

じめ問題と盛んに言われておりますが、子供を

見つめれば、子供に原因があるということは全

くないと思います。これは全て教育の責任だと

思います。そしてその教育の責任ということで

あれば、もちろん学校が負うべき役割、こうい

ったものは甚大なものがあると思います。

　ただし、子供は、学校と保護者と地域、この

三角形の真ん中に据えて育てていかなければな

らない。そう考えれば、やはり子供に起こって

いる問題は、これは周りの大人の問題であると
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考えます。今、お話がありましたように今後も

学校・保護者・教育委員会、より一層連携を密

にして対応してまいりたいと考えております。

　以上でございます。

〇川達志議員　このことについてはこれで終

わります。

　次に、道の駅ですけれども、先ほど申し上げ

ましたけれども、赤字になったときどうするん

だという思いで私は反対をしたことを今でもし

っかり覚えております。現実問題、温浴施設で

大体600万円ぐらいですか、出ていくとなればこ

れも大変な問題。いつまで続けるのか。またこ

れを魚種はこれからやりますけれども、漁集も

そういうことになっていくんですよ。もう一つ

つながるけれども、議事録はそこにあるんです

よ。誰の責任かということ。せっかくあれだけ

の施設をできて、温泉が枯渇してしまう。新し

く掘る。ここが思案のしどころで、もう一回掘

るのか。チップを燃やしてやっていくとおっし

ゃるんだけれども、本当にそういう小手先のこ

とでいいのかどうか。今は安いかもわからんけ

れども、その機械を使ったときに故障とかいろ

んなことが考えられる。

　基本的なところで失敗したとするならば、基

本的なところから考えていかないと問題解決に

はならない。対処療法だと思うんです。ここが

市長、政治の決断です。本当に「湯っ足り館」

という名前をつけてお湯、温泉なんです。ここ

が沸かし湯でボイラーでやって、だれが見ても

小手先だと思います。いつまでも小手先で逃げ

るのかどうか。

　もう一つは、灯油の値段130何おっしゃったけ

れども、より安くする努力はされたのかどうか。

私がそのとき言ったのは、鹿児島県のメジャー

である南殖とかいろんなところとの相見積を取

って、決められたらどうですかという提案をし

たことも覚えています。まず、そのことをされ

たのかどうかお伺いします。

〇商工観光課長（塚田光春）灯油の値段につ

きましては、先ほど103円と申し上げましたけれ

ども、ちょっと私の表の見方が悪くて、税込み

の96円でございました。訂正しておわび申し上

げます。

　そしてその灯油の価格につきまして、灯油を

入札をされたのかということなんですけれども、

先ほど申し上げましたように現在、牛根の業者

でもって、価格については、市で入札しており

ます価格の最低価格で取引をやっております。

〇川達志議員　事が起きたときにスピード感

を持って対応しないと絶対だめです。この前、

新聞で読んだんですが、韓国の電気会社、世界

を席巻する。日本がだめになりました。なぜか

というと、韓国はオーナー経営者らしいんです。

スピード感があるんです、指示に。だから、こ

のことで日本は、稟議書を上げて上から下まで

と、こういうことをしっかり学んでいただいて、

何でもすぐ解決ができる体制、禍根を残さない

ように。目先のことよりも常に全体と将来を考

える。こういった政策を打っていかないと、こ

のことのずっと繰り返しになる、多分。今から

でも契約はあるんだろうけれども、ネゴしてみ

るとか、行政さんと、そして来年は、実はこう

こうこうこうだから、議会でも指摘を受けたか

らと。大量に使うところは別途交渉、契約して

いいはずなんです。役所で使うちまちましたの

は、組合の皆さん方と協議をしてやればいい。

ところが、大口で使うところは、別個に交渉し

てやって、民間が既にそれでやっているんです。

ここいらの真剣さが全然足りない気がする。あ

なたたちに責任がある。

　だから、私は議事録というのも、そういう答

弁で我々が今まで逃がしてきたから、皆さん方

をあえて、あなた方がやりますと言うから信用

して私は言う。ところがこのことの繰り返し。

だから議事録をつくれと言うんです。真剣勝負

なんですよ。
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　私は、偉そうに言っているつもりもないけれ

ども、皆さん方が今、垂水市の執行部なんです。

我々議会は言うだけで、議決権しかないんです

よ。そのことを本当に考えていただきたい。

　来年度予算編成の真っ最中でもあります。も

う答弁は課長、要らないけれども、もう一回、

道の駅の戦略を考えるべき。風呂の撤退もひっ

くるめて。

　日本一の足湯、使えないんでしょう。

　もう一つ言うならば、課長、もう一つこれは

答弁して。ウォークボードの話です。ウォーク

ボードもつくったはいいが、利用もされていな

い。知恵を出せやと、出すのは我々じゃないん

だ、市民でもないんだ、皆さん方なんですよ。

商工観光課長だけ言っているけれども、私は皆

さん方に言っているつもりなんです。それぞれ

の課で、商工観光課長ウォークボードはどうな

っているの。

〇商工観光課長（塚田光春）ウォークボード

の利用のことについて御質問がございましたけ

れども、当時、足湯の人気等もありまして、し

かも足湯の近くでもあったことから、多くの利

用者があるものと期待しまして、テーブルや椅

子を設置しまして、軽食やソフトクリーム、飲

料水の出前販売というようなことでウォークボー

ドをつくられたものと思います。

　それらのちょうど設置がされたころから桜島

の火山活動が活発になりまして降灰が頻繁にな

ったことと、夏場は周りが照り返しによって非

常に暑くなるなどが利用の妨げの原因になった

のだろうというふうに思っております。

　ただし、春や秋など気候のよいときは弁当を

食べたりとか、ウォークボードを散策されたり

されるようでございます。

　しかし、年間を通じたところで利用されてい

ないというようなことで、今後は、今までもな

んですけれども、指定管理者へ何かよいアイデ

アはないかということでいろいろ検討に検討は

重ねているところなんですけれども、そのちょ

っとアイデアが見つからないというような中で

来ているものですから、引き続き、また指定管

理者と一緒になって検討していきたいというふ

うに思います。

　以上でございます。

〇川達志議員　健闘を祈ります。

　それから、市長とやりたいんですけれども、

10年間は漁集はこのままですか。それをお伺い

します。

　ここには当然、経済的な意味で10年間はいい

ということなんだろうと思いますが、10年間こ

れを続けることに対してどのくらい金額がかか

るのか、しないときはどのくらいかかるのか。

ここいらがわからないと判断はできないはずで

あります。

　それと南漁港ですけれども、今、市長は、漁

協のことをおっしゃいましたけれども、漁協と

新城の皆さん方とそういう契約が入っているこ

と、私は重々承知をしています。だから、前も

水産課長に申し上げたんだけれども、このこと

は漁協は関係ないんだよと、水産課として、も

しくは垂水市として、海潟の皆さん方で使って

いただくためには、皆さん方がそれをそのまま

尊重しているということは、いつまでかかるの。

ことしも今、垂水漁協、大変な状況ですよ、漁

協そのものは。漁協と結んでいるんだけれども、

垂水市は、市なり水産課なりで直接新城の皆さ

ん方と、実はこうこうなんだけれども、何とか

理解してくれないかと。私はこのことを求めて

いるんです、ずっと。交わしている漁協が言え

るはずがないんです。私が言っているここを間

違ってもらっては困るんです。それをされるの

が、友好的にその施設を使うようにしていくこ

とが皆さん方の仕事なんです。こういう契約を

私たちは見守るだけですとおっしゃったときに、

じゃ、いつまでなの。水産課長、漁協と新城の

皆さん方の契約期間というのは入っているの、
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何年とか。それがないと未来永劫にということ

ですよ。例えばそれを短くする努力とか、その

ことを私は答弁を求めている。おわかりですか。

そういうことです。市長はおわかりですね。

〇市長（尾脇雅弥）いろいろ御指摘をいただ

きましたので、総括的な話をさせていただきた

いと思います。

　これまでのことをどう捉えるかということで、

今、牛根の漁業の集落と新城の港湾の件、通告

はなかったですけれども、恐らくこの辺のとこ

ろが出てくるんだろうという予測の中で答弁を

させていただきました。

　ちょっとまた話は変わりますけれども、議員

の皆様も16名いらっしゃる中で、先ほど道の駅

のあり方に関しても、温泉の入浴施設に関して

も、一方ではどんどんやれと、一方ではある面

反対のことをおっしゃておられるわけですね。

　それぞれの立場において、私はそれが正解だ

と思っているんです。以前合併の問題がありま

したけれども、どこと合併するのかという話の

中で、牛根地区は当然霧島地区ということが希

望でありますし、新城は鹿屋方面というような

話が当然のことだったと思うんですけれども、

同じ課題に対しても答えというのはいろいろあ

ったりすると思うんですよね。それを状況を総

合的に踏まえてどういうふうにして導き出して

いくかということだと思いますけれども、この

牛根の漁協集落の排水に関しては、前から川

議員のほうから一般質問あるいは委員会の中で

も御指摘がありまして、私自身も決定した人間

ではありませんけれども、継続性という意味で

責任がございますので、熟知たる思いでありま

すけれども、そのことを踏まえてシミュレーシ

ョンをいたしました。

　ただ、先ほど申し上げたような条件がいろい

ろ違っておりますので、ただ、最低言えますこ

とは、当面の間、10年程度以上は今の状況でや

っていったほうが、新しく例えば合併浄化槽な

んかを配置して体制を変えるというよりも明ら

かに収支の面においても負担が少ないというこ

とでありますので、ほかに第３的な提案、こう

いうふうにすればいいじゃないかということが

あれば検討させていただきますけれども、現行

あるのは、現状を続けるのか、それともそうい

った形で新しく差しかえてやるのかということ

の提案でしたので、その中においては、当面の

間、10年程度は現状のまま続けていったほうが、

収支の面においても負担が少ないというのが、

牛根の漁業集落の現状であります。

　新城に関してもいろんな経緯がございまして、

あそこにそういったものを設置すること自体も

地域によって、新城だったり柊原だったり温度

差があって、また、新城においても立場によっ

て見解が違って、結果としては今のような現状

があるわけですけれども、有効活用しなさいと、

垂水漁協が苦しいのでという一つの考え方とし

ては理解できますけれども、その上で我々が相

談をしていくのは、やはり垂水漁協の組合長を

中心とした方々にお話をさせていただくわけで

すけれども、むしろ現状においてはその必要は

ないというような見解でありますので、そうい

う状況の中で我々が一歩踏み込んで、考え方と

してはわかりますけれども、有効活用という点

ではですね。現状では、組合長の見解はそうい

うことでありますので、それ以上のことはやっ

ていないというのが今のところでございます。

　以上でございます。

〇水産課長（岩元悦郎）新城沖合、養殖で言

えば養殖契約書をいつ結んだかという御質問で

したけれども、平成19年１月28日にその年の新

城地区公民館長、新城地区振興連会長、新城地

区漁業振興会の３名と垂水市漁協が契約を交わ

しております。

　以上でございます。（「期間は」と呼ぶ者あ

り）

　契約期間におきましては、移譲について19年
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１月28日になされまして、それ以降、移譲につ

いて定めるが、必要事項においては、双方協議

の上、追加及び変更することができるというも

のになっておりますので、今のところそのまま

の状態で契約はしております。

　以上でございます。

〇川達志議員　南漁港ですけれども、垂水漁

協が必要ないという見解だとするならば、それ

はそれで大いに結構であります。

　しかし、こういうやつは多分今のままだとこ

れは絶対動きようがない。期間も決まっていな

い。本当に垂水漁協が必要でないとするならば、

じゃ、垂水市はなぜあそこに漁港としてつくっ

たのかという話です。なぜつくったのか。遊漁

船の船だまりになっているんでしょう。だから、

私がしつこく言うのは、政策決定のプロセスを

大事にしないからこうなるんだよって。そのと

き皆さんがいらっしゃらなかったんですよ。ま

だ若くて先輩の言うことを聞くだけの状態だっ

たんだろうと思います。別に皆さん方を責めて

いるわけじゃないんだよ。だったら、今、不都

合があるならば、不都合を、さっきも言ったス

ピード感なんです。早く何とかしようやという

気持ちもさらさら見えないから私は怒っている

んです。

　あれだけの施設をつくって、牛根の漁集もそ

う、大変な膨大な金を入れて、何回言っても前

に進まない。いつまでなのよと言ってこれも出

てこない。私はきょう初めて言ったならいいん

ですよ。ね、市長。ずっと同じことを言ってい

て、また同じことを言うのか。まだ言いたいこ

とはほかにいっぱいあるんですよ。だから、私

は何で今回これ言ったかと言えば、もうしばら

く言わんとしていたところが、枕崎の１回生の

方々が来て「垂水頑張っているな」とおっしゃ

ったから、これを聞いたときに「あやあ」と思

ったんです。これは言い続けなきゃいけないな

と。ぜひ御理解をいただきたいと思います。

　垂水漁協が必要はないということであればそ

れでいいんでしょうけれども、それだったら皆

さん方はそのまま置くというふうに解釈をして

おきます。また、これについてはいつかの機会

にやりたいと思います。

　企業農業のことですけれども、肝付町のこの

早堀りタケノコと比べたときに非常にスピード

感が遅い。感じられない。何でと、そんな忙し

いのけと。忙しいのは忙しいでいいんだろうけ

れども、目の前の課題とか、やっぱりこういっ

たことについてもう少しスピード感を持って取

り組みをしていかないと、いつも後手後手で、

多分山口総務課長が農林課長になられたときか

ら私はこの質問は指摘しております。全然前に

進んでいない。無力感を感じるんですよ。毎回

毎回真剣に私は質問しているつもりなんです。

　厳しい言い方をしますけれども、皆さん方が、

僕たちの議会から言う前に皆さん方が本当はさ

きにそれをするべきなんですよ。今、垂水どう

いう課題があるのか。それぞれの各課であると

思います。これは皆さん方とどんどんどんどん

やっていくことが大事であって、事務屋じゃな

いんですよ、前も言ったと思うけれども、皆さ

ん方は。100億になんなんとする予算を皆さん方

の権限で執行できるんです。スピード感と、や

はり垂水市は将来かくあるべきという信念が感

じられない。

　厳しいことを言いましたけれども、ぜひもう

一回、予算編成の時期でもありますので、来年

度に向けて、それぞれの課長さん方が自信を持

って市民に、議会に言えるように頑張っていた

だくことを心から御祈念を申し上げて、私の質

問を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）　ここで、暫時休憩しま

す。

　次は、２時50分から再開いたします。

　　　　　午後２時40分休憩
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　　　　　午後２時50分開議

〇議長（宮迫泰倫）　休憩前に引き続き会議

を開きます。

　14番徳留邦治議員の質問を許可します。

　　　［徳留邦治議員登壇］

〇徳留邦治議員　議長のお許しをいただきまし

たので、質問をさせていただきます。

　今、日本は、12月のこの忙しい中に衆議院の

選挙を迎えておりまして、民主党３年３カ月の

政権が今後どうなるのか。民主党が政権を取っ

て、マニフェストの中にもいろいろありました

ように埋蔵金の問題、事業仕分けの問題、その

結果が見えない中で解散になっております。今

後、またデフレ脱却、いろんな政策の中でどの

政党が政権を取るのかわかりませんが、その中

でもまた道州制の問題、やがては、100年、200

年先には、もう日本という国があるのか。台湾、

韓国、ロシア、ここらと統合もしなければなら

ないのかと、そのように危惧しております。

　そういう中で、通告に従いまして質問をさせ

ていただきます。

　１点目の交通安全対策についてでありますが、

本市において交通安全対策としての道路整備に

ついてどのような施策を講じておられるのか。

　また、高齢者の運転免許証の自主返納につい

て、他の市町村はいろいろと施策を講じておら

れますが、本市においてはどのような施策が行

われているのか。

　また、交通事故における高齢者の事故の状況、

高齢者の運転免許証保有者は何名ぐらいいるの

か。

　次に、防災対策について。

　東北大震災以降、防災についての取り組み、

見直しが日本全国で行われています。本市でも

例外ではないと思われます。各校区ごとの自主

防災組織、市全体の防災組織、その中での災害

避難訓練、地震避難訓練、桜島の噴火による避

難訓練、いろいろと組織づくり、訓練が行われ

てきましたが、結果はどうであったのか。高齢

者の参加数は、また、身障者の参加数は。どの

ような対策をとっておられるのかお尋ねいたし

ます。

　３点目、先般、決算特別委員会に出席させて

もらいまして、決算についていろいろと議論さ

せてもらいました。その中で私が一番感じまし

たのは、各種協議会、団体等の補助金、助成金

名目が非常に多いと思ったことです。

　そこで、補助金、助成金名目で幾つぐらいの

団体、協議会へ支出されているのかお尋ねいた

します。

　また、私も水迫市政以来、行財政改革の中で、

この協議会についてはいろいろと見直しがされ

たのは十分存じておりますが、その後どうなっ

ているのかをお尋ねいたしまして、１回目の質

問を終わります。

〇土木課長（宮迫章二）まず、交通安全対策

について回答いたします。

　ガードレールや道路反射鏡の道路交通安全施

設整備工事は、毎年交付されます交通安全対策

特別交付金を活用しまして、振興会から出され

ます要望箇所や危険箇所を優先して実施してい

るところでございます。

　今年度は、１校区として振興会から要望のあ

りました農道を１路線、市道を４路線、ガード

レールの新設や腐食したガードレールの取りか

え工事を実施したところでございます。また、

今年度は、大隅河川国道事務所道路管理課及び

垂水幹部派出所並びに学校教育課、土木課にお

きまして、合同で通学路の点検を実施したとこ

ろでございます。その点検で整備が必要である

箇所につきましては、平成25年度に社会資本整

備総合交付金及び単独費で整備をする計画でご

ざいます。

　以上であります。

〇市民相談サービス課長（中谷大潤）高齢者

の運転免許証返納についての御質問にお答えい
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たします。

　高齢者の運転免許証返納につきましては、身

体機能の低下により運転に自信がなくなった、

または運転する機会が少なくなった65歳以上の

高齢者の方が運転免許証を自主的に返納する制

度がございます。警察署で自主返納手続をいた

しますと、警察署長が発行する無料の運転免許

自主返納カードや有料で1,000円の費用がかかり

ますが、身分証明書として使用できる運転履歴

証明書の交付を受けることができます。

　昨年、県内で免許証を返納されました高齢者

は約2,000名、垂水市におきましては、平成24年

中において11月末現在で十数名が自主返納され、

運転履歴証明書を交付された方は７名いらっし

ゃいます。返納理由は、「運転の必要がないた

め」、「身体能力の低下を自覚して」、「適正

検査の結果を参考にして」、「家族や友人の進

めにより」などであるようです。

　自主返納された場合の支援制度でありますが、

鹿児島県警では、本人と同伴する家族のホテル

や旅館の宿泊料を１割引する宿泊メリット制度

を開始しており、鹿屋市につきましては、身分

証明書として利用できる写真つき住民基本台帳

カードを無料で交付し、かのやばら園の入園券

10枚とバラの苗も無料で贈呈しています。

　また、自治体によりましては、温泉入浴割引

やタクシーチケット配布、地域ボランティアが

返納者の要請により買い物を無料代行するサー

ビスなどさまざまな取り組みを行っているよう

ですが、本市では乗合タクシーを利用される際

に証明書を提示されますと100円の割引制度を実

施しているところでございます。

　高齢者が関係する交通事故につきましては、

発生件数において約40％、死亡事故においては

約80％を占めているそうです。議員も御承知の

とおり垂水市におきましても、近年、高齢者に

よる交通事故の発生が増加傾向にあります。幸

いにも本年中は、交通死亡事故の発生がなく、

発生件数も減少傾向にありますが、平成23年中

には、発生件数117件、そのうち死亡事故が４件

で６名、うち高齢者の方が５名、うち運転にか

かわる高齢者の方が４名、22年中は、死亡者５

名中高齢者の方が４名、うち運転にかかわる高

齢者の方が２名亡くなられています。

　また、市内における65歳以上の高齢者の免許

取得者は約2,500名、全体の約４分の１を占めて

おられますので、高齢者の交通事故防止のため

にも自主返納が図られるよう啓発に努めてまい

ります。

　以上でございます。

〇総務課長（山口親志）徳留議員の防災対策

についての高齢者対策、障害者対策の中で、ま

ず、高齢者、障害者が訓練の中での参加状況で

ありますが、本年24年ぶりに開催しました県の

防災訓練では、高齢者要介護施設のコスモス苑

で訓練を実施させていただきまして、その際は

40名から50名の参加をいただいております。

　それから、桜島火山爆発訓練においては、避

難誘導訓練に、本年度の１月でしたが、この際

も海潟地区をしておりましたので、小浜地区の

住民の方々はほとんど高齢者の方々で大変なと

ころでしたけれども、参加をしていただいてお

ります。

　それから、自主防災組織の市木地区の訓練で

は、高齢者の方々の避難のため、タンカーやリ

ヤカーでの避難訓練を実施しておりまして、今、

言われましたとおり高齢者、それから障害者の

方々の訓練への参加が、全体としまして余り参

加されていないような状況であります。

　そうした中で、行政が取り組む高齢者対策、

障害者対策についてお答えしたいと思います。

　まず、障害者対策としましては、災害警戒本

部設置に伴いまして、最初の避難情報でありま

す避難準備情報発令時に登録をされております

要援護者の避難体制を保健福祉対策部にお願い

しまして、要援護者の方は、決められた施設及
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び避難所に避難をしてもらっております。

　それから、集落内の高齢者、独居老人につい

ては、先ほども申し上げました自主防災組織へ

の取り組み等もありますが、なかなか行政だけ

ではすべてにおいて対応できませんことから、

共助の観点から自主防災組織の活用をお願いし

てまいりたいと思っております。

　自主防災組織の取り組みについては、格差が

ありますが、防災意識の高揚を図り、集落内の

高齢者等の把握及び避難の手助けの活動をお願

いしてまいりたいと思っております。

　以上であります。

〇財政課長（北迫睦男）補助金の見直しの御

質問にお答えします。

　各種団体、協議会への補助金の現状でござい

ますが、平成24年度当初予算の状況で申し上げ

ますと、件数で45件、金額で約3,200万円でござ

います。

　これまでの見直しの状況でございますが、平

成16年第１次財政改革プログラム策定時に補助

金廃止や一律カットなどを行いまして、大幅な

見直しを行っております。そのことによります

５年間の削減効果額は約5,100万円でございまし

た。その後、現在は第２次財政改革プログラム

の期間中で、平成26年度までとしておりまして、

削減効果額はまだ算出しておりません。運営補

助的なものはほとんど変わっておりませんが、

垂水高校支援対策事業や民泊推進事業など事業

に対する補助が若干ふえている現状でございま

す。

〇徳留邦治議員　一問一答方式で回答をよろし

くお願いいたします。

　交通安全対策については、いろいろとまた御

回答がありましたけれども、その中での整備状

況ということで、この前、12月２日以降の笹子

トンネルの崩壊事故、９名の方が亡くなってお

られますが、我が市においては、何カ所ぐらい

のまたトンネルが活用されているのか。そして

その状況はどのようになされているのかをちょ

っと御質問いたします。

〇土木課長（宮迫章二）笹子トンネルの崩落

がありましたことから、垂水市道台帳に登載さ

れておりますトンネルが２カ所ありまして、１

カ所は瀬戸山線にある瀬戸山トンネル、これは

延長96メートルであります。それと垂水南３号

線にあります御仮屋トンネル、これは新城の大

浜と麓を結ぶ旧国鉄跡のトンネルであります。

これは延長74メートルです。それと、これはト

ンネルではありませんが、牛根麓線にあります

桜島口、洞門ということになっておりますけれ

ども、これは延長72メートルあります。いずれ

も目視でありますけれども、調査をいたしまし

たところ、今のところは異常はございませんで

した。

　以上であります。

〇徳留邦治議員　道路整備状況の中で、今、課

長が答弁がありました笹子トンネルの崩壊に伴

いまして、２カ所の活用があるということで、

目視で点検をなされたということですが、点検

をなされまして、その判断といたしましてどう

だったのか、結果がですね。

　それと、高齢者の自主返納についてのメリッ

ト・デメリットをどんなものが挙げられるのか。

　そしてまた、自主返納する場合に1,000円のお

金が要るようですが、この施策といたしまして、

高齢者が円滑に自主返納ができるように負担の

ない施策を講じる気はないのか。

　その点をお尋ねいたします。

〇土木課長（宮迫章二）点検でありますけれ

ども、一応照明がございませんので、懐中電灯

を当てて直接表面を見たんですが、その中で表

面のコンクリートがクラックが入るとかそうい

ったのではなくて表面のモルタルのひび割れ、

その程度の観測がされたということで、特に構

造的な異常はないというふうに判断しておりま

す。
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〇市民相談サービス課長（中谷大潤）徳留議

員の２回目の御質問にお答えいたします。

　自主返納の際のメリット・デメリットという

ことでございますが、本市におきましては、先

ほど申し上げましたように乗合タクシー制度の

100円の割引があるわけですけれども、これは乗

合タクシーの制度のない地域にあっては恩恵が

ないところでございます。

　そこで、垂水としても何らかの対策を考えね

ばならないところですが、高齢者の方が運転免

許証を自主返納していただくことが、交通事故

の高齢者が起因となって発生する交通事故を減

少させるために効果的な方法の一つであると思

いますので、徳留議員より提案がありました1,

000円の補助制度も含めまして、他市町村におけ

る支援のあり方などを調査するとともに鹿屋警

察署とも連絡を図りながら、高齢者の運転免許

証の自主返納が勧められるよう関係課と協議し

てまいりたいと思います。

　以上でございます。

〇徳留邦治議員　道路整備状況についてのトン

ネルの御答弁は十分わかりましたんですが、あ

の鉄道跡地のトンネルを活用されている分につ

いては、当時、昭和四十何年に牛根のほうは、

45年ごろでしたかね、開通したと思うんですが、

私もたまにトンネルに入ってみるわけなんです

が、地下水の浸透がすごく早いです。そんだけ

鉄道のトンネルに関しては工事が技術的な面で

ちょっと劣っているのかなという気がいたしま

す。そういう点からも鉄道跡地のトンネルの活

用はもうちょっと慎重にやって、点検などをや

っていただきたいと。これは要望しておきます。

　それと高齢者の運転免許症の自主返納につい

ては、この１年間、高齢者の事故はなかったと

いうことなんですが、事故がないにこしたこと

はありません。また、ことしもあとわずかです。

明るい気持ちでまた新しい年を迎えられるよう

にいたしまして、高齢者の方々、また交通安全

対策には十分気をつけていってもらいたいと思

います。

　次に、防災対策についてですが、市のほうで

もいろいろと、私も防災訓練のほうに参加した

りする中で、独居老人、特に年寄りの高齢者の

方々の避難訓練、その中でもまた車椅子を押し

て200メートルも坂を上り下りする風景を見なが

らいろんな要望が聞かれます。

　その中で避難訓練に対しましては、私は参加

する中で、身障者、それから高齢者の方々の参

加が非常に少ないのではないかと。つんぼっか

うえばっかいの避難訓練じゃないかなという気

がいたしておったもんですから質問の中に入れ

たわけでございます。

　その中で、「避難するのに集落道の整備が悪

い」とか「ここをこえんしてくれればいっき避

難もでくったっどん」とかというような声をよ

く聞いたもんですから、何とかこれはもう早急

に防災の面からも集落道の整備とかそういうの

は早急にしなければならんなと。そうでないと

年寄りが大雨が降ったり、台風とか地震とかそ

ういった場合は、もう避難はできないんじゃな

いかというような気がしたもんですから、質問

しまして、そういう環境を整えてやる、避難が

できやすいですね。その点についてもう一度総

務課長の見解をお願いしたいと思います。

　そしてまた、桜島も昨年は996回、ことし11月

９日で800回の爆発をしておりますので、そこら

を加味しながら、だんだんこの爆発がふえてく

るのであれば灰も多くなってくるし、避難もな

かなか、車椅子もなかなか動かされない状態も

考えなければならんと思います。その中で環境

を整えてやる。そこらをちょっとどう考えてお

られるのかお願いいたします。

〇総務課長（山口親志）今、議員が言われま

したとおり、避難訓練等も先ほど言いましたコ

スモス苑は県の防災訓練の中で初めて設置をし

まして参加をいただきました。市の防災訓練等
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についても、今、言われましたとおり高齢者、

独居老人、それから障害者の方々、本当に訓練

に参加される機会というのはほとんどないとい

うのが、今、言われましたとおり実情でありま

す。このことは、一番災害に遭われる方として

対象が一番大きい方でありますので、非常に重

要なことだと思っております。

　ただ、このことは、先ほども申し上げました

とおり行政だけではできませんので、90％を超

えてまいりました自主防災組織の方々に自助・

共助の観点からお願いをしてまいりますし、本

年度スキルアップ研修会でそのあたりもお願い

をしてまいりました。これはきちっとまた防災

に対しては、終わりはなくて永遠に続く対策で

ありますので、今言われました指摘については、

今後も真剣に取り組んでまいりたいと思います。

　それから、環境整備についてであります。夜

の避難やら高齢者の方々の避難がなかなか簡単

にいきませんので、情報発信については、聞こ

えにくいという情報もありますけれども、早目

の情報発信に努めてはおりますが、ただ、今、

言われましたとおり環境整備については非常に

厳しい状況があります。そのあたりで指摘の避

難のための集落道路、それから避難道路の整備

でありますけれども、今後は、本当に今、言わ

れましたとおり重要な課題でありますことから、

土木課とあわせまして財政課とも協議をしなが

ら整備をしていかないといけないと思っており

ますので、そのあたりは十分理解していただき

たいと思います。

　以上です。

〇徳留邦治議員　いろんなところで、今、自主

防災組織はできております。これも前から結構

あるんですが、５～６年前からですかね、自主

防災組織の組織づくりをしろという行政からの、

私のいる境校区なんかももう早くから取り組ん

でいます。

　ただ、残念なことに、組織づくりはできてい

るんだけれども、まだ活動がなかなか、避難の

訓練とかそういうのがまだできておりません。

何とか早急にそういう校区を交えた、小学校の

生徒とか学校と一体となった、また地域と一体

となったのもいろいろ加味しながら、避難訓練

もやっていかなければならないのかなと痛感し

ております。

　昔はよく小学校で、地震の対策として避難訓

練をよく行われておりました。頭に頭巾をかぶ

って、すぐ地震が起きたら、机の下に潜るんだ

という小学校ながらの避難訓練だったと記憶し

ております。今、どうなされているのか、学校

行政の中に余り立ち入っていないものですから

わかりませんけれども、そういう中で自主防災

ができている。そういうのをうまく活用して、

そしてまた、年寄りの把握、独居老人、身体障

害者、高齢者ですね、そういうのを把握しなが

ら、どこに逃げたらいいのかと。年寄り、そし

てまた、総務課長が言われましたように昼と夜

の避難の仕方が変わってくるわけです。昼間の

避難は多いんですけれども、夜の避難はなかな

かです。足元が暗い、見えない、道が悪い、そ

ういう状況の中で、年寄り、身障者、避難させ

るのは大変だろうと思いますので、そういう行

政連絡会などでそういう会合なんかを一応持っ

て、幾つでも会合を持っていいんですよ。そう

いう組織づくり、また、人材育成ですかね、そ

ういうのにいろいろと対応できる、組織も人材

の育成ですから、そういうほうにも力を入れて

もらって、少しでも被害が少なくする方法も考

えられると思います。その点について辛抱でき

るのかできないのか、ちょっと総務課長に対応

してもらいたいと思います。

〇総務課長（山口親志）先ほども言いました

とおりなかなか自助・共助・公助の観点で公助

だけで防災の対策はとれないと思います。今、

議員が指摘のとおり、ありがたい指摘をいただ

きました。自主防災組織の活動を充実させるこ
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と。それから、今、言われましたとおり本当昼

と夜の避難の状況は全然違ってまいります。そ

うした中で、組織づくりと人材育成づくりとい

うのも言われましたけれども、東日本大震災か

ら確かに防災に対する意識の高揚が図られてお

りまして、本年度も４月から現在に至るまで各

地区から防災に対する取り組みについて一緒に

指導いただきたいと。また、その中でも先ほど

も申し上げましたとおり環境の道路等の整備も

してほしいと、鉄道跡地に避難をするための階

段をつけてほしいとかいろんな要望もお聞きし

ました。そうした中で意識も高まってきており

ますし、また、本年度も南海トラフの大地震の

情報も入ってきておりました。平成25年度も新

しい年も防災に対しては変わりなく、指摘のと

おり変わりなく皆様のお力をかりながら被害を

少なくするための防災対策をとってまいりたい

と思いますので、御協力をいただきながら実施

していきたいと思います。

〇徳留邦治議員　総務課長の聡明な御回答をい

ただきまして、ありがとうございます。

　防災についてはこれで質問を終わらせていた

だきます。

　また、正月も間近ですので、災害のないこと

を祈っていきたいと思います。

　次に、財政対策について２回目の質問をいた

したいと思います。

　さっき財政課長が、行財政改革の過去の実績

等を収支と件数について御回答がありましたけ

れども、議員は市民の代弁者であると同時に市

民の声をしっかり聞いてそれを市政に反映させ

ていく、また、市民のニーズに応えていく私は

責務があると思っております。最近、いろんな

形の中で、もうみんなこんだけの不景気、デフ

レであれば行政に頼る。いろんな補助金、助成

金を求めてきます。実際、ボランティアででき

る分であっても助成金も幾らかまた払わんとな

らんというのが実情でございます。

　今後、また、行財政改革の中で26年度でした

け、今度また改定が行われるのは。それまでの

間に、この前の決算委員会の中でも補助金のダ

ブりがあるんじゃないかというようなのも目に

ついているようでありますが、この財源の乏し

い中で、５年計画でなくても年次的に見直しを

していく、そして１年の反省を踏まえて、もち

ろん補助金、助成金も行われるでしょうけれど

も、財源の確保が難しい中で、国も今、難しい。

その中で、この前も地方交付税が分割でしたね。

財源についてはどこの市町村も厳しいんでしょ

うけれども、垂水市においては、本市において

は財源的にちょっと豊かなところもあるのかな

と危惧しているわけなんですが、その点でどう

なのかなと。財源が潤っているのであれば、市

長の25％カットもここらで見直しをしなければ

いけないんじゃないかなと思いますよ。そこら

は議員に回したらどうですか。その点について

どう考えておられるのか、財政課長。

〇財政課長（北迫睦男）補助金の見直しにつ

きましては、財政改革プログラムの中でも補助

制度の見直しという項目を掲げておりまして、

社会・経済情勢の急激な変化など制度を取り巻

く環境が大きく変化していることから、公益性

や公平性を考慮し、行政として対応すべき必要

性、費用対効果、行政負担のあり方などを検証

していくこととしております。

　また、新規事業につきましては、類似の既存

事業の廃止または統合を行い、事業の周期を定

めて実施することとしております。

　団体の状況等は、随時実績報告やヒアリング

等を通じて情報収集に努めてまいります。

　その時点で見直しはできると思っております。

　それから、今、財政的な潤いの状況のお話が

ございましたが、確かに数字的には改善されて

きているということを私も申し上げております

けれども、決して豊かなわけではございません。

今後も精力的に行財政改革は続けていくべきも
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のと考えております。

　以上です。

〇徳留邦治議員　財政課長の御答弁の中で、豊

かではないと、それはそうですよ。このデフレ

の中で豊かなところはないんですよ。苦しいの

も垂水市だけではない。そこも十分認識をして

もらいたい。その中で財源確保に努めていらっ

しゃる財政課長には敬意を表したいと思います。

　そういう中で、市長の25％カットは、もうそ

ろそろいいんじゃないかと、もとに戻してやっ

たらという考えはないのか、財政課長。個々の

課長、みんな今度ボーナスも出ます、給料も民

間の企業よりもたくさんもらっておられます。

尾脇市政になって各課長みんな努力をされてい

ることは、私は一個人としては認めております。

もうみんな大変なんです、本当に。この財源の

厳しいときに各課長いろんな議員からも要望も

ありますし、振興会からの要望もあります。そ

の中でひねって財源を出していくということは

なかなかだろうと思います。その財源を捻出し

てもらっている各課長にはお礼を言いたい。

　そういう中で25％カット、財政課長、もとに

返してもらえんですか。その１点。

〇財政課長（北迫睦男）私が答弁すべき問題

ではないと思っておりますので、市長御自身の

判断でされるかと思います。

〇徳留邦治議員　よく財政課長と市長と話し合

って、私の考えでは、もうここらでいいんじゃ

ないかと。もう新しい年を迎えて、新しい気持

ちで皆さん頑張って、また忘年会も楽しく行き

たいと思いますので、これで質問を終わります。

　どうもありがとうございました。

〇議長（宮迫泰倫）　次に、７番田平輝也議

員の質問を許可します。

　　　［田平輝也議員登壇］

〇田平輝也議員　皆さん御苦労様でございます。

　いよいよ本格的な冬になってきたようです。

そして桜島の降灰がこれから垂水市方面に多く

来る季節にもなってきました。桜島の爆発が少

なくなり、農産物などへの被害のないよう願っ

ております。

　それでは、議長のお許しをいただきましたの

で、さきの通告に従い、一般質問させていただ

きます。また、同僚議員と重複するところもあ

るかと思いますが、御了承ください。

　昨年度３月11日の東日本大地震、津波などに

より、原発も大きな被害が発生し、いまだに避

難されている方々も多くいらっしゃいます。そ

して今、これまで強調されていた原発の安全神

話は崩壊し、やはり厄介な施設であるというこ

とは国民のだれもが感じていることだろうと思

っております。

　今、盛んに各政党が脱原発を言われておりま

す。今後、日本の社会が原発を全く認めないの

か、また、ある程度は容認するのかは私にはわ

かりませんが、これからの電力供給は、原発を

頼りにしない方向で進んでいくのではないかと

思っております。その電力共有の一つのあり方

として、太陽光を利用する大規模発電、メガソー

ラーの設置は、全国各地で展開しております。

そして今、私ども垂水市も高峠に設置されると

のことで、以前、９月でしたか、説明を受けま

したが、その推移と現状を再度お聞かせくださ

い。

　また、本市では何カ所ぐらいの設置計画があ

るのか。そして高峠とは別に新城でもメガソー

ラーの設置申請があるようで、先ほど同僚議員

も質問されておられましたが、再度どれぐらい

の規模なのかをお伺いいたします。

　次に人間ドックについてですが、全国的に少

子高齢化社会と言われております。私どもの垂

水市も県内では上位の高齢化率であるようです。

市民の一人一人が自分の体や健康を保つために

行政も一緒になって取り組んでいくべきだと考

えます。

　以前、ある方が、「身内の若い人が病名の発
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見がおくれ亡くなった。もう少し早く病名がわ

かっておれば助かったのに」と悔やんでおられ、

我々もたまには人間ドックを受けなければなら

んということを言われておりました。早期発見、

早期治療は大事なことであります。

　そこで、垂水中央病院における各人間ドック

の内容と本年度の利用状況は、計画に対してど

うなのかお聞きいたします。

　次に、地区地域振興計画についてですが、今、

各校区で地域振興計画がそれぞれ実施されてい

るようです。一部では既に終了しているようで

すが、各校区でいろいろの意見が出ていると思

いますが、どのような意見があるのかお聞きい

たします。

　以上で１回目を終わります。

〇企画課長（倉岡孝昌）メガソーラーについ

ての御質問にお答えいたします。

　高峠でのメガソーラー発電事業の件につきま

しては、これまで議会全員協議会において御説

明してまいりましたが、まず、さきの９月議会

全員協議会を振り返り、簡単にお話しいたしま

すと、土地の賃貸料につきましては、通常の規

則に基づく金額に協力金という形での寄附金を

上乗せする協議を進めており、面積確定など今

後の作業を進めてまいりますこと。また、今後

の工程につきましては、九州電力でさんとの継

投・連携について本協議の準備が進められてお

り、本協議や関係機関への手続等のために、よ

り制度の高い計画作成の必要性から、現地の伐

採や地表のはぎ取りなど作業を行っての測量作

業を行っていること。九州電力さんとの本協議

に３カ月ほどの期間を要しますことから、実際

の着工は２月ごろになる見込みであることなど

御説明しております。

　次に、その後の経過についてでございますが、

これまで関係機関等との協議を幾度も重ねなが

ら計画は練られており、ほぼ見通しも立ってお

りましたが、継投・連携について本協議の最終

段階で九州電力さんとの再度の検討が必要であ

るとのことで、急いでの対応の検討・協議が九

州電力さんと行われた結果、今後の対応が整っ

たところであります。

　このようなことで、これまで説明しておりま

した事業計画に沿った内容での事業展開が進む

ことになりますが、継投・連携の手続にもう少

し時間を要するようでありますので、実際の着

工は少しおくれてくるものと思われます。

　なお、このことで事業計画全体に大きく影響

することはないとも聞いております。

　次に、議員御質問の新城地区におけるメガソー

ラー計画についてでございますが、先ほどの感

王寺議員の御質問にお答えしているような状況

でございまして、メガソーラー設置を目的とし

た開発のことのようで、開発規模は、土木課へ

の届け出によりますと、2.5ヘクタールほどの面

積になるようでございます。

　また、市に高峠地区以外に候補地はないんだ

ろうかとの話は聞いておりますが、具体的な計

画が提示されている案件はほかにはございませ

ん。

〇市民課長（野妻正美）田平議員の本市の人

間ドック対策についての御質問にお答えいたし

ます。

　本市の国民健康保険の人間ドック助成事業で

すが、30歳以上の被保険者の方々を対象に人間

ドックを実施しております。詳しい内容につき

ましては、国保たるみずの６月号で平成24年度

の保存版として全戸配布により周知を図ってお

ります。

　お尋ねの垂水中央病院の人間ドックの内容で

すが、現在、日帰りのコースで４種類、１泊２

日のコースで４種類の合計８種類のコースがご

ざいます。日帰りコースでは、基本的な１日ド

ックのほかにメタボや頭痛、肩凝り、脳ドック

など症状に応じたコースで受診できます。また、

１泊２日コースでは、こちらも基本的なコース
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のほかに大腸検査やがん、メタボ、脳などを組

み合わせたコースを選ぶこともできます。

　費用的には、最も個人の負担が小さいのが脳

ドックで、検査料金２万9,900円に対し２万円の

助成で、自己負担額が9,900円となっております。

利用者の負担が最も大きいのが、２日ドックと

脳ドックがセットとなっている検査で、料金が

９万1,500円に対し６万円の助成で、自己負担額

が３万1,500円となっています。

　今年度の利用実績でございますが、計画人数

52人に対して、11月末現在で既に昨年度実績36

人を上回る43人の申し込みを受け付けておりま

す。

　議員御指摘のとおり早期発見、早期治療を目

的とした人間ドックですので、特に40代から50

代の若い方々の受診を促進したいと考えており

ます。

　以上です。

〇企画課長（倉岡孝昌）３点目の御質問の地

域振興計画についての御質問にお答えいたしま

す。

　第４次垂水市総合計画に基づく地域振興計画

については、平成21年度から具体的な策定作業

に取り組んでおり、現在、大野、水之上、牛根、

新城の４つの地区で策定し、活用いただいてお

ります。

　出される意見につきましては、各地域ともに

福祉や教育に関するもの、地域の産業振興や働

く場に関するもの、住環境や地域環境に関する

ものなど身近な課題を含めて多岐にわたります

が、地域特性を生かした地区はこうありたいと

いう願いをつくり上げるという点を理解してい

ただきながら、策定作業を進めてもらっている

ところでございます。

　例えば大野地区では、うのばい生き生き祭り

を開催されたり、水之上地区では、フラワーロー

ドとして花植え作業など始めるなど地域振興計

画に掲載された行動計画が具体的に実施されて

きております。

　なお、意見集約の方法もいろいろあろうかと

思われますが、広く住民の方々からの意見を収

集する目的から、全戸アンケートに取り組まれ

た地域もあり、結果が反映されているところで

ございます。

〇田平輝也議員　それでは、一問一答でお願い

します。

　先ほど感王寺議員も質問されたとおり、厳し

い質問でありましたが、既に今、民間会社がメ

ガソーラーの設置を新城で造成されています。

開発の規制などについては、先ほどいろいろお

聞きいたしました。そして私も雨のときなど付

近の土地の所有者の方々が流れてくるという苦

情を聞きまして、私も12月２日でしたか、隣接

地の方と現地を見に行きました。そして日曜日

なので、恐らく工事はしていないだろうと思っ

て行ったんですが、雨の中を工事をされておら

れました。気になったのが、排水の大型のため

升ですか、どれがどこにあるのかなというふう

に思った次第です。そして排水のトラフが途中

で切れておりまして、それはもう山林のところ

に垂れ流すという状況のようであったようです。

　このようなことが近くで発生いたしましても、

近隣の住民の方々は事態の進展など情報が非常

に得にくいと思っております。それらを踏まえ

まして、事業者は関係者などに私は説明をすべ

きではと考えておるところです。そういうこと

は実施できないのか。あわせて開発については、

面積によっては隣接地の同意など必要かと考え

ますが、これについてはもう必要なかったのか

伺います。

　また、県内でもメガソーラーの設置の話があ

ちこちでありますが、このような山間部などの

開発した事例などはないのか伺います。

　以上、２回目の質問といたします。

〇企画課長（倉岡孝昌）メガソーラーについ

ての２回目の御質問にお答えいたします。
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　まず、事業者による近隣住民の方々への説明

についてでございますが、説明実施の法的な義

務づけなどはないように認識いたしております。

しかしながら、住民の方々からの要望等がござ

いましたら、その旨を事業者側に伝えることは

可能だと思っております。

　次に、隣接地の同意についてでございますが、

都市計画法による開発行為などにつきましては、

隣接地権者の同意も必要になるようでございま

すが、そのような法手続など要しない中での必

要はないことになります。

　次に、山間部を開発した事例についてでござ

いますが、現時点では具体的な事例などは聞い

ておりません。しかしながら、電力の継投・連

携が可能な地域でメガソーラー事業が今後も多

くなっていくといたしますと、適合するような

平たん地はそんなに多くないように思われます

ので、今後は山間部も検討の対象になる可能性

はあるのではないかと思っているところでござ

います。

〇田平輝也議員　３回目になります。

　新城のメガソーラーの造成につきましては、

今後、県とも協議して、雨水のための調整升で

すか、それらの対策をその事業者に指導してい

ただきたいと要望しておきます。

　次に、高峠のメガソーラーですが、他市にお

いても太陽光発電の設置がいろいろあるようで

すが、本市と比べて違った方法などがされてい

るところがあるかと思いますが、どのような方

法があるのか。

　本市には、また、以前も聞きましたけれども、

固定資産税、雇用人数、そして賃借料などメリ

ットがあると思っておりますが、これらについ

て面積やパネルなどの関係もありますが、今後

どのように想定されておられるのかお聞かせく

ださい。

　そして他市ともろもろの比較検討結果はされ

ておられるのか。あわせて現在の売電価格が１

キロワット42円となっておりますが、途中で売

電価格が下がるなどの心配はないのか。また、

企業の都合によって事業の中止や廃止などに伴

う施設、資材の撤去などは、当然私は企業の負

担と思っておりますが、肝心なことは、そのこ

とを契約あるいは覚書などに文書などできちん

と確約する方法など万全にしておられるのか。

できれば撤去時の契約内容を伺います。

　以上です。

〇企画課長（倉岡孝昌）３回目の御質問にお

答えいたします。

　メガソーラーの設置につきましては、地面の

設置のほかに公共事業の屋根貸しに取り組んで

いる自治体や民間の屋根を借りての事業を進め

ている企業もございますし、貯水池などの水面

を利用する提案事例もあるようでございます。

　土地の提供につきましても、自治体で造成し

て造成費用を賃貸費用に上乗せして貸し出す事

例などもあるようでございます。そのほかにメ

ガソーラー発電事業自体に自治体独自で取り組

むことや市民連携で取り組む事例などございま

す。

　次に、市へのメリットとして、御質問のよう

に固定資産税や土地の賃貸収入、雇用効果や市

内企業への工事発注などあり、固定資産税や賃

料については、先ほどお答えした経緯もござい

まして、面積や施設など確定的となった時点で

算定などしてまいりますが、算定に当たっての

基本的な考え方は先ほどお答えしたとおりでご

ざいます。

　また、その算定に当たりましても近隣の事例、

また、現場の諸条件を勘案して算定してまいる

ことになります。

　次に、雇用につきましては、パネル枚数が大

変多くなりますので、降灰除去作業など当初想

定いたしておりました雇用以上の発生が見込ま

れるように考えているところでございます。

　また、市内企業への工事発注につきましては、
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優先して発注していただくよう協議をしており、

測量設計作業においては、地元企業が作業をさ

れている事例もございます。

　次に、売電価格についてでございますが、九

州電力さんとの送電線への接続契約及び経済産

業省の設備認定を平成25年３月末までに済ませ

れば、１キロワット当たり42円で20年間継続し

て買い取られることになります。

　なお、このことは資源エネルギー庁から告示

として示されてもおります。

　次に、事業中止による施設の撤去費用につい

てでございますが、契約期間満了後、または契

約が解除された場合には、事業者の負担により

施設撤去、原形復旧することとし、解体撤去費

用用、毎年度別途積み立てるように契約書に盛

り込むことを事業者側と協議をいたしていると

ころでございます。

〇田平輝也議員　４回目は要望とします。

　今後は、本市にもメガソーラーの設置にいろ

いろの企業が進出することが予想されます。そ

れらの場合は、隣接地の方々への説明、同意な

どの指導をされるようお願いいたします。

　高峠のメガソーラーについては、先ほど事業

の中止や廃止など撤去時の契約、覚書などをし

っかり文書化されることを要望といたします。

　以上でメガソーラーについては終わります。

　次に、人間ドックについてですが、中央病院

の実績についてはお聞きいたしました。２回目

の質問といたしまして、次に同じく垂水市が指

定医療機関としている鹿児島厚生連病院や厚生

連健康保険センターでも毎年数十名の垂水の方

が人間ドックを受診されておられます。それら

の受診に対して垂水市も助成されているようで

すが、厚生連の利用状況をお聞きします。以前

は農協も組合員などに助成金を出して、本人負

担は１万ぐらいだったわけですが、垂水市から

人間ドックへの助成金の状況、本人負担などを

お聞きします。

　また、年度ごとの利用状況がわかっておられ

ましたら、あわせてお聞きします。

〇市民課長（野妻正美）田平議員の２回目の

御質問にお答えいたします。

　まず、議員が言われましたように本市では、

肝属郡医師会と鹿児島市にある鹿児島県厚生農

業協同組合連合会と委託契約を結びまして、指

定医療期間として垂水中央病院、鹿児島厚生連

病院、厚生連健康センターの３カ所で人間ドッ

ク助成事業を実施しております。

　厚生連につきましては、農協の会員の方々が

利用される利用機関にもなっており、また、垂

水市漁協の特定検診の集団検診についてもお願

いしているところでございます。

　お尋ねの厚生連の利用料金ですが、一般コー

スで４万4,080円に対して、このうち３万円を助

成し、差額の１万4,080円が自己負担となります。

　また、２日コースでは、検査料金５万7,225円

に対して、このうち４万円を助成し、差額の１

万7,225円が自己負担となります。

　次に、利用者の年度別の実績ですが、平成22

年度が26人、平成23年度が32人、平成24年度は

計画人数33人に対して11月末現在で26人の申し

込みがございます。

　以上でございます。

〇田平輝也議員　ありがとうございます。

　市民の健康を守るために早期発見、早期治療

を勧めるために市民の健康増進を図り、市民が

住んでよかった垂水と言われるように行政も一

緒に頑張っていただきたいと思っております。

先ほどの回答で、市もそれなりに助成している

のだなと思っております。

　それでも一般の方の個人負担は大変だと思っ

ております。助成金のこれ以上の増額は、垂水

市の場合、財政上厳しいのかなと思っておりま

す。

　そこで、県内の他市と比較した場合、本市の

助成金などどうなのかお伺いいたします。
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〇市民課長（野妻正美）　田平議員の３回目

の御質問にお答えいたします。

　他市の助成内容ですが、基本的には１日ドッ

ク、２日ドックがありまして、助成対象となる

検査の種類や助成額についても各自治体によっ

て違いがございます。

　助成額につきましては、検査内容によって１

万5,000円から５万円程度が標準的な補助額とな

っており、２万円を上限とするところも数市あ

ります。

　なお、平均しますと２万円から３万円の助成

額となっております。

　本市の助成額につきましては、１回目の御質

問に答弁いたしましたように脳ドックの２万円

から最高額は２日ドックと脳ドックを組み合わ

せた６万円までとなっており、結果、県内19市

の中でも上位となっております。

　また、助成の対象となるドックの種類も多い

ことから、他市に比べて充実しているものと考

えております。

　さらに、本市においては、今年度から新たに

ペットＣＴ検診と呼ばれるがん検診も対象とし、

５万円の助成を行っております。

　ドックへの助成の増額につきましては、厳し

い国保税制の中では難しく、また、他市と比べ

て制度的にも充実していることから、現在の助

成制度を継続していくということで御理解いた

だきたいと思います。

　以上でございます。

〇田平輝也議員　わかりました。

　他市に比べましても垂水はそれなりの金額を

助成してドックの推進をしているということを

十分理解しました。

　しかし、１回目の答弁で垂水中央病院の２日

ドックと脳ドックのセットで受診した場合、本

人が３万1,500円の負担ということですが、高齢

者の多い本市の市民にとっては、自己負担の３

万1,500円は大変大きな金額です。人間ドックを

受けることで病気の早期発見ができ、そして早

期治療をすることで将来の医療費の抑制にもな

るかと思っております。市民が人間ドックを受

けやすいように少しでも今後、助成金をふやせ

ないか検討をお願いいたしたいと思います。ま

た、あわせて市民へのさらなる周知に御努力を

お願いしたいと思います。これは要望といたし

ます。

　次に、振興計画についてですが、私ども新城

地区地域振興計画の中では、その計画中にです

が、ある方が土地や畑など寄附してもよいとい

うお話がありまして、新城はこうありたいとい

うことで、まず、地区で管理するグラウンドゴ

ルフ場を持ちたいとの意見がありました。

　それらの回答で、市としては、健康づくりの

活動や生きがいづくりに支援をしますというこ

とでございましたが、どのような支援を考えて

おられるのか。

　また、市への寄附として受け入れされるのか。

寄附として受け入れた場合、寄附採納者に対す

る固定資産税などの便宜は図られるのかお伺い

いたします。

　また、空き家対策についての回答で、家財の

処分費用について助成金制度を検討しますとの

ことでしたが、どのように検討されておられる

のか、いつごろから実施されるのかお聞きいた

します。

　以上です。

〇企画課長（倉岡孝昌）地域振興計画につい

ての２回目の御質問にお答えいたします。

　御質問のとおり新城地区の地域振興計画にお

いて、地区で管理するグラウンドゴルフ場を持

ちたいという、こうありたいとする行動計画に

盛り込まれております。

　新城地区では、整備されたグラウンドゴルフ

場を活用してかねての練習はもちろん、地域の

方々の憩いの場として使用される計画となって

おります。
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　また、今後の健康面の対策や介護予防等の推

進として、地区で健康運動教室等の具体的な計

画を立てられ、その計画を持って市に相談いた

だきますと、関係課で対応し、必要な支援を行

っていくことといたしております。

　用地につきましては、現在、関係課で協議を

持ち、寄附採納されます農地等の取り扱いなど

必要な手続を進めている段階でございます。

　今後、最終的な移転登記などなされた後は、

市の所有地となり、新城地区公民館に対する財

産貸し付け契約を取り交わす予定となっており

ます。

　当該地の固定資産税につきましては、移転登

記をした翌年以降につきましては、公有地とし

ての取り扱いとなると認識しております。

　次に、空き家対策についてでございますが、

垂水市空き家バンクへ登録していただく物件を

対象に空き家内の不要な家財道具等の処分に係

る費用に対して助成を行うことを検討いたして

おります。これは、平成20年度に空き家所有者

へアンケート調査を行った際、「空き家バンク

への登録を希望しない」と回答された所有者の

多くから、その理由を「空き家内に残ったまま

になっている家財道具の処分が困難であるため」

と回答がありましたことを受けまして、処分費

用に対して助成を行うことで空き家バンクへの

登録物件の増加を図ろうとするものでございま

す。

　空き家バンク登録物件数の増加によりまして、

本市への移住者数の増加が見込まれ、地域振興

に寄与するものと考えております。

　家財道具等の処分費用に関する助成につきま

しては、現在、制度の構築を進めており、平成

25年度より実施することができないか検討を進

めているところでございます。

〇田平輝也議員　新城地域振興計画の中のグラ

ウンドゴルフ場の要望に対しまして、市が寄附

採納として寄附採納者に固定資産税も免税とい

うことで感謝いたします。

　また、空き家の家財処分費用の助成も25年度

から実施されるということです。本市の人口増

加のために今後もいろいろの対策を検討される

ことを要望いたしまして、私の質問を終わりま

す。

　ありがとうございました。

〇議長（宮迫泰倫）　ここで、暫時休憩しま

す。

　次は、４時15分から再開いたします。

　　　　　午後４時５分休憩

　　　　　午後４時15分開議

〇議長（宮迫泰倫）　休憩前に引き続き会議

を開きます。

　次は、16番川畑三郎議員の質問を許可します。

　　　［川畑三郎議員登壇］

〇川畑三郎議員　本日も４時が回ったようでご

ざいますので、私でラストの質問者になろうか

と考えております。最後までよろしくお願いい

たします。

　12月に入り、寒さが厳しくなってきたようで

あります。昨日は衆議院議員選挙も公示され、

新しい年を迎えるこの月は、せわしくなってま

いりました。議会も始まり、私も先日通告いた

しておりました案件について質問いたしますの

で、市長並びに関係のある方々の御答弁をよろ

しくお願いいたします。

　まず、教育行政について。

　新しい教育長も決まりました。先日の議会で

教育長のお話を伺いました。垂水市新城出身で

あり、垂水市にとっては大変ありがたいことか

と私も考えております。

　先日、議会で自己紹介並びに抱負を述べられ

ました。午前にも教育長への教育問題について

質問がありましたが、再度教育長としての決意

をお聞かせください。

　臨時議会では不同意となりました人事案件は、
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再度の臨時議会で全会一致の同意となり、一件

落着となりました。この過程について、経過報

告をお願いいたします。

　これから桜島の灰がひっきりなしに降ってま

いります。そういう時期になりました。農作物

にも大きな影響を与えますが、先日、公民館屋

上の降灰除去についてお願いを受けたところで

ございます。対応についてお伺いいたします。

　市道、農道の整備について。

　９月議会におきまして行政連絡会での要望等

の対応について質問いたしました。その後につ

いての経過はどうなっているのか。また、今年

度予算化された市道、農道整備の状況はどうな

っているのかお知らせください。

　また、住民から急を要するような要望もある

とお聞きいたしますが、その対応は。

　これで１回目の質問を終わります。

〇教育長（長濱重光）川畑議員の御質問にお

答えいたします。

　教育に対する私の決意でございますけれども、

教育は人づくりでございます。将来の垂水や日

本を担う人材づくりの基盤を形成するふるさと

垂水の教育行政を任されることになりまして、

責任の重大さを痛感しておりますが、本市の教

育の充実・発展のために全力で取り組んでまい

ります。

　就任以来全校の小・中学校を訪問いたしまし

たが、どの学校も明るく、生き生きした子供た

ちの姿と子供たちを授業に集中させ、学習意欲

を高めさせようとする教職員の熱心に指導して

いる姿がとても印象的でございました。また、

地域の方々がさまざまな形で学校を支援してい

ただいていることもお聞きし、子供たちを大切

にし、教育を大事にする本市の伝統と風土、学

校に寄せる地域の皆様の期待の大きさを改めて

感じたところであります。

　一方、本市の課題といたしましては、学力向

上、学校施設の充実、統廃合されました３つの

中学校の跡地利用、また、社会体育施設の充実、

さらには、垂水高校の存続の問題などが挙げら

れますが、何事にも真正面から向き合い、対策

を講じてまいりたいと考えております。

　垂水市には、教育を大事にする風土と地域全

体で子供たちを守り育てる伝統的な地域の教育

力が脈々と受け継がれております。加えて豊か

な自然、歴史や郷土文化・地域の人材など教育

的資源も豊富であります。これらの人的・物的

資源を有効に活用し、本市の重点目標でありま

すふるさと垂水を愛し、誇りにする子供の育成

に努めてまいります。

　また、他県におきましては、いじめや問題行

動など痛ましい事件が発生しておりますが、人

の痛みのわかる豊かな心と他者などを思いやる

心を備えた子供の育成、さらには、人が社会で

生きていく上で基本となります礼節を重んじる

ことなどの道徳性を身につける教育の推進に努

めてまいりたいと考えております。

　これらを実現するためには、学校のみならず、

家庭や地域社会が相互に連携し、実践していく

必要がありますことから、これまで以上に３者

の連携を深め、垂水の将来を担う子供たち、日

本や世界に羽ばたく子供たちのために、また、

垂水の教育充実・発展のために全力を傾注して

取り組んでまいる所存でございます。

　以上でございます。

〇市長（尾脇雅弥）川畑議員の教育長の同意ま

での経緯についての御質問にお答えいたします。

　11月６日の第３回垂水市議会臨時会でも報告

をいたしましたが、教育行政の重要なポストを

不在の状況のままにしておけませんので、速や

かに解消するために、肥後前教育長からも御推

薦をいただき、県教委にも副市長が出向き、県

教委からも推薦をいただきましたことから、垂

水市出身であられますし、候補者の１人でもあ

りましたので、長濱氏と県庁でお会いをいたし

まして、お話をさせていただきました。
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　面談の際、私のほうから「解決すべき課題が

さまざまあり、苦労されると思いますけれども、

頑張っていただけますか」という旨のお尋ねを

いたしましたところ、「私でよければふるさと

垂水のために尽くしたい」というお言葉をいた

だき、その言葉や話し振りから本気で頑張って

いただけるとの気概を感じ、また、適任である

と思いましたので、議会の皆様に同意をいただ

いてお願いをして同意をいただいたところでご

ざいます。

　以上でございます。

〇社会教育課長 （瀬角龍平） 川畑議員の公民

館屋上の降灰除去についての御質問にお答えを

いたします。

　先日、地上からの確認ですけれども、協和地

区公民館の屋上に桜島の降灰がたまり、ススキ

が生えているようでございました。垂水市内の

９つの地区公民館は、地域のコミュニティーセ

ンターとして、そしてまた、生涯学習や地域文

化を担う拠点として重要な役割を担っていると

考えております。そしてまた、現在市長部局で

進められている地域振興計画を実現するための

地域活動の拠点としても位置づけられておりま

すことから、できるだけ早急に屋上に上り、現

状を確認した上で降灰を除去してまいりたいと

考えております。

　以上であります。

〇土木課長（宮迫章二）土木課所管分の工事

進捗状況につきまして回答いたします。

　９月議会のとき、今年度行政連絡会で出され

ておりました要望内容とその対応につきまして

回答していたところでございます。

　まず、環境整備班で対応できる要望が４件あ

りましたが、すべて実施済みでございます。

　次に、予算が伴い、維持工事や改良工事で対

応する要望が19件ありましたが、現在、工事施

行中も含めまして実施済みが８件で、今年度中

に実施する箇所が５件でありますので、残りは

今後計画しているところでございます。

　県への要望は７件ありましたが、全箇所要望

いたしまして、３カ所の寄州除去は実施してい

ただいております。あとの要望につきましては、

今後の経過や関係者と協議いたしまして、引き

続き検討していかなければならないと考えてい

るところでございます。

　続きまして、市民要望の整備につきまして回

答いたします。

　現在、土木課への要望は、行政連絡会からの

要望のほかにも市民の方々からも要望が寄せら

れているところでございますが、環境整備班で

対応できる要求につきましては、優先順位を考

慮してできるだけ早急に対応しているところで

ございます。

　維持・工事で対応しなければならないような

要望につきましては、現地を確認し、公共性や

緊急性を考慮して実施しているところでござい

ます。

　以上でございます。

〇農林課長（池松　烈）それでは、農道整備

について私のほうで説明させていただきます。

　さきの９月議会におきまして、振興会等から

の要望については御報告いたしましたが、今年

度の全体の進捗状況について申し上げさせてい

ただきます。

　まず、工事の進捗状況でございますが、市木

地区及び牛根麓地区の農道の防護策設置工事が

終了しております。もう１件は、牛根麓地区の

農道の水路布設工事でございますが、今月中に

は終了する予定であります。

　関連しまして委託ですが、市内一円の農道施

設の除草が終了しております。重機借り上げに

よります対応ですが、上野原台地全域及び牛根

境地区２カ所の土砂除去作業、中俣地区の農道

床板補修作業、補修作業及び維持作業、高城地

区の維持作業が終了しております。

　重機借り上げの災害分としましても市内一円
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の農道補修、土砂除去復旧作業及び路肩復旧作

業等を終了しております。

　原材料支給ですが、砕石３件、２次製品５件

及び生コン１件の支給が終了しております。ま

た、土木課環境整備班によります作業でも対応

してきたところであります。

　急を要する要望につきましてでありますが、

これにつきましては、安心・安全に関すること

が多くございますので、予算の範囲内におきま

して、弾力的な活用を図りまして緊急的対応を

実施しております。

　内容についてですが、例えば工事に入ってい

る業者さんがあれば、それをお手伝いいただく

という形で予算内に納めるようにという努力を

しています。

　また、重機借り上げについてもそのような活

用を図っているところでございます。

　また、土木課環境整備班によります作業等に

ついても同様に実施をしているところでござい

ます。

　以上でございます。

〇川畑三郎議員　一括方式でお願いいたします。

　教育長の教育に対する決意は、午前中も教育

に対する質問があったり、先日も思いを自己紹

介で兼ねてしていただきまして、きょうもいい

答弁をしていただきました。この答弁が実現す

るならば、垂水はよくなるだろうなと私は考え

ます。

　教育長も行政に携わっていられての教育長で

すけれども、学校の現場はちょっと離れておら

れたのかなという気もするんですけれども、ま

た、それが教育委員の方々の中には、教職に就

いて校長先生をしておられたりという人方はい

っぱいいらっしゃいますので、かえってそうい

う方々が来ていただいたのは、私は、一方の目

から見れば大変いい結果じゃなかったかなと考

えております。

　ですから、なるべく教育長が思っている面が

スムーズに行くようにお互いに連携して頑張っ

てください。

　教育についてはいろいろな問題が私はこれか

らあると思います。昨日の森山先生のお話にも

教育の再生ということを頻繁に言われておりま

したので、どこを再生すればいいかという問題

じゃなくて、そういうことにいろんな目を向け

ていただいて、やり遂げていただきたいと思い

ます。

　また、意見があったら後で質問いたします。

　教育長の同意までの経過について、市長のほ

うからお話をいただきまして、臨時議会で取り

下げか、そして再度全会一致という、否決され

て全会一致ということでなりましたですね。経

過は皆さんが御承知のとおりです。

　私もちょっと振り返らさせていただきますと、

前の不同意の方とは私も年代が一緒です。同じ

年で、この方は皆さんもよく知っていらっしゃ

る方で、鹿児島県の高野連の理事長、そういう

立場の後に公立学校の校長ということで、いろ

いろな面で活躍されて、鹿児島県でも大変名の

売れた方でありまして、私といたしましても、

私も野球をやっておりましたので、中学校の３

年のときは、私は協和中学校、本人は垂水中学

校ということで、お互いに14歳でした、そのと

きは。一緒にやってきた仲でした。私はもう本

当本人を買っておったんですけれども、結果的

にはいろんな面で不同意ということで、私も残

念ではありましたけれども、この方はそういう

ことがあっても必ずやまたいろんな面で活躍さ

れる方だなあと思っております。同じ年代でし

たので、ちょっと胸がつかえるようなところに

なりましたけれども、人生の中にはいろんな面

があると思います。いい面も、結果が出れば、

結果が出ないときもあります。ですから、今後、

その方もまた、先日もちょっとお会いしたりし

ましたけれども、たんたんとされておりまして、

器の大きさを私は感じたところでしたが、それ
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ぞれに頑張っていければなと思います。

　この問題についてもやっぱり取りようがある

んですよね。議会でも教育者たるものという問

題もありました。それもしかり。私もそれだと

思いますけれども、現職の中でそういうことで、

これは選挙にも関連しますけれども、選挙の応

援にした、何をしたということで大変非難を受

けましたけれども、一方から見れば、自分の教

え子のために一生懸命やる。自分と関連あるお

友達のために頑張ると、そういう人情ある私は

気持ちが私はそうさせたと思っておりまして、

その分については大変立派な方だなと思うんで

すけれども、この点に市長、市長も法的には問

題ないというようなことで答弁されていますけ

れども、再度その分について市長の思いを私に

お聞かせください。

　それと公民館の屋上の降灰の除去については、

これも一個人から言われまして、私もここの公

民館長をしておるんですけれども、気がつきま

せんでした。だから、見てみて、ああ、じゃ、

そうだなあという気がいたしましたので、早速

お願いして、一般質問でしてみようということ

で社会教育課長にお願いしましたけれども、ま

たよく調べていただいて、検討してください。

　それとほかの公民館もでしょうけれども、そ

ういったやっぱり降灰という関係でどうなって

いるのか。学校の場合は、協和小学校、松ケ崎

小学校と屋上ののを取っていただいて大変よく

なっているんですけれども、全体的に垂水市の

降灰状況はどうなって、公民館のですね。検査

をされてもいいですけれども、そこら辺につい

てひとつお願いいたしたいと思います。

　次に、市道、農道の整備についてですが、進

捗状況をお知らせいただきまして、それなりに

前回も頑張っているんだという報告を受けまし

たが、また、その後もそれなりにやっていらっ

しゃるようです。

　私は地元をちょっと言わせていただきますけ

れども、ことしも早目に海潟の旧道をしていた

だいて、みんな喜んでいらっしゃっております。

そしてこれは年次的にするということで、来年

度もあるわけですけれども、来年度の工事の状

況はどういう状況なのかをちょっとお願いしま

す。

　それと浦谷と海潟の飛岡につながる福岡原農

道なんですけれども、これは牛根麓線の林道と

もつながっているんですが、ここの状況はその

後、私も一回質問したんですけれども、私も行

ってはいないんですが、ここはどういう状況で

すか。お知らせいただきたいと思います。

　それと市民の要望というのは、住民からいろ

いろお願いがちょいちょいあると思いますけれ

ども、これはそれなりに対応していただければ

いいと思いますので、いろんな面に取り入れて

頑張っていただきたいと思います。

　農道の関係については、ことし河川敷を、材

料を支給していただいて、我々中山間事業で舗

装したわけですけれども、業者を頼んで。やっ

ぱり中山間事業の中でもお金が不足するそうい

う地域があるんですよね。小さいものだから。

できたら、材料支給はしてもらうんですけれど

も、一応何か少しでも重機の借り上げでお手伝

いがしてもらえないかと思うんですが、ここら

辺はどうでしょうか。

　再度お願いいたします。

〇市長（尾脇雅弥）それでは、私のほうから。

　今、皆さん御承知のとおり児玉氏の教育委員

の選任ということに際しましては、先ほどの議

会において不同意という結果でありました。現

状の垂水市教育行政の課題解決というためには

必要であるということで、熟慮の上の推薦でご

ざいましたので、私としても残念であるという

ことであります。

　その後も本市の教育行政のためにさまざま御

尽力いただいているようでありますので、あり

がたいことだというふうに思っております。残
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念ではありましたけれども、その分まで長濱新

教育長にしっかりと頑張っていただけるものと

思っておりますので、皆さんの御協力を重ねて

お願い申し上げたいと思います。

〇社会教育課長 （瀬角龍平） 地区公民館の維

持・補修につきましては、経年劣化によるもの

が多いのですけれども、その都度改修に努めて

おります。

　しかし、その公民館の劣化を早めるものの一

つは、桜島による降灰であろうと考えておりま

す。そしてまた、協和地区公民館は、昭和火口

が非常に近く、そしてまた、屋根が６屋根であ

ります。そういうことなどが降灰のたまった原

因ではないかと考えております。そのため、ほ

かの地区公民館におきましても協和地区公民館

同様な状況がないのか調査をし、対応をしたい

と考えております。

　以上でございます。

〇教育長（長濱重光）ただいま川畑議員のほ

うから激励をいただきました。

　お話しありましたように児玉先生の分まで精

いっぱい頑張っていきたいと思います。

〇土木課長（宮迫章二）小浜・大浜線の振興

計画としましては、議員が言われましたとおり

年次的に推進していく計画でありまして、本年

度は延長114メートルを実施したところでござい

ます。平成25年度は、社会資本整備総合交付金

事業で延長260メートルを施工する予定でござい

ます。

　なお、福岡・浦谷線につきましての整備計画

でありますが、本年度は緊急雇用対策事業の箇

所には予定しておりませんでしたが、他の要望

箇所も含めまして、路線の現状を確認し、環境

整備班の作業などで対応するなど検討していき

たいと思います。

　以上でございます。

〇農林課長（池松　烈）それでは、市民要望

の整備につきまして説明させていただきます。

　まず、平成25年度の予定につきまして、まだ

財政課のヒアリング前でございますので、御了

承いただきたいのですが、工事請負費で３件、

重機借り上げで５件、原材料支給で生コン３件、

トラック１件を予算計上しているところであり

ます。

　この平成25年の予算での予定に加えまして、

農道の整備につきましては、県の主体事業であ

ります中山間地域総合整備事業で、平成28年度

までに市内一円14件の整備や、状況に応じ国・

県の補助事業の導入を図りながら、事業効果や

緊急性を考慮しながら、予算の範囲内におきま

して進めますとともに、土木課環境整備班によ

ります作業で対応してまいります。

　さらに、農家の皆様の御理解をいただきなが

ら、中山間直接支払い制度や農地水保全管理支

払い交付金等を活用し、地元農家等の御協力を

いただきながら行っていきたいと考えておりま

す。

　また、重機借り上げの件につきまして、予算

の充実ということでお話が出ましたが、これに

つきましては、本年度行政連の要望を受けまし

て財政課のほうに御努力をいただいて対応した

部分もあります。

　安心・安全の対策というのが必要でございま

すので、今後も市民の要望、また、振興連等の

要望につきましては、実情を十分把握して対応

していきたいと考えております。

　以上でございます。

〇川畑三郎議員　それでは最後、ちょっと質問

じゃないんですけれども。

　教育長が新しくなられまして、決意を語って、

今、ありがとうございましたですけれども、私

もなるべくいいほうにとるほうに決めておりま

す。前回が不同意で教育長がいらっしゃったと

いうことで、お人柄を見れば優しそうなよか人

やっどなあと私は感じます。

　そういうことで、この教育長という大きな役
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をいただかれましたので、ひとつふんどしを締

めて垂水市の教育のために私は頑張っていただ

きたい。市長と連携をとりながら、そういうこ

とを私は要望いたしたいと思います。

　教育長のお父さんも私は知っておりますから、

そういうことで、出身がどこだと、お母さんが

どこだというのは今度わかりました。ああ、あ

そこの息子ならいいだろうなと思いましたので、

ひとつ教育に頑張ってください。

　終わります。

〇議長（宮迫泰倫）　本日は、以上で終了し

ます。

　　　△日程報告

〇議長（宮迫泰倫）　次は、明日午前９時30

分から本会議を開き、質問を続行します。

　　　△散　　会

〇議長（宮迫泰倫）　本日は、これにて散会

します。

　　　　　午後４時44分散会
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平成24年12月６日午前９時30分開議

　　　△開　　議

〇議長（宮迫泰倫）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△一般質問

〇議長（宮迫泰倫）日程第１、これより一般

質問を行います。

　それでは、通告に従って順次質問を許可しま

す。

　最初に、９番北方貞明議員の質問を許可しま

す。

　　　［北方貞明議員登壇］

〇北方貞明議員　皆さん、おはようございます。

　それでは、早速質問に入らせていただきます。

　市長の公約について。

　市長は就任されて間もなく２年がたとうとし

ております。この２年間、公約のうちの1番、安

心安全な垂水のまちづくり、２番、垂水ブラン

ドの販路拡大、３番、医療介護・教育・福祉の

充実、４番、行財政改革の断行、５、桜島道路

の実現、以上の５点に対して一生懸命取り組ん

でこられたと思いますが、折り返し地点での自

己評価と今後の取り組みについてお聞かせくだ

さい。

　観光事業について。

　体験型教育旅行の今後の推進についてのとこ

ろの（１）ア、イ、ウとなっておりますけれど

も、ウのところを（２）に訂正いただけないで

しょうか。よろしくお願いいたします。

　それでは、質問に入らせていただきます。

　体験型教育旅行については何回も質問してお

りますので、要点だけ質問させていただきます。

　民泊受け入れ拡大について。

　民泊受け入れ家庭が少ないと聞いているが、

どのような対策をとっているのか、お聞かせく

ださい。

　民泊の現在の問題点と今後の対策について。

　ＮＰＯエコ・リンクからの下請であり、受け

入れ料金が安いと聞いておりますが、どのよう

な対策をとるのか、お聞かせください。

　（２）しおかぜ街道（宮脇～浜平間）につい

て。

　この間の遊歩道整備はどうなっているか、お

聞かせください。

　教育関係について。

　図書館の祝日開館について質問いたします。

　私は、平成13年の一般質問で図書館の祝日並

びに時間延長はできないかと質問いたしました。

そのとき前向きな回答をいただき、条例改正な

どをしてから時間延長だけはするというふうな

お答えをいただき、現在、６時までの開館とな

っております。平成23年度の質問でも祝日開館

を再度質問いたしました。そして、その年の５

月５日を皮切りに祝日を５日間開放していただ

きまして、大変感謝しておるところでございま

す。今回はまず、これまでの祝日開館の利用状

況をお聞かせください。

　次に、郷土芸能について。

　11月25日の文化会館での垂水市地区公民館経

営研究会で郷土芸能が披露されました。その中

の浜平相撲甚句について質問いたします。

　浜平相撲甚句の創始者は浜平黒瀬出身の竹之

下貞八さんという方です。明治の中ごろアメリ

カに渡り、アメリカ在駐の鹿児島県県人会相撲

大会で優勝され、その折に大関「荒砂」の四股

名と化粧まわしを贈られました。この相撲甚句

は明治38年、日露戦争の旅順陥落の垂水村祝賀

会で初めて披露されました。その後、豊年祭、

集落等の上棟祝いなどで集落の催しによく踊ら

れ、今日まで至っております。現在は保存会の

方が15名ほどで大変年を召されております。そ
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して聞くところによりますと、今月の12日、店

の開店祝いに披露されると聞いております。

　そこで質問ですが、現在、保存会の方が締め

ておられる四股名と化粧まわしが昭和50年代の

大相撲の番付の四股名であり、当時の横綱「北

の湖」以外の力士が横綱を締めておられます。

私はこの四股名と綱とが一致しないものですか

ら大変違和感を持っておりますけれども、教育

関係課はどのように考えておられるか、お聞か

せください。

　これで１回目を終わります。

〇市長（尾脇雅弥）皆さん、おはようござい

ます。

　北方議員の、私の公約の自己評価と今後の取

り組みについてお答えをいたします。多岐にわ

たりますので、少しお時間をいただきます。

　私は、前水迫順一市長の「住んでよかったと

思えるまちづくり」の志を継続し、元気な垂水

のまちづくりに挑戦したいとの思いで大きく５

つの公約を立てて、これまで私なりに精いっぱ

い取り組んできたつもりでございます。

　まずは安心安全な垂水のまちづくりの継続で

ありますが、市民の生命・身体・財産を守るた

めの自主防災体制の強化については、自主防災

組織の組織率は向上してまいりましたが、組織

の充実・向上が自助・共助の観点から重要であ

りますことから、スキルアップ研修や防災訓練

への参加等をお願いしてまいりました。また、

防災に関する標高、桜島、本城川氾濫などのマ

ップの全戸配布や電柱への海抜標高表示の主幹

道路への設置にも取り組みました。このことは、

住民への防災に対する意識の高揚を図り、行政

と一体となった防災対策の最も大切なスタート

と思っております。

　災害対策については、今年度、垂水市で23年

ぶりとなる県の総合防災訓練を行っていただき、

また桜島火山爆発総合訓練、防災点検等も引き

続き実施し、さらに、この取り組みは垂水市だ

けだと思いますけれども、組織強化のための図

上訓練を２年続けて実施しております。災害そ

のものを防ぐことは難しいですが、万が一に備

えて訓練を実施することが大切で、その意味に

おいて例年以上の対策ができていると思います。

　また、大雨・台風情報については、危機管理

監、危機管理対策室長により早い時期から情報

収集体制をとるとともに、人災ゼロのため、空

振りでもいいので早目の避難対策をということ

で警戒本部の設置や自主避難所の開設も早目早

目に取り組むなどの対策を行ってきております。

おかげさまで大きな災害が起きておらず、安堵

しているところでございます。

　安心安全については、行政だけでなく自助・

共助・公助が１つになることが最重要な課題で

ありますことから、引き続き意識の高揚と対策

をとってまいります。

　また、県の防災計画と連携し、今後起こり得

るさまざまな災害事象に対応するため、垂水市

地域防災計画を整理して、先ほど申し上げまし

たとおり、安心安全なまちづくりは永遠の課題

でありますことから、市民の方々の協力、議会

の皆様の理解をいただきながら、しっかりと継

続・充実してまいりたいと思います。

　最後に、災害に関する情報伝達の手段といた

しまして、戸別受信機の全戸配布のための事業

に取り組んでまいりたいと思います。

　次に、２番目の「垂水ブランド」販路拡大へ

の挑戦についてでありますが、今回海外を訪問

されたが、その自己評価と今後の取り組みはど

うするのかという御質問でございます。

　まず、自己評価についてお答えをいたします。

　本市のものづくりの課題は、加工し付加価値

をつけること、加えて、伸びしろのある販路を

求めていくこと、いわゆる６次産業化であると

考えております。

　そこで、「本市の質の高い１次産品について、

垂水市のトップセールスマンとして、攻めの姿
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勢で国内やアジアを中心とした世界への販売ルー

トの開拓を実現します」としております。国内

マーケットが縮小していく中で、世界はアジア

を中心に発展しております。そこの成長をどの

ように取り組んでいくのかが大切であると考え

ます。まずは、ある程度のベースが整っている

水産分野からスタートし、ほかの産業にも広げ

てまいりたいと考えております。そのようなこ

とから、８月18日から22日までベトナムと香港

へ、また９月20日から23日はマカオへ、さらに

９月26日から30日はアメリカへ訪問をいたしま

した。

　まず、今回の訪問では多くの知己を得、また

多くの貴重な御意見をいただき、大変有意義な

訪問となりました。アジアでは富裕層の増加に

伴い、肉食・魚食の普及、またアメリカでは肥

満が社会問題になる中での肉食から魚食・菜食

への移行と、理由は異なるものの垂水の産品を

輸出する環境が整いつつある状況を確認できま

した。また、訪問した先々でいずれも大変な歓

待を受け、忌憚のない意見交換ができましたこ

とは、まさにトップセールスの目的であり、十

分な相互信頼の構築ができたのではないかと自

負しているところでございます。

　なお、ベトナム訪問後には垂水市漁協に早速

注文があり、成果を実感できた思いです。それ

以外の諸外国からも新たな商談があり、スター

トしている事例もあるようでございます。また、

大手デパートやバイヤーの皆様が一連の取り組

みに注目をしていただき、国内においても新た

な販路拡大のお話をいただいているところでご

ざいます。

　次に、今後の取り組みについてでございます

が、販路拡大につきましては新たな輸出先を開

拓していくため、今後とも、国内はもとより海

外へ販路を求めるべく両漁協と協議してまいり

たいと考えております。また、今回の取り組み

によりトップセールスの有効性、重要性を実感

いたしましたので、今後とも維持し、トップセー

ルスを行いたいと思っております。

　３つ目の医療介護・教育・福祉の充実への挑

戦についてお答えいたします。

　医療・介護・福祉の充実については、市民一

人一人が生きがいや夢を持ち、住み慣れた地域

で安心して暮らせるまち・垂水を目指して取り

組んでおります。そのためには、まず市民や行

政、関係機関が共通した認識を持ち、子供のこ

ろからの教育を含む総合的で幅広い施策が求め

られていることが喫緊の課題であると考えます。

　現在、市では、たとえ介護が必要になっても

できる限り住み慣れた地域で自分らしく生活が

継続できるようにと、保健福祉課を中心に地域

包括ケアシステムの構築に向け取り組み、その

１つである在宅医療の充実を図っております。

本年度は人材育成としまして、市民と理念の共

有を図るため、さまざまな場を活用した教育活

動や医療・介護・福祉関係職員の連携と質の向

上を目指した学習会などを実施してきており、

私も時々参加いたしますが、一定の評価を市内

外から得ているところであります。新しい取り

組みであり、難しい課題もありますけれども、

対象となります方々の市民ニーズがそこにあり

ますので、今後はさらに医師会や行政内部など

関係機関との連携や共有化を図りながら、施策

の具現化に向けて取り組んでまいりたいと考え

ております。

　続きまして、子育て支援につきましては、議

員時代から継続して取り組んでいることでござ

いますし、市長就任後もその重要性をさらに強

く感じているところでございます。本市の総合

計画の中で子育て支援についてその目標を、心

身ともに健全な子供として育つため、またその

子供が豊かな人間性を持った次世代の親として

育つために、子供だけでなく親・家族ともに育

っていける環境づくりや地域の果たす役割も大

きいことから、地域や職場など社会が一体とな
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って子育てを支援していくとしています。

　このことから、私はまず、失われつつある地

域社会での子育て支援機能の再構築を図るため、

平成23年度から、身近に子育て支援ができる知

識と意欲を持ったサポーターを配置し、それら

の方々が地域で積極的に子育て中の家庭とかか

わりを持つことで、子育てへの不安感、孤独感

を解消し、安心して子供を産み育てる環境をつ

くることを目的に子育てサポーターの育成に取

り組んでいるところであります。今後も多くの

方に参加していただくことによりまして、子育

て支援のみでなく地域のセーフティネットの役

割を担うことも十分期待できるものと考えます。

　先日、子育て奮闘中のお母様方と意見交換さ

せていただき、現状の課題や要望を承りました。

そこで平成25年度から、子供のインフルエンザ

予防接種の費用についての助成、さらに、近隣

市町に比べて割高感のあった保育料についても

軽減を前提に検討してまいります。今後も直接

的な経済支援にとどまらず、また形にこだわる

ことなく積極的に子育て支援策を展開してまい

ります。

　次に、教育の充実についてお答えいたします。

　子供たちの生きる力を育むために教育振興基

本計画の着実な推進に努め、活力ある学校づく

りを目指してまいりました。垂水中央中学校の

施設整備につきましては、今年度空調設備を設

置するとともに、大規模改修工事についても今

年度までに完了することにしています。平成25

年度は屋外運動場整備、フェンス設置工事、プー

ル新設工事、武道館新設工事を行う予定であり、

同校の一連の整備は完了することになります。

　小学校施設整備につきましては、平成22年度

から平成24年度にかけて普通教室等に空調設備

を設置し、よりよい学習環境の整備を図ってま

いりました。校舎等の施設整備については、校

舎の老朽化が著しいことから、今後外壁改修工

事を計画的に行う必要があります。また、体育

館の改築やプール改修工事及び屋外運動場の整

備も行う必要があることから、年次計画を策定

して事業実施してまいります。

　垂水高校の振興支援につきましては、担当を

決め政策をつくり、予算をつけるという方針の

もと、平成23年度に垂水高等学校振興支援計画

を策定して存続に向けた新たな取り組みを開始

いたしました。この取り組みに当たっては、設

置者の県や垂水高校にはさらなる魅力の向上に

努めていただくことはもとより、関係団体、市

民、地域と一体となった振興支援を行い、地域

に支えられ、地域に貢献する垂水高校を目指し

ていくことが必要であります。

　学校教育においては、自然や歴史・文化を生

かしながら、農業・漁業などの体験的な活動を

通して生きる力を備えた、ふるさと垂水を愛し、

誇りにする子供の育成に取り組んでまいりまし

た。とりわけセカンドスクール事業は好評であ

り、感性豊かでたくましい児童生徒の育成に成

果を上げております。今後は児童生徒の学力向

上に向けた取り組みを推進し、学校の充実・発

展に努めてまいります。

　社会教育においては、地域全体で子供を守り

育てる環境づくりを推進し、市民が生涯にわた

って自己の人格を磨き、豊かな人生を送ること

ができる環境づくりを図る立場から、事業を展

開してまいりました。今後とも瀬戸口藤吉翁記

念行進曲コンクールを引き続き実施するととも

に、本年度から導入した垂水学校応援団事業を

来年度から小学校へも広げることとしておりま

す。柊原貝塚跡地につきましては、今後この遺

跡が国指定級のものであることを市広報紙に掲

載するなど、さまざまな方法でＰＲに努め、市

民の皆様の遺跡への関心を喚起してまいりたい

と考えております。

　次に、４つ目の行財政改革断行の継続につい

てお答えをいたします。

　本市においては、第５次垂水市行政改革大綱
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及び第２次財政改革プログラムに基づき推進し

ており、民間活力の導入、例えば市食肉センター

や「道の駅たるみず」などの指定管理制度の導

入や地域づくり体制の整備を進めてまいりまし

た。また、厳しい社会情勢の中にありながら、

職員や市民の懸命な改革努力により財務指標等

の改善が図られ、基金積み立てや市債残高の減

少などが図られたところでございます。さらに、

みずからの責任を果たすためにも三役の給与カ

ットを行い、市民と痛みを共有し、また市政の

目標を実現するためにも、公共サービスを常に

効果的・効率的に行っていく持続可能な行政経

営基盤の構築を図ってきたところです。

　このような成果を受けて私は、２年目を積極

的で前向きな取り組みを進めるための「継続か

ら挑戦へ」と位置づけておりますが、それらの

新規事業等の施策の財政的裏づけとなる予算を

政策調整枠として措置することができました。

行財政改革は私の公約や垂水市総合計画に盛り

込まれた「住んでよかったと思えるまちづくり」

の基盤となるものであると認識しておりますの

で、今後とも社会情勢等を鑑みながら取り組ん

でいきたいと考えているところでございます。

　最後に、５つ目の桜島道路の実現へ向けて挑

戦ということについてお答えをいたします。

　桜島道路を伊藤知事の公約名に合わせて「錦

江湾横断道路」と呼ばせていただきますけれど

も、直接的な動きといたしましては、県におい

て錦江湾横断交通ネットワーク可能性調査に引

き続き、錦江湾横断交通ネットワークファイナ

ンシャルプラン作成事業などが行われておりま

す。このような進捗状況につきましては、これ

までの御質問にお答えする形で御報告しており

ますが、最近の国会議員や関係者のお話を伺っ

ても、取り組みが進みつつあることを理解でき

るところであります。このような状況にありま

すことから、早期の実現に大きな期待を持って

いるところでございます。

　人口３万人のまちづくりにつきましては、中

長期的プロジェクトとしての錦江湾横断道路の

実現が前提となっており、そのことの取り組み

へ挑戦していくことが垂水市の発展につながる

と考えております。また、３万人のまちづくり

は、このようなさまざまな環境が整備された後

に近づいていくものであると考えているところ

で、これまでの御質問にお答えをしているとこ

ろでございます。当然にこの考え方に変わりは

なく、錦江湾横断道路の実現への時期を見据え

ながら、鹿児島市などのベッドタウンとして人

口３万人のまちづくりを目指してまいりたいと

思っております。

　桜島降灰対策の強化のために計画しておりま

したロードスイーパー増車につきましては、中

型車ブラシ式４輪４トン車の購入契約を締結し

ており、現在製作中でありまして、平成25年３

月20日には納車予定でございます。今後も錦江

湾横断道路の早期実現に向けてさまざまな機会

を捉えてその必要性を引き続き訴えてまいりま

すので、議員の皆様におかれましても今後も御

理解、御協力を賜りますよう、よろしくお願い

を申し上げます。

　以上、市長公約について自己評価と今後の取

り組みについてお答えをさせていただきました。

今回の御質問は私にとりまして、これまでのお

よそ２年間を振り返り、また今後の２年余りを

展望する上でよい機会となりました。機会をい

ただいた北方議員には感謝を申し上げます。

　景気の低迷、国政の不安定、震災の影響など

逆風の中での「垂水丸」を前に進めていかなけ

ればならない２年間であったと思いますけれど

も、少しずつ将来へ向けての可能性、明るい未

来が見えつつあるように思います。今後とも、

市民、そして市議会の皆様の御理解をいただき

ながら、将来に夢や希望の持てるまちづくりに、

しっかりと将来を見据えて目の前にある足元の

課題に誠実に取り組んでいきながら、議会の皆
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様方ともしっかりと連携をして取り組んでまい

りたいと思いますので、御理解、御協力をよろ

しくお願いを申し上げます。

　長くなりましたが、以上で終わります。

〇商工観光課長（塚田光春）北方議員の観光

事業の体験型教育旅行の今後の推進についてお

答えいたします。

　まず、教育旅行の受け入れ家庭の拡大施策に

ついてでございますが、現在、受け入れ家庭の

登録者軒数は87軒ありますが、その中で受け入

れ当日に都合が悪い家庭は３分の２程度である

ことから、実際受け入れられる家庭は約60軒程

度になります。そうしますと修学旅行生の５ク

ラスしか受け入れることができないため、８ク

ラスの学校は桜島や鹿屋のほうへ民泊をしてい

ただくことになります。しかしながら、旅行会

社や学校は１つの市町村で受け入れてもらった

ほうが先生たちの活動もしやすいことから、１

つの市町で受け入れを望んでおられるのが実情

でございます。それには受け入れ家庭をふやす

必要があるため、市内の各家庭へ民泊受け入れ

の募集チラシを配布したり、民泊受け入れ家庭

へ募集のお願いはしておりますが、今年初めか

らなかなかふえていない状況でございますので、

つきましては、来年は市報等を活用しましてシ

リーズ化して受け入れ家庭の体験談などを載せ

て、受け入れ家庭の増加に努めてまいりたいと

考えております。

　次に、民泊における現在の問題点と今後の対

策でございますが、問題点としましては、本市

のツーリズム推進協議会は受け入れ手数料等の

収入はないことから、受け入れの世話をする人

的不足により受け入れ家庭などに御迷惑をおか

けしたり、修学旅行生民泊受け入れ誘致活動な

どに直接かかわれない状況でございます。現在、

民泊の受け入れは南さつま市のＮＰＯから受け

ており、手数料を旅行会社とＮＰＯの双方で引

かれることで、本市のツーリズム推進協議会で

は手数料を取れないのが現状でございます。本

来ならばツーリズム推進協議会で手数料を取り、

人員を確保し、民泊受け入れ体制の整備をして

いくのが望ましい形ですが、現在の受け入れ体

制では厳しいのが実情でございます。

　次に、（２）番目のしおかぜ街道（宮脇～浜

平間）の区間の遊歩道の整備でございますが、

垂水しおかぜ街道構想で整備する順位は、まず

は整備の必要性の高いもの、次に用地の借地契

約などが完了し、何の障害物もなく直ちに工事

に入れるものしか要望はできません。したがい

まして、それらを考慮し、昨年度は垂水新港の

遊歩道・駐車場等の整備や牛根埋没鳥居展望公

園の整備をし、今年度は宇喜多秀家潜居地跡の

遊歩道・駐車場などの整備を行っており、各観

光地となる場所の整備が完了した後でそれぞれ

の観光地とつなぐ道路の整備をしようと考えて

いますが、当区間は護岸敷に違法建造物がある

ことから、このままでは遊歩道の整備の要望は

厳しいものと思われます。

　以上でございます。

〇社会教育課長（瀬角龍平）教育関係につい

てということで、北方議員の現在図書館の祝日

開館５日間の効果はとの御質問にお答えをいた

します。

　国民の祝日は、正月の元日を含めると年間15

日ございます。垂水市立図書館は、そのうち平

成23年度より「こどもの日」「海の日」「秋分

の日」「文化の日」、そして「春分の日」の５

日間を開館をし、住民の方々の利便に供してお

るところでございます。その結果、この２年間

の利用状況を申し上げますと、来年の「春分の

日」がまだですから、実質９日間なんですけれ

ども、入館者数が累計624人、平均をしますと１

日当たり約69名の市民の方々が入館・利用され

ております。また、貸し出し冊数は累計859冊で、

１日平均95冊の貸し出しがされているところで

ございます。
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　続きまして、（２）の郷土芸能についてとい

うことで御質問にお答えをいたします。

　議員の御質問の中にもございましたけれども、

浜平相撲甚句節は明治の中ごろから始まったと

伝えられており、これまで豊年踊り、そして地

区の上棟祝いなどで婦人の方々によって踊られ

てきた、浜平に伝わる由緒ある郷土芸能であり

ます。それぞれ横綱や関取の四股名を書いた化

粧まわしに横綱を締めて輪になって踊ります。

確かに私の知る範囲では、横綱の経験のない関

取役の踊り手も横綱を締めていらっしゃるよう

であります。御質問にありましたとおり、素人

目には違和感を覚えないこともございません。

そこで、この相撲甚句節の踊り手のお１人にお

話をお聞きをしましたところ、「今まで横綱、

平幕に限らず化粧まわしの上にみんな横綱を締

めて踊ってきた」とおっしゃっておられました。

　以上でございます。

〇北方貞明議員　それでは、２回目の質問をさ

せていただきます。

　まず、一問一答でお願いします。

　市長、本当に丁寧に答えていただきましてあ

りがとうございます。最後にはちょっとお褒め

の言葉もいただいて大変ありがたく思っており

ます。

　そこで質問、２回目に移りますけれども、安

全安心なまちづくり、市民の財産を守るのは当

然のことでありまして、桜島火山あるいは台風

等の災害、また地震・津波の発生の場合、この

市庁舎が対策本部になるわけなんですけれども、

防災上大変問題があると思っていますけれども、

この点を２回目にお願いします。１点。

　そして今後のことに対して、さっきの答弁で

戸別受信機をつけるとそういうことも伺ってい

ますから、防災面も力を入れておられるなとは

思ってはおりますが、まずはこの対策本部の役

所は地震等に倒れる、耐震性はないと思います

から、まずここ辺の考え方をちょっと教えてく

ださい。

　それと今回、避難所等を各箇所に決めておら

れますけれども、今の避難所は大概が低地にあ

るところもあると思うんですよね。その関係上、

津波などのときの本当の避難所に適しておるの

か、ちょっと私は疑問を感じるところでありま

すけれども、その辺をひとつ、安全安心なまち

づくりの中で２回目の答弁をお願いします。

　そして垂水ブランド販売に関しての挑戦です

か、ベトナムなんかに行かれて注文が早速あり、

トップセールスをした意義があったというのを

強調されております。自負されておることは大

変結構なことなんですが、要はこれからが勝負

と思いますよね。これから２年間どれだけその

結果が出るか、これが一番の課題じゃないかと

思っておりますので、今後、気を緩めずにこの

販路拡大というのは続けていっていただきたい

と思っております。

　その中で、地元の質の高い農業・畜産・水産

品の中で新しいブランド化を考えているのか、

この点を垂水ブランド販売拡大についての項目

で再度質問いたします。

　次に、医療介護・教育・福祉の問題のところ

ですけれども、かねてから市長が子育てのこと

に大変力を入れておられるのも私も感じており

ます。そして常日ごろ若い奥様方に、「奥様方、

奥様方」と丁寧なお言葉を発しておられて結構

なことだなと思っております。そういう中で、

やはり子供を育てていくには、まずお産から始

まるわけなんですけど、子供を育てることに関

しては。まず中央病院に産婦人科がない。こう

いう産婦人科を新設することは考えられないの

か。それをすればなお一層子育てが充実するん

じゃないかと私は思っておりますけれども、そ

の点をひとつお聞かせください。

　そしてそれに加えて、大変今、医師不足でど

この病院も悩まされておるわけなんですけれど

も、これも一層力を入れていただいて、中央病
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院が充実するような方向でひとつよろしくお願

いいたします。

　今回、来年度からですか、子供のインフルエ

ンザとか保育料を軽減されると前向きなお答え

で本当にありがたく思っておるところでござい

ます。

　次に、行財政改革断行については、今まで、

みずからの給料をカットされて大変頑張ってお

られる姿も認識しております。きのうは同僚議

員が「そろそろ」というような言葉もありまし

たけれども、あくまでも市長はトップにおられ

るわけですから、自分が見本を見せて行財政改

革に取り組んでいただきたいと思っております。

　それから、その中で持続可能な財政基盤を確

立ということですけれども、具体的にはどのよ

うなことを考えておられるか。そして、市税等

の収納率向上に対しても具体的にはどのように

考えておられるか、お聞かせください。

　桜島道路のことは県・国サイドで一生懸命現

在頑張っておられますけれども、市長の任期中

の目標があればこの点だけお聞かせください。

　２回目はこれで終わります。

〇市長（尾脇雅弥）いっぱいございましたの

で、十分答えられるかどうかわかりませんけれ

ども、わかる範囲でお答えをいたしたいと思い

ます。

　全体的に、来年１月27日で丸２年というよう

なことになります。その中で、先ほども申し上

げましたけれども、どちらかというと景気の低

迷でありますとか政局の不安定、震災の影響等

もございまして、逆風の中でのかじ取りだった

のかないうふうに考えております。ただ、そう

いった中でしっかりと現状を維持していくとい

うのが当面の目標でありましたけれども、継続

ということでですね。ただ、世の中の状況等も

見まして、どうやって有効的に予算を講じてい

くか、政策を講じていくかということが大事な

ことだと思っておりますので、そういった意味

で、今お話しいただきました安心安全のまず観

点から、庁舎がどうなんだというお話でありま

すけれども、もうそれは私自身もずっと気には

なっているところであります。震災に限らず建

物自体が五十数年を迎えて、通常の建物の安全

建てかえの時期というのは60年ぐらいが１つの

目安なんだというふうな話を聞いております。

そういった観点からも時期でありますし、また

震災が発生をしていろんな東北の現状を見ます

と、安心安全の拠点であるべきはずの庁舎がな

くなったりとかいう現状があります。この垂水

市の庁舎を考えますと、そういった意味では、

「地震があったらここから逃げろ」みたいな笑

えないようなお話も過去にあったように聞いて

おりますので、その辺のところは現実的に今後

どうしていくのか、その辺のところを今、庁内

においては庁内の検討委員会をつくって調査・

研究しておりますので、そのことは急いでやら

なければいけない課題だというふうに思ってお

りますけれども、財政的な問題もありますので、

一定の財を蓄えた中で計画的に取り組んでいく

必要があるというふうに思っております。

　それと避難所に関しては、県が示す防災計画

に基づきまして避難所の検討をしていかなけれ

ばならないと考えております。もちろん、どこ

へどうやって逃げるのかという中で垂水の地形

的な構造もございますので、また災害の種類に

よって時間的な猶予がとれるもの、また場合に

よっては瞬間的に逃げていかなきゃいけないも

の等もありますから、大切なことはまずは生命

をどうやって守っていくかということでありま

すので、どこへどうやって逃げていくのかとい

うことを一番大事に考えながら対策を講じてい

きたいというふうに思っております。

　それから、２番目の垂水ブランドの販路拡大

の件でございますけれども、常に申し上げてお

りますけれども、国内は少子高齢化に伴って人

口が減っております。つまり胃袋が減っている
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と、小さくなっているということでありますの

で、なかなか一昔前の古きよき時代のような右

肩上がりのというのは国内だけでは難しいんだ

ろうというふうに思っております。しかし、国

内というのもまずは大事な市場でありますので、

今までと違った少し戦略を考えながら、まず国

内のマーケットをしっかりと販路を求めていく、

加えまして、アジアを中心として伸びている、

人がふえている、胃袋が大きくなっているとこ

ろへ向けて販路拡大をしていく。北方議員がお

っしゃったように、今後２年目以降の継続が大

事なことだと思っておりますので、花火を打ち

上げただけでは意味がありませんので、しっか

りとした果実が継続的に続くような努力、仕組

みづくりもまたしていかなければいけないとい

うふうに思います。

　新しいブランドに関しても、水産に限らずで

すが、畜産、農林水産業、いろんな形でござい

ますので、各課にそのことの検討も指示してお

りますので、関係の皆さんと連携をして一定の

方向性が出せるようにしたいというふうに思っ

ております。

　そして、医療・介護・福祉についてですけれ

ども、中央病院に産婦人科を考えられないかと

いうことでございましたけれども、せんだって

子育て中のお母さん方と話をさせていただく中

でも多い要望でございましたし、私も可能なら

ばそのことをかなえたいというふうに思ってお

りますけれども、ただ、御承知のとおり、大隅

でも鹿屋にあるかないかというぐらいの状況で

ございますので、まずは人材が不足していると

いうことがありますので、全体的な制度の改正

の要望もしながら、当然そういった機会を捉え

て、できるだけそれに近い環境を整えていける

ように努力をしていきたいというふうに思って

おります。

　それから、医師不足の解消アップということ

でございます。

　中央病院とのこれは連携という形になります

けれども、そういった意味もひっくるめて２年

目は挑戦ということで、医療・介護・福祉の包

括的な取り組みということでやらせていただき

ました。やはり連携が必要であると思います。

そういった意味で、そのことも今後いろんな形

で研究を進めていきたいというふうに思ってお

ります。

　それから、４番目の持続可能な財政の分でご

ざいますけれども、市税なんかの徴収に関しま

しては滞納整理室の取り組み、県と連携をしな

がら税の徴収率のアップに努めていきたいと思

っております。以前に比べて財政の指数という

のは改善をされてきていると思います。先ほど

も申しましたけれども、職員の努力、市民の皆

さんの御理解もいただきながら、きょうあした

どうというところの状況ではなくなってきまし

たけれども、まだまだ改革半ばでありますので、

その辺も総合的に勘案しながら今後のことも取

り組んでいきたいというふうに思っております。

　最後の錦江湾横断道路に関しましては、先ほ

ど申し上げたようなとおりでございます。関係

する国会議員の先生方あるいは県知事、さらに

は関連する市町の首長の皆さんが公的あるいは

それ以外のところでいろんな前向きな発言をさ

れております。具体的な事例を聞くケースも多

いですので、かなり思った以上にスピードアッ

プしてきているんだと思います。本市において

も議員連盟を森さんを会長として設置していた

だいておりますので、いろんな形で連携をして、

このことが単なる経済効果とか利便性の問題だ

けじゃなくて、私自身が一番考えていたのは、

私自身も５歳のときに交通事故に遭って２人の

友達が亡くなって、そのことがやはり病院が近

くになかったとかいうようなこともございまし

た。錦江湾横断道路がつながることによって、

１年間に数百台と言われます緊急車両が夜間桜

島フェリーの前で待っているというような状況
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がないことの解消にもつながっていくと思いま

すし、Ｂ／Ｃという意味でも、1.5から2.0ある

という経済効果の面でも魅力的なものでござい

ますので、その辺のところもあわせて研究して

前向きに取り組んでいきたいというふうに思っ

ております。

〇北方貞明議員　もう時間があれです。ぱらっ

と走りますから、ひとつよろしくお願いします。

　３回目ですけれども、私はこの季節になると、

行財政改革の中で元市長退職金返還、給食費横

領返還、これをいつも取り上げるわけですけど、

この１年間どのような活動をされたか内容をお

知らせください。そしてその結果を。そしてこ

の問題は、市長がトップセールス、みずから先

頭に立ってやっておられるわけですけど、この

部分では。これも今後、トップ交渉という形で

元市長、現市長、垂水の行財政は十分わかって

おられるわけですから、やはりこれもトップ会

談というか、そういう形をする気はないのか。

もう時間がないですから、先ほど言いましたよ

うに簡単でいいですからね。

　そして、先ほどちょっと言い忘れました、瀬

戸口藤吉翁のことで言い忘れましたけれども、

この瀬戸口藤吉翁は私がまだ議員になる前に、

それこそ元岩下市長のとき進言したことがある

ということは自分でそれこそ自負しておるわけ

なんですけど、私はせんだって東京に行く機会

がありまして、横須賀の瀬戸口藤吉翁のお墓参

りをしてきました。そういうことで、垂水のこ

れだけ催しを十何年しておる関係ですけれども、

まだ垂水の関係の方が一度も見えていないとい

うことでありました。今度、市長なんかも行く

機会は東京にあるわけですから、横須賀の常光

寺というところなんですけれども、あれで調べ

ればすぐわかるわけなんですけれども、ありま

すので、ちょっとお墓参りをして今後の報告等

もしてもいいんじゃないかと思っております。

教育長を初め、そういう関係課の方々が行かれ

る機会があったらぜひお願いしたいと思います。

　その返還金、簡単でいいですから、時間がな

いですから。

〇副市長（寺地浩一）元市長の退職金の関係

につきましては顧問弁護士を通じてやりとりを

していますので、そこで話をいたしまして、こ

としの３月末にまた次のやつを納めていただい

ております。あと給食費の関係につきましては、

弁護士さんと相談をしまして、どういう取り組

みをすればいいかというのを教育総務課のほう

で弁護士さんと相談をしながら取り組みを進め

ているというところでございます。

〇市長（尾脇雅弥）瀬戸口藤吉翁のお墓参り

につきましては、郷土の偉人でありますので機

会を捉えてぜひ伺いたいというふうに思ってお

ります。

〇北方貞明議員　ありがとうございます。ぜひ

そうしていただければと思っております。

　観光について、手短に言います。

　確かに受け入れ体制が全然伸びていない。私

は以前から、120から150の受け入れ家庭がなく

てはちょっと厳しいんじゃないかと再三言うて

おるわけなんですけれども、現在、受け入れ体

制は60、だから５クラスしか受け入れられない

ということですけれども。先ほども課長が言わ

れたように分散して、桜島、鹿屋と分散すれば

学校側も大変苦労されていました。前回鹿屋の

方々が受けられて集合場所にかなりおくれたと

か、垂水からは漁協にはすぐ行けるんですけれ

ども、鹿屋からだったら鹿屋からここまで、鹿

屋からまた民泊家庭の間がありましてかなり時

間を要するということで、もう今後、受けない

という家庭も出てきたというようなことも聞い

ております。そういうことで、鹿屋の方々は大

分、せんだっての学校の校長先生からお叱りを

受けたということも聞いておりますので、まず

我が垂水は、１校丸ごと受け入れられるような

早くその体制を築いてください。そして一日も
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早く下請から脱却してほしいんですけれども、

その辺の考え方をちょっと。

〇商工観光課長（塚田光春）北方議員の２回

目の質問についてお答えいたします。（「簡単

でいいですからね、もう」と呼ぶ者あり）はい。

　今後も当分の間ＮＰＯの、下請会社とおっし

ゃいましたけれども、ＮＰＯエコ・リンクから

修学旅行生をあっせんしていただきたいもので

すから、ＮＰＯエコ・リンクとの関係は大事に

今後もしていきたいというふうに思います。

　そこで、ＮＰＯエコ・リンクとの関係は維持

しつつ、垂水ツーリズム推進協議会で直接旅行

業者と教育旅行の契約をしないことには、収入

の中から手数料を取り、人員を確保した中での

民泊受け入れ体制の整備は難しいものと思われ

ますので、今後は旅行会社から直接民泊を受け

入れられる努力を行い、ツーリズム推進協議会

で手数料を徴収し、民泊受け入れ体制の整備や

修学旅行生の誘致を並行して進めていきたいと

いうふうに思います。

　以上でございます。

〇北方貞明議員　早い取り組みをお願いします。

　そして、下請からやはり脱却、これは目標値

をつけてやらないかんと思うんですけれども、

何年後にどうするというふうに目標を立てて行

動してください。もうこの答えは要りません。

　それから、宮脇～浜平間なんですけれども、

今まで拠点づくりで宮脇公園、垂水新港、新港

のところで答えを駐車場と言われましたけど、

あれは駐輪場だと思うんですけどね、たしか。

駐輪場の誤りですよね、訂正していいですね。

駐輪場もでき、そして海潟のさくら公園、そし

て牛根の道の駅をつなぐ、箇所箇所はもうでき

たわけですから、そのところをつなぐ線、それ

が宮脇～浜平間なんですけれども、この宮脇～

浜平間が市長の地元でもあります。まず市長が、

その違法建物があるところを市長みずから見本

を見せられて地元との交渉を早急にしていただ

き、そこがいち早くしおかぜ街道の事業に乗る

ように努力していただけないでしょうか。とい

うことは、これはせんだっての柊原の振興連で

すか、あの会議でも話に出たはずです。だから、

そこ辺をしっかりやっていただきたい。そのこ

とを一言お願いします。

〇市長（尾脇雅弥）しおかぜ街道の整備に関

しましては、本市は37キロ、大変長い中にあっ

て順次計画的に進めていただいております。県

知事の御理解、そして地元の県議の後押しもい

ただいて着実に進んでいると思いますので、あ

る程度順序立てて、時間の要するものもありま

すので、現状を把握して適切に対応していきた

いと思います。

〇北方貞明議員　それでは、教育問題に移りま

す。

　図書館の開放。

　幾らでしたかね、平日とそう大差がないよう

な気がするんですけどね、日曜日。でしたら、

もう全祝日開放してもいいんじゃないかと思い

ます。ということは、我が垂水市は書店がない。

これは全国の市を構えている自治体で唯一ない

のが垂水市です、市長。こういうことを考えま

すと、本に接する機会が少ないわけですから、

書店もなければ。だからどうしても図書館に行

かざるを得ない。行きたい。そうすれば、垂水

から働きに出ておられる方はとてもじゃないけ

ど、夕方は６時までですから利用できない。そ

ういう形でもありますから、祝日を全祝日開放

いただけるように市長、予算化、新年度ですか

らぜひつけていただきたいんですけれども、そ

の辺の考え方を教えてください。

〇市長（尾脇雅弥）全国で唯一、市の中で書

店がないということは認識をしております。全

く同じではありませんけれども、ただ、コンビ

ニなんかにも書籍もございますし、また、全祝

日となりますと元旦とかその辺もひっくるめて

なりますので、その辺は適宜担当課と協議をし
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て、どういう方法がいいのか検討していきたい

というふうに思います。

〇社会教育課長（瀬角龍平）５日間の祝日開

館を行ってから２年目であります。ですから、

今現在、利用の推移を見守っているところでご

ざいます。現在のところ、全ての祝日を開館と

いう考えは持っておりません。ただ、隣接の鹿

屋市や霧島市が祝日開館に踏み切っております。

したがいまして、今後、隣接の自治体との均衡

を図ることは検討してまいらなければならない

と思っております。そのために開館することに

よる財政的な負担、従事する職員の確保につい

てなど、関係課とも協議しなければならないと

考えております。

　以上でございます。

〇北方貞明議員　ひとつ全祝日の開館に向けて

努力してください。よろしくお願いいたします。

　浜平の甚句節ですけれども、確かに私は違和

感を感じておるわけなんですけれども、綱を締

めたほうが格好はいいわけですから、その辺で

保存会の方が改善したい、あるいは化粧まわし

を直したいという希望があれば、何らかの手助

けをしていただければと思っておりますけど、

その辺をよろしくお願いし、私の質問を終わり

ます。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　次は、10時40分から再開いたします。

　　　　　午前10時31分休憩

　　　　　午前10時40分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　11番森正勝議員の質問を許可します。

　　　［森　正勝議員登壇］

〇森　正勝議員　皆さん、おはようございます。

　12月４日に総選挙が公示され、いよいよ選挙

モードに突入しました。どの選挙区も比例区も

当落の予測が難しい所が多いそうでございます。

いずれにしましても民主党が大幅に減になるこ

とは間違いないようです。

　民主党政権は、聞こえのよいマニフェストや

仕分けなどが象徴するように、中学校の学芸会

のような政権でした。役者不足で配役下手、わ

ずか３年３カ月の政権で首相３人を数え、改造

内閣を含めれば８回も組閣をしております。次

はどこが政権党になるかわかりませんが、総理

をころころ変えたり、閣僚製造機のような政権

にならないようにしてもらいたいものです。

　新党大地の鈴木宗男氏が言うように、衆議院

は300の小選挙区を200に減らして100に削減、参

議院は人口100万人当たり１人の議員で128人減

らす、そもそも九百数十兆円の借金を抱えてい

る国で国会議員が年２回・計550万円ものボーナ

スをもらう道理がない。議員歳費も月130万円か

ら３分の１にすべきだと思います。０増５減で

は身を切る改革にはならないと思います。もう

少し踏み込んだ改革をしてほしいものです。そ

うすれば消費税増税についても、ある程度国民

の皆さんの理解が得られるのではないでしょう

か。

　それでは、早速質問に入ります。

　まず、公営住宅等長寿命化計画についてでご

ざいますけれども、本年度公営住宅等長寿命化

計画を策定する予定になっておりますが、進捗

状況はどうでしょうか。

　次に、地域間格差についてでございますけれ

ども、中央地区は路線バスも回数が多く乗り合

いタクシーも利用できますが、牛根地区は路線

バスも少なく、乗り合いタクシーもない状況で

す。この問題の解決策はないのでしょうか。

　次に、介護保険の地域支援事業費の行政事務

委託料についてでございます。

　昨年の決算で、介護保険の地域支援事業費の

任意事業費の中で行政事務委託料として704万5

,100円が支出されておりました。この中で、安

否確認として給食配付の１食100円を上乗せして
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おりました。この事業の取り組みに至った経緯

について説明をお願いいたします。

　これで、最初の質問を終わります。

〇土木課長（宮迫章二）公営住宅と長寿命化

計画策定の進捗状況についてお答えいたします。

　まず、この計画策定でございますが、公営住

宅に対する入居者や入居希望者のニーズを踏ま

え、費用対効果を考慮しながら、長寿命化のた

めの予防保全的な改修や建てかえ、また用途廃

止など、全ての公営住宅における住環境の整備

や管理の方針を定めるものでございます。

　それでは、現在までの進捗状況でございます

が、平成24年10月23日付で財団法人鹿児島県住

宅建築総合センターと契約し、翌日24日から着

手しているところでございます。現在、定住促

進住宅を含む全ての公営住宅の入居者を対象と

したアンケートを実施していまして、契約期間

は平成25年３月22日としているところでござい

ます。

　以上でございます。

〇企画課長（倉岡孝昌）地域間格差について

の御質問にお答えいたします。

　現在、牛根地区は国道に沿って上り下り１日

18便の廃止路線代替バスが運行されております。

廃止路線代替バスは、大隅地域バス対策協議会

でバス路線の維持・確保方策等の協議・調整を

行いながら運行されておりますが、利用状況や

関係機関の負担金など考慮しますと、現状の維

持が当面の対策だろうと考えております。

　乗り合いタクシーにつきましては、以前の御

質問にもお答えしておりますとおり、牛根、松

尾、岳野、高野地区などの公共交通空白地域の

解消を目的とした乗り合いタクシーの導入は、

現在、牛根地区にタクシー事業者がなく、市内

のタクシー事業所からの距離が遠く、料金や時

間、配車の問題があり、同制度の導入は困難に

思われます。また、道の駅で運行を予定してお

りました、牛根地区の巡回バスとの連携も検討

してまいりましたが、検討にまだ時間を要する

ようですので、実現の見通しはまだ立っていな

いように聞いております。

このような状況にありますが、牛根地区におけ

る地域振興計画においても社会基盤を整備した

いとして、「環境」をキーワードとする課題に

取り上げられており、市のやることとして、「公

共交通機関のない公共交通の不便な地域の解消

に努める」とも記載してあります。先進地事例

など参考にしながら、地域とも連携し、少し時

間をいただくことになりますけれども、何らか

の解決策を検討してまいりたいと考えておりま

す。

〇保健福祉課長（白木修文）森議員の御質問

についてお答えいたします。

　事業の取り組みに至った経過について御説明

いたします。

　地域支援事業は、介護保険制度の円滑な実施

の観点から、被保険者が要介護状態等となるこ

とを予防するとともに、要介護状態となった場

合においても、可能な限り地域において自立し

た日常生活を営むことができるよう支援するも

のでございます。その中で任意事業として、高

齢者の地域における自立した生活を継続させる

ための地域自立生活支援事業があります。この

事業は、地域の事業所である木場商店訪問給食

部が実施している配食の支援を活用し、高齢者

の状況を定期的に把握するとともに、必要に応

じ地域包括支援センター等に報告し、連携をと

り地域で見守るものでございます。

平成18年度の介護保険法改正や国の三位一体の

改革による補助金等の見直しなどにより、それ

まで行われていた国の補助金事業である介護予

防・地域支え合い事業のうち、食の自立支援事

業が廃止されました。そこで市では、高齢者の

在宅での生活を維持し、支援するためには食の

確保は重要であると認識し、新たに介護保険特

別会計の中で組み込まれた任意事業を活用し、
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他の任意事業や一般会計予算との整合性をとり

ながら現在では介護保険特別会計で事業を展開

しております。

　以上でございます。

〇森　正勝議員　一問一答方式で質問いたしま

す。

　公営住宅の長寿命化計画でございますけれど

も、今、検討中だということでございますが、

牛根麓の市営住宅が築35年経過しているようで

す。この住宅の改修あるいは建てかえの計画は

ないのか、お聞きします。

〇土木課長（宮迫章二）公営住宅牛根麓団地

の改修計画についてお答えいたします。

　牛根麓団地は、昭和51年に建築後、既に36年

が経過しており、建築構造は準耐火構造で、耐

用年数は45年でございます。現在策定中でござ

います垂水市公営住宅等長寿命化計画において、

今後10年間の管理などの方針を定めますが、牛

根麓団地につきましても管理などの方針を定め

る団地の対象となっています。現在実施してい

ます入居者アンケートの結果や委託業者の建築

士による現地調査を踏まえ、費用対効果を考慮

した上で、牛根麓団地の長寿命化のための整備

や管理の方針を定め、必要な事業を計画的に行

っていく予定でございます。

　以上でございます。

〇森　正勝議員　非常に古くなっておりまして、

私も、住んでおられる方からちょっと苦情を聞

いたものですから質問しているわけでございま

す。堀添議員も何回か質問されておりますけれ

ども、できれば改修あるいは建てかえというこ

とを念頭に置いて考えて、進めていただきたい

というふうに思います。

　関連ということでお聞きしますけれども、こ

のことも何回も申し上げているんですけれども、

牛根小校区におきましても集合住宅がないもの

ですから、今、一戸建ての住宅は５棟ありまし

て、４棟入っておりますけれども、それも家賃

が高くて１戸だけまだ入っていないんですが、

私は牛根小校区につきましても集合住宅が必要

だと思うんです。市長も、先ほど北方議員の質

問で錦江湾横断道路ということを申されました。

これが開通するのはいつかわかりませんけれど

も、これに対する受け皿としても垂水市はやは

り住宅を充実しないとそのベッドタウンという

ことにもならないと思いますので、ぜひ牛根小

校区に集合住宅を、２万円台ぐらいで入れるよ

うな安い住宅を建てていただいて、人口増につ

なげればというふうに考えておりますが、市長、

これについてはどのように考えておられるか、

お聞きします。

〇市長（尾脇雅弥）森議員の御質問にお答え

をいたします。

　牛根地区も含めですけれども、集合住宅の要

望は市内各地からございます。現在、牛根小学

校区には第２二川団地に一戸建ての定住促進住

宅が４棟ございます。現在策定中でございます

垂水市公営住宅等長寿命化計画において、既存

の公営住宅の整備や管理の方針が定められます

が、地域の人口動態や学校の生徒数推移などさ

まざまなデータを分析し、新規の公営住宅が必

要な地域と見なされれば、新たに公営住宅を新

築することも検討するということになります。

ただし、今お話がありましたように錦江湾横断

道路の話もございますので、その辺の方向性と

も連動して、申し上げた手順に従って検討して

いきたいというふうに思っております。

〇森　正勝議員　ぜひ前向きにやるというよう

な方向で進めていただきたいというふうに要望

しておきます。

　次に、乗り合いタクシーでございますけれど

も、以前の質問にも、ＮＰＯ法人があってタク

シー会社が近くにあれば乗り合いタクシーも可

能だということをお聞きしております。私はス

クールバスの利用は考えられないかというふう

に思っているんですが、その辺のところの考え
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方についてちょっとお聞きします。

〇教育総務課長（川畑千歳）森議員の２回目

の質問にお答えいたします。

　スクールバスの運行時間の空いている時間帯

を利用できないかというような趣旨ではないか

と思います。

　現在、スクールバスの契約につきましては、

通学ルート、そして朝１便・夕方２便という運

行回数のみで契約をしております。したがいま

して、質問の趣旨での運行は新たな契約となり

まして、費用が発生するということになります。

　以上でございます。

〇森　正勝議員　利用できないということであ

れば仕方はございませんけれども、（発言する

者あり）みんな応援していただくのはありがた

いんですけれども、余り私もスクールバスにつ

いては無理しないほうがいいんじゃないかと思

います。

　そこで、高知県の梼原町、それから、いの町

が過疎地有償運送制度というものを利用して昨

年５月から運用を初め、19人の方が運転者にな

っておられるようでございます。これは既存の

タクシー会社などの了承が前提のようでござい

ますけれども、この制度の導入は検討していた

だけないか。企画課長、どうですか。

〇企画課長（倉岡孝昌）３回目の御質問にお

答えいたします。

　御紹介のありました梼原町の事例につきまし

ては、ＮＰＯ法人等が運行主体となり実施され

ている過疎地有償輸送形態のようでございます。

道路運送法では自家用車を使用した有償運送は

原則認められておりませんが、ただ、事業者に

よるバスやタクシーなどの移動サービスが十分

でない交通空白地において、生活に不可欠な交

通手段を確保する観点からＮＰＯ法人等による

自家用車を使用した有償運送が認められており

まして、この制度によるもののようでございま

す。梼原町での町が購入した車両を無償貸与し

ている例もあるようでございます。また、一定

の損害賠償保険への加入が条件となっておりま

すほか、車両備品や運行区域、運行料金、運転

者、その他登録に必要な協議事項など定められ

ているようであります。

この制度のメリットとして、比較的安価な料金

で交通サービスが提供でき、市町村有償輸送に

比べて市町村の負担が軽いこと、また一方でデ

メリットといたしまして、運転者・運行管理者

の負担が大きく、運転手の確保への課題、安全

面に不安、交通事業者との調整が困難、登録件

数が厳格だなど、課題も抱えているようでござ

います。

また、梼原町で事業を実施している松原地区と

初瀬地区の人口は、本市の松尾、高野、岳野地

区と比べまして人口も多く、利用件数も延べ1,

000件余りになっているにもかかわらず、運行す

る方々のボランティアの側面が強いようで、牛

根地区での運営は採算面で厳しい環境にあるよ

うに思います。

〇森　正勝議員　採算を考えればそれはもうい

ろんな事業は取り入れられないと思いますので、

市長、この件についてどのように市長は考えて

おられるか、市長のお考えをお聞きします。

〇市長（尾脇雅弥）今、森議員の事例を聞か

せていただいて、詳細わかりませんので断定的

にこうだということは言えませんけれども、採

算だけという視点ではよくないということも思

います。ただ、一番大切にしなければいけない

のは、まず法令遵守でありますし、また必要に

応じて条例を改正しながら市民ニーズに応えて

いくということが大事でありますので、先ほど

錦江湾横断道路の話もありましたけれども、人

口増、歳入確保しながら、またそういった対応

も考えていくという必要があると思います。

〇森　正勝議員　ぜひよろしくお願いいたしま

す。

　次に、行政事務委託料についてでございます
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けれども、この100円の根拠と他市の状況はどう

なのか、教えてください。

〇保健福祉課長（白木修文）森議員の２回目

の質問にお答えいたします。

　100円の根拠と他市の状況についてですが、平

成18年度の介護保険法改正に伴い、それまで行

われていた介護予防地域支え合い事業で負担し

ていた金額を地域支援事業で充当するもので、

１食当たり100円になっております。配食の支援

として介護保険特別会計の地域支援事業を活用

している市は、平成24年２月現在で19市のうち、

本市を含め11市となっています。その他の市は

一般会計での対応となっています。

　以上でございます。

〇森　正勝議員　今、説明いただいたんですけ

れども、この事業はやはり見守りということか

ら考えたら、本来は民生委員の方や振興会長さ

んあるいは郵便屋さん等が担うべきだと思うん

ですけれども、果たして宅配の方で大丈夫なの

かということがあるんですけれども、この辺に

ついてはどのように考えておられるか、お聞き

します。

〇保健福祉課長（白木修文）森議員の３回目

の質問にお答えいたします。

　役割を担っているかについてですが、本事業

の取り組みについては、単に配食という食事の

提供のみでなく、地域でのネットワーク構築や

地域のコミュニティの形成を目的にしています。

市民同士が地域で支え合うネットワーク構築に

市内の事業所を社会資源として加え、活用する

ことからも大切な役割を果たしています。

　平成23年度の実績においては、６名の方の安

否確認事故報告書が事業所から届き、緊急時の

対応がとられています。その中の一部として、

配達時に倒れているのが発見され救急車を呼ん

だ事例や、気分が悪く布団の中でうずくまり、

家族・ケアマネージャーに連絡した事例など、

関係者間の連携も強化され、見守りにも効果的

であると考えます。

　以上でございます。

〇森　正勝議員　保健福祉課がそう考えていら

っしゃるのであれば仕方ないと思います。

　この予算の704万5,000円というのは妥当なの

かどうか、最後にお聞きします。

〇保健福祉課長（白木修文）森議員の４回目

の御質問にお答えいたします。

　この予算について妥当性はあるかについてで

すが、本事業は、市民の皆様が住み慣れた地域

で暮らし続けることを支援するための地域包括

ケアシステムの１つの部門として、高齢化社会

のセーフティネットになり得ると考えます。こ

ういったことからもこの予算は妥当性があると

考えております。

　以上でございます。（森正勝議員「終わりま

す」と呼ぶ）

〇議長（宮迫泰倫）次に、10番池山節夫議員の

質問を許可します。

　　　［池山節夫議員登壇］

〇池山節夫議員　森さんの後の前語りではちょ

っと引けをとるんですけど、始めます。

　10年前に１％から２％のインフレ目標を掲げ

て金融緩和と財政出動をしていれば、日本経済

は既にデフレを脱却し、２％から３％の経済成

長を実現していたのではないか。今は経済浮揚

を最重点政策とすべきであり、日銀と政府は２

％のインフレターゲットを設定し、日経平均株

価を小泉政権時代の１万3,000円、対米ドル為替

レートが85円台になるまで財政出動をすること

が企業の投資意欲を高め、雇用の増大につなが

り、国内需要を呼び起こし、消費税やその他の

税収の増加につながるというスパイラルが生ま

れます。これは、平成24年第１回定例会で民主

党政権の経済無策へのいら立ちから私の持論を

述べさせていただいたものであります。

　経済が活性化してデフレを脱却するまでは消

費税増税は凍結をする。日銀が政府と経済政策
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の意思を共有しないならば日銀法を改正してで

も無制限に財政出動をする。このような政府の

強いメッセージが実体経済を動かして、市場を

活性化させます。政治はメッセージです。尾脇

市長にも、市民に向けて、元気な垂水のまちづ

くりへのますます強いメッセージを投げかけな

がら、３年目に向けての市政運営をお願いをい

たします。

　それでは、議長に発言の許可をいただきまし

たので、さきの通告順に従い質問をしてまいり

ます。市長、教育長並びに関係課長の御答弁を

よろしくお願いいたします。

　防災について。

　昨日の堀内議員の質問にありましたが、Ｊア

ラートについて、防災無線について、防災ラジ

オについて、そして防災メールの配信について、

それぞれの役割と活用状況について教えてくだ

さい。

　垂水高校振興策について。

　長濱新教育長の垂水の教育に対する決意や基

本認識、あるいは教育的課題等については、昨

日の川越議員や川畑議員への答弁でよく理解を

いたしました。「垂水には教育を大事にする風

土がある。地域の教育力がある。この風土を受

け継いだ人的・物的資源を活用した教育をして、

ふるさと垂水を愛する子供を育てていく」と、

御自分の心のこもった言葉で語られました。新

城地区は優しい人が多いところです。感銘を受

けました。垂水の子供たちの学力向上と思いや

りの心を育む教育に全力で取り組んでいただき

たいと思います。

　質問は、垂水高校の振興策に限定して教育長

の見解を伺います。

　また、過疎計画で今後数年にわたって同額の

予算が予定されておりますが、先ほどの北方議

員の質問に対し、尾脇市長は、市民・地域と一

体となった振興策を図っていくと答弁されまし

た。追加の支援策と予算化の可能性について伺

います。

　乗り合いタクシーについて。

　現在の利用状況と市民、高齢者の満足度はど

の程度なのか。また、今後の課題についてお示

しください。

　観光については、交流人口増加について伺い

ますが、これも昨日の堀内議員の質問にありま

した佐多岬ロードパークが南大隅町の所有とな

ったことで、大隅地域の観光に大きな効果が見

込まれます。垂水市もこの機会を逃さず、ルー

ト開拓に参入すべきという観点から、今後の状

況について伺います。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇総務課長（山口親志）池山議員の防災につ

いての質問にお答えします。

　まず、Ｊアラートについてですが、堀内議員

の質問と重なりますが、御了承いただきたいと

思います。

　Ｊアラートは全国瞬時警報システムの通称で

ありまして、津波を初めとする大規模災害や武

力攻撃事態が発生した際に、国民の保護のため

に必要な情報を通信衛星を利用しまして瞬時に

地方公共団体に伝達するとともに、地域衛星通

信ネットワークに接続されました市町村防災行

政無線を自動起動させ、サイレンや放送によっ

て住民に緊急情報を伝達するシステムでありま

す。

　Ｊアラートについての試験が行われましたこ

とを少し述べさせていただきます。

　そこで、本年９月12日に全国一斉の伝達訓練

を実施しましたが、本市は、情報の受信はいた

しましたが、防災無線装置への伝達にふぐあい

がありまして試験が成功いたしませんでした。

伝達のためのシステム設定のふぐあいでありま

した。契約業者に対応をお願いしまして、県内

で10カ所ありましたが、ふぐあいの生じました

市町村のみの伝達訓練を10月31日に再試験とし

て行いまして、本市は受信・伝達の訓練が自動
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的に行われ、成功したところであります。

　次に、防災無線についてであります。

　防災無線の状況は、防災行政無線の情報発信

については、「聞こえない」「聞き取りにくい」

の多くの声もありますし、災害時にはなおのこ

と情報が伝わらないことから、現状の施設・設

備で早目の発信を行っているところであります。

そのような状況の中、防災ラジオとの関係もあ

りますが、そのような状況の中、現施設及び設

備が聞こえないまま、現在のアナログ回線から

デジタル回線に変更する時期が平成34年度まで

であります。その経費として４億円から５億円

ほどの見積もりをいただいておりますことから、

別案としまして、ＦＭラジオとＦＭたるみずと

タイアップした連携ができないか検討してまい

っております。ＦＭラジオとは防災の協定も結

んでおりますし、行政情報も提供していただい

ていることから、防災ラジオについて、ＦＭと

ＦＭたるみずと協議してまいりたいと思います。

　最後に、メールの発信についてですが、メー

ルの発信の件でありますが、「垂水ほっとメー

ル」としましてホームページでも案内しており

ますが、平成18年７月より開始しております。

メール内容としまして、防災・行政情報発信を

目的としておりますが、現在の登録者は約748名

でまだ少ないようです。現在の防災無線が聞き

取りにくいことから、これからも登録のお願い

をしてまいりたいと思っているところでありま

す。

　以上であります。

〇教育長（長濱重光）池山議員の垂水高校振

興に対する私の見解について、お答えいたしま

す。

　垂水高校は、昨年創立85周年を迎えた、卒業

生１万人余りを誇る歴史と伝統のある学校であ

ります。これまで卒業生は、地域社会や産業界

に多くの人材を輩出してきており、地元に貢献

する、そして地元になくてはならない存在であ

ると考えております。

　本市から高校がなくなりますと、市外の高校

への通学は多くの時間を費やし、また長距離で

のバス通学あるいはフェリーによる通学と保護

者の経済的負担が大きくなりますことからも、

その存在は重要であると考えております。また、

地域の活力が失われ、過疎化も一層進むことに

なりますことから、どうしても存続させなけれ

ばならないと考えております。

　垂水高校の振興支援につきましては、御案内

のとおり、垂水高校は入学者数が減少する中、

当面は垂水市の支援策等により、地域に貢献し、

地域に支えられる学校を目指すとの答申が、大

隅地域の公立高校の在り方検討委員会から平成

24年３月に出されたところでございます。これ

らのことを踏まえて、設置者の県や垂水高校に

はさらなる魅力の向上に努めていただくことは

もとより、同校には、卒業する場合の生徒の就

職や進学についての出口の部分の保障について

一層努力していただきたいと考えております。

　現在、平成23年度に策定いたしました垂水高

等学校振興支援計画書に基づき、46の支援策を

垂水高校振興対策協議会を中心に実行されてお

りまして、平成24年度は、１番目に学校のイメー

ジアップへの支援、２番目に垂水高校生の教育

環境充実と向上への支援、３番目に小規模校だ

からこその学校への支援に取り組んでおります

が、平成25年度は拡大・充実させていく予定で

ございます。

　これから、私も卒業生の１人でもありますの

で、関係団体、市民、地域と一体となった振興

支援の取り組みを進めてまいりますとともに、

生徒の皆さんが垂水高校で学べてよかったとな

るように努力をしてまいりたいと考えておりま

す。

　以上でございます。

〇市長（尾脇雅弥）池山議員の過疎計画での

予算化と今後の追加策について、お答えをいた
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します。

　過疎地域自立促進計画に掲載されている垂水

高校振興対策事業の事業費が、平成24年度以降

同額で推移しているとの御指摘でございました。

事業費は平成24年度しか決定していないことか

ら、見込みとして次年度以降同額を掲載してい

るものでございます。

　この金額は、教育の振興の区分でおおむね２

割の増減がない場合、変更の必要はなく、ロー

リング作業において実績額を報告することとな

っております。また、増額すべきとの御指摘に

ついては、設置者の県や垂水高校が推進する垂

水高等学校振興支援計画書掲載の振興策に連動

して、垂水高校振興対策事業として積極的に事

業展開をし、予算の増額を図ってまいりたいと

考えております。

〇企画課長（倉岡孝昌）乗り合いタクシーに

ついての御質問にお答えいたします。

　本市の事前予約型乗り合いタクシーは、平成

21年12月より、大野地区及び水之上地区につい

てはコミュニティバスにかわるものとして、ま

た市木地区は交通空白地域における新たな交通

手段として運行開始いたしております。

　運行実績につきましては、平成22年度以降順

調に利用者がふえてきており、対象地域におけ

る交通手段として定着してきているものと考え

ております。具体的には、平成22年度延べ利用

者数は5,556人で、月平均463人であったものが、

平成23年度は延べ利用者数が6,520人で、月平均

540人とふえております。また、平成24年度も10

月末時点で延べ利用者数4,369人、月平均624人

の方々が利用されており、昨年度同期と比較し

ても延べ利用者数で855人の増となっております。

　本市の乗り合いタクシーの運行方法は、路線

を定めず予約に応じて運行コースを決めて運行

する、事前予約による区域運行型での運行を行

っております。乗車については事前予約制とし、

利用者は午前の便については前日までに乗降場

所を予約し、午後の便については当日の午前中

までに予約することとなっておりましたが、平

成23年７月より、運行開始時間の１時間前まで

の予約も受け付けるよう改善運行しております。

また、乗降については、各地区内に停留所を設

置しており、全体で41カ所の停留所が設置され

ております。

　なお、乗りおりする場所は停留所でございま

すが、下車時は停留所付近でもおりることがで

きますし、歩くことが不自由、買い物で荷物が

多いなど停留所での乗車が困難な場合は予約の

際に申し出ていただくことで、利用者の自宅付

近や病院、商店での乗車が可能な場合がござい

ます。このようなことで、利用者の声に応じた

改善も行っております。

　利用者の満足度につきましては、運行から１

年経過した平成22年12月に、乗り合いタクシー

への要望や意見などを調査して、住民にとって

利用しやすい、利便性の高い乗り合いタクシー

を目指すためにアンケート調査を実施し、約600

件の調査に対し、250件のアンケートを回収し、

分析を行いました。満足度につきましては、便

数、時刻、運賃、予約方法、停留所の使いやす

さなどの11項目の平均で、「満足」及び「やや

満足」という回答が６割ほどございました。

　今後とも、広報紙などによる情報収集や、利

用者の方から「増便してほしい」というような

要望もあり、難しい面もございますが、要望に

耳を傾け、利用しやすい運行体制を図れるよう

に努めてまいりたいと考えております。

〇商工観光課長（塚田光春）昨日の堀内議員

への答弁と重複するかと思いますが、御了承願

いたいと思います。

　佐多岬の有料道路が民有地から町有地へ変わ

り、佐多岬への立ち入りが無料化されることと、

今年度鹿児島県のほうでも佐多岬公園等の整備

のあり方等を調査され、次年度以降整備されま

すと、佐多岬観光は増加するものと思われます。
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そのようなことから、佐多岬に来られる観光客

を垂水市へいかに誘客するかを考えているとこ

ろでございます。

　新幹線や鹿児島市等から誘客を図るためには、

時計回りで垂水フェリー及び桜島フェリーを渡

ってくるコースと、反時計回りの山川・根占フ

ェリーを渡ってくるコースの両コースを使って

本市へ来ていただくことを考えているところで

ございます。それには、両コースともに垂水市

の観光地の魅力アップに努めなければなりませ

んので、北の拠点の「道の駅たるみず」の周辺

整備、中央の拠点の猿ヶ城渓谷「森の駅」の周

辺整備や千本イチョウ対策、南の拠点としまし

ては垂水南中学校跡地を活用した物産館等の計

画を行い、１つの点でなく、点と点を結ぶ線で

誘客を図りたいと思っています。

　ただ、本市の観光地と佐多岬の観光地とリン

クするには本市の力だけでは難しいと思われま

すので、本市を含む４市５町でつくる大隅広域

観光等を利用しまして、各市町と連携をしなが

ら、佐多岬観光とリンクした観光コースづくり

を取り入れて、本市の観光振興に努めてまいり

たいと思います。

　以上でございます。

〇池山節夫議員　じゃ、一括方式で伺います。

　防災について。

　今いろいろ、Ｊアラート、防災無線、防災ラ

ジオ、メール、答えてもらったんですけど、要

は、全部４つともあるんだけど、それが全部機

能しても全市民に行き着かない、情報が。これ

が全部うまく機能してもなかなかだと。市役所

庁舎の上から放送されても、私の自宅はそんな

に遠くない。だけど、風向きによっちゃ、もう

窓を閉めていたら全然聞こえないですよ。だか

ら、Ｊアラートが機能しようが、防災無線が機

能しようが、ほぼ機能しないのと同じだという

ことなんですよ。ラジオだろうが、メールだろ

うが。メールもさっき言われたように748名しか

登録していないと、それもそれを見る人だけと、

ほかの人には届かないと。この４つ総合しても

防災、危機のそういう情報を伝達する手段とし

ては整っているんだけど、垂水市民全域にはほ

ぼ、まあ半分行くかなというぐらいのものです

ね。

　だから、私が提案したいのは、南大隅町かな、

南大隅町は全戸に、個々に子機があるんですよ。

それで私は肝付町も、はっきりしないんだけど、

肝付町の議員に聞いたら「うちも大体あるよ」

というようなことだったですね。それで垂水市

はというと、あちこちで1,800戸ぐらいですかね、

あるのが、子機が。この辺のことを検討できな

いかと。そういう機器を全部家庭につけない限

り、緊急時に全家庭に情報が全部伝達するとい

うのは無理だろうと、これだけ４つあってもで

すね。だから、その辺のことの検討をどう考え

るかということをまず総務課長に聞きます。

　垂水高校の振興策なんですが、教育長からも

伺いました。市長から、過疎計画の予算は暫定

的なもので、追加する可能性があるような答弁

だったですから、これは私の考えは、県のほう

から垂水の市の支援を見守るようなことですね。

ですから、やはり百六十何万円という予算がつ

いて、これの評価は高いと思いますよ。それで、

県のほうでもこれを高く評価してくださってい

るとも思います。今後やっぱり垂水高校を存続

していくというこのことを示すには、やはり今

のこの案をもっと支援策を広げていく。それは

いろんな方策を考えるのと、もう１つはやっぱ

りお金をつけると、10万円でも５万円でもいい

から増額していくと、このことがやっぱり県へ

のメッセージになっていくと思って、これを質

問しているわけです。

　この辺のことを、支援策の追加策もですけど、

要望でもいいんですけど、一応もう１回、市長、

どう考えるか。やっぱり５万円、10万円、わず

かな金額でもちょっとずつふやしていくと、そ
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の辺の決意を示せるものだったらちょっと語っ

ていただきたい。

　乗り合いタクシーについては、私は、ある90

歳を超えた方からこのごろ免許を返したと。中

央にいる方なんだけど、ほんの近場でもやっぱ

り大変だと。車がないとこんなに不便になるも

のかというのがあって、それでこの乗り合いタ

クシーの現状を聞いてみたんですよ。そうした

ら、予約の仕方によっては自宅付近からでも乗

れると、バス停じゃなくてもですね、おりるの

もそれができるという今の話でしたので、まあ

いいかなと思います。これについてはもう２回

目の質問はいいですけど、先ほど森さんが、牛

根に関してはないんだと、この辺のこともやっ

ぱり市民の公平性という意味からもやっぱり検

討されるべきじゃないか。

　あと１つ質問しますけど、同一地区で、例え

ば大野原から乗ってどっか敷根町のあたりだっ

たかな、あの辺までを１つの区域だと、それで

垂水の中央がまた１つの区域で、協和校区も１

つの区域で、その同一区域区間では乗りおりが

できないというのがあると。でも、大野原から

敷根町まで来て、そこを通り過ぎてどっかもう

ちょっと下まで来たらおりられるけど、敷根町

だとおりられないんだと、利用できないと。そ

の辺もちょっとあれだなと思うんだけど、その

辺に関しては課長、どんなふうに思われるか。

今後、検討課題にあるのか、その辺も難しいの

か、その点をちょっとできる範囲で答えてくだ

さい。

　それから観光についてなんですけど、きのう

堀内議員のほうで質問されて大体あれでわかっ

ているんですけど、１つ、南の拠点ということ

で南中の跡地を物産館をということで、きのう

もきょうも課長が言われたんですけど、この辺

について、道の駅はやはりルートとしては桜島

から来るとちょっと外れている。それは霧島方

面へ向かうルートでないと、なかなか道の駅の

活用はないと思うんですよね。ですから、やっ

ぱり猿ヶ城、南中跡地の物産館、その辺を早く

つくるということが急務だと思うんですけど、

それについて計画はどうなっているのか、考え

方をお聞かせください。

〇総務課長（山口親志）池山議員の２回目の

御質問にお答えいたします。

　確かに今言われましたとおり、Ｊアラートが

受信・伝達の成功をしたとしましても、防災無

線から流れますことから、聞き取りにくい、聞

こえないという状況の中では、本当に防災に対

しての整備がきちっとなされていないというこ

とは重々認識はしておりますし、ただ、現状の

中では、今その対策しかとれないことだけはお

許しをいただきたいと思います。

　そうした中で、御質問がありました全家庭へ

の戸別受信機、防災ラジオ等の配布の件であり

ますが、先ほども市長が北方議員の公約の中で、

災害に関して「災害に関する情報伝達の手段と

して戸別受信機の全戸配布の事業に取り組みま

す」と言われておりますことから、私たちも現

状、先ほども申し上げましたとおり、情報伝達

設備の防災無線が聞こえない、聞き取りにくい、

またデジタル化のための経費がかかるというこ

と等を考えますと、災害協定を結んでおります

ＦＭたるみずと連携して、全家庭に防災ラジオ、

戸別受信機を配布し、情報伝達の充実を図るこ

との考えは整備をしております。

　ただ、その中で、整備しようとしております

防災ラジオについて、戸別受信機について少し

御説明させていただきますと、電源が入ってい

なくても、市からの情報を発することにより自

動で電源が入り、住民への情報の伝達が伝えら

れるという考えのものを整備するつもりでおり

ます。そうすることによりまして、市からの防

災から行政情報は瞬時に時間も、余り夜遅くと

いうのもなんですが、必要なことに関しては24

時間体制がとれるんじゃないかと思いますので、
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このことで指摘のありましたとおり、全戸配布

に向けて準備を進めてまいりたいと思っており

ます。

〇市長（尾脇雅弥）垂水高校の振興に対して

の御質問にお答えをいたします。

　私が就任をしてすぐの３月議会で、たしか池

山議員の御質問であったと思いますけれども、

垂高振興をどう考えるかということに関しまし

て私が申し上げたのは、まず係を決めて政策を

立てて予算をつけるというふうに申し上げたよ

うに記憶しております。24年度に関しましては、

そういった意味で、係をすぐに決めてゴールデ

ンウイークを返上して実態のアンケートをとっ

て政策を立てて、在り方検討委員会の中で申し

上げたところでありましたけれども、なかなか

この中での結論が少しおくれましたので、予算

措置という意味では議会の皆様に十分周知して

いただくのに時間がとれませんでしたので、現

行のような状況になっているところでございま

す。

　ただ、25年度の予算に関しましては、先ほど

池山議員からお話ありましたとおり、さらなる

前向きな取り組みが必要であるというふうに考

えております。なぜならば、垂水高校は中学生

の受け皿としてだけではなくて、垂水市にとっ

ていろんな意味で影響があるからでございます。

そういった意味からも、追加事業の中身、私の

考え方も関係課の皆さんには指示をしてありま

すので、そのこともひっくるめて政策の部分を

検討していただいて、また議会の皆様のほうに

もお示しをしていきたいというふうに考えてお

ります。

〇企画課長（倉岡孝昌）乗り合いタクシーに

ついての２回目の御質問にお答えいたします。

　乗り合いタクシーの運行につきましては、国

の助成制度を活用して運行しております。国の

助成制度は公共交通機関、垂水で言いますとバ

ス路線と、交通機関のあるところと交通空白地

であるところを結ぶという制度で運行されてお

りまして、この間の運行となりますことから、

そこのところは崩せないところでありますが、

ラインをどこまでと引くところが難しいところ

はあるんですけれども、なるべく利用しやすい

ようなということでは事業者とも協議をしなが

ら今、運行を続けているところでございます。

〇商工観光課長（塚田光春）垂水南中跡地の

物産館等の計画はどのようになっているかとの

質問でございますが、現在、垂水南中学校の跡

地に物産館やレストラン等をつくるために、先

月、物産館等基本構想策定のための調査を発注

したところでございます。調査内容としまして

は、平成22年度に実施しました垂水南中跡地を

利用したところの物販の利用などを調査するマー

ケティング調査を行っておりますので、これら

の分析による物産館等の整備方針の策定、物産

館等へ車を導くための動線の検討、規模の検討、

配置の検討、概算工事費の算定などを行うよう

にしております。

　以上でございます。

〇池山節夫議員　持留議員が待っておられます

ので早くしてあげようと思います。

　防災の、今取り組んでいると、戸別配布に前

向きなあれだったんですけど、私はこの前、テ

レビを見たんですよ。テレビを見ていたら、宣

伝するわけじゃないですよ、霧島市隼人町のエ

リアトークと、余り大きな会社じゃなかったで

すけど、ここの機種を霧島あたりで使っていて、

今言われた、各家庭につけて、それで放送する

と。普通公民館長が放送して、入ると。それで、

自宅にいなくても後で録音しているのを聞ける

と。それで、災害時だと、例えば電源を入れ忘

れていても電源が入って放送すると、そういう

のをやっていたんですよ。

　それで、ああ、こういうのが各家庭に垂水も

ついたらいいなというので思っていたんですけ

ど、この前、大隅広域の議会があったときに南
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大隅町、肝付町の議員の方と語ったら、そこま

での機能はないんですよね、既に取りついてい

るやつは。緊急時に電源が入っていないのを電

源を起動してまで放送する、そこまでの機能は

ないようなんですけど、こういうやつがもう既

にできていて、それで余り意外と、これ見ると

高いものでもないらしいんですよ。

　それでね、さっきもう１つちょっと聞き忘れ

たんですけど、垂水はＪアラートがぽんと入っ

てくる。そうすると、全国では入ってきたのが

自動的に放送されるところと、財政難から自動

的に放送されなくて手動でするところとあると

いうのがあったんだけど、垂水は当然自動で入

りますよね、それを確認しておくのと。

　それと、そうすると、緊急に入ってくる。そ

うしたら、ここによくわからないんだけど、何

かＭＣＡ無線との併用運用例というのがあって、

これと提携しておくと、それこそ自動的にアン

テナから、もう放送も何もなくて各家庭に全部

入ると、こういう運用例があるんですよ。だか

ら、この辺のことも検討していただいて、さっ

き何だったかな、34年までに４億円か５億円で

デジタル化。金額的なものもそんなにかからな

いんじゃないかと思うんですよね、こっちの設

置のほうは。それについて検討されている取り

組み状況があれば教えてください。

　２番目の垂水高校については市長の思いもあ

りますし、その辺のことを受けて教育長、前向

きに、金額も今の答弁だとふえていくんじゃな

いかと予想します。もう一度、重なってもいい

ですから、教育長は垂水出身で、私も、きのう

川畑議員が「あそこの子なら大丈夫だが」とい

う話をされたんですよ。それで、後で聞いたら、

どうも川畑先輩とは親戚になるらしいんですよ。

長濱さんというと、我々市会議員は大体選挙も、

市長もですけど、選挙しているから名前を聞い

たら大体どの辺だなというのはわかるんですよ

ね。それで、私は牛乳屋をしていて、ここのお

父さんが肉屋さんだから新城支所の隣で、かわ

いがってもらったんですよ。きのう川畑先輩に

聞いたら大体は海潟なんだと。そういえば海潟

の県道の上のあたりが長濱があるんだわ。とい

うことで、親戚だというのもうなずけないでも

ないと。お父さん、お母さんにかわいがっても

らって牛乳も長い間入れさせてもらって、川畑

先輩と同様に、あそこの息子なら大丈夫だがと

いう気持ちがあるんですよ。

　そこで、本当に失礼ながらですね、もう１回、

垂水高校存続のために市長の今の思いも受けて、

本当にきのう、つくった文章じゃなくて自分の

言葉で垂水の教育の再生についての思いを語っ

ていただいて、池之上議員からはつい拍手が出

ました。本当に議員の皆さんも同じような気持

ちだったと思うんですよ。もう一度、何として

も、県から来たと、垂高だけは絶対残すと、そ

の辺の決意を声高らかに語っていただけばあり

がたいなと思います。

　乗り合いタクシーについてはもうよろしいで

す。今後ともよろしくお願いします。

　観光についても、南中のあたりの物産館を早

く整備してもらえば、私は10月にロードパーク

が南大隅町のものになって、これは一遍行って

こないかんなと思って、愛する女房と一緒に、

笑う人もいないから本当なのかと、一緒に行っ

たんですよ、ロードパーク。80キロあります、

ここからは。まあ１日がかりで行って、我々は

もう何回かあそこまで行って、500円取られるか

らというので引き返しているんですよ、３回ぐ

らい。500円もったいないなというので引き返し

ている。今度は無料になったから行ってみまし

たけど、やはりそれなりに、500円取りたくなる

ぐらいの整備はしてありましたね。やっぱりあ

そこをロードパークとして整備して展望台まで

の道を整備してというのを見ると、やっぱりこ

れは500円は取りたいはな、整備した側はと思う

んですよね。
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　それで、この前、新聞に載っていましたけど、

旅行会社が鹿児島県内を周遊するようなバスを

運行すると大体5,000円だと、乗れるのはね。そ

の中で500円というと、やっぱりそこへ通るのが

500円というとなかなか佐多岬を入れられなかっ

たと、これまで、１割だから。その１割が外れ

たと。そういうことになると、やはり１割は大

きいから佐多岬へそういうのも、バスのツアー

も入れられると。確かにそうですよね。だから、

結局多くなると思うんですよ。私も行ってみた

けど、やっぱり魅力はありますよ。長い間500円

のおかげで佐多岬というのが観光から外れて埋

もれてきたんですけど、ここへ来てやっぱり、

祭日の日だったんですけど、金曜日で天気も悪

かったんですけど、多かったですよ、若い子供

連れのお父さんお母さんもいっぱいいたし。だ

から、早く垂水もこれにタイアップしたような

感じで取り組んでもらわないとおくれるという

思いで質問をしたわけです。

　さっき商工観光課長から計画を聞きましたけ

ど、とにかく早い、南中跡地の物産館なりの整

備が必要だと思います。これについては市長、

ちょっと思いだけを聞かせてください。

〇総務課長（山口親志）戸別受信機のエリア

トークの霧島市のその情報もいただきましたの

で、そこも勉強をさせていただきたいと思いま

す。

　今の防災無線についても、戸別受信機につい

ても、現在うちが契約をしておりますパナソニ

ックにしても全て電波の関係でありまして、先

ほど言いましたデジタル化のためのパナソニッ

ク、そのままパナソニックを利用して戸別受信

機という方法もあるわけですが、先ほども申し

上げましたとおり、４億円、５億円にまたプラ

スも出てくるのか、そのあたりも出てきますし、

なぜＦＭたるみずとの考えの中で、ＦＭたるみ

ずを利用しますかといいますと、23年度にＦＭ

ラジオ側が難視聴地域の調査もしておりますし、

先ほども言いましたとおり、防災の協定も結ん

でいることから、垂水市にあります77.7の電波

を持っているＦＭたるみずを利用することがで

きないかということで戸別受信機の考えでスター

トをしておりますので、そこあたりは御理解し

ていただきたいと思います。

　そうした中で、先ほども申し上げましたとお

り、取り組みについては前向きに方向性を出し

ておりますので、早速計画実施のために11月28

日にＦＭたるみずと一緒に、熊本にあります総

務省の九州総合通信局に整備のための事前協議

も行っております。ＦＭたるみずの電波を利用

することは垂水市ができますかという質問やら、

それから利用するとすれば完全に100％電波が届

かないといけませんので、難視聴地域の解消の

ための中継基地を市で整備できますとか、そこ

あたりも十分担当の方に顔を合わせながら、も

う協議にも入りました。ＦＭたるみずの電波を

利用するということは災害協定を結んでいるか

ら問題はありませんと、難視聴地域については、

ＦＭたるみずの電波でありますからＦＭたるみ

ずが整備をしないといけないという条件があり

ますということでありましたけど、ただ、どの

ような整備をするかというために、難視聴地域

の解消のためのシミュレーションを行ってから、

総務省にまた協議に行ってくださいということ

で前向きな意見をいただいておりましたので、

先ほども申し上げましたとおり、ＦＭたるみず

を使いました戸別受信機の整備に向けて取り組

んでまいりたいと思います。

　防災無線については、戸別受信機を全戸配布

するという方向性はもう重要な政策であります

ので、市長のほうからも公約の中に入れてあり

ましたので、そういう認識を持ちまして対策を

とっていきたいと思います。

　Ｊアラートの放送については自動の関係は、

手動じゃなくて自動で入っておりますので、そ

の報告をいたします。
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　以上です。

〇教育長（長濱重光）池山議員からの御質問

にお答えいたします。

　私は御存じのとおり、県の教育委員会で長く

仕事をしてまいりました。その仕事をする中で

一番気になっておりました、気がかりでありま

したのは、この垂水高校はどうなるんだろうと

いう、これが最大のもちろん気になっているこ

とでございました。

　そういう中で御案内のとおり、大隅地域の公

立高校在り方検討委員会の中で、当面は垂水市

の支援策等により、地域に貢献し、地域に支え

られる高校を目指すという方向性が出されたわ

けでございます。私はこの方向性が出ましたと

きに、本当に内心ほっといたしました。ところ

が、私自身は非常に危機感を持っておりまして、

このことに甘んずることなく、そう長い猶予は

ないという本当に危機感を持っております。こ

こ数年が恐らく本市における支援策等の勝負ど

ころだと思っております。

　そういう中で23年度、市のほうから支援策と

して９万円の予算措置がなされました。さらに、

24年度は162万3,000円という大幅な予算措置が

なされたわけでございます。それでは来年度を

どうするかということが大きな課題でもござい

ます。私ども教育委員会で目に見える形でどう

すればいいのか、今、検討中でございます。先

ほど市長が述べられましたように、振興策に連

動して支援策を講じてまいりたいと、そういう

ことで市長自身も前向きな予算についての御答

弁をなされました。３月議会におきまして皆様

方に見える形で予算要求を財政当局と調整の上、

させていただく所存でございますので、その節

はどうぞよろしくお願い申し上げたいと思いま

す。

〇市長（尾脇雅弥）お答えいたします。

　私はことし２年目、挑戦の年という中で、６

次産業と観光振興ということを掲げております。

このことは伊藤知事も同様の方向性でありまし

て、地元県議ともしっかり連携をしながら事業

を進めていかなければならないと考えていると

ころでございます。

　昨年、九州新幹線が全面開通をいたしました。

そのことによりまして鹿児島あるいは指宿を中

心に大変なにぎわいを見せた、そのことはよか

ったと思いますけれども、２年目以降の真の意

味での新幹線の効果を考えたときには、大隅半

島とどうやって連携をしていくかというのが大

事なことでありまして、そういった意味では、

これまでも鹿屋の嶋田市長でありますとか南大

隅の森田町長なんかとも、具体的にどうやって

連携をしてやっていくかという話も進めてきた

ところであります。そういった中で佐多岬の開

発が決まったということで、これは我々にとっ

て周遊という意味合いでも大きな発表だったと

思います。

　私自身、垂水市の中においては観光の拠点と

して３つつくりたいと。北の拠点として道の駅

を中心として埋没鳥居でありますとか、宇喜多

秀家公の居住跡地、これとどうやって絡めてい

くか。また、中央の拠点におきましては「森の

駅たるみず」あるいは今、旬であります千本イ

チョウ等々絡めていってしっかりとこのことを

やっていくと。もう１つ、南の拠点として宮脇

公園、そして南中学校の跡地をどうやって利活

用していくかと。そういった中でしっかりとし

た物産館、そういったものの構想というのも描

きながら、関係の皆様と相談をしながら具現化

していかなければいけないというふうに思いま

す。

　いろいろございますけれども、先ほども申し

ましたけれども、少し大隅には追い風が吹いて

きているような状況がありますので、このこと

としっかりと連携をして、いろんな可能性を考

えながら、前向きで積極的な取り組みをしてい

きたいというふうに考えております。
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〇池山節夫議員　終わる予定だったんですけど

ね、今の市長の答弁とか聞きまして、新教育長

に応援をする意味で、財政課長、来年へ向けて

垂高の振興策についての財政課長の思いを１回

聞きたい。

〇財政課長（北迫睦男）主管課のほうからも

いろいろな情報はいただいておりますので、そ

のことをしっかり協議してまいりたいと思いま

す。（池山節夫議員「終わります」と呼ぶ）

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　次は、１時10分から再開いたします。

　　　　　午前11時54分休憩

　　　　　午後１時10分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　８番持留良一議員の質問を許可します。

　　　［持留良一議員登壇］

〇持留良一議員　それでは、よろしくお願い申

し上げます。

　まず最初に、今回の総選挙は、21世紀の初め

の日本の政治の行方を決める大事な選挙だと誰

もが思っていらっしゃると思います。自民党か

ら民主党にかわっても政治の中身は変わらなか

ったのは、やはり私たちはアメリカに依存した、

また財界中心という日本の政治のゆがみを正せ

なかったからではないでしょうか。２つのゆが

みを正し、本物の改革に踏み出す選挙だと私た

ちは考えます。国民は古い型の政治から新しい

政治を求めていると思います。そのことを訴え

て質問に入ります。

　それでは、質問を行っていきます。

　１番目の質問は、来年度の予算の考え方につ

いて、２点について質問いたします。

　最初は、予算制度のあり方についてです。

　来年度、本市は引き続き枠配分方式による予

算編成方針になっているようです。枠配分方式

の意義として、主にスクラップ・アンド・ビル

ドの促進、事業部門の視点に立った効率的かつ

効果的な行政運営、自主性・自立性の確保とコ

スト意識の向上等が期待されると言われていま

す。この方式はここ数年注目を浴びているもの

であります。背景には厳しい財政状況があり、

これまでのシーリング方式による事務事業予算

の一律削減と財政部門による一律裁定が限界に

達していると言われてきているからと言われて

います。課題としても、改革意欲を高められな

い点や自立経営を促進する効果が発揮できない

ことも指摘もされています。課裁量経費の対象

事業での抜本的な見直しを行うことができず、

結果、予算が硬直化しつつあるとの指摘もあり

ます。予算は、どんなサービスを行って福祉向

上に努めることにするかを市民に約束するもの

です。研究者からは、枠配分方式というと財政

運営を均衡させるためのツールのように捉えが

ちであるが、むしろ行政サービスの向上にこそ

目を向けられるべきであるとの指摘もあります。

　そこでお聞きしますが、課題についての見解

と、課題との関係で予算編成制度の改革の方向

は現時点で検討課題になっていないのか、お聞

かせください。

　２点目は、来年度の予算編成方針の重点施策

として３点挙げられています。

　安心安全なまちづくり、６次産業化と観光振

興、子育て支援と高齢者対策となっています。

一方、平成24年度の市民満足度調査からの重点

施策として４点挙げられていますが、子育て支

援の充実、医療体制の充実、働く環境の充実、

市民の期待に応えられる職員の育成となってい

ます。これらのことや、市長の公約実現の観点

から重点施策が挙げられたと考えられます。

　その中で、子育て支援と高齢者対策について

市長とも議論をさせてもらいましたけれども、

対策の必要の背景には私は、二大貧困問題と言

われている雇用破壊での若者等の失業と低賃金、

低年金高齢者の増加による生活苦の問題がある
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と考えられます。これらの改善や対策の必要性

と方向性は基本的には維持できていると考えま

す。

　そこでお聞きしますが、予算編成上での基本

的な考え方についてお聞かせください。

　２点目は、地元経済の活性化を図る観点から

質問します。

　中小零細企業は、長引く不況等の影響で商店

の販売額は平成14年度は34億円、平成19年度は

約26億円で約８億円の減になり、商店数も318店

あったのが273店、45店も閉められています。仕

事不足や売り上げ減少で経営は深刻になってき

ています。そんな中、このような状況を打開し

ていくための官公需に市内優先枠設定等の取り

組みが全国でも施行されたりしています。その

根拠になる法律が、官公需についての中小零細

企業の受注の確保に関する法律です。官公需と

は、国や自治体などが物品の購入や工事、建物

の清掃などをしてもらうための民間事業者と契

約することになっています。その中に、中小零

細業者の受注の機会の増大を図るように努めな

ければならないと、自治体の責務が明記されて

います。このような観点からも、官公需は地域

経済振興と中小零細企業の発展を図るのが目的

とされています。本市の基本計画には活気ある

商工業の振興の考え方も示されています。

　そこでお聞きしますが、この法律に基づくこ

れまでの本市の取り組みはどうだったのか。物

品購入での市内業者の受注割合はどうだったの

か。振興を図るための物品購入の市内業者優先

発注の取り組みの具体的施策を講じる必要があ

ると考えますが、見解をお聞かせください。

　３点目は、子育て支援の取り組みについてで

す。

　２点から質問いたします。

　１点目は、保育料の負担軽減の取り組みの必

要性についてです。

　子育て中の保護者の働く環境は厳しく、厚生

労働省の報告でも、所得が減少してきています。

一方では、年金掛金等の値上げで負担能力を超

える形で支払いもふえてきています。そんな中、

大隅地域内の各自治体では、子育て世代への経

済的支援で応援し、安心して子育てのできる政

策をまちづくりの柱として進めています。市長

も子育て支援が公約の柱だったと認識をしてい

ます。今、子育ての世代の中でも、他自治体と

比べても保育料が高いというのが現状です。先

般の決算委員会でも認識を高められたと思いま

す。

　そこでお聞きしますが、垂水市の保育料の大

隅区域内での状況はどうなっているか。私は、

格差をなくし、経済的にも安心して子育てので

きる環境づくりのために保育料の軽減を図る必

要があると考えますが、見解をお聞かせくださ

い。

　２点目は、就学援助制度における対象の拡大

と支給時期の改善について質問いたします。

　最初は、対象の拡大を求めたいと思います。

　長引く不況で経済的困窮世帯がふえてきてい

ます。その結果、経済的理由による就学が困難

な家庭に対して費用の一部を援助する就学援助

制度の利用数が年々ふえてきています。また、

学校教育法第19条は、「経済的理由によって就

学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保

護者に対して、市町村は必要な援助を与えなけ

ればならない」と教育の機会均等を保障するこ

とを求めています。

　そこで、現在の認定要件ではカバーできない

事態が生まれてきているのではないでしょうか。

また、利用したい保護者も、制度の利用の具体

的内容が明らかでないため申請を戸惑う人もい

らっしゃいます。日置市など、低所得者の要件

を明確にしています。制度の目的からも、事業

税や固定資産税、市民税の減免、国民保険料の

免除、国保税の免除・徴収猶予、生活福祉資金

等の世帯等も、他市を参考にしながら認定要件
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を明確にすべきだと考えますが、見解をお聞か

せください。

　さらに、「認定時期が遅く、新学期の準備に

困る」と要望があります。文科省は1964年、「３

月末日までに要保護及び準保護生徒の認定を終

了すること」と、このような通達を以前出して

います。対策が必要と考えますが、見解をお聞

かせください。

　４番目は、失業対策について伺います。

　鹿屋職業安定所の資料では、有効求人倍率は

ここ数年横ばいの状態です。就業者数は国勢調

査によると、この５年間、この垂水ではサービ

ス業は福祉施設等の増設でふえてきていますが、

全体としては経済状況等が反映され、8,323人か

ら7,685人と638人も少なくなり、就労するにし

ても雇用状態は厳しいと言えるのが現状ではな

いでしょうか。何らかの雇用対策が必要なのは

これらからも明らかであります。

　そこでお聞きします。

　市内の経済状況をどのように把握されておら

れるのか。また、失業者の状況把握はどのよう

に努められてこられたのか。そして、今日の状

況から国の対策として支援策が必要ですが、現

状では限定的なものゆえ、市独自の緊急雇用対

策の検討が必要と考えますが、見解をお聞かせ

ください。

　最後の質問は、垂水高校支援策に関する質問

です。

　８月に発表された来年度の進路希望調査では、

普通科、生活科とも厳しい状況が続いているこ

とがわかりました。このような中、どのように

問題を捉えていけばいいのかという視点では、

先般の新聞の特集で「どうなる高校再編　大隅

広がる波紋」の最後の記事に中央大学の教授が

「過疎化が進む中で高校を失えば地域間格差は

広がる一方である」と指摘をされています。こ

の指摘に新聞も「生徒数だけを理由にした統廃

合を戒める」と書いています。私も同感であり、

以前の議会でも指摘をし、地域振興と人材育成

という高校教育の責任、また教育を受ける権利、

教育の機会均等の保障等を踏まえ、小規模校へ

の支援策、学校及び規模の見直しを求めていく

べきであると訴えました。市長も、市ができる

ことは最大やる。県、学校も県立高校が地域に

とって大事な存在という認識で支援や努力をし

てほしいと、同じような観点で県への訴えをさ

れていたというふうに思います。このような方

向での取り組みがいよいよ必要になってきてい

ると考えますし、議会としての取り組みももっ

と積極的になっていく必要があると考えます。

　そこで１点目は、魅力ある垂水高校づくりの

振興支援策の中で、学校のイメージアップの分

野があります。その項の中には通学の利便性が

あり、支援策の検討として通学補助及び下宿の

確保と支援があります。今回、通学費補助の支

援策の検討を私は求めていますが、これは経済

的負担の格差の解消と教育の機会均等とを図る

支援策として、通学しやすい環境を整えるため

にも重要と考えます。通学の補助となると、実

施している自治体では距離？の関係であり、基

準があるようですが、今、牛根、新城からの交

通費はどのくらいかかるのか、負担額を実感す

る意味からも教えていただきたいと思います。

そして、通学費補助についてどのように検討さ

れているか、見解をお伺いいたします。

　２点目は、市長も、県立高校は地域にとって

大事な存在という認識で努力をされているとい

うふうに思います。そういう立場から、県や学

校にも主張されていくというふうに思いますが、

基本的な認識や具体的な内容について行動も必

要と考えますが、見解をお聞かせいただければ

というふうに思います。

　以上で質問を終わりますけれども、不十分な

点については再質問をさせていただきたいと思

います。

　以上です。
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〇財政課長（北迫睦男）来年度予算の考え方

で、一般財源枠配分方式の課題についての御質

問にお答えします。

　平成25年度の予算編成につきましては、平成

24年度と同様に、課別枠配分方式に基づいて編

成することとしております。枠配分方式の導入

の経緯といたしましては、各課が積み上げた要

求に対し、財政課が査定を行うこれまでの査定

方式は、財政規律を一元的に確保できるという

メリットがある反面、各課の予算要求が前年度

踏襲主義になりやすい、必要性の高い事業でも

財政課の査定で一律にカットされてしまうなど

の問題点もございました。そのため、限られた

財源の有効活用を図るために、より市民に身近

な担当課で予算を編成する枠配分方式を導入し

たものでございます。

　そこで、よりよい予算編成をするため、平成

24年度予算編成における枠配分方式の検証を行

いました。成果が得られたものとして、１点目

に、要求時点において事業のスクラップ・アン

ド・ビルドを検討するなど、課単位での予算編

成の自主性が高まったこと、２点目に、財源確

保や事業の投資効果などを主管課が考える契機

になったこと、３点目に、政策調整枠では政策

立案能力やプレゼン力などについて職員のスキ

ル向上の効果があったことなどがございました。

一方、課題が残ったものとして、１点目に、枠

配分に対する各課の理解度や取り組み方に差が

生じたこと、２点目に、一律３％カットについ

ては特に予算規模の小さな課においては厳しか

ったことや、施設を持つ課などは枠配分内にお

さめることが難しいところもあったこと、３点

目に、各課の配分額の設定方法に課題が残った

ことなどがございました。今回の予算編成にお

いては、以上のような昨年の検証を踏まえて、

枠対象経費の見直しや一律３％カットの廃止な

どを行い、より効率的な予算編成が行えるよう

工夫したところでございます。

　枠配分方式と政策調整枠の導入により、長年

にわたる本市の予算編成方式を大胆に変革でき

たことや、財政再建一辺倒であったこれまでと

は180度違う画期的な試みができたことは、効率・

効果的な行政運営へつながっていくものと考え

ております。しかしながら、一方で、平成24年

度は財源不足により財政調整基金の取り崩しも

発生しております。

　予算制度の改革の方向性といたしましては、

枠配分方式等の取り組みと財政規律とのバラン

スをいかに保ちながら予算編成を行うかが大切

であると考えております。当然市民ニーズに合

った予算編成が重要で、細かいところではいろ

いろな問題点もあるものと認識しております。

今後研究を重ねまして、より効率的な予算編成

ができる仕組みにしていきたいと考えておりま

すので、御理解いただきたいと思います。

　次に、２番目の官公需法に関する御質問にお

答えします。

　国等の官公需における中小企業者の受注の機

会の増大を図るための施策は、中小企業法や官

公需についての中小企業の受注の確保に関する

法律に基づいて実施されております。この官公

需法に基づき、毎年度中小企業者に関する国等

の契約の方針が閣議決定されており、同方針に

おいては、中小企業の受注機会の増大のための

措置等を規定しております。

　また、同法では、「地方公共団体は、国の施

策に準じて中小企業者の受注の機会を確保する

ために必要な施策を講ずるように努めなければ

ならない」と、地方公共団体の役割も定めてお

ります。したがいまして、本市としましても、

国等の中小企業者に関する契約の方針を参考と

して、中小企業者の受注機会の増大のために努

めるべきと認識しております。

　御質問の第１点目のこれまでの本市の取り組

みといたしましては、地域経済の活性化という

観点から、市内で調達できる工事、物品等につ
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きましては、最小の経費と最大の効果とのバラ

ンスや競争性、公正性を考慮しつつ、地元優先

という発注に努めてきております。また、円滑

かつ効率的な施工が期待できる工事については、

受注の機会を増大するためにも極力、分離分割

発注を心がけてきております。

　次に、２点目の物品購入での市内業者の受注

割合はという御質問でございますが、平成23年

度の物品購入の指名競争入札は42件あり、市内

事業者が指名に入っている指名率は約20％、市

内業者の受注率は約５％となっております。ま

た、平成24年度現在では物品の指名競争入札は

35件あり、市内事業者の指名率は約46％、受注

率は約11％となっており、若干ながら増加とな

っております。全体的に低い受注率となってお

りますが、物品購入の指名競争入札となります

と、どうしても市内業者だけでは調達できない

ものが対象となることが多い状況でございます。

しかし、市内業者で調達できる物品購入につき

ましては、見積もり入札により契約しているこ

とが多い状況でございます。

　次に、３点目の市内業者優先発注の取り組み

の具体的施策を講じる必要についての市の考え

方についてでございますが、本市を取り巻く人

口減少、少子高齢化の進行などの社会情勢の変

化の中、地元経済の活性化を図るためには、地

元企業の受注機会の拡大及び地産地消について

より一層の推進を図ることが必要と考えられま

す。一方では、公正性、競争性、透明性と地域

融合施策との整合が難しい面もありますが、今

後も本市としましては、適正な競争性のもとに

公正性を確保しつつ、可能な限り地元企業を積

極的に活用するよう努めてまいります。

〇市長（尾脇雅弥）持留議員の私に関連する

質問事項についてお答えをいたします。

　１番目の来年度予算の考え方についての子育

て、高齢者の支援対策についてお答えをいたし

ます。

　平成25年度の当初予算編成方針を策定するに

当たりまして、私の２年目の挑戦として掲げた

３つの柱をさらに推進をしていくために、１つ

目に安心安全な垂水のまちづくり、２つ目に６

次産業化と観光振興、３つ目に子育て支援、高

齢者対策の３つの政策を重点施策として、積極

的な事業展開を図ることを基本方針といたしま

した。

　その３つの重点施策の中の１つに子育て支援、

高齢者対策を掲げたものでございますが、本市

が抱える人口減、少子高齢化対策は、本市の喫

緊の課題であると認識しております。高齢化率

35％、43市町村中８番目に高いという課題。一

方、年少人口率10％、43市町村中２番目に低い

という課題。元気な垂水づくりのためにもこれ

らに対処する予算が必要でございます。現在、

財政課で予算ヒアリング中でございますが、こ

れらに関連する予算の計上を行い、対策を進め

てまいりたいと考えているところでございます。

〇保健福祉課長（白木修文）持留議員の大隅

区域内の状況についての質問にお答えいたしま

す。

　保育料は、市県民税の課税・非課税、所得税

の額により、階層を８段階に分けて、その階層

ごとに保育料を定めております。本市の保育料

はと申しますと、市民税非課税世帯の第２階層

で大隅区域内の３市４町の平均額より800円、市

民税課税世帯の第３階層で同じく1,900円、所得

税４万円未満の第４階層で2,500円ずつ、それぞ

れ高くなっております。鹿屋市と比較しますと、

第２階層で400円、第３階層で1,200円本市が高

く、第４・第５階層では逆に2,000円、1,000円

低くなっております。傾向といたしまして、所

得税額に比例して保育料も高くなる体系になっ

ております。

　以上でございます。

〇市長（尾脇雅弥）今の件に関連をいたしま

して、保育料の格差をなくし、経済的にも安心
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して子育てのできる環境づくりのために保育料

の軽減をということについての御質問にお答え

をいたします。

　大隅区域内の他市町の保育料に比べますと、

ただいま担当課長が申し上げましたように、本

市の保育料の割高感は否めません。御承知のと

おり、子育て支援につきましては、本市の重点

施策の１つとして位置づけ、特に力を注いでい

くことを当議会でも表明をしております。

　先ほどの北方議員の質問にもお答えいたしま

したけれども、保育料の問題につきましても、

受益者の応能負担分として、また歳入確保の観

点からも長年手をつけられずに懸案事項となっ

ておりましたが、子育て世代の方が安心してこ

の垂水市で子育てができる環境づくりをしてい

かなければならないことでありますので、平成

25年度におきまして保育料の軽減を実施したい

と考えております。これまでも、限られた予算

の中でどのような形で実施すれば一番よいのか

を担当課に検討するように指示しているところ

でございます。

　以上でございます。

〇学校教育課長（牧　浩寿）就学援助の対象

の拡大と支給時期の改善につきまして、持留議

員の御質問にお答えします。

　持留議員が認定要件とすべきと御指摘の認定

要件につきましては、平成16年度までの補助金

制度でも準要保護の認定要件として示されてお

り、本市でも平成19年度まで引き続き準要保護

の認定基準としたものでございます。その後、

これらの要件の中に、法律等の改正により、国

民年金保険料の申請免除認定期間の始まりが７

月となり認定時期がおくれることになる、また

生活福祉資金については貸し付け確認が困難で

あるといったふぐあいや、生活状態が悪いと認

められるものの認定基準に具体的な数値が設定

されておらず統一性が保ちにくいといった課題

が出てまいりましたので、これらを解決すべく、

他市の状況も踏まえ、平成20年度に認定基準の

見直しを行い、現在に至っております。

　具体的なその内容でございますが、１つ目に、

生活保護法に基づく保護の停止または廃止を前

年度もしくは当該年度に受けた者、２つ目に、

地方税法に基づく市県民税の非課税世帯、３つ

目に、保護者が児童扶養手当法に基づく児童扶

養手当の支給を受けている者、４つ目に、前年

分の所得額が生活保護基準算出額の1.1倍未満の

世帯、５つ目に、この４つ目の前年度分の所得

額が生活保護基準算定額の1.1倍未満の世帯に該

当しない世帯で、昨年の状況と比較して保護者

の病気等特別な事情により経済的に困窮してい

ると申し出があった世帯、ただし、この場合、

地区民生委員や学校長等の意見を徴するといっ

た５つの認定基準を設けております。この中に

は、議員が認定要件とすべきと御指摘の項目に

ついての明記はしてございませんが、５つ目の

認定基準の要件を満たせば認定することは可能

となっております。

　したがいまして、景気低迷が続く今日、本市

も例外なく経済的困窮世帯がふえている状況が

あり、あらゆるケースが想定されますことから、

援助が必要な世帯が漏れることがないよう、学

校長や市関係部署等との連携を図りながら、認

定の根本理念でございます、真に必要とする者

を認定するということに努めてまいりたいと存

じます。

　あわせまして、この制度の広報・周知に関し

ましては、これまで各学校を通じて３月中に全

ての在校生へ、新入生へは入学後に全世帯へ申

請書を配布し、市ホームページにも掲載して御

案内しております。申請受け付け時には各学校

でも、前年度認定されている世帯の申告漏れは

ないかのチェックや、援助が必要ではないかと

思われる世帯への声かけ等、制度の浸透の仕組

みを行っているところでございます。また、年

度途中での認定についても、児童扶養手当受給
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決定を受けての認定申請等、関係課との連携を

図っております。

　今後は、これまでの取り組みに加え、未整備

となっております支給要綱を整備し、市ホーム

ページの掲載内容の見直しを進める等、援助が

必要な世帯が漏れることがないよう情報提供に

努めてまいります。

　次に、「認定時期が遅い」との要望に対して

の対策をとのことでございますが、議員御指摘

のとおり、昭和39年文部省通達には「教育委員

会は３月末日までに、ただし、新たに入学校に

入学する者については４月末日までに認定を終

了すること」と示されております。しかしなが

ら、現状は４月の新学期に市内小・中学校に在

籍している本市在住の児童生徒の保護者が対象

となりますことと、準要保護の認定基準にもあ

ります市県民税額が地方税と垂水市税条例の規

定により確定する６月にならなければ認定作業

ができないことから、現行では６月中旬までに

認定作業を終え、７月初旬以降に第１回目、４

月から７月分を支給という状況でありまして、

時期を早めることはなかなか困難な状況である

ことを御理解いただきたいと存じます。しかし

ながら、御要望の早期の認定及び支給について

の調査・検討は今後も進めてまいります。

　以上でございます。

〇商工観光課長（塚田光春）持留議員の４番

目の失業者対策について、お答えいたします。

　まず、市内の経済状況でございますが、商工

会などからの情報によりますと、ここ数年、小

売店の売り上げは減少しているようでございま

す。原因としましては、全国的なデフレによる

不況を初め、東日本大震災による影響、政府の

「コンクリートから人へ」の政策転換による公

共事業の減少、基幹産業である養殖漁業の魚価

低迷などによる地域経済全体としての低迷が挙

げられるかと思います。

　次に、失業者の状況把握に関しましては、公

式な資料としましては平成22年に行われた国勢

調査でしかできませんが、本市の15歳以上の労

働力人口は１万5,475人であり、これは前回の17

年調査に比べて1,329人の減となっております。

完全失業者に関しましては、平成17年度が585人

であったものが、平成22年度では715人と増加傾

向にあるようでございます。ただし、現在行っ

ております地域雇用創造推進事業で市内の企業

の求人状況や募集に関して調査を行い、インター

ネットを通じて募集案内を行っておりますが、

募集してもなかなか応募がない市内企業も多い

ことから、ミスマッチングが発生している場合

も多いようでございます。

　次に、市独自の緊急雇用対策についてでござ

いますが、今年度で緊急雇用対策事業は終了す

る予定ですので、来年度以降この事業がなくな

れば、それにかわる事業実施が必要でございま

す。つきましては、御指摘がございました、市

の環境整備班などを利用したところの失業者対

策ではなく、委託費の予算を確保し、少しでも

失業者の雇用の確保につながるような手だてを

検討してまいりたいと考えております。

　以上でございます。

〇教育総務課長（川畑千歳）持留議員の垂水

高校支援策の（１）経済負担の格差の解消と教

育の機会均等を図る支援をのうち、新城や牛根

等からの１月分交通費についてお答えいたしま

す。

　新城や牛根等からの１月分の交通費はとの質

問につきましては、バス定期券代が、新城の大

都から垂水中央地区までが月額8,400円、牛根の

二川からが月額１万4,160円、境・川下からが月

額１万5,120円となっております。市外からでは、

鹿屋市バスセンターからが月額１万5,840円とな

っております。また鹿児島からの通学に関して、

垂水フェリーは月額8,800円でございます。

〇教育長（長濱重光）本市の垂水高等学校振

興支援計画書の中の生活デザイン科の特色を生
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かした学校づくりや、垂水市への定住促進の施

策に対応する支援策に通学費補助等が掲載され

ております。

　高校通学者に通学費補助につきましては、実

施している自治体がございます。今後、他の自

治体の取り組みと効果と調査・検証を行い、検

討してまいりたいと考えております。

　以上でございます。

〇市長（尾脇雅弥）垂水高校振興支援策につい

ての２点目、県への支援策対策の要望について

の御質問にお答えをいたします。

　垂水高校の存在と県の責任については、昨年

度策定した垂水高校振興支援計画書における５

つの柱の５番目、基本方針５、垂水高校と関係

団体との連携において、振興策として、「県教

委の積極的な働きかけにより、高校生が自分の

学校を愛し、誇りを持ち、自分の高校に通って

よかったと思えるようになる取り組み」と提示

しておりますように、魅力ある垂水高校づくり

のためには、垂水高校の設置者である県及び県

教委、そして何よりも垂水高校自体の頑張りが

必要だと、県教委も同席した昨年度の大隅地域

の公立高校の在り方検討委員会の場において訴

えてまいりました。

　また、大隅地域の公立高校の在り方検討委員

会で示された、垂水高校の在り方の委員長案で

「当面は垂水市の支援策により」とされたのに

対し、私は、垂水高校の振興支援のためには垂

水市だけでなく県及び県教委の支援も必要であ

ることを訴え、この部分を「垂水市の支援策等」

に修正することを申し出、全会一致で認められ

たところでございます。

　先日の南日本新聞に掲載された「どうなる高

校再編　大隅広がる波紋」の記事においても、

記事の結びにおいて「県内の中学卒業生の推移

をもとに生徒確保の厳しさを示した上で、新た

な学校像をどう示すか、県と地方の双方が問わ

れている」とありますように、今後は公立高校

の活性化のために、当該自治体はもちろんのこ

と、さらなる県教委の責任と関与が求められて

いると思います。

　次に、今後の県への支援対策の要望について

ですが、そもそも昨年度の段階では、大隅の在

り方検討委員会の提言を受けて、県及び県教委

は本年８月をめどに何らかの方針の表明がある

との情報を得ておりましたが、現在のところ、

統廃合対象の高校等に対しての個別の対応とな

っているようでございます。今後、垂水高校等

に対する対応の表明があると思われますが、そ

れらを注意深く見守っていきたいと考えており

ます。

　また、従来垂水市の対応として、垂水高校の

振興支援は県の対応を待ってからではなく、積

極的に地元自治体として議会の皆様の御理解を

得ながら支援していくべきであると考え、各種

支援を行っておりますので、今後とも議員の皆

様の御理解と御協力をよろしくお願いいたした

いと思います。

〇持留良一議員　それでは、一問一答方式でお

願いをしたいというふうに思います。

　まず最初、来年度予算の考え方をいろいろ述

べていただいたし、また検証もし、メリット、

デメリットもあるんだということも認められた

というふうに思います。私も当然、これに対し

てはそういう点はいろいろあるかと思います。

当然ベターなものというか、ベストのものはな

かなか難しいなというふうに思います。

　しかし、私たちも、特に12月議会では来年度

に向けた取り組みという中で質問事項を組み立

てたりするわけなんですけれども、そのとき、

よく課の担当の方と話をするのはスクラップ・

アンド・ビルドで非常に自分たちも困っている

部分も表明されるんですよね。もう目いっぱい

自分たちはやっていると、その中でいろいろ要

望されても、じゃ、どこをつぶすんですかと、

その結果、住民サービスを削ればいいというこ
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とになるんだと、そこまでやっぱりある一定程

度内容的にも検討しなきゃならない部分も出て

くるんだということも言われています。

　だから、私はやっぱりこの問題についてのそ

の中身から言った場合に、本当に市民サービス

に応えられた施策なのかなというのは一面では

そういう形で見ることができるのではないかな

というふうに思うんです。逆に言うと、私たち

は、めり張りのきいた予算の中身、例えば市長

が今、今回、来年度は重点３つと言われていま

すけれども、それを中心とした中身と、なおか

つ総合計画に準じた形でのやっぱり柱を中心と

した予算の組み方と、こういうことも当然私は

しかるべきだなというふうに思います。

　例えば、こういう予算の編成をするところも

あるんですよね。枠配分や査定ではなくて、事

前に事業の優先度、評価方式の試みもされてい

ると。事務事業評価システムによって得られた

アウトカムまたアウトプットデータ、バランス

シートや行政コスト計算書で得られた財源やコ

ストのデータを予算要求案に添付するこんな仕

組みもされていると。こういう形で要するに今

までのそういう枠方程式じゃなくて、しっかり

とそういう住民のニーズに語った形でそれぞれ

課から出してもらって、そして財政課はそれを

きちっと現場まで行って、そういう添付される

資料も見ながら予算の配分を優先度を決めてい

くと、そういう形。そうすることによって、あ

る意味では私たちというんですかね、私の主張

から言うと、そういうめり張りのきいた予算の

配分ができるし、そこにしっかりと住民の要望

に応えた予算編成ができるのではないかなとい

うふうに思います。

　先ほど最初の質問の中に言いましたけれども、

ある研究者は、枠配分方式というと財政運営の

均衡をさせるためのツールのように捉えがちで

あるが、むしろ行政サービスの向上にこそ目を

向けるべきであると、こういう指摘もあるんで

すけれども、この点についてそんな形になって

いるのかどうなのか。この点について課長、市

長がもしわかれば市長でいいですし、もしわか

らなければ課長に答えてもらってもいいんです

けれども。

〇財政課長（北迫睦男）行政サービスに目を

向けるべきとの御指摘だと思いますが、枠配分

方式の導入の経緯については先ほど少し述べま

したけれども、これまでの財政課の査定方式に

問題点を改善する目的もございました。

　予算編成方式にはいろいろございまして、今

までやってきた査定方式もございますし、経常

経費的な枠配分をするのもあるようです。また、

今ちょっと触れられました施策別の枠配分とい

うようなものもあるようでございますが、それ

ぞれ問題点があるということで今回、枠配分方

式を検討しまして導入に踏み切ったわけですけ

れども、昨年からやっておりますが、導入の目

的に、先ほど少し触れられましたけれども、自

主性・自立性の確保とコスト意識の向上とかス

クラップ・アンド・ビルドの促進、あるいは市

の歳入規模に見合った歳出構造への転換と。私

どもが考えております最大の効果は、事業部門

の視点に立った効率的かつ効果的な行政運営で

はないかというふうに思っておりまして、より

現場に近い、精度の高い情報を有している担当

課が主体的に事業の方向性についての判断を行

うことで、財政課が行うよりも効率的かつ効果

的な資源配分が可能となると。また、総合計画

と予算との連動や市民満足度調査結果への予算

への反映が期待できると、このようなことを重

要視しておりまして、要は、本市の財政規模で

ございますと限られた財源でございますので、

いかに効率的・効果的に配分するかということ

が最大の目的でございます。このことを充実さ

せることで、今、議員が言われました行政サー

ビスへの拡大につながっていくものと思ってお

ります。
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〇持留良一議員　ありがとうございます。ぜひ

いろいろこの点については研究もしていただき

たいし、また現場からもいろいろ声も出ている

かと思いますので、特に抜本的見直しが本当に

十分に行うことができるのかというやっぱり疑

問もありますし、結果、予算が硬直化しても住

民サービスというのはなかなかつながらないわ

けなので、このあたりについてはやっぱりめり

張りの予算と、そのことによっては住民にやっ

ぱりどれだけ行政サービスをふやしていくかと

いうことが予算の裏づけになりますので、やっ

ぱりそのあたりが明確になるような、ただ単に

財政が厳しいからと、だからこれをしたんだと

いうことじゃなくて、基本的にやっぱり住民サー

ビスをどう展開していくのか、そのやっぱり裏

づけとして予算があるんだということをしっか

りと今後もそれを柱にしながら、現場サイドと

も協議・研究していただいて、よりよい予算制

度の改革へ向けて取り組んでいただきたいと思

います。

　次に、子育て、高齢者の問題についてお伺い

したいんですけれども、先ほど子育ての問題に

ついては言われましたし、市長は特に現場に足

を運んでいらっしゃるので、よくそのあたりは

つかんでいらっしゃるので、非常にまた私たち

もこの点については心から歓迎をしたいという

ふうに思います。

　ただ、高齢者対策の問題なんですよ。年金が

減らされてきました。しかし、保険料、後期高

齢者含めて大変だと。この前、後期高齢者の議

会に行ってきましたけれども、普通徴収の方々

は払えなくて、だんだん短期証明証の方がふえ

てきているということが言われていました。そ

れはやっぱり１万円だろうが、２万円だろうが

どんどん年金は削減されていくという方向です

よね、そして負担はふえると。

　こういう中で、３月議会でこの問題を議論さ

せていただいたんですけれども、そのとき市長

は、保険料等の負担がふえた中で命と暮らしを

守る対策が必要じゃないかということを私は言

って、減免猶予対策、減免免除対策を強く求め

たんですが、そのとき市長は単独でも事業を取

り組めるようにしていきたいと、このようなこ

とも述べられているんですけれども、先ほど高

齢者の点については十分回答がなかったので、

このあたりについてはどのような基本的な考え

方があるのか。今、３月議会でそういうことを

述べられていますけれども、その点について考

えを聞かせてください。

〇市長（尾脇雅弥）高齢者対策についての御

質問ですけれども、高齢者の対策につきまして

は、私も以前から申し上げておりますけれども、

３年ほど介護の現場で働いていた経験もありま

すし、社会福祉はどちらかというと専門的に勉

強した部分でありますので、おっしゃることは

よくわかります。ただ一方で、扶助費がふえ続

けておりまして、財源の問題もありますので、

プライマリーバランスも考えながら、ただ、前

回申し上げたようなことに関しての必要なもの

は予算編成の中で検討するように指示をしてお

りますので、今後またさらに詰めて、盛り込め

るような形にしていきたいというふうに思って

おります。

〇持留良一議員　ぜひそういうことをしていた

だきたいと思います。特に高齢者は直接命と暮

らしにかかわる問題がこの年金の中に全て凝縮

されていますのでね、ここについて一定程度の

やっぱり保険料だとか負担等について、対策を

ぜひ検討・研究していただきたいというふうに

思います。

　それでは次に、２番目の官公需の問題につい

て再質問をしたいと思うんですけれども、先ほ

ど受注率の割合を言われ、大変やっぱり実際と

しては厳しい状況があると。私もこの間の店舗

数だとかの変化から、売上額、販売額の変化も

言いましたけれども、やはり今、どこの自治体
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も確かにそうなんですよね。それぞれ競合も激

しいし、競争も激しい中、自分たちの店を守る

ためどうするかとなったとき、やっぱりそれぞ

れのお店、商店街の中では限界があるわけなん

ですよね。そうなってきたときに、やはり私た

ちが立ち返るのはやっぱりこの法律、自治体は

必要な施策をとらなければならないと、そのた

めのやっぱり努力をしてほしいというふうに思

います。

　全国でもいろいろと取り組みがあるというこ

とで言われましたけれども、大阪なんかでも優

先発注の中にそういう優先枠を設ける試みもし

ているんですよね。やっぱりそういう取り組み

をやって市内の業者を守っていくということが、

結果として市の例えばまちづくりの問題であっ

たり、税収の問題にもはね返ってくるわけなの

で、それだけの必要な投資をさまざまな形、ま

た制度で守っていくということをやっていかな

いと、業者の皆さんはなかなかそこに太刀打ち

できないと。この間の最大のいい教訓が大型店

舗法だったと思うんですけれども、結果的にそ

のために淘汰されてきたりしてきたわけなんで

すよね。

　そのために今、大事なのは何かというと、や

はりこういう法律をもってきちっと、例えば条

例なり規則等をもって市の業者を守っていくと、

そういうことに対して市が役割を果たさないと

商店街は何もできないわけなので、そのあたり

についてこれもぜひ検討をしていきたいという

ふうに思います。これはもう要望にかえていき

ますけれども、可能な限りということを言われ

ましたけれども、可能な限りじゃなくてやっぱ

り努力をしていくということをぜひ取り組んで

いただきたい。

　そして先ほど言いましたとおり、全国でもい

ろんなそういう優先枠を設けてやっていますの

で、そのあたりもぜひ研究もしていただきたい

というふうに思います。最大の目的は市内の商

店街を守ると、そのことは結果として自治体を

守ることにもつながっていくんだということを

ぜひ認識をしていただきたいというふうに思い

ます。これはこういう形での要望にとどめてお

きたいというふうに思います。

　子育て支援の問題です。

　保育料の問題についてはそういう形でぜひ、

低所得者というか、大変な困難な方々に重点を

置いてされると思いますので、そのあたりをぜ

ひ頭に置きながら、先ほど市長が指示をされた

ということですので、そのことを結果を待ちた

いというふうに思います。

　就学援助制度の問題についてです。

　先ほどいろいろ言われましたし、本市の具体

的な内容も言われましたが、２つの研究論文が

あります。１つは「子供の貧困と就学援助制度

について」、副題として「国庫補助制度廃止で

顕在化した自治体間格差」というのが１つと、

もう１つは「就学援助制度の一般財源化」、副

題として「地域データを用いた影響分析」とい

うことで、いわゆる貧困の問題ですね。要する

に共通しているのは、貧困の問題がこのことで

一層明らかになってきたということと、就学援

助制度がさらに必要だということを言っていま

す。

　その研究の１つとして、人口規模が小さいと

ころほど事務取扱要綱、手引がない、制度広報

をしない、制度案内書を配布しないという消極

的制度運用が見られたと。逆に、人口規模が多

い市町村は制度案内書を全世帯配布する、所得

基準を明示するなど、制度活用を促す運用が積

極的に行われていたということを述べています。

そして財政力の低い市町村ほど援助を行う必要

性が高いということを述べて、最後のところが、

これは基本的には国の責任ですので、憲法が保

障する教育の機会均等という趣旨からは、子供

の貧困に対応すべき就学制度の運用がほとんど

市町村に任されている現状には再考が必要であ
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ると、要するに国もしっかり考えろということ

をこの研究は１つでは述べています。

　もう１つは、貧困の問題でこんなことが書か

れています。これはアメリカのヘックマンとい

う教授なんですけれども、人的・資本的蓄積に

おける低年齢児の教育の重要性を指摘して、低

年齢児の人的資本はその後の人的・資本的蓄積

や進学率、賃金率に大きな影響を与えているこ

とがアメリカのデータによって確認されている。

日本でも同様の状況が成立しているのであれば、

就学援助によって教育の機会均等を保障するこ

とは、単にその時点における経済格差の縮小効

果だけではなく、より長期的な人的資本の蓄積

に寄与する可能性があって、今後はその点を検

証していく必要があるということを述べている。

要するに、しっかりとしたそういう機会均等の

保障をやっていかないと、子供たちの学力の問

題、その後の人格的発達にも影響を与えるとい

うことをこの２つのデータは、就学援助制度を

もとにして、これが一般財源化されたことによ

っての影響を書いています。

　それと、日置市ののがあるんですけれども、

先ほど言われた中身プラスいろいろな形で救お

うというのがこの中にあると思うんですが、も

う見られたと思うんですけれども、１つは就学

不安定で生活が困難と認められる者、学級費、

ＰＴＡ会費の学校納付の減免を受けている者と、

非常に細かく救済する中身にしているんですね。

私は本当にこれが本来の、先ほどの研究データ

から見ても、こういうことをしっかりと書くこ

とが市民に呼応するし、わかりやすいし、制度

する側も申請漏れがないということが言えるん

じゃないかなと思います。ぜひこのあたり研究

をしていただいて、こういう中身に近づけるよ

うにぜひ改善をしていただきたい。これは教育

長がそういう畑をずっと来られていますので、

このあたりはもう一番理解をされていると思い

ますので、ぜひそういう立場でしていただきた

いと思います。

　それと、支給時期の問題です。

　これは板橋区の事例ですけれども、板橋区は

今年度から中学校の入学準備金を３月末に支給

するように変更したと、入学準備金が入学に間

に合わない不合理をなくしました。要するに不

合理をなくしたということですね。また仮認定

制度をつくり、正式認定がされる７月までの４

～６月分を支給する制度を実施していますと。

だから、やるとなればできるんです、こういう

形で。税が確定しないとかということじゃなく

て、やろうと思えばいろんな形でできると。そ

れはなぜかと、就学援助制度が基本としてはも

う４月に間に合わないと、本来のやっぱり目的

も達しない部分も第一義的にあると思うんです

よね。だからそのあたりをぜひ、こういう全国

でもやっていますので、事例を活用してぜひ取

り組んでいただきたいというふうに思います。

この点について教育長の考え方をお聞かせいた

だきたいと思います。

〇教育長（長濱重光）今、持留議員のほうか

ら就学援助についてのいろいろな御指摘いただ

きました。

　私もこの答弁をつくる過程の中で、確かに本

市の場合は日置市のようにきちっとした要綱が

定められておりません。したがいまして、そこ

が１つの課題があるというふうに受けとめてお

ります。日置市における要綱も見させていただ

きました。今後、それを参考にしながら、要綱

をきちっと整備して、中身はまたいろいろ事情

がございますのでそこはさておいて、とにかく

要綱をきちっと整備すると。そして、その要綱

を教育委員会のホームページ等できちっと広報

し、市民の皆さん方に周知して遺漏のないよう

に努めると、そういうことを取り組んでまいり

たいというふうに考えております。

　それから、今おっしゃいますように、確かに

小・中学校が義務教育制度の中で行われている
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わけですので、児童生徒、それから保護者が経

済的理由によって義務教育が損なわれないよう

に、それはもう我々行政側の責務でもございま

すので、そういうことのないように今後検討し

ながら、きちっとした制度の確立を図ってまい

りたいというふうに考えております。

　以上でございます。

〇持留良一議員　それでは、失業者対策につい

て伺いたいと思います。

　先ほど担当課長のほうより、予算を確保して

いただくよう講じていきたいというような回答

だったと思うんですが、これについては再度確

認しますけれども、私はこの問題というのは、

特に独自の対策が非常に今、必要になってきて

いるということはもうこれは課長の答弁でも明

らかだと思うんですけれども、その方向という

のは、確保するという担保というんですかね、

というのは、先ほど言いましたとおり、やっぱ

りこれは本当に重要な施策だと思いますので、

そのあたりについて本当にその担保があるのか、

そうでないと本当にそういう形で失業者対策と

いっても現実的にならないとこれは実効性がな

いと思うので、そのあたりについて再度質疑を

いたします。

〇商工観光課長（塚田光春）先ほども申し上

げましたように、これまで緊急雇用対策事業で、

土木課のほうでは市道の草払いだとか、また耕

地の農道関係でも当然農道の除草、刈り取り・

除草とかそういったことをしてまいりました。

また、商工観光課のほうでも高峠のツツジの管

理、除草かれこれをやってまいりましたので、

当然このことは雇用対策事業がなくなったから

といって、もうしないというわけにもいきませ

んので、当然今後、これにかわる委託費を要求

していかなければならないというふうに思って

おりますので、要求していきたいというふうに

思います。

〇持留良一議員　それでは、ぜひこの失業者対

策というのは特に今、昔、失業者対策事業とい

うのがありまして、こういう失業時にそれを受

けるセーフティネットというんですかね、そう

いう仕組みもありました。今、特に降灰時期で

もあります。それに必要な事業というのは、私

は市単独でやろうと思えばできる可能性はいっ

ぱいあるというふうに思います。確かに財政的

な問題もあるかと思いますが、ここはやっぱり

市長の英断というんですかね、考え方がひとつ

示される、試されるというふうに思うんですが、

ちょっと市長に確認したいんですけれども、市

長は今こういう議論を受けまして、当然市長も

何らかの方向を出されて、課長とのそういう議

論になったかというふうに思うんですが、市長

の考え方について再度お聞きをしてこの質問を

終わりたいと思いますけれども。

〇市長（尾脇雅弥）基本的には今、担当課長

がお答えしたとおりですけれども、どういう方

法があるのかさらに詰めて、具体的な形にした

いというふうに思っております。

〇持留良一議員　ありがとうございます。ぜひ

そういう方向で取り組みをしていただいて……

〇議長（宮迫泰倫）持留議員、どうぞ。

　手を挙げたか。

〇持留良一議員　はい。

　失業者対策については、それで終わりたいと

思います。

　最後の高校振興支援対策について伺いたいと

思います。

　市長が本当に、「県も」と言われたとき、私

たちなんかもやっぱり心から拍手を送ったと思

います。これは私だけじゃなくて多くの市民も

そうだったんじゃないかなと。これはやっぱり

市だけの責任ではないと、基本的には県の責任

もあるんだと。特にやっぱり県が、県立という

立場であるし、また若い子供たち、特に青年期

の子供たちを高等教育の中で育てていくと。そ

ういう中であってやはりきちっと育てるシステ
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ム、その中で県内にも高校が生まれてきたわけ

ですよね。

　そしてこの新聞にも書いているとおり、定数

によって人員が減ったことによってそのことが

されるということは、本当に教育の機会均等を

失うということになります。前、質問の中でも

秋田の事例を紹介しましたけれども、必要な小

規模校のあれは認めていくんだというようなこ

ともありましたので、この点についてはぜひ市

長のほうでもいろいろと努力もしていただき、

また私たちも、当然議会もこれは私たちの責任

として取り組まなきゃならない課題でもありま

すので、当然取り組んでいくという立場ではあ

るんですけれども、再度ちょっと確認したいん

ですけれども、この「県も」と言われたこの点

に対して市長の、県もしっかりそれをしていく

責任があるんだというような、振興計画の中で

そのことを明記してもらったということだった

んですけど、再度その点についてお聞きをした

いと思うんですけど。

〇市長（尾脇雅弥）重複しますけれども、こ

の在り方検討委員会、各首長や関係の皆様がお

集まりをいただいて、それぞれの立場で意見交

換をさせていただいたわけですけれども、最終

的な取りまとめの段階において、「垂水市の支

援」ということで一方的に垂水市に全ての責任

があるかのようなイメージがありましたので、

本来県立の垂水高校ということでありますから、

市立、私立の垂水高校であればそういったこと

でも構わないと思いますけれども、県立の垂水

高校という中でのこれまでがございましたので、

そういった意味で県教委の皆様方、そして垂水

高校自体の問題でもあります。それを垂水市と

しては最大限、先ほど申し上げたような視点か

ら支援をさせていただくということで答弁をさ

せていただいたところでございました。（持留

良一議員「ありがとうございました」と呼ぶ）

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　次は、２時25分から再開いたします。

　　　　　午後２時11分休憩

　　　　　午後２時25分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　５番池之上誠議員の質問を許可します。

　　　［池之上　誠議員登壇］

〇池之上　誠議員　皆さん、大変にお疲れさま

でございます。最後の傍聴人の方が昼間持留さ

んの途中で帰られましてちょっと寂しい気がい

たしますけれども、記者の皆さん、本当に最後

までおつき合いいただきましてありがとうござ

います。2012年最後の一般質問、大トリを務め

させていただきます。この光栄を皆さん、本当

にありがとうございました。どうぞ、いましば

らくの間、おつき合いをいただきたいと思いま

す。

　2012年を振り返りますと、悠久の自然界では

５月の金環日食、そして６月の今世紀最後とな

る金星の太陽面通過、３年前の日食観測用のグ

ラスが役に立ちました。宇宙の神秘に触れられ

て幸せだったなと思っております。

　世界の動きでは、今、発射されるかもしれま

せん北朝鮮の人工衛星が４月に打ち上げられま

して、１分後に空中分解したにもかかわらず、

日本政府の危機管理力の無能さを露呈した政府

の醜態を今、思い起こしております。そして、

さらには中国との尖閣諸島の問題、韓国との竹

島の問題、ロシアとの北方領土の問題、相手に

好き放題にあしらわれる日本外交の弱腰姿勢を

見せられ続けた１年間でありました。ロシアの

プーチン、フランスのオランド、アメリカのオ

バマ、中国の習近平など、世界の指導者もそれ

ぞれに再任され、また新任という形で新しいス

タートを切った１年でもありました。

　国内では、末期的症状の民主党政権が、社会

保障と税の一体改革の法案成立と引きかえに「近
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いうち解散」を約束してから100日目、11月16日

に衆議院解散が行われ、今、失われた３年３カ

月を取り戻すべく12月４日に第46回衆議院選挙

が公示され、選挙のまっただ中にあります。私

の誕生日の１日前でありますが、12月16日に世

界に通用する政治・経済を取り戻したいと思う

のは日本国民の共有するところではないかと思

います。

　口惜しい政治から日本国民の活躍に目を移し

ますと、まず、スポーツの世界ではロンドンオ

リンピックでの日本選手の活躍、とりわけ国民

栄誉賞を受けた吉田沙保里選手のオリンピック

３連覇、世界選手権10連覇、そして女子サッカー

の銀メダルなど女子力の強さをさまざまと実感

させられた次第でした。男子といえば、お家芸

の柔道では金メダルなしという現実も味わいま

した。しかし、京都大学の山中伸弥教授がｉＰ

Ｓ細胞研究でノーベル医学生理学賞を受賞され

るなど明るい話題もあり、日本もまだまだ捨て

たものではないなと実感させられる１年間では

なかったかと思っております。

　さて、議長より発言の許可をいただいており

ます。最後となりますとなかなかに質問がかぶ

りまして厳しいものがありますが、いろんな角

度から質問をしてまいりたいと思います。

　通告に従い順次質問をしてまいりますので、

よろしくお願いをいたします。

　まず、教育行政について。

　過疎地域自立促進計画の変更については、先

ほどの池山議員の答弁でよく理解いたしました

ので、割愛をいたします。

　しかしながら、５つの柱から成る支援策を積

極的に推し進めるという計画であり、さらなる

垂水高校の活性化を図り、存続のために市民と

一体となった振興支援を実施するという必要が

あることから、垂水高校支援策の現状について

説明を改めて求めます。

　また、当事者でもある垂水高校の内情という

か、現実を再確認する意味からも、本年の入学

志願者状況及び過去入学者の現状など、わかる

範囲、説明をいただきたいと思っております。

　次に、総合計画についてでございますが、第

４次総合計画は平成20年度から平成29年度まで

となっておりまして、本年はちょうど中間とな

っており、見直しの時期に来ております。４本

の基本目標に基づき、８本の重点目標を掲げて

計画を立てておりますが、これらの進捗状況に

ついて説明を求めます。

　２番目に、中間見直し作業の進展状況でござ

いますが、市民参加と鹿児島大学との連携によ

り、中間見直しによる公開講座を開催されたと

お聞きしております。その内容等、どのような

効果があったのかを含め、中間見直し作業の進

展状況と、そして計画見直し後のあと５年間の

垂水市の方向性について、あわせてお聞きいた

します。

　そして、基本計画については議会への報告の

義務もあると思いますが、その時期もあわせて

お示しいただきまして、１回目の質問を終わり

ます。

〇教育総務課長（川畑千歳）池之上議員の垂

水高校支援策の現状についてお答えいたします。

　支援策の１つである垂水高校振興対策協議会

への補助金は、今年度大幅に増額をされました。

その内容は、広報支援、部活動活性化、検定試

験等補助金に活用され、各種検定合格など成果

を上げつつあります。また、学校のイメージア

ップへの支援として、垂水高校フリーマガジン

創刊支援やボランティア・イベントへの参加な

ど、活動の場の提供を行政や地域を挙げた支援

策も取り組まれました。

　さらに、小規模校だからこその学校の支援と

して、垂水中央中学校を核として８つの小学校

及び垂水高校との連携への支援、例えば研究会

の開催、垂水高校の説明会、垂水高校教諭の垂

水中央中での出前授業などを実施してきました。
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　次に、入学志願状況及び過去の入学者の状況

についてお答えをいたします。

　入学志願状況につきましては、７月10日現在

の公立高校の進路希望状況調査で見てみますと、

平成23年度が30人で、前年度募集定員に対する

倍率は0.38倍でございます。平成28年度は28人

で、倍率は0.35倍となっております。また、平

成23年度の受験者は50人で、合格者が47人、充

足率58.8％です。平成24年度は受験者は46人で、

合格者が44人、充足率55％となっております。

　過去の入学者の現状ということで、垂水高校

に照会をいたしました。21年度から23年度まで

の３年間の留年の状況、そしてまた退学者の状

況ということでお聞きをいたしました。留年に

ついては皆無でございました。退学者は平成21

年度が在学者180人中11人、22年度は156人中３

人、平成23年度は135人中９人となっております。

平成24年度は122人中、退学者が１人という現状

でございます。

　以上でございます。

〇企画課長（倉岡孝昌）総合計画についての

御質問にお答えいたします。

　まず、総合計画の進捗状況でございますが、

行政内部における進捗状況の進行管理として、

基本計画で示した政策の基本的な目標を実施す

る手段や手法となる実施計画について毎年度ロー

リング方式による見直し、つまり、計画の実施

から分析、評価を経て、計画の修正、実行とい

うサイクルを繰り返しております。また、本年

度は基本計画の中間見直し時期でもありました

ことから、前期５カ年の取り組みについて27政

策ごとに検証を行い、結果が得られたもの、課

題が残ったもの、総括の各項目にまとめ、最後

に、今後の展開としてまとめております。

　以上を踏まえまして、総合計画の進捗状況に

つきましてはおおむね順調に推移していると御

報告申し上げます。

　２番目の中間見直し作業についてでございま

すが、今回の中間見直しに当たりましては、１

つ目、基本構想を実現していくこと、２つ目、

政策の検証を丁寧に行うこと、３つ目に重要な

施策・課題を設定することを見直し方針に掲げ、

また政策の検証作業の工程として、第１段階は

政策推進課による内部評価、第２段階は市民に

よる外部評価、第３段階は自主的な見直し作業

と最終決定までの手続、以上の３段階を経て中

期見直し作業を行っているところでございます。

現在、第１・第２段階の結果を踏まえまして、

政策推進課との調整作業が終了し、第３段階で

の作業の中心となる後期基本計画素案がまとま

ったところでございます。

　後期基本計画素案につきましては、後日全員

協議会等において詳しく説明させていただきま

すが、現在のところ、前期の基本計画と比較し

て政策が見直されたものは、27政策中17政策あ

りまして、見直した内容の概略といたしまして

は、大きく政策の見直しを行ったもの１政策、

政策の取り組みを強化したものが５政策、社会

変化の対応による修正を行ったものが11政策と

なっております。また、今回の後期基本計画の

策定に当たっては、重点プロジェクトとして人

口減少対策を掲げ、人口減少対策の策定理由、

課題解決の方針を素案の中に盛り込んでおりま

す。

　なお、中期見直し作業に当たりまして、鹿児

島大学の知見をいただきまして２回の公開講座

を行っております。その講座には市民30名ほど

の方を参加いただきまして意見をいただいてお

ります。２回とも第２段階での講座でございま

すが、１回目は取り組みの確認、２回目は政策

の取りまとめということで、27政策について部

会を設けまして第１部会から第４部会、安心安

全、垂水ブランド、健康・福祉、教育・子育て、

地域づくりというような部会を設けまして、部

会それぞれに意見を賜ったところであります。

　次に、３番目の今後の方向性についてでござ
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いますが、まず中期見直し作業の今後の手続を

御説明申し上げますと、素案に対する市民意見

をいただくために、12月15日から１カ月間パブ

リックコメントを行う予定としております。ま

た、12月中に総合開発審議会に素案を諮問し、

専門的見地等からの審議をいただき、明けて１

月までに答申をいただく予定となっております。

これらのパブリックコメント及び答申を経た後

に最終案の調整を行い、２月の政策調整会議及

び３月の経営会議で決定した後に、４月上旬に

後期基本計画の公表を行う予定でございます。

　なお、議会への報告等につきましては、これ

までも経過報告をさせていただいておりますが、

経過報告並びに３月には最終取りまとめの報告

をさせていただく予定でおります。

　そこで、今後の方向性につきましては、中間

見直しを踏まえて、政策策定後の後期５カ年の

基本計画の着実な実行を図るために、成果を重

視した施策を展開し、市民満足度の向上に努め

ますとともに、重点プロジェクトの早急な施策

の立案と実施への取り組みが大事だというふう

に考えておりまして、このような方向で進みた

いと考えております。

　以上でございます。

〇池之上　誠議員　一問一答でお願いします。

　今、支援策はいろいろあるんですけれども、

それも私も存じておりますので、支援策につい

て今やっていることは垂水市独自で頑張ってお

られるということで、それは評価を今のところ

はしておきたいというふうに思っております。

　要は、あとこの入学志願者の状況ですね。そ

して、あとまた入学者の状況、学校でついてい

けるのか、端的に言えば学力不足で留年者がい

るのか。あるいは、うわさで聞きますと、垂水

高校は赤点を２回とればもう即、留年を選ぶか

退学を選ぶかどっちかだというふうにも聞いて

おりますので、その辺のところを聞いていたも

のですか、ちょっとその実態を把握しているか

どうかをお聞きしたんですが。

　21年から24年までの入学者あるいは23年・24

年の入学志願者、受験者と数字を述べていただ

きましたが、垂水市役所、我々は物すごく危機

感を持っているんだけど、何かこう、じり貧に

なっているなという気がしてならないですね。

何でなのかなというふうに思います。退学者が

多いということも、先ほど私が言いましたよう

なことも原因にあるのかなというふうに思いま

すが、学力で退学になった子供が何人いるのか、

あるいは素行不良というかそういうところで、

生活面の態度とかそういうところで退学になっ

た子が何人いるのかというのは私も把握してお

りません、わかりませんけれども、結局180人の

11とか、135の９とか結構多いですね。１割に近

いというような子供たちがせっかく入った垂水

高校をやめていくのか、やめさせられるのか、

やめるしかないのかわかりませんけれども、何

かこうちょっと、少ない学校にしては、えらい

仲がいいというような話で聞いているんですが、

何か子供がついていけない、逆に言えばその子

供たちを救ってあげられない高校の内容じゃな

いかなと私は思うわけですね、この数字を見る

と。

　その辺については、今、垂水市が一生懸命や

っております行政の支援ですね、支援策。これ

とは全然別個のものが垂水高校の中にあるんじ

ゃないかなと、生徒と教師の間、高校との間、

そういうところにあるんじゃないかなという思

いがしているんですが。高校自体に端的に言え

ば入学者が、希望者がいないと、それでせっか

く入ってもすぐやめてしまうと。高校に魅力が

ないんじゃないのと、簡単に言えばですね、そ

う思うんですが、その点について教育委員会の

皆さん、どうでしょうかね。私の思いが間違っ

ておればそれでいいんですけれども、そういう

危惧も若干ありますが、私のそういう思いを払

拭するような、されるような答弁がいただけれ

― 133  ―



ば一番いいかと思いますが、ひとつよろしくお

願いします。

〇教育総務課長（川畑千歳）池之上議員の２

回目の質問にお答えいたします。

　垂水高校の進学や就職、部活動の現状につい

てお答えをいたしたいと思います。

　大学、短大進学状況を見てみますと、平成23

年３月卒業者が国公立大学３人を含めて17人、

平成24年３月卒業者が公立大学２人を含めて10

人と健闘をしております。普通科は補習にも取

り組んでおります。就職の状況につきましては、

平成23年３月卒業者で就職希望者は27人で、就

職率は100％でした。平成24年３月卒業者の就職

希望者は14人で、就職率は同じく100％でした。

　また、部活動を見てみますと、ことし３月に

男子弓道部が全国高校弓道選手権大会出場、７

月には野球部が夏の高校野球県大会に財部高校

との連合チームで出場、活躍をしております。

さらに、11月には家庭クラブが県高等学校家庭

クラブ研究発表大会で最優秀賞と県教育委員会

賞を受賞するなど活躍し、垂水高校のイメージ

アップに貢献しています。さらに、今年度から

教職員の中に広報担当者も設置するなど、生徒、

教職員一体となって魅力的な垂水高校づくりに

取り組んでおります。

　以上です。

〇池之上　誠議員　すごく魅力のある高校だな

と、今の話を聞けばですね、そう思うかもしれ

ない。思いたいですけれども、要は、先ほど一

番最初の答弁でありましたように、中高連携の

取り組みということで出前授業とかされておら

れることは物すごく評価をしたい。高校が近く

にあるということで、垂水高校の先生というの

はどんなのだろうかと、高校の授業というのは

どんなのだろうかということで身近に感じられ

ると思うんですね。そういう取り組みはもう去

年からですかね、去年、ことしとやられている

と思いますけれども、何か、だけれども、中学

生から見たら何で、体験学習とかそういうとこ

ろにも行っていると思う、行っていると思うん

だけれども、何で行かないのかなということが

するんですね。先ほど言いましたように、垂水

市行政そしてまた商工会、いろんなところが、

垂水市全体が応援しているんだけど、何かそこ

の本体がもうちょっと燃えていないんじゃない

のかなという気がしているわけです。

　だから、言えば、出前授業に行っている先生

たちも業務の一環で行っているのかなという気

もしないでもない。そういうネガティブな質問

ばっかりするといけないんですけれども、要は、

支援策とは別個なんだけれども、垂高自体をも

うちょっと変えるためにはやっぱり、先ほど市

長が池山議員のときにおっしゃいましたけど、

持留議員のときにもおっしゃいましたけれども、

県にも責任があると、県の教育委員会にも責任

があるということで支援をお願いしたいという

ことを言われておりますけれども、であれば、

もうちょっとやる気の見える先生たちを引っ張

ってくる、選んで引っ張ってくるという努力も、

せっかく新しい教育長も来られておりますので、

垂高出身ということでお２人タッグを組んでそ

ういうこともしていけばいいんじゃないかなと

私は思うわけですね。

　「当面垂水の支援策によって」という言葉が

ありますけれども、何かこう、何というかな、

垂水市にげたを預けられたような感じがしまし

て、きょうの新聞なんかを見てみますと、高山

高校も15年度には中高一貫高校ができると、有

明高校も今の子供たちが卒業するとスポーツの

合宿の拠点施設をつくると、県が一生懸命後押

しをしているんですね。何か垂水だけ、市の人

だけで頑張ってくださいよというような思いが

しているわけです。

　その辺について、もうちょっと先生を選んで

くる、そしてそういう先生がいれば垂水に常駐

させるなり、そのときは家賃の補助をしてもい
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いし、どうしても子供がいて鹿児島から通勤し

たいとなれば、その通勤手当も垂水の支援策に

含んでやってもいいんじゃないかなという気が

しますけれども、何か具体的な話をしていかな

いといけないんじゃないのかなというふうに思

っております。

　今言いましたけれども、そういう具体的な取

り組み、県の教育委員会に対してとか、もうち

ょっと魅力のある高校にするために、もうちょ

っと具体的な話をしていただきたいと思います

けれども、教育長でも市長でもお話しできれば

お伺いしたいと思います。

〇教育長（長濱重光）池之上議員の３回目の

御質問にお答えいたします。

　議員の御指摘の件についてでございますけれ

ども、垂水高校にはさらに魅力ある高校づくり

に努めていただくことはもとより、生徒の就職

や進学についての出口部分の保障について一層

努力していただきたいと考えております。本市

といたしましても、設置者の県や高校の取り組

みと連携しながら、垂水高等学校振興支援計画

書に基づきまして、就職・進学希望者の目標実

現のために全庁的に取り組み、各種支援を講じ

てまいりますとともに、池之上議員からお話の

ありましたことにつきましても、私も努力をし

てまいりたいというふうに考えております。

　確かに冒頭ありましたように、ことしも10月

17日に垂水高校の先生方、４教科について出前

授業をされました。実際その風景を見ておりま

せんので、どのような垂水高校の先生たちが気

持ちで、用意？をもって垂水高校の存在意義を

発揮するために中学校の生徒たちに接せられた

か、授業したかはわかりませんけれども、今、

池之上議員からのお気持ちは十分わかりました

ので、私も垂水高校の濱田校長にもお伝えし、

学校自体が燃えていくような、そしてまたそれ

を外向きにも発揮できるような取り組みをまた

重ねてお願いしてまいりたいと思っております。

　以上でございます。

〇池之上　誠議員　教育長、ありがとうござい

ます。そういう気持ちが大事なんだろうなと思

っております。何せ、市長が言われるには県の

施設であると、県立高校であるということで、

県のことも言われましたけれども、県自体はや

っぱり一番の思いは、我々が垂水市立中学校を

統合したように、やっぱり適正規模ということ

も頭にあるんじゃないかなと思っているわけで

すね。だから、その辺についてはもう本当に少

子化とか人口が少なくなっているこの垂水市で

は無理なんだろうけれども、その辺もあってな

かなか前のほうに進んでくれないというところ

があるだろうと思っております。

　そういう中で、本当に120人前後ですね、今、

中央中の生徒たちは。その中の何％しか垂高に

行かない。やはりそれであれば30人も行かない

ということになってきます。それでも、やはり

高校を選ぶのは子供たちだと、生徒だというこ

とで、余り「垂高、垂高」というような指導は

いかがなものかなというのは、私は、これは在

り方検討委員会の中でもその話はしております。

そういうところで進路指導においては、余りに

も垂高ありきという指導は中学校のほうでもど

うかなと思っておりますので、その辺は教育委

員会のほうでも十分注意をされながら指導され

ていただきたいと、もうこれは答弁は要りませ

ん。

　そういうところでこの垂高の存続問題につい

ては終わりたいと思うんですけれども、垂高が

なくなれば非常に垂水市が暗くなるというのは

私も実感でございます。できる支援はやってい

ただきたい。それはもう市長の政策予算を使っ

てでもいいんじゃないかなというふうに私は思

っておりますので、ぜひとも教育委員会が必要

な予算があれば、ぜひ財政課長、池山議員の後

ではないですけれども、よろしく配慮をしてい

ただきたいと。市長もやっぱり政策予算という
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こともありますから、ぜひとも魅力ある高校に

変えていかれるように、小学校の子供、中学校

の子供が垂高を見るような垂高につくっていっ

ていただきたいというふうに思っております。

頑張っていただきたいと思います。

　続きまして、総合計画についてちょっとお聞

きいたします。

　１回目の答弁を踏まえまして、「基本構想を

実現するために」という言葉を使われました。

我々はこの議決をするときに「構想というのは

何ですか」と、「数値が何もないですね」と。

そうしたら、時の企画課長が「雲をつかむよう

な構想です」と、「それでいいんです」と言わ

れました。「ああそうですか。それでいいんで

すか」ということで、我々もわからんけれども、

まあいいのかなということでやってきましたけ

れども、基本計画を見ても具体的な数値は我々

には教えてもらえない。実施計画で出ていくん

でしょうけれども、そういう中で「基本構想を

実現するため」と言われますけれども、ちょっ

とわからないところがあります。

　そういった中で、やはり最初からコンサルに

任せないで手づくりだということで今回の総合

計画をつくってきておられますけれども、まず

公開講座が２回でしたね、結構少ないなと。参

加人員も30名程度ということですが、初回と比

較してどうだったのかな、少ないんじゃないか

なというふうな思いがありますけれども、その

点について、わかる範囲で結構ですが、１回目

の答弁を踏まえて、そのことをちょっとお聞き

したいというふうに思います。

　そしてあと３点ほど、具体的な計画について

１つ１つ聞いていきたいんですけれども、基本

構想あるいは基本計画の中で具体的な数値が出

たのが、10年後の垂水市の人口は１万8,000人で

あるということを述べられております。この数

字だけが数値として計画に示されていると私は

思っているんですけれども、現在、きょう見て

みましたら１万6,570人でしたですね。あと５年

間、目標数値まで1,500人程度だんだんだんだん

減っている。今さっき人口減抑止対策でしたか、

そういうプロジェクトをつくるということを言

われましたけれども、じゃ、これまでの１万7,

000台で基本構想、総合計画をつくったときに、

じり貧になってきているけれども、それまでに

した対策というのはどんなものだったのか、も

う１回改めて聞きたい。

　そしてまた、先ほど大幅な見直しをするとか、

ちょっと見直しをするとか言われましたけれど

も、この１万8,000人という数字はどういうふう

な見直しになるのか、あるいはしないのか。し

ないんだったらそのために何をするのか、その

辺をちょっと聞きたいと思います。

　そしてまた交流人口増については、先ほど有

明高校のことを言いましたけれども、垂水市も

スポーツ合宿を誘致されておりまして、冬場の

準硬式、そして５月ですかね、高校のサッカー

が垂水市を訪れて活気を、一生懸命取り組んで

おられますが、そのことは非常に垂水市にとっ

ても交流人口がふえるということで喜ばしいこ

とですけれども、そこの受け入れの施設、野球

場にしても陸上競技場にしても老朽化が進んで

いると。そういう中でいろんな構想があると思

いますが、そういう施設の整備については、今

後スポーツ合宿を進めるに当たり、そしてまた

県の有明の拠点施設ができるに当たりましても、

それについて関連づけても何らかの対策をして

いかないといけないんだろうというふうには思

いますが、その点についてどうか、お聞きいた

します。

　次にもう１つ、観光のところで市長が道の駅

と森の駅とそして南中跡ですね、そのことを拠

点として言われました。「森の駅たるみず」は

今度温浴施設もつくられるということで、登山

をした人たちが山からおりてきて温泉に入って

ゆっくりして帰る、あるいはまたそこを拠点と
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して次の山を目指すということも考えられるだ

ろうと思っております。

　その中で今、猿ヶ城の林道が崩落危険という

ことで通行どめになっております。このことは

もうずっと前から、もう十何年も前から言われ

てきていることですけれども、仕方ないのかな

と思いますけれども、そういう交流人口を考え

たときに何らかの方策をとるべきじゃないかな

と。高峠とか、あと高塚ですか、あっちのほう

から回ってもいいんでしょうけれども、せっか

く垂水の中心から真っすぐ登れる林道があるわ

けですので、そこの整備ということを考えてい

ただければなというふうに思います。

　この前も大箆柄で登山客がけがをされまして、

消防が走っていかれましたけれども、やはり垂

桜経由で45～46分かかったそうです。垂水から

真っすぐ猿ヶ城を抜けていけば15分程度、20分

程度短縮できるんじゃないかということも話さ

れておりました。そういうところも含めてこの

点についてはいかがなものか、見解をお伺いし

たいと思います。

〇企画課長（倉岡孝昌）まず、公開講座につ

いての御質問にお答えいたしたいと思います。

　公開講座は、先ほどお答えしましたように、

第２段階で２回開催しております。参加人員は

２回それぞれ、ともに30人ほどの人員でござい

まして、部会を５つに分けましてそれぞれに５

～６人程度ということで、これは鹿児島大学の

先生にファシリテーターを務めていただきまし

たけれども、その中で会議の運営として、見方

はそれぞれあるかもしれませんけれども、それ

ぐらいの人数が適当ではないかというようなこ

とを参考にし、進めたところでございます。

　公開講座に当たりましては、まず第１段階で

政策担当課に政策検証シートというのをつくっ

ていただきました。その中で、各課ができたこ

と、評価できたことなど掲げていただき、また

今後の方向性ということで、この政策について

見解を出していただきました。現計画のままに

するとか、見直しにするとかそういうことを出

していただいたものについて、それぞれについ

て公開講座で検証をしていただいたところであ

ります。２回目につきましては、その検証結果

に基づきまして市が出しました見解について、

現計画のままとか見直しをするとかありました

ので、そのことについての意見をいただいたと

ころであります。

　次に、総計の目標人口１万8,000人についてで

ございますけれども、少し取り組みの考え方に

ついて、時間をいただきまして御説明させてい

ただきたいと思います。

　まず、本市の人口の推移につきましては、こ

れまでの国勢調査を見ますと減少していること

はもう目に見えております。平成17年と18年と

比べましても8.8％の減少ということで報告がな

されております。このような現象を見ますと、

人口減少というのが、当初総合計画で掲げてお

ります人口からしますと３年ほど早く進んでい

るのではないかというふうな見方をしていると

ころでございます。このようなことを受けまし

て、これまで行ってきた定住促進条例の施行で

ありますとか、空き家バンク制度の創設、また

ここ数年においては定住住宅の入居の促進であ

りますとか医療費助成など、子育て支援などを

充実してきたところでございますけれども、そ

のようなことをやってまいりましても、現実の

ところでは人口減少には歯どめはかかっていな

いというのが現状でございます。これは議員の

皆様も御理解いただいているところでございま

す。

　このようなことから、今回は総合計画の基本

計画事業において、総合計画に設定している平

成29年度の目標人口１万8,000人の取り組みの重

点プロジェクトとして設定したところでござい

ます。この重点プロジェクトに関します基本的

な考え方を３つ申し上げますと、１つは本市の
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現状を正確に理解すること、２つ目は、総合計

画期間内の残り５年間とともに長期的な垂水市

の将来像も見据えて政策の立案をすること、そ

れと３つ目に、成果を重視した取り組みをする

こと、このような考え方のもと進めようとして

おります。

　この重点プロジェクトの中で、今、掲げまし

た３つのことをやってまいるんですけど、その

議論の中で将来人口１万8,000人のことについて、

当然それが達成できるんだろうかということも

議論には入ってこようと思いますけれども、そ

れに対してどうするかということを対策を進め

ていくというのがこのプロジェクトでございま

すので、目標といたしましては平成29年度目標

１万8,000人という目標に向けての取り組みを進

めてまいります。

〇社会教育課長（瀬角龍平）池之上議員の２

回目の社会体育施設整備についてどのように考

えるかとの御質問にお答えをいたします。

　垂水市運動公園の多くの施設は昭和50年代に

建設をされ、老朽化をしていることは御指摘の

とおりでございます。これまで施設の修繕や改

修を行うなど、その都度対応をしてまいりまし

たけれども、キララドーム以外の施設は老朽化

が進んでいることもあり、これらの施設の改修

に向けて全体計画を立てて取り組んでいく時期

に来ていると考えております。

　ただ、施設の１つ１つの改修は多大な経費を

要しますことから、改修に向けて長期的な計画

をしっかりと立てていくことが重要であると考

えております。具体的には、第４次垂水市総合

計画や第２次垂水市財政改革プログラム、また

垂水市過疎地域自立促進計画等との整合性を図

りながら、全体計画を策定してまいりたいと考

えております。

　また、計画策定に当たっては、改修に要する

財源の課題もありますことから、より有利な補

助制度の活用策や桜島降灰への対応策も念頭に

置きながら、関係各課で計画を練ってまいりた

いと考えております。

　以上でございます。

〇商工観光課長（塚田光春）森の駅に来年度

整備予定の温泉の活用策と、森の駅からの登山

道の現状についてお答えいたします。

　森の駅は、高隈山系を通って流れる本城川が

つくり出した県下有数の渓谷で、豊潤な自然休

養林を残す高隈山系への登山道として人気があ

り、本市観光の中心的な場所になっております。

そのようなことから、夏はキャンプ場やキャニ

オニングの場として活用し、それ以外は渓流沿

いの散策や高隈山系の登山者のベースキャンプ

地として計画された施設でございます。

　しかしながら、平成23年度の稼働率は31％で、

夏場の７・８月は満室に加え、キャンセル待ち

があるなど大変なにぎわいを見せますが、10月

から３月までの期間、特に11月から２月までの

冬期はコテージの利用率が極端に下がる傾向に

あります。

　そこで、冬場の閑散期対策として昨年度から

鍋プランと特別料金を設定しましたところ、11

月から３月までの約５カ月間で572食の注文をい

ただき、その関係でコテージ利用者数も前年同

期に比べ674人ふえております。しかしながら、

予約されるお客様から「温泉がありますか」と

の問い合わせが多く、お客様のニーズが高いこ

とから、来年度はコテージへ温泉の引き込みを

計画し、登山客等が利用できる日帰り温泉の活

用も考えております。

　そこで、議員御指摘の猿ヶ城林道の車両開放

でございますが、猿ヶ城林道につきましては、

平成５年の豪雨時から、森の駅から上へ約800メー

トル付近の林道のり面が崩落し、今後も崩落の

おそれがあるということで、ゲートをつくり閉

鎖されております。この林道のり面に関しまし

ては、のり面の岩にクラックが入り、のり面の

一部岩石が剥がれ落ちて道を塞いでいる状況で
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ございます。

　そのようなことから、これまでも熊本にある

九州森林管理局や森林管理署に現地を見ていた

だき、専門家に２回調査をしていただいたとこ

ろ、復旧するには５億円から８億円程度の工事

費がかかるため、予算的に復旧するのは厳しい

と言われております。そのようなことから市と

しましては、平成22年に開設した猿ヶ城渓谷「森

の駅」の開設に合わせまして周辺地域整備とし

て、大隅地域振興局、県観光課と協議をしなが

ら遊歩道の整備を行い、崩落場所を避けた形で

高隈登山ルートの開発を地元の山岳会の協力を

もらいながら行ってまいりました。

　しかしながら、ことしの７月の大雨で、登山

道として活用しようとする林道ののり面が約50

メートルにわたり山腹崩壊し、岩石崩落の衝撃

で道路が50メートル程度決壊したことから、そ

の復旧を現在、大隅森林管理署と協議を行った

ところですが、のり面崩壊が大きいことから工

事費も多額になるため、早急な復旧は厳しいと

のことでありました。

　ただし、議員御指摘のとおり、年間を通して

森の駅を活用していただくには登山者に利用し

てもらうことが不可欠であることから、登山口

までのアクセス道整備や登山道の整備を引き続

き九州森林管理局や大隅森林管理署に要望して

まいりたいと思います。

　以上でございます。

〇池之上　誠議員　今いろいろ回答をいただき

ました。

　野球場も陸上競技場も本当に大きな施設です

ので、多額のお金が要るだろうと思っておりま

す。そういう中で、やはり有明に、大隅にそう

いうスポーツ合宿の拠点施設をつくるという県

の計画があるのであれば、やはり周りの周辺に

やっぱり同程度の施設がなければたくさんのと

ころは集まらないだろうし、たくさんの試合も

できないだろうというふうに思っております。

その辺も含めて考えていただければ、また何ら

かの知恵が出てくるのかなと思っております。

これはもう答弁は要りませんけれども、そうい

う動きを見ながら、先ほど言われましたように、

いい補助率の施策を持ってくるということに努

力をしていただきたい。

　結構、スポーツ合宿ということで、少ないで

すけれども何らかの経済効果を垂水市にもたら

している事業でございますので、そこの受け皿

というのはやはり我々垂水市側が一生懸命知恵

を絞ってやらないといけないのかなというふう

に思っておりますので、このことはよろしくお

願いしておきます。

　そして、今言われました「森の駅たるみず」

だったんですけれども、林道がそれだけ崩れた

というのも今度初めて聞きまして、大変だなと。

もともと岩石を落とす分に関しては多大なお金

が要るということで半ば諦めた感じでいるんで

すけれども、やはり高隈登山をされる方、この

前の事故の方も60代と。今、団塊の世代が定年

されまして仕事の癒やすために登山をしようか

とか、いろんな旅行をしようかという動きが活

発でございます。これは非常に観光人口の増加

ということについては、いいチャンスじゃない

かなと思っております。

　そこで、できるのであれば猿ヶ城の森の駅を

温泉があるところから拠点、ベースキャンプに

して、各登山口まで行って往復４～５時間程度

の山登りをピストンで何日か、１週間ぐらいか

けてもいいからやってもらうという計画であれ

ば、おもしろい施設になるんじゃないかなとい

う思いがありまして質問をしたわけですが、ほ

かのルートからでもいいんだろうけれども、や

はり森の駅を、温浴を使う、森の駅の施設を使

うというのであれば、一番の最短ルートで行け

るようなところがいいのじゃないかと思ってお

りますので、何らかの方法があればまたそれを

見つけることも行政の力であろうし、皆様の力
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だろうと思っておりますので、よろしくその辺

はお願いをしておきたいと思っております。

　そしてまた、将来の人口目標でしたね、１万

8,000人ということで、数値は変えないでおくと

いうことでございました。それはそれでいいん

だろうと思います。その後には市長の公約の３

万人があるわけですので、それを落としたら大

変なことになるなと思っていたんですけれども、

課長が変えないということで１万8,000人という

ことでした。

　あと市長公約に対しては１万2,000人の増加が

必要なんですけれども、先ほどから市長の答弁

の中にもいろんな、県知事であろうとか、国会

議員であろうとか、錦江湾の横断道路について

はいろんな発言があるということを言われてお

ります。私も聞いた１人ですけれども、非常に

早期実現の可能性が出てきたというふうに思っ

ているわけです。

　20年先、10年先という話でしたけれども、早

期実現が出てきたと。そうなったときに、じゃ、

その３万人をふやすためにはどういうふうにし

てふやすのか。鹿児島市のベッドタウンと言わ

れますけれども、垂水市に住む人たちはどうい

う層を狙っていらっしゃるのか。ベッドタウン

にもいろいろあります。子育て世代、あるいは

仕事を鹿児島市に持ってそこに通勤されている

方、あるいは言えばシルバーというか高齢者で

すね、高齢者をそこに定住させると。何か病気

とかそういうのがあれば、今、市長が言われま

したように、待たずに鹿児島の病院に駆け込め

るというのもあるだろうし、どういうところを

ターゲットにしてこの３万人をつくっていかれ

るのか、その辺の具体的なことはちょっと教え

てほしいなというふうに思っております。

　この前、総務文教で、人口増対策あるいは人

口減抑止対策ということで所管事項をしてきた

んですけれども、北海道の伊達市、「北海道の

湘南」と言われているような土地柄で非常に温

暖であるというところで、高齢者をですね、団

塊の世代の方をターゲットにして誘致をしてい

る。垂水市がやっているように交流人口をふや

して、よければ住んでくださいというような感

じで動かれているんだけれども、それでも結構、

人口増は過去何年間は非常に日本一のすばらし

い人口増加率であったというふうに、そういう

政策をされておりました。

　そこの市長さんも、市が必要なのはやはり病

院と学校であるということを言われております。

そういうところで垂高、学校問題もいろいろあ

るんですけれども、病院の問題も北方議員だっ

たですかね、産婦人科は。そういうところがあ

りますけれども、３万人の人口増対策、錦江湾

横断道路ができますということを前提として、

早急にそういう対策も今から練っていかないと

いけないんじゃないかと、できてから考えます

じゃなくて、ある程度の方針をちょっとあれば

示してみてください。

〇市長（尾脇雅弥）御質問にお答えいたしま

す。

　このことにつきましては、先ほど北方議員の

御質問にお答えしたとおり、中長期的には人口

３万人のまちづくりということで錦江湾横断道

路の実現が前提となっておりますけれども、こ

のようなさまざまな環境が整備された後に近づ

いてくるものと考えております。けさほどの新

聞でも、地元の国政の有力候補のマニフェスト、

公約の中でも錦江湾横断道路の実現ということ

で文書化してありましたので、大変うれしく思

っているところでございます。

　現時点で具体策を示せということでございま

すけれども、お話をいろいろさせていただく中

で、いろいろ耳寄りな情報はありましたけれど

も、まだ明確になっていない部分がありますの

で、具体的にお示しできる段階ではございませ

んけれども、鹿児島市などを背景にしたベッド

タウンとしての増加、人口受け入れのための住
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宅地等の社会基盤整備、今、御指摘あったこと

が、それに伴って必要であるというふうに思っ

ています。医療・介護や教育・子育て、環境づ

くりなどの充実に努めるということが伴って必

要になってくることだと思いますので、このよ

うなことは、人口がふえることでの活性化効果

として民間活力の発揮へも期待が持てると思っ

ておりますので、今後、選挙が終わって新政権

が決まり、当事者であります鹿児島県あるいは

鹿児島市の動向等も見守りながら、錦江湾横断

道路実現への具体的な動きが見られましたとき

に、まずは先ほど事例調査による研究や垂水市

への影響を専門的な見地から調査・研究をして

いただくということを考えております。

　いろいろありますが、いずれにいたしまして

もこのプロジェクトが大きく前進しつつあるこ

とは事実でありまして、本市にとって大きなプ

ラスの要因となりますので、今、議員がおっし

ゃるとおりに、それを完全に待ってからやると

いうことではなくて、それに向けてしっかりと

事前の協議をして、絵をかいて、いざそういう

流れになったときにどうやって十分対応できる

ようなまちづくりをしていくかというのは、こ

れから議会の皆さん等を含めて協議をさせてい

ただきたいというふうに思っております。

〇池之上　誠議員　ありがとうございます。

　もう１分、30秒もないでしょうけれども、そ

の中で、やはり私は前々から言うんですけれど

も、若い人たちが子育ての世代が垂水市に来る

というのはやっぱり１つ、学区制の問題もある

だろうというふうに思っております。このこと

についてはまた後ほどゆっくりと話をしたいと

思いますが……

〇議長（宮迫泰倫）はい、そこまでです。

〇池之上　誠議員　はい。そういうことで、

日本を取り戻すために頑張りましょう。終わり

ます。

〇議長（宮迫泰倫）本日の日程は、全部終了

しました。

　　　△日程報告

〇議長（宮迫泰倫）明７日から13日までは、

議会の都合により休会とします。

　次の本会議は、14日午前10時から開きます。

　　　△散　　会

〇議長（宮迫泰倫）本日は、これにて散会し

ます。

　　　　　午後３時27分散会
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平成24年12月14日午前10時開議

　　　△開　　議

〇議長（宮迫泰倫）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△諸般の報告

〇議長（宮迫泰倫）日程第１、諸般の報告を

行います。

　各常任委員会委員長から所管事項調査の報告

の申し出がありましたので、これを許可します。

　まず初めに、総務文教委員長北方貞明議員。

　　　［総務文教委員長北方貞明議員登壇］

〇総務文教委員長（北方貞明）皆さん、おは

ようございます。

　それでは、報告いたします。

　去る11月14日から16日にかけて、総務文教委

員会委員７名と随行１名により、北海道函館市、

伊達市及び小樽市の３市において所管事項調査

を実施しましたので、それを御報告いたします。

　最初に伺いました函館市でございますが、人

ロは27万8,000人ほどで、戊辰戦争の終焉の地で、

長い歴史と文化をあわせ持つ海運と観光の都市

でございました。

　今回、函館市地域交流まちづくりセンター事

業について研修してまいりました。このセンター

では、市の委託業務によりＮＰＯ法人が「まち

づくり」「市民交流・市民活動支援」「移住相

談」「情報発信」などのプログラムを担い、そ

の基幹施設の運営まで行っており、行政ではな

く市民みずからの手により、自分たちのまちを

よりよいものとするべく活動されておりました。

年間約12万人の来館者があり、その取り組み、

ノウハウや市民の皆様の高い意識を研修するこ

とができました。

　２日目の伊達市は、人口３万6,000名ほどで、

過去10年間で1,200名もの転入者を誇り、日本屈

指の人口増加率の取り組みについて研修してま

いりました。

　伊達市は、市内の中心部から２キロ以内に主

要施設を集約した「コンパクトシティ」を実現

しており、市民が動きやすい街づくりに努めて

おられます。また、「伊達ウェルシーランド構

想」という市独自の取り組みを実施し、「高齢

者を対象とした新しい生活産業によるまちづく

り」を根底に、「高齢者が移住したい街づくり」、

関連産業と雇用の創出を目指した「働く年代が

定住したい街づくり」を実践し、効果を上げて

おられます。これらの事業は「民間」が事業主

体として実施しており、行政はそのバックアッ

プのみに徹していることが特筆されました。

　最終日の小樽市は、札幌等の大都市への人口

流出の抑止策について研修してまいりました。

小樽市は、1960年代は20万人を超える人口規模

で、現在13万人を切るに至っております。本来

ですと、札幌等のベッドタウンとしての位置的

条件にありますが、逆に札幌等に転出しやすく、

若者層が定着しない状況が続いており、人口の

「自然減」はあっても「自然増」が見込めない

状況となっております。地理的にも３方が山に

囲まれ、残りの北側が日本海となっており、傾

斜地が多く、農地となるべき土地がないことや

定住すべき宅地、立地企業を誘致すべき用地の

確保も困難な状況で、市の担当者も積極的に「人

口減抑止」対策に取り組んではいても、なかな

か歯どめがきかない状況に相当苦慮されておら

れました。

　今回、「街づくり」「人口増」「人口減抑止」

の対策について研修してまいりましたが、行政

の関与が少ない「街づくり」をかいま見、「街

づくり」は「人づくり」であると感じたところ

です。

　また、「人口対策」につきましては、おおよ
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そ200万人に至らんとする札幌市の両極に位置す

る伊達市と小樽市の流入・流出の差異はありま

すが、人口をふやそうとする懸命な取り組み、

減らすまいとする必死な取り組みを研修させて

いただき、本市も市長を初め職員の皆さんや我々

議員、市民の皆さんと知恵を出し合い、工夫し

ながら、「住んでみたい」と思える魅力あるま

ちづくりを推進していく必要を肌で感じた視察

研修となりました。

　以上で、総務文教委員会の所管事項調査の報

告を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）次に、産業厚生委員長大薗

藤幸議員。

　　　［産業厚生委員長大薗藤幸議員登壇］

〇産業厚生委員長（大薗藤幸）皆さん、おは

ようございます。

　それでは、産業厚生委員会の報告を行います。

　去る11月７日から11月９日まで富山県富山市、

同じく黒部市において、私ども産業厚生委員会

の８名及び随行１名は、所管事項調査を実施い

たしましたので、その結果を御報告申し上げま

す。

　初めに、富山市について報告いたします。

　富山市は、人口約50万人で、富山湾から北ア

ルプス立山連峰に至るまでの多様な地勢を誇る

水と緑に恵まれた自然豊かな都市であり、また、

「くすりのまち」として全国にその名が知られ

るように、薬業を初めとするさまざまな産業と

高度な都市機能、そして多様な文化と歴史をあ

わせ持つ日本海側有数の中核都市でございます。

　富山市では、「一般法人の農業集落参入促進

事業（地域営農協定）をもとにした一般法人の

農業参入支援」について研修いたしました。

　富山市では、平成21年12月の改正農地法の成

立を機会に、一般法人の農業参入を含めた今後

の地域農業の担い手確保や経営基盤強化策のあ

り方等について検討を行うため、平成19年２月

に「富山市企業等の農業参入に関する調査検討

委員会」を設置し、一般法人の農業参入に対す

る基本方針を策定いたしました。

　主な具体策として、１、企業等の相談サービ

ス及び地域農業者との調整や関係機関との連携

を行う相談窓口の設置やＰＲや説明会等の情報

発信の実施。

　２番目に、企業の農業参入検討段階、参入初

期段階で必要となる法律、制度等の知識、農業

経営のノウハウ等の基礎的研修を営農サポート

センターで年２回、５月と10月に実施。

３つ目に、農地所有者と企業等との間に市が入

り、立会人となり、「地域営農協定」の締結を

促し、各種支援措置の実施。

４番目に、農業用機械のリース助成や農地利用

集積への支援の４つがございました。

　企業等農業参入講座の受講状況についてでご

ざいますが、建設業関係が最も多く、次にサー

ビス業となっており、経営希望については、野

菜栽培が１位、次に水稲栽培となっておりまし

たが、経営希望が未定のまま受講される企業も

多いとのことでございました。

　「地域営農協定」を締結した企業への支援内

容としては、

　１、機械設備等リース料への補助として、そ

の一部を協定締結後３年間以内、年50万円を限

度とし、３分の１補助を実施。

　２番目に、農地利用集積への補助として、農

地利用権設定の更新以外に対し、協定締結後３

年間以内で実施。

　その他、企業の農業参入の支援策として、土

地改良や施設整備に必要な資金調達方法として、

貸付利率1.3％の農業近代化資金や経営体育成強

化資金方法がありました。

　富山市については以上でございますが、本市

についても、第１次産業である農業の占める割

合は高く、新規就農者の育成などの課題が多く、

富山市の取り組みについては大変参考になると

ころが多く見受けることができました。
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 次に、黒部市についてですが、黒部市は、富山

県北東部に位置し、北から東には入善町・朝日

町・長野県の県境が、南から西は魚津市・上市

町・立山町に接しており、面積は427.96平方キ

ロメートルで、富山県の約10％を占めておりま

す。

 黒部市には、日本一のＶ字峡として知られる黒

部峡谷、多くの登山客でにぎわう北アルプスの

雄大な山岳景観、悠久の歴史の中で黒部川がも

たらした肥沃な扇状地、こんこんと湧き出る清

水が楽しめる町並みなど豊かな自然が織りなす

多彩な四季の表情がございます。

　また、黒部市は、黒部川流域が育くんできた

水の歴史と文化が息づいており、これらの自然

環境や生活環境を大切にした市民が誇りと愛着

を持って暮らせる街づくりを目指していたこと

から、「下水道バイオマスエネルギー利活用施

設整備運営事業」について研修いたしました。

　黒部市では、平成20年1月に「黒部市下水道バ

イオマスエネルギー利活用施設整備運営事業」

の実施方針を作成し、それに沿って平成21年１

月にＰＦＩ事業者審査委員会が審査公表を発表

し、平成23年5月に運営開始しております。

　この事業は、下水道汚泥、農業集落排水汚泥、

浄化槽汚泥及び食品残渣等の処理コストの抑制、

地域内処理が今後の地域を取り巻く課題となっ

ており、さらに、地球温暖化防止の観点から、

バイオマス資源の循環利活用システムを構築す

るものです。

　本事業は、ＰＦＩ法に基づき、施設を設計・

建設し、維持管理・運営まで一括してＰＦＩ事

業者に委ねます。建設費は約16億円で、そのう

ち７億2,000万円が国の補助、土地はＰＦＩ事業

者に無償で貸し付け、施設の維持管理・運営期

間は供用開始から15年間とし、この間のランニ

ングコストを20億円としております。本事業に

おけるＰＦＩ事業の収入は、市からのサービス

購入料及びＰＦＩ事業者の追加提案による処理

対象物の処理委託料となっております。サービ

ス購入料は、建設費とランニングコストを15年

間の分割で支払います。

　この浄化センターは、水処理と汚泥処理とに

分かれますが、汚泥処理の過程で発生するメタ

ンガスにより、マイクロガスタービンで74世帯

分の電力を供給可能であり、このガス発生には、

コーヒーかすを10分の１混ぜることにより、通

常より約10倍のメタンガスが発生するとのこと

でございました。

　コーヒーかすについては、市内にアサヒ飲料

のコーヒー工場があり、コーヒーかすという産

業廃棄物が地域内に存在し、それを受け入れる

ことで、産業廃棄物として捨てる費用よりも安

く受け入れることで処分費用をもらえるという

メリットがあるとのことでございました。

　そのほか、浄化センター内に足湯があり、そ

の足湯もここでの電力で水を温めており、利用

客も数多く訪れているとのことでした。

　以上が、黒部市での研修報告でございます。

　本市につきましても、バイオマス資源の循環

利活用システムの取り組み方について大いに学

ぶ点が数多くあると感じました。

　今回の所管事項調査は、垂水市にとって参考

になる事例が非常に多くありましたことを報告

して終わります。

〇議長（宮迫泰倫）以上で諸般の報告を終わ

ります。

　　　△議案第70号～議案第77号、議案第80号

　　　　～議案第85号、陳情第12号～陳情第15

　　　　号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第２、議案第70号か

ら日程第９、議案第77号まで及び日程第10、議

案第80号から日程第15、議案第85号までの議案

14件並びに日程第16、陳情第12号から日程第19、

陳情第15号までの陳情４件を一括議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。
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議案第70号　垂水市都市下水路条例　案

議案第71号　垂水市における高齢者、障害者等

　　　の移動等円滑化のために必要な特定公園

　　　施設の設置の基準に関するて条例　案

議案第72号　垂水市水道の布設工事監督者及び

　　　水道技術管理者に関する条例　案

議案第73号　垂水市火災予防条例の一部を改正

　　　する条例　案

議案第74号　垂水市重度心身障害者医療費女性

　　　条例の一部を改正する条例　案

議案第75号　垂水市廃棄物の適正処理、減量化、

　　　資源化等に関する条例の一部を改正する

　　　条例　案

議案第76号　垂水市年公園の設置及び管理に関

　　　する条例の一部を改正する条例　案

議案第77号　垂水市水道事業の設置等に関する

　　　条例の一部を改正する条例　案

議案第80号　垂水市過疎地域自立促進計画の変

　　　更について

議案第81号　平成24年度垂水市一般会計補正予

　　　算（第４号）案

議案第82号　平成24年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計補正予算（第２号）案

議案第83号　平成24年度垂水市介護保険特別会

　　　計補正予算（第３号）案

議案第84号　平成24年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計補正予算（第２号）案

陳情第12号　高峠メガソーラーの件（最初の説

　　　明）に戻して戴く陳情

陳情第13号　垂水市の人口増の陳情

陳情第14号　市の財政健全化策についての陳情

陳情第15号　猿ケ城温泉後方の開拓跡地の有効

　　　活用の陳情

〇議長（宮迫泰倫）ここで、各委員長の報告

を求めます。

　最初に、産業厚生委員長。

　　　［産業厚生委員長大薗藤幸議員登壇］

〇産業厚生委員長（大薗藤幸）去る11月26日

の本会議において、産業厚生委員会付託となり

ました各案件について、12月７日に委員会を開

き、審査いたしましたので、その結果を報告い

たします。

　最初に、議案第70号垂水市都市下水路条例案、

議案第71号垂水市における高齢者、障害者等の

移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設

置の基準に関する条例案、議案第72号垂水市水

道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関す

る条例案、議案第74号垂水市重度心身障害者医

療費助成条例の一部を改正する条例案、議案第

75号垂水市廃棄物の適正処理、減量化、資源化

等に関する条例の一部を改正する条例案、議案

第76号垂水市都市公園の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例案及び議案第77号垂

水市水道事業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例案については、いずれも原案のとお

り可決されました。

　次に、議案第81号平成24年度垂水市一般会計

補正予算（第４号）案中の所管費目については、

原案のとおり可決されました

　次に、議案第83号平成24年度垂水市介護保険

特別会計補正予算（第３号）案、議案第84号平

成24年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号）案及び議案第85号平成24年度垂水市

水道事業会計補正予算（第２号）案については、

いずれも原案のとおり可決されました。

　次に、陳情第15号猿ケ城温泉後方の開拓跡地

の有効活用の陳情については、採択とすること

に決定いたしました。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）次に、総務文教委員長。

　　　［総務文教委員長北方貞明議員登壇］

〇総務文教委員長（北方貞明）それでは、報

告いたします。

　去る11月26日の本会議において、総務文教委

員会付託となりました各案件について、12月10
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日委員会を開き、付託案件を審査いたしました

ので、その結果を報告いたします。

　最初に、議案第73号垂水市火災予防条例の一

部を改正する条例案につきましては、原案のと

おり可決されました。

　次に、議案第80号垂水市過疎地域自立促進計

画の変更については、原案どおり可決されまし

た。

　次に、議案第81号平成24年度垂水市一般会計

補正予算（第４号）案につきましては、４月異

動に伴う義務的経費の減額補正が主なもので、

審査の結果、原案のとおり可決されました。

　次に、議案第82号平成24年度垂水市国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）案につきまし

ては、原案のとおり可決されました。

　次に、陳情第12号高峠メガソーラーの件（最

初の説明）に戻して戴く陳情につきましては、

審査の結果、不採択とすることに決定いたしま

した。

　次に、陳情第13号垂水市の人口増の陳情並び

に陳情第14号市の財政健全化策についての陳情

につきましては、結論を得るに至らず、閉会中

の継続審査とすることに決定いたしました。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　若干質疑をさせていただきた

いんですけれども、産業厚生委員長にお願いし

たいんですけれども、今回私たちは、条例関係

で初めて地方主権改革に伴う条例等を議論する

ということになりましたし、また、そういう意

味では、どういうところに視点を置いて議論し

ていけばいいのか、今後また、追加的な条例案

等もふえてくるかというふうに思うんですが、

そういう中で私たちがしっかり見ていかなきゃ

ならない視点ということで、今回、ある意味で

は、私たちの議員としても試される内容であっ

たのかなというふうに思うんですけれども、国

のほうとしてもこの条例によって、地域の実情

に応じて法令と異なる内容を定めることができ

るとか、上に開かれる可能性もあるんだと、こ

んなことを言って地域主権改革というものを法

定上、いわゆる条例上について非常に視点を国

自体も言っているんですけれども、当初冒頭の

本会議でも３つの形態があるんだということを

言いましたけれども、その中で、本市は参酌す

べき基準として、今回の条例も検討したんだと。

その結果として、それを条例案として出してき

たんだということだったんですけれども、この

参酌というのは、一番ある意味では、引き下げ

ていく上での検討規定として見ていく必要があ

るんだという見方も一方ではあるんですが、そ

ういう前段と、なおかつ今回のそういう参酌さ

れたという中身で見たときに、じゃ、課題は何

だったんだろうかということがあると思うんで

すが、一つはやっぱり法定移譲に伴って、いわ

ゆる実施に支障がないような必要な手だてとい

うのはしっかりとらせなきゃいけないというふ

うに思います。

　また一つは、事務の中身がふえるということ

によっての人員増をどう担保させるかというこ

とと、専門的にきちっと対応できる責任ある執

行が体制としても確立できるかということがあ

ったかというふうに思います。

　またもう一つは、県だとか近隣市町村との関

係・連携、こういうところも必要になってくる

部分もあるのかなというふうに思います。とい

うのは、今まで広域的にやっていたのが、単独

の市町村になったときに本当にそれで市町村だ

けでカバーできるのかという観点、また、特に

県とか近隣市町村との連携というのも当然出て

くるかというふうに思うんですが、そういうい

ろんな角度での今回の地域主権に伴う条例化に

伴う私たちの見るべき視点、また課題というの

が、若干そういう形で整理されてくるのかなと
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いうふうに思うんですが、そういう意味で、今

回私たちも初めてで、どういうところに見てい

けばいいのかと、非常に私たちも不安だし、ま

た勉強もなかなかという中で、初めてというふ

うに出されてきた中で、ある意味では、今後、

私たちがこの問題をどういう議論にしていくの

か。来年３月議会等にも含めて出てくるかと思

うんですが、そういう点での議論の視点があっ

たかと思うんですが、その点についてわかる範

囲で、若干議論された中身で報告していただけ

ればありがたいなと思うんですけれども、いか

がだったでしょうか。

〇産業厚生委員長（大薗藤幸）今の質問は議

案70号に対してでしょうか。

〇持留良一議員　全てです、条例に関係する。

〇産業厚生委員長（大薗藤幸）わかりました。

　１つ取ってみますと、この議案第70号都市下

水路の条例案に関しましては、審議の中でその

他の審議もたくさんございました。執行部のほ

うといたしましては、国の方針に従って文言の

整理だという説明いただきましたが、その件に

関しては、何ら異論もなく、可決いたしたわけ

でございますが、中央地区の海岸側の汚水対策

はどうなのか、いろんな意見が出ましたが、そ

の議論はその他の事項でございまして、この条

例案には関係なく可決をさせていただきました。

　そのほか都市公園の議案71号、72号、73号、

もろもろございましたが、71号、72号、74号、

75号、76号、77号の条例改正がございましたが、

これも同じく執行部のほうからは、国からの条

例を改正する案件だという説明と文言の整理と

いうことで御理解いただき、可決した次第でご

ざいます。

　以上でございます。

〇議長（宮迫泰倫）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　最初に、議案からお諮りします。

　議案第70号から議案第77号まで及び議案第80

号から議案第85号までの各議案を各委員長の報

告のとおり決することに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第70号から議案第77号まで及び

議案第80号から議案第85号までの各議案は、い

ずれも各委員長の報告のとおり決定しました。

　次に、陳情をお諮りします。

　陳情第12号から陳情第15号までの陳情４件を

委員長の報告のとおり決することに御異議あり

ませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、陳情第12号は不採択、陳情第13号及

び陳情第14号はいずれも閉会中の継続審査、陳

情第15号は採択とすることに決定しました。

　　　△議案第86号～議案第88号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第20、議案第86号から

日程第22、議案第88号までの議案３件を一括議

題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第86号　垂水市職員退職手当支給条例等の

　　　一部を改正する条例　案

議案第87号　垂水市議会委員会条例の一部を改

　　　正する条例　案

議案第88号　垂水市議会会議規則の一部を改正

　　　する規則　案

〇議長（宮迫泰倫）説明を求めます。
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〇総務課長（山口親志）おはようございます。

　議案第86号垂水市職員退職手当支給条例等の

一部を改正する条例案について御説明申し上げ

ます。

　本議案は、平成24年11月の臨時国会において

可決された国家公務員退職手当法等の一部を改

正する法律の内容に準じ、本市の退職手当支給

条例を改正しようとするものです。

　改正の概要としましては、国家公務員と民間

との退職給付の格差を解消するために国家公務

員の退職手当の支給水準等が見直されたことを

受けて、本市職員の退職手当の支給水準も国の

制度に準じ、改正しようとするものです。

　具体的には、退職理由、勤続年数にかかわら

ず、すべての退職者において退職手当の基本額

に乗じる調整率を現行の「100分の104」から「100

分の87」に段階的に引き下げようとするもので

す。

　次に、条例の改正内容について、条例案と新

旧対照表とあわせて御説明いたします。

　第１条は、垂水市職員退職手当支給条例の一

部を改正するものでございます。

　新旧対照表は１ページであります。

　この規定は、退職手当について、条例の本則

の規定により計算した額に乗じる調整率を「100

分の104」から「100分の87」へ引き下げるとと

もに、自己都合による退職者か勤続20年未満退

職者を含めることとするものでございます。

　第２条については、平成18年条例第15号で制

定しました垂水市職員退職手当支給条例の一部

を改正する条例の一部を改正するものでござい

ます。

　新旧対照表では２ページであります。

　この一部改正条例は、平成18年度に行われた

大幅な給与制度の改正、いわゆる給与構造改革

に伴い、退職手当の制度改正を行ったもので、

今回、この一部改正条例についても第１条と同

様に調整率を引き下げるため、改正を行おうと

するものでございます。

　また、平成18年の改正においては、平成18年

３月31日時点の制度による退職手当の額と改正

後の退職手当の額を比較し、多いほうの額で支

給する制度となっていることから、平成18年３

月31日時点の退職手当の額にも今回の調整率の

引き下げを反映させ、比較させるための改正内

容となっております。

　なお、第１条、第２条とも調整率を「100分の

104」から「100分の87」と改正していますが、

急激な減額となることから、平成25年４月１日

から平成26年３月31日までを「100分の98」とし、

平成26年４月1日から平成27年３月31日までを「100

分の92」とし、平成27年４月１日以降「100分の

87」と段階的に引き下げを行うこととし、この

ことについては、今回の改正条例の附則第２項

で第１条について、また、附則第３項で第２条

についての年ごとの読みかえを規定しているも

のでございます。

　なお、今回の改正条例の施行日は、附則第１

項に規定のとおり、平成25年４月１日ですが、

退職手当の急激な減額となっていることから、

職員への周知期間を確保するため、今議会に御

提案するものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇川畑三郎議員　議案第87号垂水市議会委員会

条例の一部を改正する条例案及び議案第88号垂

水市議会会議規則の一部を改正する規則案の主

な提案理由を一括して御説明申し上げます。

　今回の委員会条例及び会議規則の改正案は、

本年９月に施行された地方自治法の一部改正に

伴いまして、それぞれ改正しようとするもので

ございます。

　まず、議案第87号について御説明申し上げま

す。

　改正前の地方自治法においては、議会の委員

会などの組織運営に関して、法で規制されてい
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る事項が多かったわけですが、地方の自由度を

高めるという観点から、今回の改正は委員会に

関する規定を簡素化し、委員の選任方法、在任

期間等について法で定めていた事項を条例にリ

ンクするものであります。

　委員会条例の主な改正の内容といたしまして

は、第２条第１項として、「議員は、少なくと

も一の常任委員となるものとする。」を、また、

これまで条例で定めていなかった特別委員の在

任期間を第６条第３項で委員の選任時期を第８

条第２項として新たに規定しようとするもので

ございます。

　なお、附則といたしまして、この条例は、地

方自治法の一部を改正する法律（平成24年法律

第72号）附則第１条ただし書きに定める日から

施行しようとするものでございます。

　次に、議案第88号について御説明申し上げま

す。

　これまで公聴会の開催、参考人の招致を地方

自治法で明確に認めていたのは、委員会のみで

ありましたが、小規模な地方公共団体において

は、議員数が少人数であるため、委員会で行う

ことは実態に合わない状況となっていました。

　このため、委員会だけでなく、本会議におい

ても公聴会の開催、参考人の招致をすることが

できるようになったことから、今回、会議規則

を改正しようとするものであります。

　会議規則の主な改正の内容といたしまして、

第１章第８節の次に第８節の２を設け、本会議

における公聴会の開催、参考人の招致について

第76条の２から第76条の８まで規定しようとす

るものであります。

　なお、附則といたしまして、この規則は、公

布の日から施行し、ただし、第97条の改正規定

は、地方自治法の一部を改正する法律（平成24

年法律第72号）附則第１条ただし書きに定める

日から施行しようとするものでございます。

　以上で提案理由の説明を終わりますが、御賛

同賜りますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集願います。

　　　　　午前10時42分休憩

　　　　　午前11時５分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　先ほど議題としました議案に対し、これから

質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　先ほど全協でも職員の生活の

関連の問題等々いろいろ議論が出たわけですけ

れども、与える影響は大きいというのは、当然

結果として出てくるし、職員の生活の問題、な

おかつ市民、地域経済への影響といろいろ出て

くるわけなんですけれども、当初国自体も地方

には求めないというようなことを言ってきたん

ですが、その点でもやっぱりその後変化してき

ていて、地方にもそういうことを要請してきた

みたいな発言があちこち出てきたわけですけれ

ども、１点お聞きしたいのは、当然先ほど説明

されたとおり、民間との格差とかいろいろ言わ

れましたけれども、ある意味では主体的にこの

問題というのはどうするかという観点が当然必

要だというふうに思うんですが、市長はこのこ

とを提案された理由は、単に民間との格差だけ

だったのか、それとも国との関係も含めてあっ

たのか。ある意味、主体的な観点は何だったの

かということをちょっとお聞きしたいというこ

と。

　私はこの間、給与の問題も大変削減もされて

きたし、当然給与に基づいて退職金というのは

整理されていくわけですけれども、さらにこの

ことによって、老後の生活設計も含めて、人生

設計も含めて非常な影響が出てくるだろうと。
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二重にある意味では職員の皆さんに負担を強い

られるということになると思うんですが、この

点についての市長の考え方についてお聞かせく

ださい。

〇市長（尾脇雅弥）給与並びに退職金関係、

もちろん減っていくことに対してそれぞれが厳

しくなるというのは当然のことでございます。

　ただ、昨今の社会情勢等も踏まえて御理解を

いただいていると思いますけれども、先ほど担

当課長が申し上げたように、国において11月16

日の日に法案が可決をされました。

　そのことを受けまして、我々も職員労働組合

とも丁寧な交渉を重ねてまいりました。その結

果において、４月１日からの施行ということで

妥結をしていただいたということでございます

ので、真摯な話し合いの結果、もろもろ考慮し

て、双方が理解をしてこの議案の提案に至って

いるということでありますので、御理解をいた

だきたいというふうに思います。

〇持留良一議員　ちょっと観点が違うんですけ

れども、この問題というのは、それぞれ自治体

でも考えていくという中身でもなかったという

ふうに思うんですよね。先ほどの説明でも国の

改正に伴ってということだったんですけれども、

私はやっぱり市長というのは、先ほど言いまし

たとおり職員の生活を守るというのが、もう一

つの大きな市長の最大の責任であるというふう

に思うんですね。先ほどの議論でも出たように

職員の意識の問題とか含めて、やはり今後与え

る影響というのは当然出てくるであろうと。生

活への影響も出てくる。地域経済への影響も出

てくるというのは、もう明らかだと思うんです。

そういう観点に立ってこの間、職員給与の削減

等もされてきたわけですよね。あえてまた、退

職金という関係においてもこういうことをされ

るということは、やっぱり相当な打撃を受ける

というのは、これは明らかだというふうに思う

んです。

　だから、そこの中で市長がそういう観点に立

ったときに、今、地域主権含めて、国はそれぞ

れ実際責任を持ってやれというふうに言ってい

るわけですので、そこの点で市長がどういうふ

うに、こういう変化の中で考えられたのか、こ

れをどのように受けとめて提案されたのか、そ

このところもう少し、わかりづらかったもので

すから再度質問させていただきます。私は基本

的にはこれにはちょっと異議があるというふう

に思います。

〇市長（尾脇雅弥）同じような答弁になるか

と思いますけれども、心情的には、当然減らし

ていくことに対しては胸の痛い思いもあります

けれども、さまざまな社会情勢等々も考慮しな

がら、しかも国の提案とは少し違っております

ので、労働組合の皆さんと真摯な協議を重ねた

結果、お互いに理解の上でこの提案をさせてい

ただいておりますので、そういうことで御理解

をいただきたいというふうに思います。

〇議長（宮迫泰倫）ほかに質問は。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　お諮りします。

　まず、議案第86号について原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あ

　　　り］

〇議長（宮迫泰倫）異議がありましたので、

異議ありと認めます。

　御異議がありますので、議案第86号は、起立

により採決いたします。

　議案第86号を原案のとおり決することに賛成
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の方は起立を願います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（宮迫泰倫）起立多数です。

　よって、議案第86号は原案のとおり可決され

ました。

　次に、議案第87号について原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第87号は原案のとおり可決され

ました。

　次に、議案第88号について原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第88号は原案のとおり可決され

ました。

　以上で、日程は全部終了しました。

　　　△閉　　会

〇議長（宮迫泰倫）これをもちまして、平成

24年第４回垂水市議会定例会を閉会いたします。

　　　　　午前11時12分閉会
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　地方自治法第１２３条第２項の規定によって、ここに署名する。

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 長　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　
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